
【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和8年6月30日

【事業年度】 自　2025年1月1日　至　2025年12月31日

【会社名】 エスエイピー・エスイー

(SAP SE)

【代表者の役職氏名】 ドミニク・アサム

最高財務責任者

(Dominik Asam, Chief Financial Officer)

ミヒャエル・プレートナー博士

コーポレート・カウンセル

(Dr. Michael Ploetner, Corporate Counsel)

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国　69190　ヴァルドルフ　ディートマ・ホップ・アレー 16

(Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Federal Republic of Germany)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士　花水　康

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03(6775)1000

【事務連絡者氏名】 弁護士　松島　悠太

弁護士　柊山　将輝

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03(6775)1000

【縦覧に供する場所】 該当なし

 

(注) 1. 本書において、別途記載がない限り、「SAP」、「当社」または「SAPグループ」とは、SAP SEおよ

びその子会社を意味する。

 2. 本書において、「ユーロ」および「€」とは、別途記載がない限り、欧州連合の法定通貨を意味す

る。本書中一部の財務データについては、便宜のためユーロから日本円（「円」）への換算がなさ

れている。この場合の換算は、別途記載がない限り、1ユーロ＝185.66円の為替相場（株式会社三菱

UFJ銀行が2026年5月29日に提示した対顧客電信売買相場の仲値）で計算されている。

 3. 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計欄に記載されている数値は計数の総和と必ずし

も一致しない場合がある。
 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

  1/399



第一部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】
 

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

当社は、ドイツに登記上の住所を有する欧州会社（Societas Europaea、以下「SE」という。）であるため、ド

イツ法および欧州法、とりわけ欧州会社法に関する理事会規則（EC）No. 2157/2001（以下「SE規則」とい

う。）、欧州会社法に関する2001年10月8日付理事会規則No. 2157/2001の施行に関するドイツ法（以下「SE-AG」

という。）、ドイツ株式会社法（ Aktiengesetz 、以下「 AktG 」という。）、ドイツ証券取引法

（Wertpapierhandelsgesetz、以下「WpHG」という。）およびドイツ証券買収法（Wertpapieruebernahmegesetz、

以下「WpÜG」という。）の適用を受けるが、一部の規定は上場している会社のみに適用される。SEは独自の法人格

を有する。SEの会社財産のみが、会社債権者に対する債務の引当財産となる。SEの最低株式資本は120,000ユーロ

であり、株式に割り当てられる。当該株式は、（一般に）公証人の認証がなくとも譲渡可能であるが、譲渡の要件

は、株式の種類（特に、無記名式株式と記名式株式、預託株式と非預託株式）および通常定款によって追加される

可能性のある要件に応じて定まる。

以下の記述はドイツに登記上の住所を有する欧州会社の特徴について、さらに具体的に説明したものである。

 

設立および登記手続

SEの設立は、SE規則の規定およびSEがその登記上の事務所を設立するEU加盟国における株式会社に適用される法

律の規定の適用を受ける。そのため、ドイツに登記上の事務所を有するSEの設立は、通常、ドイツ株式会社法に基

づくドイツ株式会社の設立に適用される法律の適用を受ける。

ドイツを拠点とするSEは1名以上の株主によって設立される。SEの設立手続には、通常定款の公証人による認証

および設立時株主による当初株式の引受けが必要である。また、SEのコーポレート・ガバナンス体制については、

一層または二層の体制から選択することができる。二層体制においては二つの管理組織が存在し、一方は業務を運

営し、他方は運営を監督するのに対し、一層体制においては一つの管理組織のみが存在し、これは、会社を運営

し、その活動の基本方針を決定し、またそれらの実施を監督する。SAP SEは二層構造を有する。

SEが一層または二層のいずれの構造を有するかによって、設立時株主は、会社の当初監査役会または理事会およ

び当初監査役を任命する。当該任命は、公証人の認証を必要とする。二層構造における当初監査役会は、当初取締

役会を任命する。設立時株主は、SEの設立に関する一切の詳細な記載を含む設立報告書を書面により作成しなけれ

ばならない。取締役会および監査役会または理事会は設立手続を精査し、特定の状況においては（例えば、取締役

会または監査役会もしくは理事会の構成員が株式を引受ける場合、または株式が現物出資を対価として発行された

場合）、設立報告書は独立監査役の監査を必要とする。SEの設立は、管轄権のあるドイツの商業登記簿に登記され

なければならない。公証人の立会いの下、すべての設立時株主ならびに取締役会および監査役会または理事会の当

初の構成員が、場合に応じて登記申請に署名する必要がある。SEは登記によって独立した法人格を得る。登記まで

の間にSEのためにSEを代表する人物は、あらゆる債務の発生について、個人責任を負う。SEは、証券取引所に上場

することができる。

法的形態をSEに変更する転換を、設立時ドイツ事業体（例えば、SAP AGからSAP SEへの転換の場合のようなドイ

ツ株式会社）が行う場合、ドイツ株式会社法の設立規定（定款の採用、設立費用、設立報告、設立監査、会社の登

記申請、裁判所による審査、商業登記簿への登記等）は、SE規則の規定によって修正され、SE規則の規定が優先す

る。
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株主有限責任の原則

商業登記簿への登記によって、SEは、その債務について、株式資本を含むその資産のみによって責任を負うこと

となり、一方、株主の責任はその出資額に限定される。

 

定款の内容

ドイツを拠点とするSEの定款の必要的記載事項は、SE規則およびSEに適用されるドイツ株式会社法

（Aktiengesetz、AktG）に規定されており、制限なく、以下を含む。

・　会社の名称および登記上の所在地

・　会社の目的

・　会社の株式資本の総額およびその構成

・　株式の種類（無記名式株式または記名式株式）

・　一層または二層の組織体制の選択

・　取締役会の構成員の人数または当該人数を決定するための規則

定款はその他の事項についても規定することができるが、SE規則およびAktGの規定と異なる定めをすることは明

示的に許されている場合にのみ可能である。

 

最低株式資本、株式の種類

SEの最低株式資本は、120,000ユーロである。株式は、少なくとも1株当たり1.00ユーロもしくはその倍数額の額

面株式（Nennbetragsaktien）、または無額面株式（Stueckaktien）によって発行することができる。株主は、1株

以上の株式を保有することができる。ドイツに登記上の住所を有するSEに適用されるドイツ法および欧州法は、さ

らに無記名式株式（すなわち、氏名が記載された保有者ではなく持参人に対して発行され、SEが株式名簿に登録し

ていない株式―無記名式株式が圧倒的多数である。）および記名株式（すなわち、氏名が記載された保有者に対し

て発行され、保有者の氏名がSEの株式名簿に登録されている株式―記名式株式はまれである。）を区別している。

定款には、発行される株式の種類が明記されなければならない。無記名式株式は、払込みが完了しない限り発行す

ることができない。無記名式株式の譲渡性を制限することはできないが、記名式株式については、定款で、SEの承

諾がある場合にのみ譲渡され得る旨規定することができる。さらに、株式は、普通株式または優先株式として発行

することができる。後者は、議決権を付して、または議決権なしで発行することができる。複数の議決権を有する

株式は認められない。

 

資本の拠出および維持

株式資本への出資は、現金または定款もしくは株主総会の決議により認められる場合には現物出資によって行う

ことができる。

株式が金銭出資により発行される場合は、少なくとも各株式の額面価額の25％（もしあればプレミアムの全額を

加算したもの）が、SEまたは増資の実施を商業登記簿に登記するための届出前に支払われなければならない。未払

額の支払要求は、取締役会または理事会が場合に応じて行う。

SEに適用される法律は、とりわけ、株式資本が支払われ、維持されることを確実なものとすべく構成されてい

る。出資は、特にそれによってSEの純資産が登記済株式資本を下回るか否かにかかわらず、株主に対して払い戻す

ことはできない。

 

株式の譲渡
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SEの株式は比較的容易に譲渡できる。SEの株式の譲渡は、公証人によって認証された譲渡証書の締結を必要とし

ない。定款において、記名式株式の譲渡に関する制限を課すことができる（無記名式株式の譲渡については制限で

きない。）。

 

通知の要件

非上場のSEの登記済株式資本の25％を超える株式を直接または間接に保有した場合、当該株主は、SEに対し書面

で当該保有について通知しなければならない。株式保有が登記済株式資本または議決権の50％を超えた場合にも、

同様の通知を再び行う必要がある。適切な通知を行わない場合、当該株式に付される株主の権利は停止される。株

式保有が当該閾値を下回った場合、同様の通知を行う必要がある。上場SEの場合には、関連株主は、一切の直接的

または間接的な株式保有で、SEにおける議決権総数の3％、5％、10％、15％、20％、25％、30％、50％、もしくは

75％を超えた場合（または下回った場合）、SEおよびドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt fuer

Finanzdienstleistungsaufsicht、以下「BaFin」という。）に通知しなければならない。

 

二層の組織構造を有するSEの取締役会

取締役会は、SEの経営について単独で責任を負う。株主総会も監査役会も、取締役会に対しSEの経営に関する拘

束力を有する指示を与えることはできない。3百万ユーロを超える資本を有するSEは、定款が別途規定する場合を

除き、少なくとも2名からなる取締役会を設置しなければならない。個人のみが取締役会の構成員に任命されるこ

とができる。取締役会の構成員のうち1名は、雇用および社会問題について責任を有する者として指定されなけれ

ばならない。

取締役会の構成員は、監査役会によって任命される。取締役会の役員は最長6年間の任期で任命される（ただ

し、任期は追加で6年を上限として延長することができる。）。当該任命後は、監査役会の決議により、正当な理

由によってのみ取消すことができる。

取締役会の構成員が法的にSEを代表する方法（個別、共同等）については、定款に明記しなければならない。取

締役会の能力は、SEの運営に関する特定の行為について、監査役会の合意を要する旨規定することにより、定款

で、および選択によっては監査役会で、内部的に制限されなければならない。ただし、当該制限は、第三者に対す

る取締役会の行為の有効性に影響しない。

取締役会の構成員は、会社の運営において、良識ある善良な管理者の注意を払わなければならず、また、自身の

行為について異議を述べられた場合には、かかる義務を尽くしたことの立証責任を負わなければならない。株主総

会の法的決議に従って行為したものでない限り、かかる義務に違反した取締役会の構成員は、連帯して、会社が

被った一切の損害について責任を負う可能性がある。

 

二層の組織構造を有するSEの監査役会

二層体制のSEは、取締役会の監督および取締役会への助言を行う監査役会を有する。SEの監査組織の構成員数ま

たは当該人数を決定するための規則は、定款で定められる。SEは、10,000,000ユーロを超える資本金を有する場

合、監査役会の規模は21名までに制限される。また、監査役会の従業員代表に対し、欧州会社における従業員の関

与に関するドイツ法（Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft ‒

SE-Beteiligungsgesetz）によって求められる場合、構成員数は、3で割り切れる数でなければならない。

ドイツを拠点とするSEは、従業員の共同決定に関するドイツの法規制の適用を受けない。当該法規制では、とり

わけ、2,000名を超える従業員を有するドイツ法に基づく株式会社（以下「AG」という。）において、監査役会の

構成員数は、従業員の平等な参加の原則を遵守しなければならず、すなわち構成員の2分の1は株主により指名さ

れ、残りの半数はAGおよびその（ドイツの）子会社の従業員により指名されなければならない旨を定めている。た

だし、（SAP AGからSAP SEへの転換の場合のように、）法的形態をAGからSEに変更する転換の形でSEが設立される
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場合、SEにおける従業員参加は、転換前にAGにおいて存在した当該参加に関するすべての要素について、少なくと

も同等の方法が保証されなければならない。これは、従業員の平等な参加の原則が転換前のAGの監査役会に適用さ

れた場合、当該原則は転換後のSEの監査役会にも適用されることを意味する。この場合、SEの監査役会の50％は、

SEおよびその欧州子会社の従業員代表により構成されなければならない。

SE-AG第17条(2)に従い、株式が証券取引所に上場され、かつ監査役会において従業員が平等に代表となるSEの監

査役会は、男女各30％以上で構成されなければならない。かかる最低比率は、監査役会で新たに指名を行う際は常

に遵守されなければならない。

監査役会は、構成員の過半数の投票によって構成員の中から議長および1名または複数の副議長を選任する。法

律に別段の規定がない限り、監査役会は単純多数決によって運営される。賛否同数の場合は、議長が決定票を有す

る。

監査役会の構成員は、定款でより短い任期が定められる場合を除き、最長約6年間の任期で任命される。任期

は、監査役会が選任された年から5事業年度後の、監査役会および取締役会の行為を正式に承認する株主総会の終

了時に満了する。定款に別段の定めがない限り、再選も可能である。

株主総会で選出されたすべての監査役会構成員は、投票総数の4分の3をもって可決した株主決議により解任する

ことができる。法令に基づき、ドイツの従業員により選出されたすべての監査役会構成員は、SEおよびその（ドイ

ツの）子会社の従業員による投票総数の4分の3をもって解任することができ、ドイツ以外の従業員代表の解任につ

いては、当該従業員代表の出身国における規則の適用を受ける。

監査役会の主な役割は以下のとおりである。

・　取締役会の構成員の任命と解任

・　取締役会の行為の法的側面および業務上の側面の精査を含む、取締役会の監督

・　取締役会構成員との取引においてSEを代表すること

・　株主決議の有効性に関連する訴訟において（取締役会とともに）SEを代表すること

・　定款または監査役会によって要求される場合、取締役会の特定の主要な業務上の決定を承諾すること

・　法定監査役を雇用し、年次財務書類の精査および承諾を行うこと

監査役会の構成員は、取締役会の構成員と同様の注意を払わなければならず、かかる義務に違反した場合は、会

社が被った一切の損害について責任を負う可能性がある。とりわけ、監査役会の構成員は、会社およびその業務に

関する一切の機密情報を開示してはならない。かかる守秘義務は、任期終了後も継続する。

 

株主

SEの株主は、総会で株主決議を採択することで権能を行使する。一般的に、SEは経常的業務を行うために毎会計

年度末から数えて6ヶ月以内に総会を開催する。当該年次総会において、前会計年度の年次財務書類が株主に提出

され、株主は、とりわけ配当の支払を含む剰余金処分、ならびに、場合によっては、前会計年度における取締役会

および監査役会または理事会の構成員の行為の免責に関連した決議を採択する。

二層構造を有するSEにおける取締役会は、総会を招集する権利（特定の場合には義務）を有する。加えて、法令

または定款により、他の人物に総会招集権限を付与することができる。強行法規または定款において特別多数によ

ると定められている場合を除き、株主総会の決議は単純多数（投票総数の過半数）によって行うものとされてい

る。例えば、定款の一切の変更、株式資本の増加または減少、他社との間の支配的な契約（すなわち、会社が他社

の支配下に入る契約または会社の利益の譲渡を合意する契約）、全資産の譲渡および法的形態の変更に関する決議

は、投票総数の75％の多数票が必要である。

年次総会において、株主は、とりわけ、取締役会が作成し監査役会が承認した年次財務書類に記載された前事業

年度の利益処分について決定する。SEの株主は、決定を行う際に会社に対して忠実義務を負う。SEの株主は、同等

の状況においては平等に取り扱われなければならない。
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会計上の義務および開示規定

SEは、年次財務書類の様式および内容の詳細な要件を定めるドイツ商法の規定に従って会計帳簿を保存し、年次

財務書類を作成しなければならない。さらに、中規模企業および大企業は、その年次財務書類について監査を受け

なければならない。（監査済の）年次財務書類は、各会計年度の12ヶ月以内に連邦官報（Bundesanzeiger）に提出

され、公表されなければならない。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

コーポレート・ガバナンス

二層取締役会制度を有する欧州会社であるSAP SEは、監査役会、取締役会および年次株主総会の3つの独立した

機関によって運営されている。その規則は、欧州法およびドイツ法、従業員によるSAP SEへの関与に関する合意

（以下「従業員関与合意」または「EIA」という。）、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード、ならびに当

社の定款（Satzung）によって規定され、以下に要約される。

 

監査役会

監査役会は、取締役会の構成員を選任および解任し、会社の経営の監督および経営についての助言を行う。現在

の事業、事業展開および事業計画について協議するために、監査役会は定期的に会合を行う。当社取締役会は、取

締役会が策定した企業戦略に関して監査役会と協議を行うものとする。取締役会が監査役会の承認を得なければな

らない取引の種類は、定款に記載されている。また、監査役会は、その同意を要する取引の具体的な種類を指定す

る。それに応じて、監査役会は、取締役会が提出する当社の年度予算、および、事後的に発生した、承認された年

度予算に合致しない特定の事項についても承認しなければならない。監査役会はまた、SAP SEと取締役会の構成員

との間の取引においてSAP SEを代表する責任を負う。

監査役会は、年次株主総会において、監査・コンプライアンス委員会の推薦に基づき、独立外部監査役の選任議

案を提出する。監査・コンプライアンス委員会の予備検討を踏まえ、監査役会は、SAP SEの財務書類の採否につき

慎重に検討および決議し、またSAP SEの財務書類、連結財務書類および統合経営報告書（グループ持続可能性報告

書を含む。）を承認する責任を負う。監査役会はまた、監査役の独立性および監査の質を監督する責任も負うが、

この業務については監査・コンプライアンス委員会に委託している。

SE規則第40条(3)第一文に基づき、監査役会の構成員数および当該構成員数を決定するための規則を定款に定め

ることとなっている。また、SE-AG第17条(1)に基づき、株式資本が10,000,000ユーロを超えるSAP SEのような会社

の監査役会の規模は、21名までに制限される。これらの規定およびEIAに鑑み、SAP SEの定款では、監査役会を18

名で構成する旨定めている。

当社の2025年度年次報告書Form 20-Fの日付現在、SAP SEの現監査役会は18名で構成されている。このうち9名は

年次株主総会において株主代表として選出され、残る9名はSE労使協議会によってEIA（詳細は以下を参照のこ

と。）に基づき従業員代表として指名された。SE労使協議会は、欧州連合の加盟国および欧州経済領域の協定加盟

国における当社の従業員を代表する。SE-AG第17条(2)に従い、SAP SEの監査役会は男女各30％以上でなければなら

ない。この監査役会の比率は、監査役会で新たに指名を行う際は常に遵守されなければならない。最低30％の比率

を達成するためには、18名の構成員のうち5名以上が女性である必要がある（18の30％は5.4であるところ、適用法

令に従って、端数を数学的に切り捨て5名とすることができる。）。2025年度を通して、監査役会の株主代表側の

女性の数は3名、従業員代表側の女性の数は2名であった。したがって、2025年度を通して監査役会の女性の割合は

最低比率である30％に達していた。

SAP SEの監査役会の従業員代表を指名する手続は、EIAに準拠しており、適宜改正される。EIAに従って、2025年

度年次報告書Form 20-Fの日付現在の監査役会の構成において従業員代表のために確保されている9議席（以下「従
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業員議席」という。）は次のとおりに割り当てられる。すなわち、従業員議席のうち最初の7議席は、各国で雇用

されている当社の従業員数に応じて割り当てられる（d`Hondt方式）。ただし、最初の6議席が一つの国によって占

められる場合、7議席目は、当社の従業員数が二番目に多い国に割り当てられる。8議席目は、SE労使協議会に代表

者を有する国のうち最も多くの当社従業員を擁する国に割り当てられる。9議席目は、監査役会での議席はまだ割

り当てられていないものの、SE労使協議会に代表者を有する国に割り当てられる。

5議席目および6議席目に関するEIAの暫定的な改正に基づいて実施された2024年度の従業員代表の定期選挙の後

に、従業員議席の構成は、2024年5月15日の年次株主総会の終了時を効力発生時点として変更され、2025年度末ま

では以下のようになった。最初の4議席は、主たる勤務地がドイツであるすべての当社の従業員による直接投票に

より決定された。5議席目および6議席目の従業員代表は、欧州経済地域の当社の事業体を代表する労働組合により

指名された候補者からSE労使協議会により任命された。7議席目は、チェコの法律の適用条項に従ってチェコ共和

国に割り当てられ、決定された。8議席目および9議席目については、ドイツ出身およびスペイン出身のSE労使協議

会構成員が従業員代表としてSE労使協議会により指名された。

年次株主総会で株主によって選任された監査役会のすべての構成員は、年次株主総会における投票総数の4分の3

によって解任することができる。EIAに基づき指名された監査役会のすべての構成員は、SE労使協議会による指名

のために当該従業員代表を推薦した団体の申し出に基づきSE労使協議会によって、または当該従業員代表が直接選

任された場合は議決権を有する従業員の過半数によって、解任することができる。

監査役会は、投票総数の過半数によって構成員の中から議長および1～2名の副議長を選任する。監査役会議長と

して選出できるのは、株主代表のみである。監査役会議長を選任する場合、監査役会の株主代表のうち年齢が最年

長の構成員が、その会議の議長を務め、賛否同数の場合に決定投票を行う。

法律または定款に別段の規定がない限り、監査役会の決議は投票総数の単純多数によって可決される。賛否同数

の場合は、議長の投票によって、議長が決議に参加しない場合は副議長（ただし、株主代表であることを条件とす

る。）の投票によって、決定される（決定投票）。

SAP SE初の監査役会における従業員代表を除き、監査役会の構成員が選任または指名された場合、その任期は、

任期開始から4事業年度後（ただし、任期が開始された年度は含めない。）の、監査役会の行為を正式に承認する

年次株主総会の終了時点で満了となる。いかなる場合においても、任期は最長で6年後に終了する。再任は可能で

ある。当社の監査役会は、年に4回定例会を行うほか、必要に応じて臨時会議を招集するか、稟議により決議す

る。監査役会の構成員の報酬は、定款により定められる。

すべての株主代表は、当社および監査役会から独立しているものとみなされる。これは、当社の監査役会の十分

な数の株主代表が独立性を有するべき旨を定めているドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード（GCGC）を遵守

している。監査役会の構成員として任命されるため、また在任中において、構成員は、独立性、利益相反、ならび

に経営、監督機関および他の統治機関上の地位の重複に関する特定の基準を遵守しなければならない。構成員は、

その業務において当社に対し忠実でなければならず、当社と競合する会社のいかなる地位をも引受けてはならな

い。構成員は、インサイダー取引の禁止のほか、市場濫用に関する2014年4月16日付欧州議会および理事会規則

（EU）No. 596/2014ならびにドイツ証券取引法における取締役の取引に関する各規則の適用を受ける。監査役会の

構成員は、当該構成員とSAP SEとの間の特定の契約上の合意に関連する事項について投票することはできない。さ

らに、監査役会の構成員の報酬は定款に規定されるため、監査役会の構成員は、自らの報酬について投票すること

ができないが、例外として、定款変更についての年次株主総会決議においては議決権を行使することができる。

監査役会およびその委員会の任務および手続は、SE規則およびドイツ株式会社法を含む欧州法およびドイツ法の

要件、定款、およびGCGCの勧告を反映した各手続規則（これがある場合）に明記されている。

サーベンス・オクスリー法の規定に従って、当社は取締役会または監査役会の構成員に対して融資を提供しな

い。
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監査役会は、その構成員の中から委員会の委員を任命し、法律で認められた範囲において、かかる委員会に監査

役会の代わりに決定する権限を委譲することができる。2025年度年次報告書Form 20-Fの日付において、監査役会

には以下の委員会がある。

 

監査・コンプライアンス委員会

監査・コンプライアンス委員会（Prüfungs- und Compliance-Ausschuss）は、財務書類ならびにグループおよび

SAP SE単独の会計および報告に係る監査に関する事項を取り扱う。さらには、監査・コンプライアンス委員会は、

すべての調査に関するコンプライアンス関連事項および当グループの社外報告に関する事項を取り扱う。監査・コ

ンプライアンス委員会の業務の中には、2025年度年次報告書Form 20-Fを含む、ドイツおよび米国の規制に基づき

作成される当社の四半期報告、半期報告および年度末の財務・持続可能性に関する報告の議論が含まれる。監査・

コンプライアンス委員会は外部の独立監査役の任命を監査役会に勧告し、監査の焦点となる分野を決定し、重要な

会計方針および予測を監査役とともに議論し、監査役によって発行された監査報告書および監査役によって認識さ

れた監査上の問題を精査し、内部監査機能の有効性を監視し、内部監査機能のリソース、監査計画（計画の策定に

使用した基準を含む。）、監査方法および活動ならびに監査結果について定期的に報告を受ける。また、監査・コ

ンプライアンス委員会は監査報酬についての交渉を監査役との間で行い、監査役の独立性および監査の質の監督を

行う。当社の倫理・コンプライアンス・オフィス、当社のグローバル法務部および当社のグローバル・セキュリ

ティ・アンド・クラウド・コンプライアンス・オフィスは、要請があった場合および特定の事項の発生があった場

合のほか、定期的に監査・コンプライアンス委員会に対して報告を行う。監査・コンプライアンス委員会は、サイ

バーセキュリティを含む当社のコーポレート・セキュリティ監視システムの有効性を、リスクおよびインシデント

の管理および抑制に焦点を当てて精査する。最後に、監査・コンプライアンス委員会は報酬報告書を精査し、該当

事業年度につき当該報告書を採用および公表することに係る提言を監査役会向けに作成する。

監査・コンプライアンス委員会は、当社の外部の独立監査役によって提供されるすべての監査業務および非監査

業務についての、承認に関する手続を定めた。

監査・コンプライアンス委員会は、年次財務書類の採択、年次連結財務書類および統合報告書の承認に関して、

監査役会全体が行う審議および決議のための準備作業も行う。また、監査・コンプライアンス委員会は、報酬報告

書の作成の補佐も担い、すべての規制要件を充足しているか否かとの観点から当該報告書を精査する。

監査役会は、ジェニファー・シンヂウ・リーを監査・コンプライアンス委員会会長、グンナー・ウィーデンフェ

ルズ博士をサーベンス・オクスリー法407条に基づき定められたSECの規則に定義される監査委員会の財務専門家、

およびドイツ株式会社法に定義される財務専門家とすることを決定した。両氏は、会計および監査の分野において

専門知識を有している。また、リー氏およびウィーデンフェルズ博士の両氏は、証券取引法上の規則10A-3で定義

されている「独立」性を有している。

 

人事・ガバナンス委員会

人事・ガバナンス委員会（Personal- und Governance-Ausschuss）は、取締役会に関する人事および監査役会の

統括に関する事項を担当する。本委員会は、取締役会の構成員に関する監査役会の重要な決定（例えば、選任およ

び報酬）、ならびに取締役会の構成員の役員サービス契約の締結、修正および終了ならびにその後任の計画につい

て、必要な準備業務を行う。また、本委員会は、コーポレート・ガバナンスに関するあらゆる事柄も取り扱う。

ドイツ株式会社法は、人事・ガバナンス委員会が監査役会に代わって取締役の報酬を決定することを禁止してお

り、監査役会全体で取締役報酬を決定することを義務付けている。同法は、年次株主総会に対し、取締役の報酬シ

ステムについての議決権を付与している。ただし、かかる投票は、監査役会に対する法的拘束力を有しない。

 

金融・投資委員会
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金融・投資委員会（Finanz- und Investitionsausschuss）は、一般的な財務の問題を扱い、資金調達、合併・

買収、合弁事業、戦略的投資および事業譲渡に関するあらゆる事項を担当する。さらに、本委員会は定期的に知的

財産および会社の買収、ベンチャー・キャピタルに対する投資および他の投資について取締役会と協議し、監査役

会に当該投資について報告する。本委員会は、個別の投資金額が一定の上限額を上回る場合は当該投資の承認につ

いて、また、監査役会によるグループ年間財務計画の承認に係る監査役会全体の決議を作成することについて責任

を負う。加えて、本委員会は利益の割り当てに関する監査役会の年次株主総会向けの年次提言についても協議し、

これに対応する監査役会全体向けの提言を採択する。

 

製品・技術委員会

製品・技術委員会（Produkt- und Technologieausschuss）は、技術の開発および使用ならびにソフトウェア開

発製品戦略について、取締役会に助言を提供する。また、製品・技術員会は、すべての市場開拓に関連する事項も

対象にする。当社のグローバル・セキュリティ・アンド・クラウド・コンプライアンス・オフィスは、要請があっ

た場合および特定の事項の発生があった場合に加えて、製品・技術委員会に対して定期的に報告を行う。

 

指名委員会

指名委員会（Nominierungsausschuss）は、株主の代表のみから構成される。本委員会の目的は、年次株主総会

にて監査役会の構成員を選出する際に、監査役会から推薦するに相応しい候補を監査役会に対して提示することで

ある。

 

安全保障委員会

安全保障委員会（Ausschuss für staatliche Sicherheit）は、国家安全保障に関する規制との関係での当社の

企業活動を担当する。

 

取締役会

取締役会は、当社の業務を運営し、その戦略の作成に責任を負い、第三者との取引において当社を代表する。取

締役会は、当社の運営および業務戦略について定期的に監査役会に報告し、要請により、特別報告書を作成する。

取締役会と監査役会に同時に属することはできない。

取締役会および監査役会は、当社の利益のために緊密に協力する。取締役会はSAPグループの事業の発展および

潜在的な業務上のリスクに影響を及ぼす一切の重要な事項について定期的に、迅速かつ包括的な情報を監査役会に

提供する必要がある。さらに、取締役会と監査役会の議長とは定期的にかつ相互に連絡を取り合わなければならな

い。取締役会は、当社の業務において重要な例外的事項について監査役会の議長に迅速に報告しなければならな

い。監査役会の議長は、それに応じて監査役会に報告を行い、必要に応じて臨時監査役会を招集する。

定款に従って、取締役会は少なくとも2名の構成員から構成されなければならない。2025年度年次報告書Form

20-Fの日付現在、SAP SEの取締役会は、6名の構成員から構成されている。取締役会のいずれか2名の構成員が共同

で、または取締役会の1名の構成員および特別代理権者（Prokurist）が共同で、SAP SEを法的に代表することがで

きる。監査役会は、取締役会の各構成員を最長5年間の任期で任命する（再任は可能である。）。特定の状況にお

いては、取締役会の構成員はその任期が満了する前に監査役会によって解任されることがある。取締役会の構成員

は、当該構成員とSAP SEとの間の特定の契約上の合意に関する事項について投票することができず、当社および第

三者の間で締結された契約上の合意で、監査役会に事前に開示も承認もされていないものについて当該構成員が重

要な利害を有する場合、SAP SEに対し責任を負う可能性がある。さらに、取締役会の構成員の報酬は監査役会に

よって設定されるため、取締役会の構成員は、自らの報酬について投票することができないが、例外として、年次

株主総会における取締役の報酬システムに関する拘束力のない決議については、議決権を行使することができる。
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ドイツ法に基づき、SAP SEの監査役会の構成員および取締役会の構成員は、SAP SEに対し忠実義務および注意義

務を有する。当該構成員は、善良かつ勤勉な実業家が有する水準の注意義務を尽くさなければならず、それに異議

が申し立てられた場合は、注意義務を尽くしたことにつき立証責任を負う。取締役会および監査役会は、SAP SEの

株主および当社従業員の利益を考慮し、一定程度は一般社会の利益を考慮する。その任務に違反した構成員は、年

次株主総会の適法な決議に従って行動した場合を除き、その結果生じた損害について連帯して責任を負う。

当社は、従業員向けグローバル倫理・企業行動指針（「CoEBC」）を設けている。CoEBCは、すべての従業員、マ

ネージャー、当社取締役会の構成員および監査役会の従業員代表に適用される。

ドイツ法に基づき、SAP SEの取締役会は、SAPグループの一切の主要なリスクを評価および管理しなければなら

ない。さらに、経営陣がリスクを軽減するため、またリスクに対処するために採用するすべての手段は記録されな

ければならない。したがって、当社の取締役会は、会社の地位を危うくする不利な展開が合理的に見て早期に認識

されるようにするため、企業規模のリスク監視システムの導入など適切な手段を採用してきた。

倫理・コンプライアンス・オフィス（OEC）は、腐敗行為、賄賂および重大な詐欺行為について責任を負う機関

として、2006年に当社の取締役会によって設置された。2025年度にマネーロンダリング防止もOECの担当事項に加

えられた。OECの代表は当社のグループ・コンプライアンス最高責任者（GCCO）が務め、GCCOはグループのCEOに対

して直接報告を行う。GCCOは監査・コンプライアンス委員会に対して直接的な連絡手段を有し、報告義務を負う。

その他にも多くのコンプライアンス関連機能を有する中で、OECはコンプライアンス事項に係る業務の最初の連絡

窓口として機能する、世界中のコンプライアンス現地担当者のネットワークを管理する。OECは、法務および規制

遵守方針についての認識と理解を高めるため、当社の従業員に対してコンプライアンスに対象を絞ったトレーニン

グの提供およびコンプライアンス関連の連絡を行う。Speak Out at SAPは、当社が独自に管理する内部通報ツール

で、あらゆる問題や懸念事項を簡単に、また希望に応じて匿名で報告することができる。このツールは、当社の従

業員だけでなく、顧客、サプライヤー、パートナーを含む外部の関係者も、全曜日24時間いつでも利用できる。当

社では、Speak Out at SAP以外にも、社内チケットシステムや書面提出用の郵送先を設け、また世界各地に窓口担

当者を置くなどの報告手段を用意している。懸念事項は、報復や仕返しを恐れることなく提起することができる。

 

エクステンデッドボード

2025年2月1日付で、取締役会は、エクステンデッドボードを設立した。エクステンデッドボードは、主要な部門

のシニアリーダーで構成される取締役会の委員会であり、取締役会の手続規則により規制される。取締役会は、エ

クステンデッドボード構成員を指名し、監査役会がこれらの指名に関する相談に乗る。当社の2025年度年次報告書

Form 20-Fの日付現在、エクステンデッドボードは9名の構成員で構成されている。エクステンデッドボードは、取

締役会のために助言、調整および意思決定の準備の役割を果たすが、取締役会は、当社の活動を監督し、決定する

最終責任を保持し続ける。すべてのエクステンデッドボード構成員は、取締役会構成員に対して報告を行う。取締

役会およびエクステンデッドボードは、定期的に会合を行い、エクステンデッドボード構成員は、関連する場合に

は、取締役会の会合に参加する。

 

年次株主総会

当社の株主は、株主総会で議決権を行使する。取締役会は、各事業年度の最初の6ヶ月間に開催される必要があ

る、年次株主総会を招集する。監査役会または取締役会は、株式会社の利益において必要な場合は、臨時株主総会

を招集することができる。さらに、総計でSAP SEの発行済株式資本の5％以上を有する株主は、臨時株主総会を招

集することができる。総会に出席する意図を適切な時期に通知した場合、基準日時点の株主は株主総会に出席およ

び参加する権利を有する。

年次株主総会において、株主は、とりわけ前事業年度の取締役会および監査役会の行為を正式に承認すること、

会社の分配可能な利益の割当の承認を行うこと、および独立外部監査役の任命を行うことが求められる。監査役会
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の株主代表は、原則として、最長6年間の任期で年次株主総会において選任される。また株主は、自己株式の買戻

しについての承認、当社の増資または減資の手段に関する決議、および定款の変更の可決を求められることがあ

る。年次株主総会は、取締役会による要請がある場合のみ、経営に関する決定を行うことができる。

 

当社の株式に付される権利

有価証券を所有する権利（非居住者または外国の保有者が米国預託証券（以下「ADR」という。）または普通株

式を保有する権利を含む。）、議決権を行使する権利、または配当もしくは当該株式に関する他の支払を受領する

権利に関して、ドイツ法またはSAP SEの定款によって課される制限はない。

ドイツ株式会社法によれば、株主の権利を株主の承諾なく変更することはできない。定款は、株主の権利の変更

に関して適用される欧州法およびドイツ法によって定められる条件より厳しい条件を設けていない。

 

議決権

各SAP SE普通株式は一票を有する。累積投票は、適用される欧州法およびドイツ法の下では認められない。法律

によって特定の過半数の可決要件が定められている場合を除き、会社の定款においては、株主決議について、法律

に規定されている過半数とは異なる可決要件を定めることができる。SAP SEの定款第21条(1)においては、法律ま

たは定款によって過半数以上の多数による可決が定められる場合を除き、決議は年次株主総会において有効投票総

数の過半数によって採択される旨定められている。SAP SEの定款ならびに適用される欧州法およびドイツ法の下で

は、特に以下の事項については、当該事項が提起された年次株主総会において、有効投票総数の75％以上によって

承認されなければならない。

・　定款に定める当社の企業目的の変更

・　増資および減資

・　新株または自己株式を購入するための株主の新株引受権の排除

・　解散

・　他社との合併または統合

・　全資産または実質的な全資産の譲渡

・　ドイツ株式会社への再転換を含む会社形態の変更

・　他のEU加盟国への登記移転

・　その他の（定款第21条(2)第一文に基づく）定款に対するあらゆる修正。ただし、ドイツ法に基づき設立さ

れた株式会社に関する、単純多数による可決を要する定款の修正については、SAP SEの定款第21条(2)第二

文において、発行済資本の半分以上が表章されている場合は有効投票総数の単純多数を満たすこと、または

かかる定足数に達しない場合は法律により定められる過半数（SE規則第59条によれば投票総数の3分の2）を

満たすことと定められている。

 

配当請求権

「第5　2　配当政策」を参照のこと。

 

新株引受権

株主は、発行済資本に占める持株の割合に応じて、株式の追加発行に応募する新株引受権（Bezugsrecht）を有

する。特定の状況においては、新株引受権は株主総会決議（年次株主総会における、有効投票総数の75％以上によ

る承認）または当該株主総会決議によって権限を付与された取締役会によって、監査役会の承認を得た上で排除さ

れることがある。
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２【外国為替管理制度】

ユーロは完全に交換可能な通貨である。現在、ドイツは、国連および欧州連合によって採択された、適用のある

決議に定められた特定の分野への投資を除き、資本の輸出または輸入を制限していない。ただし、統計上の目的の

みのために、ドイツ在住の各個人または会社（以下「居住者」という。）は、特定の重要でない例外を除き、ドイ

ツ国外に居住する個人または会社（以下「非居住者」という。）から受領した一切の支払または非居住者に対して

行った一切の支払が50,000ユーロ（または同等の外貨）を超える場合は、かかる支払をドイツ連邦銀行（Deutsche

Bundesbank）に報告しなければならない。さらに、ドイツ居住者は、非居住者に対する債権または債務が総額で6

百万ユーロ（または同等の外貨）を超える場合、各暦月の末日に当該債権または債務について報告しなければなら

ない。さらに、ドイツに拠点を置く会社で非居住者に対する債権または債務が500百万ユーロを超えるものは、デ

リバティブ商品につき発生しているものに限り、非居住者に対する当該債権または債務について各暦四半期の末日

に報告しなければならない。居住者はまた、全資産が6百万ユーロを超えるドイツ国外会社のあらゆる株式または

議決権の10％以上を直接的または間接的に保有する場合、当該株式または議決権について毎年ドイツ連邦銀行に報

告する義務を有する。6百万ユーロを超える資産を有するドイツに所在する会社は、あらゆる株式または議決権の

10％以上が直接的または間接的に非居住者に保有されている場合、当該株式または議決権について毎年ドイツ連邦

銀行に報告しなければならない。

 

３【課税上の取扱い】

日本に居住する個人に対する一般的な課税

ドイツに居住していない日本の居住者は、一般的に、ドイツ源泉所得に対してのみ課税される（ドイツ制限納税

義務）。ドイツ在住でない個人は、以下のすべての条件を満たした場合に、ドイツにおける制限的な納税義務のみ

を負う。

・　ドイツ国内に個人的な利用のための住居を有しないこと。

・　ドイツ国内に「主居住地」を有しないこと。これは、2暦年間に6ヶ月間連続でドイツに滞在したことがない

ことを意味する。

ドイツ所得税法は、農林業所得、給与所得、自由営業所得、事業所得、不動産所得、投資所得、およびキャピタ

ル・ゲインからの所得を含む複数の所得の分類の区別を設けている。日本の居住者で、ドイツの非居住者であり、

上記のいずれかの分類から生じるドイツ源泉所得を受領する場合、ドイツ所得税法の適用を受ける。

 

ドイツにおける制限納税義務者が受領する配当に対する課税

制限納税義務者が受領した配当は、ドイツ源泉とみなされる場合はドイツ所得税の課税対象となる。ドイツ所得

税法により、配当を支払う会社の所在地または企業経営の拠点がドイツ国内にある場合、配当はドイツ源泉とな

る。

課税対象の配当などの課税対象となる投資所得は、一律26.375％の課税となり、かかる税は支払者によって源泉

徴収される。連帯付加税（固定源泉徴収税の5.5％）が付加される。一般的に、固定源泉徴収税は確定税額であ

る。一般的に、源泉徴収された配当は、ドイツの所得税申告において申告される必要はない。

一般的に、適用される二重課税防止条約に基づき、現在多くの非居住株主について税率が引き下げられている。

税率および手続は、適用される条約に従って異なる可能性がある。ドイツおよび日本間の二重課税防止条約は、ド

イツ会社の非居住株主について税率を15％（連帯付加税を含む。）まで減税している。二重課税防止条約に従って

実際に適用される税率に減税するためには、非居住株主は、支払った源泉徴収税の還付（配当の25％に連帯付加税

を加算したものと配当の15％の差額）を申請する必要がある。2023年以降、還付の申請がある場合は、所定の公式

データセット（ドイツ連邦中央税務局（BZSt）のオンラインポータル（BOP））を用いて、ドイツの特別な還付申
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請書をドイツ連邦中央税務庁に電子的に提出しなければならない。詳細については、非居住株主は各自の税務顧問

に相談することが望ましい。

 

ドイツにおける制限納税義務者が受領する株式売却益に対する課税

ドイツにおいて制限納税義務のみを有する日本居住者には、当該非居住株主が、当社の登録株式資本の1％以上

を占める株式を、株式の売却または処分の直前5年間のいかなる時点においても、直接・間接を問わず保有してい

る場合、ドイツの所得税のみが課される。さらに、ドイツと日本の間で締結された二重課税防止条約の規定も考慮

されなければならない。ドイツと日本の間の二重課税防止条約によれば、この点に関しては当該個人の居住する国

が課税の権利を有するとされることから、所得はドイツにおいて課税対象とはならない。

 

ドイツにおける贈与税および相続税

死亡または贈与による財産の譲渡は課税の対象となる。故人および贈与者は譲渡人とみなされ、受益者および受

贈者は譲受人とみなされる。

故人の死亡日または贈与日時点で譲渡人または譲受人のいずれか一方がドイツ居住者である場合、国際的な純資

産の譲渡は課税の対象となる。譲渡人または譲受人のいずれもドイツ居住者ではない場合、普通株式がドイツにお

ける恒久的施設または固定的拠点の事業資産の一部である場合、または、当該譲渡の対象となる普通株式が、当社

の登録株式資本の10％以上を占め、かつ故人または贈与者のそれぞれが、関係当事者と共同で、譲渡の際に、直

接・間接を問わず保有し、または保有するとみなされていたポートフォリオを形成する場合、ドイツに所在する財

産の譲渡のみが課税の対象となる。

譲渡人と譲受人の親族関係により、20,000ユーロ（親族関係がない場合）から500,000ユーロ（譲渡人の配偶者

の場合）までの人的控除が付与される。税率は、親族関係および譲渡された課税対象の財産の価額によって決まる

累進税である。例えば、2025年における税率は以下を含む。

・　譲渡人の配偶者および子：30％まで

・　父母および孫：43％まで

・　親族関係がない場合：50％まで

二重課税を防ぐため、ドイツはデンマーク、フランス、ギリシャ、スウェーデン、スイスおよび米国との間で相

続税に関する租税条約を締結した。ただし、日本との間では、相続税に関する租税条約は締結されていない。
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４【法律意見】

当社のコーポレート・カウンセルであるミヒャエル・プレートナー博士により、以下の趣旨の法律意見書が関東

財務局長宛に提出されている。

(ⅰ)　当社は、ドイツ連邦共和国法および欧州連合法に基づき適式に設立され、有効に存続している会社であ

る。

(ⅱ)　有価証券報告書におけるドイツ連邦共和国および欧州連合の現行法に関する記述は、あらゆる重要な点に

おいて真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

 

単位：別途記載がない限り、百万ユーロ 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度

損益計算書データ：12月31日に終了した年度
     

クラウド収益 21,023 17,141 13,664 11,426 8,701

ソフトウェア・ライセンスおよびサポート収益 11,515 12,689 13,261 13,965 14,660

クラウドおよびソフトウェア収益 32,538 29,830 26,924 25,391 23,361

総収益(1) 36,800 34,176 31,207 29,520 26,953

営業利益 9,617 4,665 5,799 5,914 6,308

税引後利益(2) 7,326 3,150 5,964 1,708 5,376

親会社株主に帰属する利益(2) 7,161 3,124 6,139 2,284 5,256

1株当たり利益(2)(3)      

　基本(単位：ユーロ) 6.14 2.68 5.26 1.95 4.46

　希薄化後(単位：ユーロ) 6.10 2.65 5.20 1.94 4.46

その他のデータ：      

期中加重平均発行済株式(4)      

　基本 1,166 1,166 1,167 1,170 1,180

　希薄化後 1,175 1,180 1,180 1,175 1,180

財政状態計算書データ：12月31日現在      

現金および現金同等物(5) 8,220 9,609 8,124 9,008 8,898

資産合計 70,362 74,237 68,331 72,159 71,174

流動金融負債(6) 2,050 4,277 1,735 4,808 4,528

長期金融負債(6) 6,021 7,169 7,941 9,547 11,042

発行済資本金 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229

資本合計(7) 45,073 45,806 43,406 42,848 41,523

(1)　収益に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(A.1)および(C.2)を参照のこと。

(2)　継続的事業活動および非継続事業による。

(3)　1株当たり利益に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(C.6)を参照のこと。

(4)　株式数（単位：百万株）。

(5)　現金および現金同等物に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(E.3)を参照のこと。

(6)　当社の金融負債に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(E.3)および(D.5)を参照のこと。

(7)　資本合計に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(E.2)を参照のこと。

 

２【沿革】

当社の正式な会社名は、SAP SEである。SAP SEは、英語ではSAP European Company（Societas Europaeaまたは

「SE」）と訳される。SAP SEは、ドイツおよびヨーロッパの法律に基づきドイツ連邦共和国において設立された。

以下の詳解において文脈上必要な場合、SAP SEとは、当社の前身または旧法的形態および旧名称、すなわち
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Systemanalyse und Programmentwicklung GbR （ 1972-1976) 、 SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in der

Datenverarbeitung GmbH（1976-1988）、「SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Produkte in der

Datenverarbeitung」（1988‒2005）および「SAP AG」（2005‒2014）をも、場合によっては指す。当社の本店、本

社および登記上の事務所は、ドイツの69190　ヴァルドルフ、ディートマ・ホップ・アレー16にある。当社の電話

番号は、+49-6227-7-47474である。

 

３【事業の内容】

当社の概要

1972年に設立された当社は、ドイツのヴァルドルフに本社を置くグローバル企業である。当社の正式な会社名は

SAP SEである。50年以上にわたり、組織は、財務、調達、人事、サプライチェーン、顧客エクスペリエンスその他

にまたがる事業上重要な業務を統合することにより、その最高の力を引き出すために当社を信頼してきた。今日、

当社の統合アプリケーションは、クラウド上の完全にデジタル化されたプラットフォームにおいて、事業のあらゆ

る部分をインテリジェント・スイートに接続し、それによってプロセス主導型のレガシー・プラットフォームを置

き換えることを目指している。SAPグループは、世界的な存在感を示しており、2025年12月31日現在、110,000名超

の従業員を雇用した。

当社の普通株式は、フランクフルト証券取引所に上場している。SAP SEの普通株式を表章する米国預託証券

（ADR）は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場している。当社は、ドイツDAXおよびTecDAXを構成する銘柄で

ある。2025年を通じて、当社は、DAXおよび欧州において時価総額の点で最も価値ある企業の一つであった。

 

子会社

SAP SEは、SAPグループの最終親会社である。2025年12月31日現在、SAPグループは216社によって構成されてい

る。

当社の子会社、関係会社その他のエクイティ投資の一覧表は、連結財務諸表に対する注記(G.9)を参照のこと。

 

４【関係会社の状況】

（1）親会社

当社に親会社は存在しない。

 

（2）子会社および関連会社

SAP SEは、SAPグループの最終親会社である。2025年12月31日現在、SAPグループは216社によって構成されてい

る。

以下の表は、2025年度のSAPグループの総収益に基づき、当社の最も重要な子会社について示すものである。こ

れらの子会社はすべて、SAP SEによって完全に所有または支配されている。

 

名称 所在地 事業内容 所有割合

2025年度

総収益(1)

(単位：

千ユーロ)

2025年

12月31日現在

資本合計(1)

(単位：

千ユーロ)

当社との

関係

SAP Deutschland SE

& Co. KG、

ヴァルドルフ(2)
ドイツ

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 6,641,244 2,170,257 商取引(*)
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Concur Holdings

(Netherlands)

B.V.、スヘルトーヘ

ンボス

オランダ

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、およ

び管理

100% 541,220 386,069 商取引(*)

SAP (Schweiz) AG、

ビール
スイス

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,590,095 357,270 商取引(*)

SAP (UK)Limited、

フェルサム(3)
英国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,616,658 238,541 商取引(*)

SAP Belgium ‒

Systems,

Applications and

Products S.A.、ブ

リュッセル

ベルギー

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、およ

び管理

100% 539,922 84,869 商取引(*)

SAP España ‒

Sistemas,

Aplicaciones y

Productos en la

Informática,

S.A.、

マドリード

スペイン

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 794,452 72,741 商取引(*)

SAP France S.A.、

ルヴァロワ・ペレ
フランス

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,368,211 1,921,529 商取引(*)

SAP Italia Sistemi

Applicazioni

Prodotti in Data

Processing

S.p.A.、

ヴィメルカーテ

イタリア

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 923,229 124,726 商取引(*)

SAP Nederland

B.V.、

スヘルトヘンボス(4)
オランダ

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 980,414 308,421 商取引(*)

SAP Österreich

GmbH、ウィーン

オーストリ

ア

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、およ

び管理

100% 513,797 73,728 商取引(*)

Ariba, Inc.、

パロアルト、カル

フォルニア州

米国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,557,926 3,989,395 商取引(*)

Concur

Technologies,

Inc.、

ベルビュー、ワシン

トン州

米国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 2,319,808 7,528,447 商取引(*)

SAP America, Inc.、

ニュータウン・スク

エア、ペンシルベニ

ア州

米国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 9,892,526 14,637,281 商取引(*)

SAP Industries,

Inc.、

ニュータウン・スク

エア、ペンシルベニ

ア州

米国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 629,727 1,682,091 商取引(*)
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SAP National

Security Services,

Inc.、

ニュータウン・スク

エア、ペンシルベニ

ア州

米国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,153,024 610,284 商取引(*)

SAP Brasil Ltda.、

サンパウロ(3)
ブラジル

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 986,021 23,259 商取引(*)

SAP Canada Inc.、

トロント
カナダ

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,285,551 701,018 商取引(*)

SAP México S.A.

de C.V.、

メキシコシティ(3)
メキシコ

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 612,035 150,637 商取引(*)

SAPジャパン株式会

社、

東京

日本

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,382,651 203,818 商取引(*)

SAP Australia Pty

Ltd.、

シドニー

オーストラ

リア

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 889,659 59,446 商取引(*)

SAP (China) Co.,

Ltd.、

上海

中国

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,294,322 ‒97,369 商取引(*)

SAP India Private

Limited、

ベンガルール

インド

販売・マーケティング、コ

ンサルティング、トレーニ

ング、顧客サポート、研究

開発、および管理

100% 1,020,589 256,324 商取引(*)

(*)　主にソフトウェア・ライセンスの売買。

(1)　これらの数値は、連結消去仕訳前の当社の現地のIFRS財務書類に基づいており、そのため連結財務書類に含まれるこれら

の企業の貢献を反映していない。グループ通貨への換算は、資本金については期末最終為替レートに基づいており、収益

および純利益／損失については期中平均為替レートに基づいている。

(2)　事業体の個人的責任を負うパートナーはSAP SEである。

(3)　発行されたサポートレターを保有している事業体。

 

５【従業員の状況】

以下の表は、部門別ならびにEMEA（ヨーロッパ、中東およびアフリカ）、南北アメリカ（北米およびラテンアメ

リカ）およびAPJ（アジア太平洋日本）からなる地域別の従業員数の概要を示したものである。

 

地域および部門別従業員数

正規職員相当 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日

EMEA
南北

アメリカ APJ 合計 EMEA
南北

アメリカ APJ 合計 EMEA
南北

アメリカ APJ 合計

クラウドおよびソフトウェア 4,665 4,511 5,381 14,557 4,543
 

4,339
 

4,764
 

13,646
 

4,389
 

4,266
 

4,426
 

13,080
 

サービス 8,331 4,546 5,813 18,691 8,485
 

4,719
 

5,566
 

18,770
 

8,178
 

5,013
 

5,481
 

18,672
 

研究開発 18,589 5,845 13,531 37,965 18,819
 

5,677
 

13,094
 

37,590 18,086
 

5,884
 

12,474
 

36,444
 

販売・マーケティング 12,031 9,829 4,963 26,823 12,042
 

9,801
 

5,139
 

26,983 12,086
 

10,300
 

5,342
 

27,728
 

一般管理 4,057 1,924 1,356 7,337 3,836
 

1,836
 

1,300
 

6,971
 

3,619
 

1,777
 

1,307
 

6,704
 

インフラストラクチャー 3,164 1,104 1,008 5,277 3,076
 

1,164
 

921
 

5,161 2,834
 

1,274
 

867
 

4,975
 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

 18/399



SAPグループ(12月31日現在) 50,837 27,760 32,053 110,650 50,801
 

27,536
 

30,784
 

109,121
 

49,191
 

28,515
 

29,897
 

107,602
 

このうち買収によるもの 288 74 13 375 413
 

414
 

86
 

912 421
 

138
 

0
 

558
 

SAPグループ(月末平均) 49,685 27,823 31,703 109,211 49,764
 

27,394
 

29,997
 

107,155
 

48,222
 

28,239
 

29,582
 

106,043
 

 

当社の自主休暇プログラムに参加している従業員のほとんどは、2024年および2025年上半期を通じて当社を退職

した。トランスフォーメーションプログラムおよび従業員数への影響に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記

(B.6)を参照のこと。

 

従業員数および人件費

この項で開示されている数字は、従業員数に基づいている（FTEの例外は、示されている。）。FTEは、ある職位

において従業員が1週間当たりに勤務する時間数を正規職員と比較して、その従業員の人員配置率を示す主要な指

標である。FTE数とは、報告期間の末日時点におけるFTEの総数をいう。半日勤務の従業員は、0.5 FTEとして数え

られる。FTEの数値には、従業員数算定の対象となる従業員のみが含まれる。一般に、これには、常勤雇用契約を

締結しているすべての在職中の従業員、および契約期間が6ヶ月を超える従業員が含まれる。学生および長期休職

中の従業員は除外されている。

 

 2025年度 2024年度

性別 従業員数

(名)

従業員数

(正規職員相当)

従業員数

(名)

従業員数

(正規職員相当)

男性 71,503 71,340 71,007 70,823

女性 39,891 39,307 38,965 38,298

その他 1 1 1 1

未報告 2 2 0 0

従業員合計 111,397 110,650 109,973 109,121

 

リストラクチャリング活動に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(B.6)を参照のこと。従業員報酬および

人件費の内訳に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(B.1)および(B.2)を参照のこと。

 

従業員および労使関係

世界的な規模において、当社の従業員および労使関係は極めて良好であると当社は考えている。

企業レベルでは、欧州連合加盟国および欧州経済領域の協定国の当社従業員は、全員がSAP SE労使協議会

（Works Council、WoC）（ヨーロッパ）によって代表される。法律および当社との契約により、SAP SE WoC（ヨー

ロッパ）は、国境を越えた特定の問題に関する情報を受領する権利および取締役会またはその代表者に助言を求め

る権利を有する。法人レベルでは、SAP SE労使協議会（ドイツ）がSAP SEの従業員を代表する。SAP Deutschland

SE & Co. KG（SAP Germany）、Concur (Germany) GmbHおよびEmarsys Interactive Services GmbH（ドイツ）の従

業員は、それぞれ別の労使協議会によって代表される。その他の従業員代表には、団体労使協議会（SAP SE、SAP

Germany、Concur (Germany) GmbHおよびEmarsys Interactive Services GmbH（ドイツ）の労使協議会のメンバー

により構成される。）、SAP SEおよびSAP Germanyにおける重度障害者の代表者、ならびにSAP SE（ドイツ）の役

員の代表としての代表者委員会が含まれている。

SAP France、SAP France Holding、SAP Labs FranceおよびConcur (France) SASそれぞれの従業員は、同一の団

体協約「SYNTEC」に従っている。フランスでは、2019年12月31日付で、労使協議会、安全衛生委員会および従業員

代表が、「経済社会委員会」と名付けられた一つの団体となった。今日現在、SAP France／SAP France Holding
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（同一の法人に属する。）、SAP Labs FranceおよびConcur (France) SASは、経済社会委員会により代表されてい

る。代表される組合は、SAP France／SAP France HoldingおよびSAP Labs Franceの各社と契約の交渉を行う。

Concur (France) SASについては、経済社会委員会と契約の交渉を行っている最中である。また、SAP Digital HUB

(SAP EMEA Inside Sales S.L.)、SAP Österreich GmbH（オーストリア）、SAP España ‒ Sistemas, Aplicaciones

y Productos en la Informática, S.A.、SAO D.O.O.（クロアチア）、SAP Belgium NV/SA.、SAP Israel、SAP

Nederland B.V.、SAP Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data Processing S.p.A.、SAP China Beijing支

店、チェコ共和国におけるすべての事業体（SAP ČR, spol. s r.o.、SAP Services s.r.o.、Ariba Czech s.r.o.

およびConcur Czech (s.r.o.)）、SAP Brasil Ltda、SAP Korea Ltd.（韓国）、SAP North West Africa Ltd. （モ

ロッコ）、SAP Slovensko s.r.o.（スロバキア）、SAP sistemi, aplikacije in produkti za obdelavo podatkov

d.o.o.（スロベニア）、SAP Romania SRL、SAP Svenska Aktiebolag（スウェーデン）、SAP UK Ltd.およびSAP

Ireland Ltd.を含む他の様々なSAP関連会社の従業員は、労使協議会、労働者代表、従業員協議フォーラムおよ

び／または労働組合により代表される。また、これらの従業員の一部は、団体協約に従っている。

 

管理職に占める女性労働者の割合および男女間の賃金格差

SAPジャパン株式会社は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（2015年法律第64号、以下「本法

律」という。）に従い、2024年度に関して以下の情報を公表した。
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管理職に占める女性

労働者の割合

男女間の賃金格差*

全従業員 無期雇用の従業員 有期雇用の従業員

20.2% 77.7% 77.7% 90.8%

*本法律に規定されている男性労働者の平均収入に対する女性労働者の平均収入の割合
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第３【事業の状況】
 

本項において言及される将来の見通しに関する記述はいずれも、2025年12月31日に終了した年度末時点における

推測である。

 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の概要

上記「第2　3　事業の内容」を参照のこと。

 

当社の目的

「世界がより上手く回るよう支援し、人々の暮らしを豊かにする」という当社の目的は、当社において依然とし

て揺るぎない。顧客とともに、当社は今日の課題に立ち向かうのみならず、継続的に改善しより良い結果を生み出

すために相互に力を与え合うことで、未来をも形作っているのである。進歩は人とシステムの協力にかかってお

り、経済、環境および社会の最も深刻な課題に対処するためにはテクノロジーが不可欠であると当社は考えてい

る。ソフトウェアおよび分析は、災害を予測および防止し、都市をよりスマート化し、職場に公平性を醸成する上

での助けとなる。革新的なツールおよびビジネスモデルを活用することによって、当社は当社のエコシステム内の

すべての者が、持続的な影響を有するビジネス判断を行うことができるよう手助けしている。

当社はアプリケーション、データおよびAIを1つのインテリジェント・システムに統合することによって、炭素

フットプリントを最小化し、人権の啓発を行い、持続可能性を競争上のアドバンテージへと変える役割を担ってい

ることを認識している。当社は、顧客の最も重要なビジネス・プロセスに不可欠なAIソリューションの提供に尽力

しており、当該ソリューションが妥当であり、信用でき、かつ責任あるものであることの確保を目指している。当

社のソリューションは、リスクを予測して危機を回避し、都市のスマート化を可能にし、受容性と公平性を基礎と

する世界を醸成する助けとなるよう設計されている。一体となって、当社は我々を取り巻く世界のベストを引き出

すことを目指している。

 

当社のビジョン

すべてのビジネスにつきそのベストを引き出すという当社のビジョンには、世界中の組織を変革するという当社

のコミットメントが反映されている。かかるビジョンへの当社のコミットメントは、以下の3つの柱に基づいてい

る。

 

AIを用いてビジネスを大規模に変革せよ

政治、社会経済およびテクノロジーに係るランドスケープが急速に変化する中で競争力を維持するために、ビジ

ネスは継続的かつ大規模に変革していく必要がある。当社は顧客がAIを活用したエンドツーエンドのビジネストラ

ンスフォーメーションを推し進める手助けを行っている。調整された単一のデータレイヤーを作り、AI駆動型のイ

ンテリジェンスをコア・プロセスに組み込むことによって、当社のSAP Business Suiteは、組織革新への新たな道

を開放し、アジリティの強化および拡張性のある成長の促進に優れた力を発揮する。

 

バリューチェーン全体を通じてより多くを得よ

当社は企業がそのバリューチェーン全体について効率的、レジリエントかつ機動的となるための集合知の活用を

手助けしている。AIを取り入れ、エンドツーエンドのビジネス・プロセスを（融資からサプライチェーンまで、お

よび人事から顧客関係まで）つなぐことによって、当社は企業のビジネス・ネットワーク全体の効率的な成長を後

押ししている。当社のソリューションは社内システムのその先を目指している。複数企業間のビジネスをつなぎ、
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また取引のデジタル化によって透明性のある、レジリエントかつ持続可能なバリューチェーンを醸成するのであ

る。

 

持続可能なかたちで自信を持って革新せよ

企業は、持続可能なビジネスの成功を追求しながら、倫理基準およびセキュリティ基準を損なうことなく、革新

しようと試みている。当社は、ソリューションにセキュリティおよび単純かつ透過性のあるコンプライアンス統制

を組み込み、データをどこに置き、誰にアクセス権を与えるかを顧客が決定できるようにすることによって、顧客

の革新を支援している。アプリケーション、データおよびAIを連携させることによって、当社は企業が持続可能な

行動および目に見える影響を推進する後押しをしている。

当社においては、当社の歩む道のりこそが継続的なイノベーションおよびトランスフォーメーションの一つと

なっている。シームレスに統合することができ、当社の顧客に寄り添って進化し、その野望に沿っていつでも成長

できる状態にあるソリューションを提供することに当社は尽力している。

 

当社のビジネスモデル

ビジョンおよび戦略を実践するための当社のビジネスモデルは、以下のとおり要約される。

当社は、まず顧客の業務上のニーズを特定した上で、かかるニーズに対処するクラウド・ソリューション、サー

ビスおよびサポートのポートフォリオを開発し提供することにより、価値を生み出している。当社は、継続的に当

社のソリューションを改良し、さらなる業務上のニーズを特定し、より高い価値を顧客に提供することに励んでい

る。

当社は、当社のクラウド・ソリューションを使用するためのサブスクリプションについて顧客に請求する料金か

ら収益を得ている。その他にも、ソフトウェア・ライセンス、現地サポート、コンサルティング、開発、研修およ

びその他のサービスも多額の収益に寄与している。

当社製品のポートフォリオの概要については、以下の「当社の製品戦略」を参照のこと。

 

当社の製品戦略

ITに係るランドスケープが引き続き急速に変化していく中で、当社はクラウド、ならびに柔軟性、アジリティ、

拡張性および費用対効果を有するソリューションへの顧客の明らかな選好の変化を目にしている。今日のダイナ

ミックなビジネス環境において成功するためにデジタル・テクノロジーを活用することができるよう顧客を支援す

ることの重要性を当社は理解しており、それ故に持続可能な成長および革新のための先進的な戦略を採用した。当

該戦略には、政府および規制の厳しい業界がデータ、オペレーション、テクノロジーおよび法律に対する完全なコ

ントロールを有するかたちでクラウドおよびAIを導入することのできるソブリン・クラウド商品も含まれ、これに

より政府および当該業界は自身の条件に基づき自身のガバナンスの下で革新することが可能となる。当社は、各組

織のクラウド体験が固有であり困難を伴う可能性があることを認識している。それでも多くの顧客は、例えば、こ

れまで社内のITチームの管理に要していた人員を他のタスクに割り振り、また場所を問わずシステムおよびデータ

へオンラインでアクセスできる状態を確保するなど、既に様々なかたちで恩恵を受けている。こうしたクラウドへ

の移行は、顧客の新たな需要、つまりは当社が参入することのできる新たな市場機会を生む。

生成AIおよびエージェント型AIは、ビジネスの運営方法およびエンドユーザーのソフトウェアとの関わり方を変

えようとしている。業界を問わず、AIがトランスフォーメーションの中核的な牽引役となりつつあり、ビジネス・

プロセスを再定義し、イノベーションと成長の潜在的な可能性を解放しようとしている。この最新のテクノロ

ジー・シフトに対応する上では、アプリケーション、データおよびAIをシームレスに連携させる統合基盤が不可欠

となる。それが当社のフライホイールである。当該フライホイールは、3つの階層の継続的なローテーションの中

で機運を掴む。深層部に組み込まれたビジネスAIが当社のSAP Cloud ERPアプリケーションを強化し、続いてこれ
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がより豊富かつ正確なデータを生成する。当社のSAP Business Data Cloudソリューションによって、ビジネスの

各所から得られる価値あるビジネス・データがセマンティクスの観点で豊かなデータレイヤーに読み込まれてい

く。

 

 

SAP Business Suiteは、アプリケーション、データおよびAIが一体的に機能する、統合されたソリューションの

包括的なセットを提供する。これがすべての顧客の最終目的地である。

 

 

Cloud ERP SuiteメトリックはSAP Business Suiteのサブセットであり、当社の戦略的クラウド・ソリューショ

ンの大部分を網羅している。残りの商品は当社の拡張スイートの一部であり、当社のクラウド向けソリューション

の機能的な網羅範囲を補足および拡張するものである。

代表的な企業向けソフトウェア会社としての立場を盤石にするため、当社はAIファースト、Suiteファースト戦

略を採用した。当該戦略の狙いは、当社のイニシアチブが当社の主要な差別化要素に焦点を当てたものとなってい

ることを確保することである。

AIファーストとは、当社が、単に既存のビジネス・プロセスにAI機能を追加するのではなく、製品開発へのアプ

ローチも変化させていくことを意味する。当社は顧客の生産性、収益性およびイノベーションを加速させるため、

当社のグローバルAI倫理方針に定める責任あるAIに係る最高基準に基づき、すべてのアプリケーションおよびビジ

ネス・プロセスにビジネスAIを取り入れることを目指している。当該アプローチの中心に据えられているのが、

Joule（当社のAIユーザー・エクスペリエンス・レイヤー）、Joule Agents（ユーザーと協力し洞察を提供しなが

ら、自立的にワークフローを計画および実行し、部署を連携させ、ビジネス・プロセスを最適化するAIシステ
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ム）、ならびにSAP Business Data Cloud（当社のクラウド・ポートフォリオ全体のデータ・プラットフォームと

して機能し、セマンティクスの観点で豊かなデータ製品によってAI機能を供給する。）である。

同時に、新たなエージェント型AI機能は企業向けテクノロジー市場の形を変えつつあり、ビジネス・プロセスの

実行は、個別のアプリケーションから、すべての重要なプロセスを実行するエージェント型AIレイヤーへとシフト

しており、これが新たなユーザー・エクスペリエンスとなる。当社はこの変革の次なるフェーズをリードするた

め、2026年度はこれまで以上にAIに注力していく。これにはJouleを全ユーザー向けの新たなAIユーザー・エクス

ペリエンスとして展開すること、AIアシスタントを通じて価値を提供するためエージェント型AIをエンドツーエン

ド・ビジネス・プロセスに取り入れること、次世代のAI搭載業界アプリケーションを生み出すため顧客と共同開発

すること、AIの基盤となるデータレイヤーとしてSAP Business Data Cloudを確立すること、ならびに当社のRise

with SAPおよびSAP GROW商品を通じて導入件数を増やすことが含まれる。

当社のクラウド製品について、ポートフォリオ全体を通じて一貫性のある、いわばパッケージソフトのような体

験を提供するという当社の目的を表しているのが、Suiteファーストである。SAPビジネス・テクノロジー・プラッ

トフォーム（SAP BTP）は、当該戦略の基礎として機能しており、当社のソリューションの適応性および先見性の

継続を確保するため、クリーンコアを維持しながら開発、拡張および統合を後押ししている。

当社は顧客が収益性を確保しながらその事業を成長させると同時にリスクを最小限に抑えるための手助けに励ん

でいる。これを目的として、当社はRISE with SAPおよびSAP GROWとの二つの道筋を用意しており、これらは様々

な顧客の目的および要求に対応するものとなっている。RISE with SAPは、インストール済の顧客層をターゲット

としており、旧式のERPシステムからSAP Business Suiteへの乗り換えを手助けするものである。SAP GROWは、収

益が50百万ユーロ未満の者から1十億ユーロを超える者まで、幅広い市場ランドスケープにおける新規のSAP

Business Suite顧客をターゲットとしている。当該商品は、顧客が事業を拡大し作業プロセスを簡略化する手助け

をすることを狙いとしている。いずれの道筋も、SAP Business Suiteへ移行する顧客の労力を軽減するAI搭載移行

ツールを提供している。

顧客のSAP Business Suiteへの移行を導くため、当社は当社のSAP Services and Supportポートフォリオを進化

させた。現代化された段階的なサービスおよびサポート・エンゲージメント・モデルは2026年度前半に市場に投入

され、Foundationalサクセスプラン、AdvancedサクセスプランおよびMaxサクセスプランの3つのサクセスプラン・

オプションを提供する予定である。

 

製品

当社の製品戦略の柱ならびに当社の開発およびイノベーションについては、以下のとおりである。

 

SAPビジネスAI

SAPビジネスAIの機能は、SAP Business SuiteおよびSAP BTPを通じて利用可能となっている。当社はAIの搭載さ

れた幅広い機能を中核的なビジネス・プロセスに内蔵するかたちで提供しており、その範囲は融資、支出、サプラ

イチェーン、調達、人材管理、顧客関係管理および顧客エクスペリエンス、ならびにITおよび様々な業界に及ぶ。

JouleおよびJoule Agentsは、当社の企業向けアプリケーションとのユーザーの付き合い方を根本的に変えるも

のである。Jouleは直感的なAIエクスペリエンス・レイヤーとして機能し、SAPおよび非SAP双方のシステムをまた

いで、アプリケーションのナビゲーション、取引の実行、ならびにビルド済およびカスタムされたエージェントの

デジタル・ワークフォースの調整を行う。Joule Agentsは、企業全体に及ぶ複雑なタスクを代わりに担うことがで

きる。SAP Knowledge Graphソリューションは、企業中から集まるデータを連携およびコンテクスト化すること

で、Joule Agentsが複数のエンドツーエンド・プロセスにまたがり信頼性を持って論理的に思考し行動することを

可能にする。2025年度に当社は30のJoule Agentsをリリースした。
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SAP BTPのAI Foundationソリューションは、AIモデル、信頼性のあるデータ、セキュリティおよび拡張性が深く

埋め込まれていることを確保するものであり、組織がプロセスを合理化し、クラウドトランスフォーメーションを

加速させ、安全かつ拡張可能な方法で責任あるAIを導入することを促進する。

 

SAP Business Data Cloud

SAP Business Data Cloudは、すべての当社データを一元的に管理しシームレスに第三者データと連携させる、

完全に管理されたサービスとしてのソフトウェア（SaaS）ソリューションである。その狙いは、顧客がインテリ

ジェント・アプリケーションを用いて結果に変化をもたらすこと、基幹業務データの調和を図ること、および成果

を上げるエージェント型AIの基礎として信頼性のあるデータを確実に使用できるようにすることを可能にすること

である。当該ソリューションは、組織が完全に管理されたデータおよびAI機能によってデータ・ランドスケープを

単純化する助けとなる。また組織によるビジネス・データ・ファブリックの構築、およびすべてのデータについて

基幹業務ビジネス・コンテクストを保持する、連携されかつオープンなエコシステムの構築も手助けする。

SAP Business Data Cloudの主要な機能には次のものが含まれる：当社アプリケーションから得られた完全に管

理され認証されているデータおよびメタデータのセットであるSAP Data Products、分析および企業計画を単一の

製品に一元化するSAP Analytics Cloudソリューション、過去の基幹業務データをクラウドおよびデータ・ランド

スケープ全体に取り込むSAP Business Warehouseアプリケーション、顧客が自社のビジネス・データ・ファブリッ

ク全体において信頼性のある同一のデータにつき、発見、共有およびモデル化するためのセマンティックレイヤー

を顧客に提供するSAP Datasphereソリューション、具体的なビジネス上の課題に対処し、リアルタイムでの自動

化、適応および学習が可能なSAP Business Data Cloud Intelligent Applications、高度な分析および機械学習

ワークロードの促進を目的に当社のライン・オブ・ビジネス・アプリケーションからのデータと構造化データおよ

び非構造化データとを一元化するSAP Business Data Cloud内のSAP Databricks機能、Databricks、Googleおよび

Snowflakeといった第三者データ・プラットフォームにつきSAP Business Data Cloud内において双方向かつゼロコ

ピーのデータ共有を提供するSAP Business Data Cloud Connectソリューション。2025年度に当社はSAP Business

Data Cloud向けに数百の当社管理型ビルド済データ製品をリリースした。

 

SAPビジネス・テクノロジー・プラットフォーム

SAPビジネス・テクノロジー・プラットフォーム（SAP BTP）は、既存のシステムを拡張し、アプリケーションお

よびビジネス・プロセスを統合し、社内全体にAI搭載のアプリケーションを構築することを目的に設計された、一

元的なプラットフォームである。SAP Business Suiteの基礎として、SAP BTPは当社の顧客およびパートナーのア

プリケーション、データおよびAIの可能性を完全に解放する。

SAP BTPの主要な機能の一つが、ITデベロッパーおよびシチズン・デベロッパーに対して直感的、オープンかつ

一元的なアプリケーション開発環境およびプロセス・オートメーション・ソリューション環境を提供する、SAP

Buildである。SAP BuildにはSAP Joule for DevelopersアドオンおよびJoule Studio機能があり、ユーザーがSAP

Buildのあらゆる側面およびAdvanced Business Application Programming（ABAP）開発に対してAIを取り入れ、カ

スタムされたJouleエージェントおよびスキルを構築することを可能にする。さらにSAP BTPの一部として、当社お

よび第三者のランドスケープにまたがるビジネス・プロセスの連携および自動化を目的とした、拡張性のある単一

のAI搭載のサービスとしての統合プラットフォーム（iPaaS）であるSAP Integration Suite、およびアプリケー

ションのライフサイクル、相互運用性、セキュリティおよび管理を集約することを目的としたSAP BTP core

capabilitiesが存在する。

 

クラウドERP
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SAPクラウドERPは、財務、リスク管理、プロジェクト管理、調達、製造、サプライチェーン管理、資産管理、お

よび研究開発等向けのソフトウェア機能を提供している。SAP HANAインメモリー・データベース、データ管理、

AI、およびアプリケーション・ライフサイクル管理などの機能、ならびに顧客のクラウドへのトランスフォーメー

ションを容易にするSAPクラウドERPソリューションがこれに含まれている。かかるソリューションは、顧客による

AI、機械学習およびデータ分析や自動化の強化を目的としたその他のインテリジェント・テクノロジーの活用を可

能にすることによって、顧客が新たなビジネスモデルを採用する手助けをする。

 

財務管理

当社の財務管理ソリューションは、組織による財務オペレーションの合理化、コンプライアンスの確保、および

戦略的な意思決定の推進を可能にする。当社は財務オペレーションの全領域（プランニングおよび分析から、決

算、quote-to-cash（見積から入金まで）、トレジャリーおよび運転資金管理、税金および取引、ならびにガバナ

ンス、リスクおよびコンプライアンスまで）にまたがる包括的かつ統合されたパッケージソフトを提供すること

で、CFOに対して、財務組織を取引処理者から戦略的なビジネス・パートナーへと引き上げる力を与えている。SAP

Tauliaポートフォリオは、SAP Business Suiteの運転資金合理化機能を拡張するものであり、サプライチェーン内

に閉じ込められている資金を事業者およびその供給業者が解放する手助けをすることによって、キャッシュ・フ

ローを最適化し成長機会を解き放つものである。組み込まれているAI、信頼性のあるデータおよび合理化されたプ

ロセスを活用する当該ソリューションは、財務チームがより効率的に稼働し、変化を予測し、自信を持ってリード

するための武器となる。

 

支出管理

当社の支出管理ソリューションは、調達チームがAIによって本来の可能性を解放し、シームレスかつアクセス可

能なデータを用いてより良い判断をすることを可能にする。直接および間接的な支出、旅費および経費、ならびに

外部労働力管理をカバーする当該ソリューションは、コストの削減、リスクの軽減、共同作業の改善、および支出

決定を事業戦略に沿わせることを目的とした、支出に係る統一的な視点を顧客に提供する。SAP Aribaアプリケー

ションは、生産性、正確性および最適化された従業員エクスペリエンスを確保しながら深い洞察力をシームレスな

プロセスへと変換するよう設計された、現代的かつAIネイティブなsource-to-pay（ソーシングから支払まで）の

ソリューション一式を提供する。当社のSAP Concurポートフォリオには、旅費、経費および請求書を統合的に管理

するソリューションが含まれている。SAP Fieldglassソリューションは、企業が世界各地の外部労働力を発掘、雇

用、および管理する手助けをする。

 

サプライチェーン管理

当社のサプライチェーン管理ソリューションは、世界各地の様々な業界の企業が、より強力なサプライチェーン

を構築するためにチーム、プロセスおよびシステムを（社内において、および取引先と連携して）統合する手助け

をする。ERPおよび隣接するライン・オブ・ビジネス・ソリューションと統合することができ、かつ取引先のシス

テムと電子的に連携することのできる包括的なAI搭載アプリケーション一式を提供することによって、当社はより

効率的で、法令に準拠した、反応の早いサプライチェーンのために壁を取り払う手助けをする。また高度な分析、

経営に係る洞察、予兆および推奨される行動を企業に身につけさせることによって、当該企業は変化する状況に対

応し期待値を超えることができるようになる。

 

人的資本の管理

SAP SuccessFactorsソリューションは、急速に変化する職場において俊敏で将来に対応できる労働力を生み出す

ことができるよう組織を強化し、従業員がより賢く効率的に働くことを支援する設計となっている。SAP
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SuccessFactorsポートフォリオには、コア人事、勤怠管理、給与、人材の獲得および管理、分析、ならびに従業員

エクスペリエンス管理に及ぶ、AI搭載のクラウド・ソリューション一式が含まれる。

9月に当社はエンタープライズ・グレード人材獲得ソフトウェアの代表的なプロバイダーであるSmartRecruiters

の買収を完了した。SmartRecruitersプラットフォームは、SAP SuccessFactors Human Capital Management

（HCM）一式と統合される。SAP SuccessFactorsポートフォリオへのかかる追加は、AI搭載リクルーティング機能

を強化し、組織がソーシングから入社までの人材ライフサイクル全体を管理する助けとなる。

 

顧客エクスペリエンス

SAP顧客エクスペリエンス（SAP CX）は、マーケティング、商取引、セールスおよびサービスに係るソリュー

ションの包括的なポートフォリオであり、洞察、経営効率および拡張性のある顧客エンゲージメントを単一かつ一

元的なプラットフォームにおいて提供できるように、SAP ERPにネイティブに統合され、SAPビジネスAIが搭載され

ている。かかる統合によって、組織は、顧客との交流を豊かにすることを目的とした、事業についての管理された

リアルタイムの視点を得ることができる。SAP CX AIエージェントの組み込まれたJouleは、意思決定を強化しワー

クフローを積極的に支援および自動化することによって、マーケティング、セールスおよびサービスチームがより

速く賢く業務を行う助けとなる。

 

ビジネストランスフォーメーション管理

当社のビジネストランスフォーメーション管理ソリューションは、顧客が全体的かつデータ駆動型のビジネスト

ランスフォーメーションを複数の柱にまたがって実現することを支援する。ビジネス・プロセスはSAP Signavioに

よって、アプリケーションはSAP LeanIXによって、人材についてはWalkMeによって実現する。これらのソリュー

ションが提供するトランスフォーメーションに向けた包括的なアプローチは、ビジネスに係る深い洞察および最適

化されたITランドスケープといった、組織にとっての定量化できるビジネス価値を解放することができ、変化の波

に従業員を乗せる助けとなる。

AI搭載のSAP Signavioソリューションは、組織がビジネストランスフォーメーションを成功させるために必要な

洞察およびアジリティを獲得することを目的とした、組織による自身のビジネス・プロセスの管理、分析および最

適化を支援する。ベストプラクティスを基準として現在のプロセスの状況を評価し、推奨される変更につき対応す

ることで、顧客は、目標となる状態を決定し、それに従ってプロセスを適応させ、実際にもたらされる結果が戦略

目標に沿ったものとなるかどうかを評価することができる。

SAP LeanIXによって、顧客はITランドスケープの管理および変革を行うことができる。SAP LeanIXソリューショ

ンは、実績のある参考資料、ベストプラクティス、ならびにSAPおよび非SAPの代表的なソリューションとのシーム

レスな統合に支えられ、組織がそのIT環境に透明性をもたらし、相互依存性およびリスクを評価し、現代化イニシ

アチブを計画することを可能にする。これにより、組織は目標とするITランドスケープへ向けて前進する上で十分

な備えができる。

WalkMe商品は、ユーザーのクラウド・ソリューションの導入を容易にすることにより、変化するテクノロジーに

対する組織の舵取りおよびソフトウェアへの投資利益率の最大化を手助けする。WalkMeのデジタル導入プラット

フォームは、ワークフローの中で直接的にガイダンス、自動化およびコンテクストに係るAIアシスタンスを提供す

ることで、従業員が当社製品からその先まで複数のアプリケーションにまたがってワークフローを完了することを

可能にする。WalkMeのデジタル学習ソリューションは、従業員が日々使用するツールにトレーニングを直接組み込

むことによって、企業が従業員に新たなスキルを習得させる手助けをする。

 

持続可能性管理
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当社は、顧客が持続可能性に係るデータを実際のビジネスチャンスおよび経営の効率化へ変換する手助けを行っ

ている。SAP Sustainabilityポートフォリオは、ERPを中心に据えるクラウドベースのAI搭載持続可能性ソリュー

ションをあらゆる規模およびあらゆる業界の企業向けに提供しており、日常業務のすべての側面に持続可能性を組

み込むことによって企業をサポートしている。当該ポートフォリオには、SAP Sustainability Control Tower、

SAP Sustainability Footprint Management、SAP Sustainability Data Exchange、およびSAP Green Ledgerが含

まれる。

 

パートナーおよびエコシステム

世界規模のSAPパートナー・エコシステムは、当社のクラウドおよびソリューション商品を提供および拡張する

上で重要な役割を担う。当社のパートナーは、販売および導入からSAP BTPにおけるソリューションの運用および

拡張まで、顧客ライフサイクル全体を支えており、顧客がSAP Business Suite全体を通じて統合、拡張および革新

することを可能にする。

 

サービスおよびサポート

当社は、顧客による導入と消費に焦点を当てるため、クラウドに焦点を当てたサービスおよびサポート・ポート

フォリオを進化させ続けている。

当社のサービスおよびサポート・ポートフォリオの基礎となるのは、ツールやサービス、キュレーションされた

コンテンツおよび基幹業務のサポートを提供するSAP Enterprise Supportである。SAP Enterprise Supportのクラ

ウド・エディションは、クラウド・ソリューション・サブスクリプションに含まれている。当社からの追加のガイ

ダンスが必要な顧客は、SAP Preferred SuccessやSAP Cloud Application Servicesなどの段階的なサービスプラ

ン、あるいはプロジェクト固有の目的、スケジュール、計画に対応するための専門サービスを選択することができ

る。

企業規模の変革を計画する顧客を支援するため、当社は、カスタマイズされた長期的な戦略的エンゲージメント

を提供する、SAP MaxAttentionとSAP ActiveAttentionサービスを提供している。顧客はカスタマー・ジャーニー

全体を通じて研修やユーザー・イネーブルメントを利用することができ、その範囲は役割ベースのデジタル・コン

テンツから、専門家によるライブ・セッション、体験型の実践トレーニング、カスタム研修コンテンツおよび認証

にまで及ぶ。

 

パートナーシップ

当社は2025年度に様々なパートナーシップを発表した。

・　5月20日に、当社とAccentureは、企業がAI時代においてスピードとアジリティを強化するために企業全体の

コネクテッド・インテリジェンスを実現することを新たなADVANCE商品を通じて支援すべく、パートナー

シップを拡大することを発表した。

・　同じく5月20日に、当社とPerplexityは、非構造化データと構造化データの両方を使用することによって、

当社の生成AIおよび検索機能を拡張するパートナーシップを発表した。加えて、当社とPalantirは、SAP

Business Data Cloudの統合済かつコンテクストの豊富なデータ環境を、Palantir のOntology and

Artificial Intelligence Platformと連携させることによって、共通顧客のクラウドへの移行ジャーニーお

よびモダナイゼーション・プログラムを支援するパートナーシップを発表した。

・　5月27日に、当社とAlibaba Groupは、クラウドトランスフォーメーションを加速させるための戦略的パート

ナーシップの拡大を発表した。

・　9月19日に、当社と人事および給与ソリューションのグローバル・リーダーであるADPは、共通顧客がクラウ

ド上でADP Global Payrollを運用することができるようパートナーシップを締結することを発表した。
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・　9月24日に、当社とOpenAIは、当社の企業向けアプリケーションに係る専門性とOpenAIの優れたAIテクノロ

ジーをドイツの公共セクターへ導入するため、OpenAI for Germanyとのパートナーシップを開始することを

発表した。加えて、当社とAmazon.comの系列企業であるAmazon Web Services（AWS）は、SAP Sovereign

Cloud機能を欧州向けの新たな独立クラウドであるAWS European Sovereign Cloudにおいて利用可能とする

計画を発表した。

・　同じく9月24日に、当社とAlibabaは、中国国内の中国企業向けにAlibaba Cloud上で当社の4つのクラウド・

ソリューション（SAP Cloud ERP、SAP Cloud ERP Private、SAP BTP、およびSAP Integrated Business

Planning）を段階的に展開し、戦略的パートナーシップを前進させる計画を発表した。

・　10月6日に、当社とGoogle Cloudは、SAP Business Data Cloud Connect for Google BigQueryの開始によっ

て、長年のデータおよび分析パートナーシップを拡大することを発表した。これは双方向かつゼロコピーの

データ共有を通じて、SAP Business Data Cloudからの基幹業務に係るSAPデータ製品へのアクセスを簡略化

することを狙った新たな機能である。同時に当社は、SAP Business Data Cloud for Databricksも発表し

た。

・　11月4日に、当社とAIデータクラウド企業であるSnowflakeは、SnowflakeのデータおよびAI機能を当社の顧

客に直接提供するため、SAP Business Data Cloud向けのSAP Snowflakeソリューション拡張機能を発表し

た。また当社は、SAP Business Data Cloud for Snowflakeも発表し、これにより顧客は基幹業務データを

その所在にかかわらず調整および管理しやすくなる。

・　11月18日に、デジタル主権に関する独仏共同EUサミットにおいて、当社はMistral AI、Bleuおよび

Capgeminiとの新規コラボレーションおよびコラボレーションの拡大を発表した。これらのパートナーシッ

プには、データおよび知的財産を保護する安全かつ拡張可能なAI駆動型のソブリン・クラウド・ソリュー

ションを通じて欧州のデジタルトランスフォーメーションを加速させる狙いがある。

・　11月27日に、当社は欧州のデジタル主権に関する当社のビジョンの次なる段階として、EU AI Cloudの開始

を発表した。当社は現在、真にフルスタックのソブリン・クラウド商品を提供しており、これによって顧客

は、当社の自社データセンターや信頼性のある欧州のインフラを利用するのか、あるいはオンサイトの完全

に管理されたソリューションとするのかなど、ニーズに合った適切な水準の主権およびデプロイメントを選

択することができるようになる。

 

当社の顧客

当社は、顧客が当社への投資や当社との関係から得られる価値を最大化することを目指す。当社はエンゲージメ

ント・ライフサイクル全体を通じた、顧客エクスペリエンスのあらゆるタッチポイントにおいてかかる最大化を目

指している。ソリューション、セールス、サービス、顧客エンゲージメント、エコシステムなど、顧客を担当する

当社のチームは、顧客のためにより良い結果をもたらすことを目標として社内プロセスの調和を図るオペレーティ

ングモデルに基づいて協働している。

ともに歩む道のりにおいて、顧客のフィードバックは欠かせない。かかる洞察をシステマティックに収集しこれ

に対応するために、当社には、当社全体に及ぶグローバル・エクスペリエンス・マネジメント（XM）プログラムが

ある。このプログラムは、エクスペリエンスに関する取組みや方法論を標準化し、あらゆるギャップの特定と縮小

を支援することにより、顧客のために一貫したエンドツーエンドのエクスペリエンスを実現することを目的として

いる。取締役会戦略・経営部門のカスタマー・アンド・マーケット・インテリジェンス（CMI）の責任者が、SAP顧

客ロイヤルティ調査を含むグローバルXMプログラムを率いている。当該調査から導き出される顧客エクスペリエン

ス評価基準は、取締役会報酬の短期インセンティブ要素におけるKPIの一つとなっている。これまで当該KPIは顧客

ネット・プロモーター・スコア（NPS）であった。当社の顧客およびそのフィードバックの重要性に鑑み、顧客エ
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クスペリエンスKPIは当社の主要な非財務KPIの一つとなっており、取締役会報酬の短期インセンティブ要素の業績

指標となっている。

2025年度、当社の顧客NPSは前年比3ポイント減の9（2024年度：12）となり、目標範囲である12～16を下回っ

た。

2026年度より、当社は顧客エクスペリエンス枠組みを変更し、顧客ネット・プロモーター・スコアをクラウド顧

客満足度（CSAT）KPIに置き換える。

当社の従業員のためのグローバル倫理・ビジネス行動規範や、適用のある一般取引条件などの方針は、当社と顧

客との関係を規定する。

 

「第3　3　事業等のリスク」、「第3　4　(3)　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、

「第3　5　重要な契約等」および「第3　6　研究開発活動」も参照のこと。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

(1)ガバナンス

エネルギーおよび排出量

当社のアプローチおよび方針

気候変動対策は、深刻化する気候変動の影響およびそれがもたらす世界的な課題を踏まえ、10年を超える期間に

わたり当社の企業としての持続可能性アジェンダの最上位に据えられている。当社は、実現を可能にする者および

模範者としての当社の二つのアプローチを通じて気候変動対策を実施することを目指している。当社の顧客、パー

トナーおよび当社のために低炭素な未来への道の開拓を支援することにより、プラネタリー・バウンダリーを尊重

しつつもプラスの影響を生み出すことに努めている。

 

持続可能性戦略およびガバナンス

持続可能性戦略

当社は、世界がより上手く回るよう支援し、人々の暮らしを向上するという当社の目的に従って、持続可能性を

あらゆる事業の中核に据えることを目指している。持続可能性は、当社の事業運営の不可欠な要素として、当社の

企業戦略、ガバナンスおよび取締役会の報酬システムにしっかり根付いている。

持続可能性は、事業の成功および戦略的差別化の重要な原動力である。当社は、一企業として、プラネタリー・

バウンダリーおよび人権を尊重しつつも経済的、環境的および社会的なプラスの影響を生み出すことを目指してい

る。当社は、この点に関して当社が2つの役割を担っていると考えている。

1)　実現を可能にする者としての当社：当社は、当社の顧客がサプライチェーン全体で持続可能性目標を推進し、

ESGの透明性を向上し、関連する機会を活用することを支える製品およびサービスを提供することに努めている。

2)　模範者としての当社：当社は、当社の企業責任に従って行動し、レジリエンスを育むため、当社自体の運営お

よび当社のバリューチェーン全体における持続可能性の実践者として、模範を示して先導することに努めている。

当社の業績は、持続可能性格付、ランキングおよび独立したアナリストにより認められている。

当社の持続可能性戦略は、環境マネジメント、倫理および社会的責任の3つの主要分野ならびに全体的な運営お

よび報告のクロスレイヤーを可能にすることに焦点を当てている。これらの優先事項は、当社の二重重要性評価で

重要と特定されたトピックを反映している。当社の持続可能性目標は、特定の製品群もしくはサービス群、顧客カ

テゴリー、市場、地理的地域またはステークホルダーのグループといったレベルではなく、当社の事業全体に包括

的に設定されている。

当社の持続可能性アジェンダは、国連の持続可能な開発目標（UN SDGs）を支援している。当社は、これらの目

標に貢献するために、複数のイニシアチブにおいて当社の顧客およびパートナーと協力している。

当社には、特に当社および当社外における持続可能性の影響の推進に注力している、当社のCEOへの報告ライン

である専門の事業部門がある。詳細については、持続可能性ガバナンスの項を参照のこと。

当社は、バリューチェーン全体における当社自体の持続可能なパフォーマンスおよび当社が当社の顧客に提供す

るソリューションの双方をさらに進化させるために、パートナー、サプライヤー、政府、非政府組織（NGO）、投

資家およびその他の者と積極的に関与し、協力する。詳細については、ステークホルダーの関心および見解の項を

参照のこと。

 

実現を可能にする者としての当社

持続可能性ソリューションのプロバイダーとしての当社のビジョンは、企業向けリソース・プランニング

（ERP）システムを通じて、顧客が大規模なアジリティを達成し、顧客のバリューチェーン全体でレジリエンスを

実現するとともに、持続可能性を推進できるようにすることである。当社は、25業界の世界中の顧客のために尽く

し、より持続可能な未来を作り上げるためにそれらの顧客と協力している。当社は、この実現のために、あらゆる
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規模および業界の企業向けにERP中心のクラウドベースのAIを活用した持続可能性ソリューションを提供し、持続

可能性をそれらの企業の事業運営のあらゆる側面に組み込むことにより、企業をサポートすることを目指してい

る。当社は、いずれかの市場で禁止されている当社製品またはサービスを認識していない。

当社の持続可能性ソフトウェアおよびサービスの包括的なポートフォリオは、SAP Business Suiteに組み込まれ

たアプリケーション、データおよびAIにより、持続可能性管理、炭素勘定、持続可能なサプライチェーンおよび運

営コンプライアンスという4つの持続可能性に関する重点分野全体で顧客が今日の経営課題に上手く対処し、機会

を活用できるように設計されている。

当社は、当社におけるAIシステムの倫理的な開発、展開、利用および販売を守るために、指針および方針を整備

している。

 

模範者としての当社

当社の持続可能性に関する取組みは、持続可能性に対する当社の戦略的アプローチを反映し、上記の目標を達成

するため、当社自体の事業運営および慣行だけでなく、当社のバリューチェーン全体の重要なトピックに対処する

ための専用プログラムおよびイニチアチブを含む。

－　環境マネジメント：自然および気候に対してレジリエントな未来への道を開く

当社は、低炭素な循環型経済を促進するために、当社の排出量の削減、当社の資源利用の減少およびエコシス

テムの回復に努めている。当社は、地球温暖化を1.5°Cに抑えることに対応する科学的根拠に基づく道筋に

従って、2030年までに当社のバリューチェーン全体でのネットゼロ排出量を達成することを目指している。ま

た、当社は、使い捨てプラスチックを使用しない運営および当社の事業運営における電子廃棄物ゼロの保証に

も努めている。当社は、当社のネットゼロ目標に向けた進捗を注意深く監督しており、人工知能に関連したエ

ネルギー需要の増加および当社全体の天然資源の使用量に影響を与えるサプライヤーの脱炭素化の軌跡からの

逸脱などの変化する環境に対応するための調整が必要か否かを定期的に評価する。

－　倫理および社会的責任：公正で包摂的な経済を促進する

当社は、人々と倫理的なAIが共に繁栄する公正で包摂的な経済を促進するとともに、当社のエコシステム全体

で人権を尊重し、向上することに努めている。これは、誠実に行動すること、倫理的な事業慣行およびコンプ

ライアンスを確保すること、人権デュー・デリジェンスを実施すること、AIの倫理的な利用を守ること、なら

びにデータおよびプライバシーを保護することを意味する。さらに、当社は、AI時代の仕事の未来を切り開

き、人を中心とした健全で安全な職場環境を確保するとともに、十分な生活賃金を提供することにより、当社

およびそのエコシステム全体において、適正な仕事および公正な労働条件を提供することに注力している。ま

た、当社は、将来のスキルへの投資、平等およびインクルージョンの推進、ならびにその他の社会的責任プロ

グラムにより、経済的機会、教育、および雇用への公平なアクセスを拡大することに努めている。

－　全体的な運営および報告：持続可能なビジネストランスフォーメーションを管理する

当社は、当社の持続可能な事業慣行を強化し続けていくため、当社のバリューチェーン全体で当社の事業運営

の社会および環境へのプラスおよびマイナスの影響を分析することに取り組んでいる。これらの影響は、影響

のデータが事業活動によりもたらされる人間の幸福に対する価値または費用を評価するため、金額で数値化す

ることができる。これらの影響は、企業および事業部門レベルの双方において、財務指標とともに考慮され

る。

当社は、持続可能性を当社のあり方および当社での働き方の一部にすることに取り組んでいる。この取組みは、

あらゆる基幹業務においてより多くの従業員が当社の運営をより持続可能なものにすることに取り組んでいるた

め、日々具現化されている。当社の従業員の82％が、当社の#Unfiltered調査の中で2025年に当社の持続可能性目

標に積極的に貢献したと報告した。当社は、当社の取組みを拡大するために、当社のサステナビリティ・チャンピ

オンのネットワークと連携している。この社内のグローバルコミュニティは、あらゆる行動がプラスの影響を持つ
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文化を醸成するために労働時間の10％を持続可能性イニチアチブの意識向上およびエンゲージメントの促進、ベス

トプラクティスの共有、ならびにロールモデル、マルチプライヤーおよびモチベーターとしての役割を果たすこと

に充てることができる、地域および部門をまたがる300名を超えるチャンピオンで構成されている。

当社は、ESRS SEC1セクター分類基準で定義されるソフトウェア部門およびITサービス部門のみ事業を展開して

いる。そのため、部門別の内訳は（欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）に規定されているように）、不要であ

る。

 

ステークホルダーの関心および見解

ステークホルダーのエンゲージメントは、当社においては、当社のイノベーション、リスク管理および持続可能

性の取組みを強化する継続的な戦略的プロセスである。当社は、当社の事業の影響をよりよく理解し、よりレジリ

エントな戦略を形成するために、積極的に多様な視点を追求している。ステークホルダーとの早期のエンゲージメ

ントが、当社が潜在的なリスクを特定するとともに、予防策および緩和策を共同で策定し、当社の製品およびサー

ビスを実社会のニーズに基づいたものにすることに役立っている。ステークホルダーからの情報は、当社が目的を

持って継続的に改善し、革新するのに役立つ外部からの洞察を与える。当社は、当社の重要なトピックにおける進

展を促進するために、今年当社のアプローチを進化させてきた。当社は、当社の持続可能性諮問委員会（正規の構

成員は、全部門からの著名な専門家であった。）を通じて様々な持続可能性のトピックに関するフィードバックを

収集するのではなく、以下の表に示すように、当社の焦点およびリソースを重要なトピックに関する特定のテーマ

についての情報を得るために権利保有者と関わりを持つことに移した。

継続的なイノベーションおよび顧客の成果への注力は、常に当社の戦略の中核にあり、当社の戦略の進化のプロ

セスの一部であるため、当社は、これらの調整が当社のステークホルダーと当社の関係または当社のステークホル

ダーの関心に影響を与えるとは予想していない。

ステークホルダーグループ 当社の関わり方 エンゲージメントの目的およびステークホルダー

グループの主な関心

当社の従業員 当社は、様々な方法で当社の従業員と関わりを持ってい

る。

フィードバックを収集し、従業員に情報を提供し、従

業員が貢献する機会を提供するとともに、差別の防止

ならびに健康・安全の確保、結社の自由・適切な労働

条件の保証、心理的・性的・身体的ハラスメントの防

止および個人データの保護により、当社自体の従業員

の人権が尊重されることを確保すること。

バリューチェーンの労働者 当社は、以下のとおり、当社のサプライヤーおよび従業

員と関わりを持っている。

―　生活賃金については、選定された一次サプライヤー

と関わりを持っている。

―　当社の環境マネジメントシステム（EMS）を通じ

て、現地サプライヤーと関わりを持っている。

―　非営利団体であるBSRとの特化した産業連携プロ

ジェクトの一環として、上流のバリューチェーンのAI

ワーカーと関わりを持っている。

―　当社のサプライヤーの行動規範を通じた関わり

―　調達チームの調査を通じた関わり

―　内部通報ツールであるSpeak Out at SAPを通じた関

わり

当社のサプライヤーが、例えば合理的な労働時間・適

切な賃金の提供、あらゆる種類のハラスメントの防止

および労働安全・データプライバシーの基準を満たす

ことにより、バリューチェーンの労働者の人権を守れ

るようにすること。

ビジネスパートナーおよび

サービスプロバイダー
当社が当社のビジネスパートナーおよびサプライヤーと

関わりを持つ方法には、以下のものがある。

―　双方向型のSAP Support Portal

―　オンラインのイベント

―　パートナーのネット・プロモーター・スコア

（NPS）の調査

―　内部通報ツールであるSpeak Out at SAP

フィードバックを収集し、当社のビジネスパートナー

およびサービスプロバイダーがその従業員の人権を守

ることができるようにすること。

顧客 当社は、顧客と関わりを持ち、当社の持続可能性製品で

顧客の持続可能性の取組みを支援している。当社は、顧

客の共同イノベーションのプロセスにおいて、当社のソ

リューションが実社会の持続可能性に関する課題を解決

するのに確実に役立つようにするために情報を収集す

る。当社は、当社の顧客のデュー・デリジェンスのプロ

セスにおける質問に回答することにより、当社自体の持

続可能性の業績について、顧客と関わる機会を持つ。

当社の製品およびサービスが実社会のニーズに根付い

たものであるようにすること。その他の持続可能性に

関連するエンゲージメントは、当社の顧客の従業員の

人権、その当社のスコープ3排出量への影響ならびにAI

のプライバシーおよび偏見などの製品に関連するト

ピックを網羅している。
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NGOおよび学会 当社は、以下を通じて、NGOおよび学会と連携してい

る。

―　BSR、持続可能な開発のための世界経済人会議

（WBCSD）、We Mean Business Coalition (WMBC)、世界

経済フォーラム（WEF）、econsense、ユネスコ、国連グ

ローバル・コンパクトならびにその他のNGOおよび持続

可能性に焦点を当てた企業連合との関わり

―　SAP University Alliancesプログラム

―　当社のAI倫理諮問委員会

当社のNGO、企業連合および学術機関との継続的な対話

は、社会として当社が直面する現在の課題への当社の

理解を形作るうえで重要な役割を果たしている。当社

は、市民社会、影響を受けるコミュニティおよびサイ

レントステークホルダーとしての自然などのステーク

ホルダーが当社の事業運営によりどのように影響を受

けるかということ、ならびに当社がそれらに対して与

える影響をどのように管理することができるかをより

理解するために、この対話を利用している。さらに、

これらのフォーラムが、当社が他の企業および組織と

意見を交換し、連携し、炭素の透明性のためのパート

ナーシップ（PACT）などの共同イニシアチブを推進す

ることを可能にする。

金融アナリストおよび投資家 当社は、以下のものを通じて、当社の投資家コミュニ

ティおよび金融アナリストと関わりを持っている。

―　国際会議および説明会

―　年次株主総会（AGM）

―　オンラインおよび対面のイベント

当社は、投資家との対話を継続しており、環境、社会

およびガバナンス（ESG）のトピックに焦点を当て、投

資家からのフィードバックを収集するとともに、投資

家に当社の持続可能性に関する方針および製品につい

ての知見を提供している。この分野における当社の

リーダーシップは、主要な持続可能性格付機関により

評価されてきている。

影響を受けるコミュニティを

含む市民社会
当社は、当社の事業活動により影響を受けるコミュニ

ティの主な関心を理解するために、NGOなどの仲介者を

通じてそれらのコミュニティと関わりを持っている。

当社は、人々と技術が共に繁栄する公正で包摂的な経

済を促進することに向けて取り組んでいる。当社は、

市民社会および影響を受けるコミュニティの仲介者と

様々な持続可能性に関連する関心について議論してい

る。トピックには、気候変動、AIの影響および人権が

含まれる。

自然 当社は、サイレントステークホルダーとしての自然の関

心を考慮するために、NGOと関わりを持っている。

当社は、自然および気候にレジリエントな未来を育む

ために、当社の排出量の削減、当社の資源利用の減少

およびエコシステムの回復に向けて取り組んでいる。

 

当社の管理機関、当社の取締役会および監査役会が当社の持続可能性に関連する影響に関するステークホルダー

の見解および関心についての情報提供を受ける方法の詳細については、持続可能性ガバナンスの項を参照のこと。

 

当社の影響力、リスクおよび機会が当社に与える影響

グローバル戦略チームは、当社の目的、ビジョン、目標およびポートフォリオへの注力を中心に据えた当社のグ

ローバルで一貫性のある戦略に継続的に取り組んでいる。グループ全体の専門家およびマネージャーが当社の重要

性評価プロセスに深く関与していた、さらに、当社は、当社のグローバルリスク管理チームと協力し、機会および

リスクを組み込み、適切に評価し、それらを当社のリスク管理システムに統合した。

当社は、事業環境の変化に適応し続けてきており、時代の先を行くために、当社の技術的専門知識を活用してい

る。当社のイノベーションおよび持続可能性へのコミットメントは、当社が実現を可能にする者および模範者とし

て環境的および社会的な影響に対処しつつも新興市場の動向を活かすことを可能にしてきた。当社は、強力なパー

トナーシップを確立し、研究開発に投資することにより、自社をデジタルトランスフォーメーション分野のリー

ダーとして位置付けてきており、急速に進化しているグローバル市場での課題を乗り越え、機会を活用することを

可能にしている。当社の資本市場での評価は、当社の事業の将来の成功に投資家が抱く信頼を明確に示している。

当社は、この信頼は、主に上記の方法で適応し、革新する会社としての当社の能力によるものであると考えてい

る。

当社における戦略的意思決定は、主に5年間の財務計画サイクルにより導かれる。その結果得られた戦略計画

は、委員会レベルの会合で毎年見直される。当社の戦略計画は、5年間の中期的な視野に基づいているが、当社

は、事業年度末に向けては、1年間での視野に立った当社の短期的な優先事項に重点を置いている。長期的な視野

（5年を超える。）は、通常は当社の積極的な戦略的意思決定の一部には含まれない。取締役会がその意思決定に

持続可能性に関する検討事項をどのように取り入れているかの詳細については、持続可能性ガバナンスの項を参照

のこと。

 

財務的影響
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当社は、現在特定の拠点のエネルギー効率を高める計画に取り組んでいる。当社は、まだ計画段階にあるため、

2025年にはIRO E1-IRO4の意味での重大な削減は実現されなかった。このIROに関連するその他のトランスフォー

メーションの施策についても、同様である。2025年には、エネルギー価格の変動による重大なコストは、発生しな

かった。潜在的なセキュリティ攻撃およびセキュリティ違反ならびに関連する風評被害についても、同様である。

最終的に、IRO AI-IRO3による重大な測定可能な影響も確認されなかった。しかしながら、当社は、温室効果ガス

排出量の管理、追跡および報告を行う当社のソフトウェアソリューションの売上高の増加を確認した。

 

持続可能性ガバナンス

当社は、当社の持続可能性の業績を主導し、事業、人々および地球のための成果を推進するために、当社のあら

ゆるレベルおよび側面にまたがる包括的なガバナンス体制を確立した。当社が当社の包括的な二重重要性評価にお

いて重要であると特定した影響、リスクおよび機会（IRO）が、この体制の基盤になっている。当社の全体的な運

営および報告のアプローチに従って、非財務目標は、意思決定、当社製品の開発および販売ならびに当社の社内の

ビジネス・プロセスにおいて重要な役割を果たしている。そのため、持続可能性は、当社のCEO、CFOならびに最高

人事責任者および労務担当取締役により、取締役会レベルで後援されている。

　取締役会および当社の持続可能性のリーダーは、SAPグループの持続可能性戦略およびその実施の進捗状況につ

いて、監査役会に定期的に（少なくとも年に一度）概要を伝える。特に監査役会全体への状況説明には、当社の重

要なIROおよびその管理についての情報および最新情報が含まれている。当社の持続可能性の報告の監督は、監

査・コンプライアンス委員会に委任されている。

当社のESG運営委員会は、当社の企業としての持続可能性の業績を管理するうえで重要な役割を果たしている。

ESG運営委員会は、当社の持続可能性のグローバル代表によって招集され、当社全体の上級幹部によって構成され

ており、当社の総体的な持続可能性アジェンダのため、当社のIROの戦略的な監督を含む戦略的ガイダンスを提供

し、全社的なエンゲージメントを生む。この運営委員会は、少なくとも年に2回開催され、少なくとも1人以上の取

締役会の後援者が、会合のうちの最低でも1回に毎年参加する。

 

当社は、当社が重要なIROの特定、管理および運営を行う方法を示すために、以下のプロセスを策定した。

このプロセスに加え、当社の温室効果ガス排出量などの運営に関連するKPIは、当社の管理チームにより社内で

運営され、報告される。

専門家チームは、措置を実施しつつ、目標を設定し、管理することにより、IROの運営管理を担当している。方

針、目標および行動計画の変更は、可能な限りこれらのチームにより直接対処され、実施される。このことが可能

ではない場合には、問題は、ESG運営委員会での上位レベルでの処理事項とされ、ESG運営委員会が取締役会およ

び／または監査役会の関与が必要かどうかを評価する。取締役会および／または監査役会の関与が必要かどうかを

問わず、ESG運営委員会は、双方に対して状況報告書を提出する。各IROは、専門家により定義され、評価される際
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に、ステークホルダーの見解および関心を反映している。当社は、IRO管理の過程で取締役会および監査役会の構

成員とIROを共有することにより、双方がステークホルダーの見解および関心についての情報提供を受けているも

のとみなしている。

ESG運営委員会は、上記のプロセスに従ってIROを監督することに加え、事業決定が持続可能性に与える影響につ

いて議論するための場を提供する。さらに、コーポレートサステナビリティチームは、持続可能性に関する検討事

項を反映し、重要なIROを取り入れた十分な情報に基づく意思決定を支援するために、取締役会への意思決定案の

ための情報提供（提案された方策の社会的・環境的要因への潜在的な影響の評価など）に積極的に関与している。

同様に、監査役会は、重要なIROについての情報提供を受けており、持続可能性のグローバル代表により概要を説

明されることにより、意思決定期間中にこれらの検討事項を考慮に入れることができる。

 

(2)リスク管理

リスク管理および持続可能性に関する報告に対する内部管理

持続可能性に関する報告に対する内部管理

GR&AS部門は、ESG管理およびもグローバルガバナンスに対する責任を負う。GR&AS部門は、内部管理により支え

られたESGコンプライアンスの枠組みの設計および実施を支援する。このESGコンプライアンスの枠組みは、報告プ

ロセスの分析、潜在的なリスクの特定および管理によるリスクの緩和を通じて、構築された。この枠組みを構築す

る過程では、高レベルおよび中レベルのリスクが優先された。当社のESGの社外報告プロセスの分析が、内部管理

が誤った情報または不正確な情報を収集するリスクを軽減することを確認した。特定されたリスクおよび調査結果

は、事業部門に報告され、各事業責任者は、欠陥に対処することを求められる。さらに、調査結果は、年3回実施

される報告プロセスを通じて、取締役会構成員を含む経営陣に提示される。報告された開示情報の正確性は、持続

可能性報告書の複数の内部審査を通じてさらに確保される。

 

リスク管理

当社の内部管理システムは、当社の運営に関連する非財務KPIを対象としており、2024年度には当社の重要性分

析が内部監査の対象であった。当社の内部管理システムおよび持続可能性に関するトピックの範囲についての情報

は、参照することにより組み込まれている。

 

　　次へ
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(3）戦略（人材の育成に関する方針および社内環境整備に関する方針を含む。）

人材アジェンダ

2024年に設立された人材アジェンダは、人材、組織および技術開発が相互に結びついた総合的な統合人材システ

ムである。当社は、当社の人材アジェンダを一体となって構成する、強固な基盤の上に構築された3つの主要な戦

略的な柱を定義している。

当社の成長文化は、当社内の働き方ならびに市場のニーズおよび顧客関係の対応方法を導く。当社の成長文化

は、当社の変化のための能力を向上し、効率性を高め、説明責任を果たし、当社が当社の顧客および市場のために

高パフォーマンスの結果を提供するのに役立っている。当社は、この進化を支えるために、スケール、スピードお

よび適応性を可能にする実行アーキテクチャを実装している。当社は、当社の戦略実行およびトランスフォーメー

ションに関するアジェンダを加速するために、リーダーシップ・トランスフォーメーションの行程を作成した。当

社は、当社の成長文化という形をとったHow（4つの成長行動および3つのリーダーシップの誓約）をWhatと組み合

わせた。また、当社は、すべての地域および部門にまたがる、熟練した変革の推進者のネットワークを構築した。

当社の定期的な成長サミットおよび成長文化の活性化の取組みは、トランスフォーメーションおよび実行を加速す

るために事業に及んでいる。当社は、高パフォーマンスな文化を維持する目的で当社の戦略に従って実行できるよ

うにするために業績を管理する新たなアプローチを導入している。当社は、そのようにして、従業員、パート

ナー、顧客および株主といったあらゆる人のエンゲージメントおよびコミットメントを強化することに努めてい

る。さらに、当社は、正しい「採用、育成、外部の活用または解雇」の判断を行うために、スキルに注力した戦略

的な労働力管理に重点を置いている。戦略的な労働力管理が、当社が適切な場所に適切な人材を適切な人数かつス

キルの組み合わせで確保できるようにする。これにより、当社の戦略を実行し、第三者および正しい事業の成果を

推進するために必要である役割の絶え間ない適応を通じて、採用、新スキルの習得およびスキル利用戦略を定める

ために、適切な労働力の構成が確保される。これには、新しいスキルの習得を通じた当社の労働力の変革、ならび

に、例えばデータサイエンスおよびビジネスAIなどの需要が高い分野への当社のリソースの移行の継続的なプロセ

スが含まれる。トランスフォーメーションの影響の詳細については、連結財務諸表に対する注記（B.2）および

「第3　4　(3)　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「営業利益および営業利益率」の

項を参照のこと。

当社のスキル重視の人材エコシステムは、当社の人材および事業の両方の成長、イノベーションおよび機会を促

進する。このトランスフォーメーションは、当社の将来の基盤であり、当社の採用、学習、育成およびキャリアパ

スのアプローチ方法のパラダイムシフトを反映している。当社は、あらゆる従業員がその仕事を正確に反映する最

新のスキルプロファイルを有していることを確実にする基盤を構築することにより、既に大きな進歩を遂げてい

る。これには、当社のスキル分類のストリーミング、スキルの市場における標準との調整および役割プロファイル

の最新化が含まれる。2026年には、従業員が最新の役割プロファイルを割り当てられ、成長ポートフォリオによ

り、当社は、スキルをあらゆる人材＆文化（P&C）慣行に組み込み、従業員エクスペリエンスのすべての段階を強

化するために、スキル分類を活用することができる。当社の行動計画には、従業員のライフサイクル全体にスキル

を導入する複数の試験的なユースケースが含まれており、最初のユースケースであるAI稼働型のスキルベースの学

習は、従業員にとっての最初の福利厚生の1つとして開始する。

当社は、従業員がその役割に適した状態であり続け、将来不可欠なスキルを身につけることを支援することによ

り、当社の人材に投資している。当社は、学習、人材およびリーダーシップ育成、評価、後任ならびに業績を統合

する、コネクテッドでスケーラブルなシステムを導入している。この全体的なアプローチは、従業員およびリー

ダーをサポートし、有望な人材の成長を加速させるとともに、当社の人材慣行があらゆる世代およびキャリアパス

全体で個人向けにされるようにする。

当社の革新的な人材テクノロジー1は、当社独自の技術力を活かしており、当社のあらゆる人のために、データ

駆動型のAI主導の個別のソリューションを提供している。これにより、当社がリーダーにデータ駆動型で透明性の
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高い意思決定を促進することを可能にし、すべての人がデータ洞察に基づいて自身の能力を最大限に伸ばし、成長

できるようにする。SAP SuccessFactorsの最大のショーケースとして、当社は、当社の顧客のためにも人的資本の

管理（HCM）のロードマップを積極的に推進し、イノベーションを先導している。これには、2025年の

SmartRecruitersの買収が含まれる。

これらの柱は、当社の人材中心の職場環境の強固な基盤の上にあり、この環境は、従業員の幸福、安全および健

康、ならびに職場の多様性およびインクルージョンを促進する。これらの要素が一体となって先進的な考えを持つ

職場を確立するように設計されている。

1「革新的」は、当社自体の技術の使用を意味しており、この技術の使用は、当社がデータ稼働型の意思決定、従業員の育成および事業の影響

の運営を行い、支援する方法を変革する。

 

人材育成

当社のアプローチおよび方針

当社は、当社の事業戦略および価値創造に貢献するうえで当社の人材アジェンダをサポートするため、その代表

が率いる人材の成長およびリーダーシップの卓越性に関する専門の組織を擁している。この役員は、人材および

リーダーシップ育成、後任の管理、学習、業績管理、大学との提携、SAP Next Gen、ならびにすべての当社のリー

ダーおよび従業員にキャリアアップの機会を提供する職場作りを担当している。

当社の統合的アプローチは、人材育成をさらに推進するために、人材育成、リーダーシップ育成、潜在能力およ

び成長の評価、ならびに後任の管理を組み合わせている。これは、有望な人材および重要な後任の特定および成長

を確実にするだけではなく、将来のための持続可能なリーダーシップパイプラインも構築する。当社は、重要な専

門知識を育成し、育成の取組みを事業の優先事項と整合させることにより、継続的に迅速さ、適応性および成長の

文化を育む。

当社は、当社の人材の全潜在能力を引き出し、促進し、展開するために、すべての従業員に学習および成長の機

会を提供し、重要な専門家およびリーダーを特定し、育成するとともに、高い潜在能力を持つ人材の育成を加速す

る総合的なシステム（総合的な後任の管理計画を含む。）を設計した。この計画は、SAP Next Genプログラムを組

み込んでおり、このプログラムは、学生および若手の人材を人々、アイデア、ツールおよび機会と結びつけ、当社

における特定の役割およびキャリアパスを用意するとともに、コミュニティを形成するのに役立つ、学生および若

手の人材のために厳選された一連の学習および育成のサービスである。当社は、当社のSAP Careersのホームペー

ジのデザイン変更後の2025年8月にLinkedIn、InstagramおよびFacebookでSAP Next Genキャンペーンを開始した。

従業員は、当社の社内従業員ポータルであるSAP Oneを通じて、すべての学習コンテンツ、リソースおよび当社

の学習戦略についての情報にアクセスすることができる。この学習コンテンツは、当社の学習管理システムである

Success Map Learningのサイトでも利用可能である。

学習戦略は、2024年度に策定され、2025年度に実施され、2026年末までに全面展開される予定である。この学習

戦略は、継続的なスキル育成に焦点を当てており、スキルベース、データ駆動型かつ学習者中心であることによ

り、当社の従業員の能力を最大限に引き出すという当社の目的に沿ったものである。

―　スキルベース：当社は、当社の事業目的を達成し、従業員がその役割に適した状態であり続けることを可能に

するとともに、将来大変革を起こすスキルを先取りし、最終的には会社としてより機動的で柔軟になる目的で当社

の全従業員に必要なスキルを特定し、優先順位を付けるために、社外および社内の調査を実施する。

―　データ駆動型：当社は、当社の学習戦略のあらゆる面でデータを使用する。当社は、学習支出の配分を最適化

するためにデータ駆動型の意思決定を可能にし、学習の運営および経験を最適化するためにデータおよびAIを駆使

した技術を利用する。従業員が提供された研修を利用した後にすぐに従業員がどのように推奨された学習を採用し

ているか、そして学習がスキル向上および事業目的にどのような影響を与えているかを確認するために当社がデー

タを分析する。
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―　学習者中心：当社の学習戦略は、当社が学習サービスを設計し、提供し、見つけやすくする方法の観点で学習

者中心のものである。当社は、特に学習サービスを見つけることについては、各従業員の不足しているスキルに基

づいた学習サービスの選定および優先順位付けを自動化する技術に投資している。

 

当社の行動および目標

 
IROの識別名 サブトピック 目標／指標

プラスの影響S1-

IRO7

研修およびスキル育成 当社は、現在当社の新しい戦略の目標に向けて取り組んで

いるため、このプラスの影響に関連する目標はない。この

プラスの影響を生み出すための当社の行動の有効性を示し

ている指標は、重要なトピックの指標の項に記載されてい

る。

当社は、当社の現在および将来の全従業員が、急速に変化する市場で成功するために必要なスキルを備えている

ことを確実にするために取り組んでいる。そのため、当社は、当社の従業員に専門性ポートフォリオを向上し、

キャリアアップを促進するとともに、あらゆるレベルの専門知識全体の継続的なスキル育成を支援する独自の個人

に合わせた役割中心の学習経験を提供する。あらゆる従業員は、教室での研修、オンライン研修および自己ペース

型研修を含む、厳選されたオンデマンド学習に加え、コーチング、メンタリングおよびフェローシップなどの経験

的な機会を利用できる。当社は、組織全体でリーダーシップおよびプロフェッショナルとしての成長を強化するた

めに、最新の高い潜在能力およびリーダーシップに関わるサービスを含む、新しい人材・キャリアプログラムを

2026年度上半期から開始する。これらの実施には、ファーストレベル、ミドルレベル、エグゼクティブおよび上級

管理職のリーダー向けの当社の4つの新たな主要なリーダーシッププログラムの段階的な開始、ならびに業績管

理、チームの有効性、リーダーシップの変革および個人の成長に焦点を当てた一連の短い実践的な学習経験である

Leadership in Actionの導入が含まれる。さらに、当社は、リバースメンタリングおよび多世代メンタリング、

ジョブシャドーイングならびにキャリア開発スピーカーシリーズなどのイニシアチブを通じて、キャリア開発の機

会を拡大する。これらのイニシアチブは、進化するスキルのニーズに合わせて調整され、AI主導の洞察により支え

られる。フェローシップをスキルベースの仕事としてリブランディングすること、コーチングおよびメンタリング

を強化すること、ならびにAIを活用したツールにより可能になる体系化されたキャリアパスを導入することを含

む、既存のプログラムの強化も行われる。

従業員が業務を遂行するために必要な学習サービスは、社外の従業員の新人研修の一環としてコンプライアンス

研修も利用できる派遣社員を含むすべての人が利用可能である。キャリアの育成および昇進を目的とした学習サー

ビスは、派遣社員以外の従業員が利用可能である。当社の学習・育成ポートフォリオの例には、以下のものが含ま

れる。

 

対象者 提供内容 目的

新入社員 グローバルな

新人研修の経験

入社前のプレスタート・ポータルへのアクセス、初日の現地およびITの新人研修のセッション、

1週間にわたる対面の新人研修ウィーク、ならびに最初の12ヶ月の自己主導型の学習経験および

ミートアップへの参加から始まる当社におけるすべての新入社員向けの包括的な学習経験。新入社

員は、部門および役割に特化した新人研修で支えてくれる専任の相談役も割り当てられる。

選定された

従業員

Catalyst

Program
Catalyst Programは、このプログラムに参加してから2年以内に戦略的事業分野における重要な

役割を果たすよう準備された強固な人材の基盤を構築し、育成するように設計されている。カタリ

ストは、将来的に重要な役割を果たす準備を進めるために、AIおよびデータサイエンスのなどの専

門分野に特化した学習機会を提供する専門の参加者用のプールに配属される。

SAP Next Gen

（学生および若

手の人材）

STAR、SAP

iXp、getX、SAP

Academies1

SAP Next Genは、様々なプログラムにより、学生および若手の人材を自身の職業的かつ個人的な

成長を支える人々、アイデア、ツールおよび機会と結びつけるように設計された、厳選された一連

の学習および育成のサービスである。

全従業員 Career

Development

SharePoint

すべての当社の従業員にキャリア開発を促進するために必要な情報およびリソースを提供するオ

ンデマンドのサイト。内省およびネットワーク形成、キャリアの計画および開発、ならびに当社に

おける昇進および昇進のプロセスについての情報が含まれる。
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全従業員 フェローシッ

プ・プログラム

当社のフェローシップ・プログラムは、一時的に異なるチームで異なる役割を経験する機会を従

業員に提供する。フェローシップは、当社の世界中の従業員に開かれた非常に貴重で実践的な成長

機会である。

全従業員 SAP Learning

SharePoint

当社のすべての従業員の学習ニーズのためのワンストップの職業訓練課程。このサイトは、専門

的かつ職務的なスキルから技術、AIならびにSAPソリューションに至るまでの幅広いスキルの包括

的な学習リソースにつながる。

全リーダー Leadership

Experience

実用的なツールおよびリソースとともに、レベル別のリーダーシップ体験へのアクセスを提供す

る、当社の全リーダー向けの専用サイト。

1STAR：Student Training and Rotational Program、SAP iXP、SAP Internship Experience Program、getX、Global Early Talent Experience

を指す。

 

当社の研修プログラムおよび育成プログラムは、2025年は当社の約400人の人材により運営されていた。2025年

の数値には、従来は含まれていなかった学生向けの研修プログラムが組み込まれている。このことを考慮した調整

を行った場合、2024年の研修プログラムおよび育成プログラムは、約370名の従業員により実施された。当社は、

人件費を除き、研修および育成に年間40百万ユーロから60百万ユーロ（2024年は、60百万ユーロから80百万ユーロ

であった。）を費やすことを目指している。かかる経費の減少は、社内リソースの活用および当社の外部支出の最

適化により実現されたコスト削減に起因するものである。当社の研修費用および育成費用は、コーポレート部門全

体で分割されているため、SAPグループの連結損益計算書の様々な費用の項目の一部に含まれる可能性がある。詳

細については、「第6 1 財務書類」の12月31日に終了した事業年度のSAPグループの連結損益計算書の項を参照の

こと。

 

重要なトピックの指標

手法および定義

従業員1人当たりの平均研修時間：常勤の従業員数に関連する従業員のみが含まれる。FTEに基づいて計算されてい

る。この数字には、正式な研修および必須の研修ならびにコンプライアンス研修が含まれる。

学習参加率：FTEに基づいて計算されている。この数字には、正式な研修および必須の研修ならびにコンプライア

ンス研修が含まれる。

リーダーシップ学習資産およびグローバル上級幹部育成サービスの完了率：リーダーシップ育成が提供するリー

ダーシップ学習の経験は、事業および当社の目標に関連するサービスのメニューである。このモジュールのコンテ

ンツは、リーダーのリーダーシップ能力向上をサポートし、リーダーは、自身のリーダーシップを伸ばすのに最も

適したコンテンツを自由に選択することができる。この数字は、リーダーシップ育成が提供しない必須の研修また

はコンプライアンス研修もしくはその他の研修を含んでいない。グローバル上級幹部には、グループ・エグゼク

ティブ、シニア・エグゼクティブおよびボードの構成員が含まれる。

入社6ヶ月後にチームへの帰属意識を感じる新入社員の割合：結果は、新入社員が入社6ヶ月経過した時点で受け取

る調査に基づいている。スコアは、「居心地が良く、自分のチームへの帰属意識を感じる」という項目について、

好ましい／好ましくないスコアとして報告される。この項目は、最低評価の1（「全く賛同しない」）から最高評

価の5（「強く賛成する」）の5段階で評価される。

SAP Talk：SAP Talkは、業績および成長について協議し、従業員の成功にとって適切な労働条件が整っていること

を確保するための当社の従業員とそのマネージャーの間の定期的でオープンな対話の名称である。また、マネー

ジャーおよび従業員が期待値のすり合わせを行い、フィードバックを共有することにより、信頼を築く機会であ

り、従業員が自身の業績目標および成長目標に対してどの程度達成しているかを聞く機会でもある。SAP Talkは、

2025年のガイドライン変更に伴い、目標を設定し、進捗を確認するとともに、その年度に従業員がもたらした影響

を評価し、双方で合意するために、現在は年3回以上開催されている。
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SAP Talksを3回以上行った従業員：当社は、2025年にこの数値の算出方法を改定した。現在では、中間評価および

年次評価の両方の目標を設定し、業績評価を受けた従業員の平均割合に基づいている。

 

学習および研修の時間

2025年の従業員1人当たりの平均研修時間は、28時間であり、内訳は女性従業員1人当たり平均28時間および男性

従業員1人当たり29時間であった（2024年は、従業員1人当たり28時間であり、内訳は、女性従業員1人当たり28時

間および男性従業員1人当たり28時間であった。）。

当社は、当社のポートフォリオ全体における従業員の学習参加率を継続的に測定し、非常に高い参加率を維持し

ている。2025年の参加率は、99.5％であり、3.1百万時間を超える学習時間につながった（2024年の参加率は、

97％であり、3百万時間を超える学習時間であった。）。合計16,514人が、2025年には50時間を上回る時間を学習

に費やした（2024年には、13,025人が50時間を上回る学習時間を費やした。）。

当社は、当社のスキルアップの取組みの参加率を特に以下の指標を使って毎年測定している。

―少なくとも1つは関連する学習資産を完了したリーダーの割合：22％（2024年：36％）。2025年のリーダーシッ

プ学習への参加の減少は、当社のリーダーシップ育成アプローチにおける計画された転換の年を反映している。当

社は、2025年に新しく統合されたリーダーシップ育成体制の設計および2026年からの開始に向けて更新されたポー

トフォリオの準備に注力した。

―関連する育成講座を完了したグローバル上級幹部の割合：47％（2024年：90％）。完了率は、上級役員の合計人

数に対する利用可能な育成講座に出席している上級幹部の人数を測定する。この完了率は、当社が上級フラグシッ

ププログラムを終了し、具体的な幹部育成要素が含まれていなかったことを理由に今年の年次リーダーシップサ

ミットを集計から除外したため、低下した。これらの大規模なイベントを除き、47％の幹部のみが、新たに導入さ

れたGrowth Cultureリーダーシップジャーニーなどの2025年に利用可能なより限定的で専門的なセッションに参加

した。これらの体験が、上級リーダーおよびその完全なチームがGrowth Cultureの行動様式およびリーダーシップ

の慣行を実際の事業の課題および戦略実行に直接適用することを可能にする。

―入社6ヶ月後にチームへの帰属意識を感じる新入社員の割合：96％（2024年：95％）

―部門横断型または委員会領域横断型のフェローシップの割合(総フェローシップ数に占める割合)：60％（2024

年：72％）1

―職業訓練、学生研修およびローテーションプログラムからの採用数：500（2024年：482）であり、76％の転換率

（2024年：71％）2に相当する。

 

業績管理

当社は、2025年初め頃に当社のグローバルに統一された業績管理アプローチを開始した時に、業績の良い文化を

推進するうえでもう一つの重要なマイルストーンを達成した。この業績管理アプローチは、当社が戦略的優先事項

に従って業績を管理し、継続的な成長を推進するとともに、組織のあらゆるレベルにおける明確さを実現する方法

を再定義する。当社は、当社では期待が明確な時に人々が最高の能力を発揮できると考えている。フィードバック

を行い、好奇心を大切にすることは、個人が集中力を維持し、目的を持って成長するとともに、当社の共通の成功

に有意義に貢献できるようにする。当社の新たな業績管理の枠組みは、明確な目標、有意義な対話および影響力の

ある成果の3つの主要な原則に基づいている。

当社は、当社の新たな業績管理アプローチを通じて、当社の事業目標を個人およびチームの影響力に結び付ける

ことにより、非常に業績重視のアプローチを確立することを目指している。当社は、適切な利用を確実にするため

に、リーダー同様に従業員も対象にしたマルチチャンネル変革戦略を実行した。世界中の10万人を上回る従業員

が、基礎的なEラーニングを完了しており、2025年には数千人が情報セッションに参加した。また、当社は、当社

の世界中の9,000人を超えるリーダー向けの必須の研修コースを対面およびオンラインの両方で実施した。当社の
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従業員が、各自の貢献と当社の将来の成功との関連性を理解することが極めて重要である。当社では、目標設定

は、組織の戦略的優先事項が個人のそれに向けた貢献と整合するように設計されている。AI（AI Goal Writing

AssistantおよびAI稼働型の提案）は、従業員が年間を通じて進捗を追跡できる目標案を作成し、合意できるよう

にシームレスに統合されている。業績目標は、明確に定義された成功指標およびSMART3成功指標とともに、年間を

通じて明確な期待を設定し、継続的な成長を促進するとともに、効果的な業績のフィードバックを可能にするため

の透明性が高く、構造化された基盤を確立する。すべての従業員は、少なくとも年に3回マネージャーとの対話専

用のSAP Talkで目標を再検討し、フィードバックについて協議し、自身の進捗状況を振り返る機会が与えられる。

これにより、従業員は、年度半ばの進捗状況および年間を通じての全体的な立ち位置を把握することができる。当

社は、フィードバックの焦点を更新し、現在は上司へのフィードバック、つまりチームメンバーがそのラインマ

ネージャーに共有する所見を年度末に業績を振り返る際の重要な情報として取り入れている。

2025年度4には、当社の従業員の90％（当社の女性従業員の89％および当社の男性従業員の90％）がSAP Talkに

少なくとも3回参加した。従業員は、当該年度中にSAP Talkに平均3回（女性3回、男性3回）参加し、2025年度には

合計299,199回のSAP Talkが開催された。

1Taulia、Emarsys、Volume Integration、WalkMeまたはSmartRecruitersの従業員は含まれない。

2Taulia、Emarsys、Volume Integration、WalkMeまたはSmartRecruitersの従業員は含まれない。

3SMARTとは、Specific（具体的な）、Measurable（測定可能な）、Achievable（達成可能な）、Realistic（現実的な）およびTimely（時宜に

かなった）の頭文字をとったものある。

42025年のSAP Talkの指標は、上記のガイダンスおよび手法の変更により、2024年に報告された指標と比較することができない。2024年には、

当社の従業員の84％が少なくとも2回のSAP Talkに参加した（女性84％、男性85％）。従業員は、当該年度中にSAP Talkに平均5回（女性5回、

男性6回）参加し、2024年には総数533,952回のSAP Talkが開催された。

 

　　次へ
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(4）指標および目標

当社の非財務実績を管理するための指標

以下は、報告年度における非財務実績を管理するために当社が利用した主な指標である。

当社は、当社の顧客が当社および当社のソリューションに満足し、忠誠心を持っている場合にのみ、当社が当社

の財務目標を達成できると当社が考えているため、顧客エクスペリエンスを測定する。当社は、調査の専用の質問

に基づいて当社の顧客エクスペリエンスKPIを追跡する調査により、顧客エクスペリエンスを毎年評価している。

当社のKPI指標は、従来は顧客ネット・プロモーター・スコア（NPS）であり、標準的な独自の「勧める可能性」に

ついての質問で測定される。当社独自のスコアリング方法は、顧客の0から10の数値評価に基づいて分類される

「プロモーター」と「デトラクター」の間の割合の差を求めることにより、最終的なNPSを導き出す。「プロモー

ター」は、当社を勧める可能性を11段階評価のうち9または10で評価する顧客であり、「デトラクター」は、当社

を0から6で評価している顧客である。NPSの計算方法では、7または8のスコアを付ける「どちらでもない人」を無

視しており、これがこの指標の大きな制限である。達成可能なスコアの範囲は、2つのグループの割合に基づくNPS

手法の減算計算に基づき、－100から＋100となり、後者が顧客ロイヤルティの達成可能な最高スコアである。

当社は、顧客NPS（ネット・プロモーター・スコア）からクラウド顧客満足度（Cloud CSAT）に移行することに

より、2026年から当社の顧客エクスペリエンスKPIの枠組みを改訂する。Cloud CSAT指標は、「非常に満足してい

る」から「非常に不満である」までの回答の選択肢を与える5段階評価において、当社に「非常に満足している」

または「満足している」顧客の割合を求め、「トップ2ボックス」スコアとして算出される。そのため、達成可能

なスコアの範囲は、0から100であり、後者がCloud CSAT手法により測定される顧客満足度の達成可能な最高スコア

である。

Cloud CSAT KPIは、当社のクラウド顧客からのフィードバックに基づいて算出される。クラウド顧客は、(1)実

装済かつ実行中のクラウド・ソリューションの一つについて明示的にフィードバックを提供する顧客、または(2)1

つ以上のクラウド・ソリューションのみを実装済かつ実行中であるか、特定の事前に定義されたソリューションを

含まないオンプレミスで稼働中であることが確認される混合ポートフォリオを持ち、「当社全般」についてフィー

ドバックを提供する顧客のいずれかの顧客である。顧客がいずれかの事前に定義されたオンプレミス・ソリュー

ション（ERP On-Prem、HANA On-Prem、S/4HANA On-Prem、HCM On-Prem、SAP Business Objects、SAP Business

Warehouse）を実行しており、実行中のプライベート・クラウドが存在しない場合、オンプレミス顧客として扱わ

れ、その評価スコアは、Cloud CSATの算出においては考慮されない。混合ポートフォリオのクラウド・ソリュー

ションにより生み出された収益は、当社の財務情報で報告されるクラウド収益に計上される。当社は、この変更に

より、KPIを当社のクラウドファースト戦略に合うように調整する。2025年のCloud CSATのスコアは、75％であっ

た。

従業員エンゲージメント指数は、当社の従業員の満足度およびコミットメント、従業員がどれだけ当社を誇りに

思っているか、そして従業員の当社への帰属意識の強さを測定するものである。この指数を適用することは、当社

の成長戦略が意欲的な従業員を持つことにかかっているという認識である。この指数は、当社の#Unfilteredエン

ゲージメント調査の5つの質問への好意的な回答の割合として示され、当社は、事業年度において当社が実施した

各調査で取得したスコアの平均値として、この指数を報告する。#Unfilteredプログラムは、年間を通じて2回の

データ収集を含む「継続的なリスニング」アプローチに基づいている。平均スコアは、当社の従業員のエンゲージ

メントレベルの通年の評価を与えるものである。

ビジネス・ヘルス・カルチャー指数（BHCI）は、当社が、健康を促進し、長期的な雇用可能性をサポートし、企

業目標の達成に向けた積極的なエンゲージメントを促進する職場環境をどの程度提供しているかを反映している。

このインデックスのスコアは、当社の#Unfilteredエンゲージメント調査の10の質問への好意的な回答の割合であ

り、当社は、事業年度において当社が実施した各調査で取得したスコアの平均値として、この指数を報告する。

BHCIは、当該報告年度において、当社の主要な非財務業績指標の一つとして、経営幹部の女性の指標に取って代
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わった。当社は、改訂されたインデックスが、主要なテーマにおける当社での従業員エクスペリエンスの全体的な

見解を与え、健全な職場環境を示す強力な指標になるように、2025年にこのインデックスの新たな要素として機会

均等を追加し、健康および幸福に関する質問の1つを置き換えた。

温室効果ガスの総排出量指標は、当社のネットゼロコミットメントの一環として、当社は、バリューチェーンに

合わせた温室効果ガス排出量（スコープ1、スコープ2および当社のビジネスモデルに関連するスコープ3の排出

量）を測定するために使用されるものである。当社は、市場ベースのアプローチを適用する。再生可能エネルギー

は、例えば自社で発電した再生可能電力、認定された再生可能エネルギーに関する証書への投資、長期グリーン電

力契約（電力購入契約）ならびに当社のサプライヤーおよび顧客により購入される再生可能電力などの形で、温室

効果ガス排出量の削減に計上することができる。当社は、温室効果ガス（GHG）プロトコルに従って、当社の温室

効果ガス排出量の定義、測定および報告を行う（単位：CO2換算で百万トン）。また、当該報告は、ESRSを遵守し

ている。

当社は、2026年に当社が利用しているスコープ3の温室効果ガス排出量を算出する方法を修正する予定である。

当社は、有効な保守契約の総数に基づく販売された製品の使用によるカテゴリー11の排出量の当社の既存の算出方

法を特定の期間内に販売されたすべての新システムの存続期間中の推定排出量を考慮した、将来を見通したアプ

ローチに置き換える。この変更は、当社のアプローチをGHGプロトコルにより整合させるものである。修正された

算出方法は、報告される排出量の大幅な減少をもたらすため、GHGプロトコルに従ったベースラインの再設定につ

ながる。この手法が当該報告年度に適用されていた場合、当社の2025年の温室効果ガス排出量は、3,590キロトン

になっていたと思われる。

従業員エンゲージメントおよび気候変動パフォーマンスの詳細については、「第3　4　経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「2026年度の見通し」の表を参照のこと。

 

#Unfiltered

手法および定義

#Unfiltered1：主要な人材の指標、エンゲージメント・ドライバーおよび従業員の感情を測定するため、年2回実

施されている当社の従業員エンゲージメント調査である。#Unfilteredは、当社の従業員の声に定期的に耳を傾

け、従業員のフィードバックに従って共に行動する当社のコミットメントを実証するものである。当社は、2025年

に従業員エンゲージメント、リーダーシップ、健康および幸福、ならびに他のトピックについての感情を測定する

ため、4月および10月に調査を実施した。両方の調査の平均スコアは、通年の従業員エンゲージメント指数、ビジ

ネス・ヘルス・カルチャー指数およびリーダーシップ指数を算出するために使用された。

従業員エンゲージメント指数（EEI）：詳細については、上記「当社の非財務実績を管理するための指標」の項を

参照のこと。

ビジネス・ヘルス・カルチャー指数（BHCI）：当社は、このインデックスの新たな要素として機会均等を追加し、

健康および幸福に関する質問の1つを置き換えることにより、2025年にBHCIの定義を改訂した。詳細については、

上記の「当社の非財務実績を管理するための指標」の項を参照のこと。

リーダーシップ指数（LI）：当社は、2025年にリーダーシップ・トラスト・ネット・プロモーター・スコアを当社

の新しいリーダーシップ指数（LI）に置き換えた。LIは、#Unfiltered調査の6つの質問における好意的な回答の割

合である。「人材の育成」、「トランスフォーメーションの推進」および「結果の提供」という当社のリーダー

シップの指針を反映しており、リーダーの能力、誠実さ、ならびに従業員への配慮および気遣いに対する信頼も評

価する。LIは、これらの要素を組み合わせることにより、リーダーシップに関する微妙に異なる見解を提供し、

リーダーに実行可能な部下からのフィードバックを与える。新しいLIの算出に使用された6つの質問は、信頼でき

るベースラインを確保するために、2024年11月の#Unfiltered調査に含まれていた。
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インクルージョン指数：当社の#Unfiltered調査のインクルージョン指数は、当社がインクルージョンの文化を促

進する職場環境を従業員にどの程度上手く提供できているかを示している。この指数は、2025年4月の#Unfiltered

調査の3つの質問への回答から算出された。

 

EEIは、取締役会構成員の短期の1年間の業績ベース報酬（短期インセンティブ、STI）の一部である。従業員エ

ンゲージメントは、2025年に2パーセント・ポイント上昇し、76％（2024年：74％）となり、2025年の目標範囲で

ある74％から78％の中間値に達した。

BHCIは、取締役会構成員の長期の3年間の業績ベース報酬（長期インセンティブ、LTI）の一部である。当社は、

2025年にこの指標の構成を変更した。2025年のBHCIのスコアは、81％であり、目標範囲である80％から82％の中間

値であり、修正された2024年の指数のスコア（2024年：修正後スコア80％、報告されたスコア78％）よりも1パー

セント・ポイント高かった。当社は、指標の構成の変更に基づき、2025年の目標範囲を80％から82％に引き上げ、

この業績指標に対する同水準の熱意を確保した（2024年度の報告された目標範囲は、78％から80％であった。）。

EEIおよびBHCIの結果ならびに2026年度の見通しの詳細については、「第3　4　(3)財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析」の「2025年度の見通しに対する実績」および「2026年度の見通し」の項を参照のこ

と。

リーダーシップ・トラストNPSは、2024年に最後に測定され、スコアは68％であったが、標準的な手法に基づく

LIに置き換えられている。LIは、現在では、前回測定された時よりも1パーセント・ポイント高い、89％の好まし

い評価を示している。LIを構成する6つの項目のスコアは、いずれもほぼ同水準を維持しており、特定の項目にお

いて顕著な変化は見られない。

また、当社は、当社の#Unfiltered調査を通じて、当社の全従業員のインクルージョン指数を追跡しており、こ

の調査では、すべての従業員エンゲージメントのスコアに関して、性別、年齢、職務レベルおよび地理的な側面を

より深く調査することができる。インクルージョン指数は、2025年に91％という高い水準に達し、2024年から1

パーセント・ポイント上昇した。

当社は、2025年に実施した従業員関連のイニチアチブの一部が、従業員エンゲージメントに影響を与えると予想

していた。当社の従業員エンゲージメント調査#Unfilteredは、従業員の感情を集計レベルで正確に測定し、当該

イニチアチブの累積的な効果を測定するために設計されている。#Unfilteredの指数のスコアの前年比の比較は、

指数のスコアが2025年に増加し、当該イニシアチブが悪影響を与えず、従業員の感情が安定していたことを示して
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いる。これは、当社のコミュニケーションならびに当社が提供した支援および変革サポートが、少なくとも潜在的

な悪影響を軽減するには十分であったことを示唆している。

当社は、個々の従業員が従業員のライフサイクルに沿って様々なタッチポイントをどのように経験しているかを

評価するため、継続的なリスニングアプローチの中で、多くのフィードバック手段を使用している。このアプロー

チにより、従業員が当社をどのように認識しているかを理解し、当社のプロセスを強化するとともに、従業員エク

スペリエンスを最適化することができる。当社は、組織およびチームの発展を向上させるため、このような様々な

リスニングの取組みから得られるフィードバックに基づいて行動する。当社のフォローアップ活動は、2つの側面

からのアプローチによって推進されており、グローバル重点分野は一元的に調整される一方で、チームに関する活

動はそれぞれのチーム内で調整される。
14月の#Unfiltered調査（回答率：74％）には、81,911名の従業員が参加し、10月の#Unfiltered調査（回答率：72％）には、82,362名の従業員

が参加した。当社の従業員数に関連するすべての従業員、博士課程の学生および職業訓練生は、（1）いずれかの買収された企業

（SmartRecruiters、TauliaまたはWalkMe）により雇用されている場合、（2）自主早期退職プログラム（VERP）に参加している場合、または

（3）長期病気休暇を取得している場合を除き、調査に参加する資格がある。ドイツについては、当社での在職期間が6ヶ月以上である従業員

数に関連しない従業員も調査に参加するよう招待された。2024年には、6月の#Unfiltered調査（回答率：76％）には、83,042名の従業員が参

加し、11月の調査（回答率：70％）には、77,577名の従業員が参加した。プロセスの簡略化：「プロセスの簡略化」スコアは、当社の調査環

境の大幅な変更の一環として、2025年に#Unfiltered調査から除外され、今後は#Unfilteredの指標の一部として報告されることはない。
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３【事業等のリスク】

当社の運営および財務成績は、以下に記載するものを含む様々なリスクおよび不確実性にさらされ、これらは当

社の事業、財政状態、業績、キャッシュ・フローならびに当社のADRおよび普通株式の取引価格に悪影響を及ぼす

可能性がある。

 

経済、政治、社会および規制に関するリスク

世界の経済的および政治的環境：世界経済および／もしくは金融市場における不確実性、ならびに、国家参加型

紛争、テロ攻撃、社会不安、戦争または国際的な対立による社会的および政治的な不安定要素は、当社の事業活動

を阻害する可能性がある。

グローバル企業である当社は、予測が困難で、急速に発展する可能性があり、当社の影響や制御を超える複数の

外部要因の影響を受けている。これらの要因には、とりわけ、信用市場や流動性市場に影響を及ぼす危機、地域的

または世界的な景気後退、商品価格、為替レート、金利の急激な変動、インフレまたはデフレ、ソブリン債および

銀行債の格下げ、リストラクチャリングまたはデフォルト、地政学上の不利な出来事（例えば、ロシアによるウク

ライナ侵略およびイスラエル・ハマス紛争）、特に欧州の国境内における、世界的な軍事的緊張の高まり（中国と

台湾の緊張など）、米国、欧州連合（EU）、ロシア、中国を含む世界的な政策、およびCOVID-19などの世界的な流

行病などが含まれる。

かかる事象のいずれも、当社の評判、事業、競争上の地位または財政状態、利益およびキャッシュ・フローに悪

影響を及ぼす可能性がある。

 

国際法令：ドイツ、米国およびその他の地域における法律、規制上の要件および基準は依然極めて厳しいもので

ある。当社は、世界的な事業活動および事業プロセスにより、しばしば相反する多数の法律および規則、方針、基

準その他の要件、ならびに時折相反する法規制上の要件に直面する。

SAPグループは世界的な存在感を示し、世界中のほとんどの国で操業している。当社は、ドイツおよび米国で上

場しており、ドイツに所在する欧州会社として、欧州、ドイツ、米国およびその他当社が操業する国のガバナンス

に関する法規制上の要件に従う。

当社の事業は、一部の国における税法の改正、外部への報告基準の改正および複雑な税規則の解釈の変更（税制

に関する対立および重複、ならびにデジタル・ビジネスモデルにとって不利益となる新しい税構想の導入を含むが

これらに限定されない。）、差別的、保護主義的または相反的な財政方針および税法、輸出入規制や貿易制裁、対

抗的または相反的な制裁、貿易禁止（各国固有のソフトウェア認証要件を含むがこれに限定されない。）ならびに

サイバーセキュリティおよび環境、社会およびガバナンス（ESG）のコンプライアンスと開示に関する、新たに生

まれる法律といった、国際的事業固有のリスクおよびこれらに関連する影響にさらされている。

当社が新たな国々および市場に進出し、または新興・高リスク市場を含むこれらの市場で当社の事業活動を拡大

することにより、これらのリスクが強まる可能性がある。それぞれの現地の法規制を当社の事業に適用すること

は、当該法規制がいずれ改正される可能性があるために時折不確かであり、また法域間でしばしば相反が生じる可

能性がある。さらに、これらの法令および政府による執行の手法は、当社の製品およびサービスが継続的に進化す

るのと同じように、引き続き変化し、進展する。こうした変化する法規制（特に、世界的な独占禁止規制を含

む。）を遵守するには多大な費用がかかり、当社の製品または事業慣行の変更を余儀なくさせる可能性がある。遵

守しなければ、罰則が課されるか、または不遵守であるとされる行為を理由に差止命令が下される可能性がある。

政府当局はこれらの法令を適用する上で相当程度の裁量権を行使する可能性があり、当社に課される制裁は重大で

ある可能性がある。
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上記の事態のいずれも、世界的にまたは一つもしくは複数の国もしくは地域における当社の業務に重大な悪影響

を及ぼす可能性があり、ひいては当社の事業、財政状態、利益およびキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす

可能性がある。

 

法務および知的財産：知的財産侵害もしくは契約不履行、または当社が第三者技術の十分なライセンスを取得も

しくは維持できないこと等に関して当社に提起された申立および訴訟、または、当社が当社の知的財産を保護また

は行使できないことにより、不利な結果がもたらされる可能性がある。

当社のソリューション・ポートフォリオが増加し、当社が企業買収を行うことによりオープンソース・コードを

含む第三者業者のコードの使用が増加し、当社がその製品・サービスをもって新たな業界に進出することにより製

品・サービスの機能上の範囲の重複が増加し、また、製品の考案、製造または販売を行わない特許不実施主体が知

的財産侵害請求を行っているため、当社が知的財産侵害請求を含む申立および訴訟を受ける可能性は過去に存在し

今後も引き続き存在すると当社は考えている。また、当社は、過去において、競争法および反トラスト法違反を主

張する申立および訴訟を受けており、将来においても引き続きこれらを受ける可能性があると考えている。例え

ば、かかる申立は、競合他社および第三者が当社データに対する広範なアクセス権を主張することにより生じる場

合が多い。

また、当社が成功するためには、当社の知的財産を保護し擁護することが極めて重要である。訴訟その他の申立

の結果は、本質的に不確実性を有している。

当社は、とりわけ、データアクセスおよびその他の反トラスト法に基づく申立（例えば、ロックイン効果がある

との主張）、全体としての当社の第三者技術（当社製品に組み入れ、または当社顧客に再販しているクラウドおよ

びウェブサービスを含む。）への依存性、第三者からのオープンソース・ソフトウェア・コンポーネントの当社ソ

フトウェアへの統合およびその影響、当社が当社に帰属するとみなす技術および情報を、第三者が承認なしに取

得、使用または売却することを阻止できないこと、第三者が、当社が所有しているとみなす技術や情報をリバー

ス・エンジニアリングまたはその他取得および使用する可能性といった分野のリスクおよびこれに関連する影響に

さらされる。さらに、国によっては、法律および裁判所は、当社がその法的または知的財産権を行使し、申立に対

する防御に成功するための効果的な方法を提供するものではない場合がある。最後に、当社は商事紛争において重

大な不利な判決に直面するか、法的手続において判決により確定した債務を全額回収またはその他の方法で執行す

ることができない可能性がある。訴訟その他の申立の結果は、本質的に不確実性を有する。当該訴訟に対する経営

陣の見解も今後変更される可能性がある。訴訟その他の申立の実際の結果は、前期における経営陣の査定（IFRSに

基づくかかる訴訟および申立に関する会計は、この査定に基づいている。）と異なる場合がある。

 

データ保護およびプライバシー：ますます複雑化および厳格化し、場合によっては相反する、データ保護および

プライバシーに関する適用法に違反した場合、または当社の製品およびサービスに関して当社顧客の契約上の要求

を満たすことができない場合、民事上の責任および罰金、ならびに顧客の喪失につながる可能性がある。

世界的なソフトウェアおよびサービスのプロバイダーとして、当社は、当社がどこで事業を行おうとも現地の法

律を遵守する義務がある。適用ある欧州のデータ保護に関する法の一つに、一般データ保護規則（GDPR）がある。

適切な水準のデータ保護を定めていない第三国にデータを移転する際には、EUから第三国へのかかる移転を正当化

するため、適用されるEU標準契約条項（SCC）に基づく追加の保護措置（移転リスク評価を含む。）が必要とな

る。さらに、他の国々は、自国の標準契約条項を実施することで、別の他国へのデータ移転を正当化するための保

障措置を確立している。これには、例えば、トルコの個人データ保護法、中国の個人情報保護法、およびデータ・

ローカライゼーションに関する要件も課しているサウジアラビアの個人データ保護法が含まれる。

さらに、データ保護およびプライバシー法、規制ならびにその他の世界中の基準は、とりわけマーケティング活

動やオンライン行動の追跡においては、個人データのより優れた保護を行うため、進化しつつある。これらは当社
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の製品およびサービス（特にクラウド・サービス）の使用および導入を制限する可能性のあるコンプライアンス基

準の増加に起因して当社にさらなる負担を課すおそれがあり、また、顧客の期待に応えることを一層困難かつ複雑

にするおそれがある。このような基準の変化は、製品開発およびインテリジェント・アプリケーション展開用の機

械学習および人工知能（AI）といった新しい技術を使用する際のコンプライアンスにも影響する。

当社または当社が起用するいずれかの下請処理業者が、個人データの処理中に適用データ保護およびプライバ

シー法を遵守しない場合、リスクにつながる可能性がある。とりわけ、影響を受ける個人、顧客およびデータ保護

監督当局に対する、違反の強制開示、データ保護監督当局による調査および行政処分（不遵守となっているデータ

処理行為を是正または停止する旨の指示等で、これには不遵守下請処理業者の起用中止の指示が含まれる。）、顧

客および個人による損害賠償請求または契約の終了ならびに罰金の可能性といったリスクが含まれる。

また、ドイツ連邦憲法擁護庁およびセキュリティ業界の専門家は、個人データを含む企業データの取得または侵

害を目的とした世界中で増加するサイバー攻撃に関連するリスクを警告し続けている。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、財務成績、競争上の地位または財政状態、収益、利益

およびキャッシュ・フローは重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

コーポレート・ガバナンスおよびコンプライアンス・リスク

倫理的行動：当社は国際的な事業を行っているため、従業員、その他の個人、パートナー、第三者または当社と

関連する法人による非倫理的行動および当社の方針の不遵守に関するリスクにさらされている。

世界市場における当社の主導的地位は、世界各地の利害関係者からの長期的かつ持続可能な信頼の上に成り立っ

ている。企業の透明性、金融市場、規制機関および当局とのオープンなコミュニケーション、および一般に認めら

れている事業健全性基準の遵守等は、当社の包括的なアプローチである。かかる一般に認められている事業健全性

基準遵守の確約は、当社のグローバル企業行動倫理規範（CoEBC）ならびに補足的な方針および指針において明文

化されている。

当社がさらされているリスクおよびこれに関連する影響には、方針の不遵守、ならびに規則、規制および法的要

件（ドイツの独占禁止法、腐敗防止法および贈収賄禁止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法ならびに

その他の適用法を含むがこれらに限定されない。）に関連する遵守違反、外部の第三者との共謀、詐欺および腐敗

行為、腐敗について高いリスクにさらされた地域における公共部門取引、規制が厳しい業界において事業活動がさ

らされている危険および事業活動への影響の増加が含まれる。また、これらはすべて、民事責任もしくは刑事責

任、罰金、または被害者による請求、および風評被害を招く可能性がある。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位もしくは財政状態、利益またはキャッ

シュ・フローは重大な悪影響を受ける可能性がある。2025年において、当社は、規制上の期待および要求事項に従

い、コンプライアンスプログラムおよび関連する内部統制を引き続き強化した。

 

オペレーショナル・ビジネス・リスク

販売およびサービス：クラウドを含む当社のソフトウェアおよびサービスの販売および実装は、当社の管理が及

ばないことのある複数の重大なリスクにさらされている。

ソフトウェアおよびサービスのソリューションを確実に実装することは、当社の事業の中核的な要素である。当

社のソフトウェアの実装およびクラウドベース・サービスの提供は、当社、パートナー、顧客またはこれらの組み

合わせにより先導される。

当社は、とりわけ、顧客により提供される不十分または不正確な情報、スコープ、統合能力およびアスペクトを

含む顧客期待値マネジメントが不十分であること、ならびに当社ソリューションの目的をもった選択、実装および

利用が行われないことによる実装リスク、顧客のコミットメントおよび個々の参加意識の欠如、円滑に統合され、

十分に自動化および連携されたサービスの提供を成し遂げることにおける課題、販売段階において確約したサービ
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スを提供できないこと、サービス、サポートおよびアプリケーション管理に関して、サブスクリプション・モデル

に基づく契約モデルおよび消費モデルが不十分であること、標準条項からの逸脱、顧客がソリューション開発に関

する声明を将来のソフトウェアの機能について約束するものであると誤解するおそれがあることといった分野のリ

スクおよびこれに関連する影響にさらされる。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位または財政状態、利益およびキャッ

シュ・フローは悪影響を受ける可能性がある。

 

パートナー・エコシステム：効果的なパートナー・エコシステムを調整し、維持し、促進することができない場

合、収益が期待どおりに増加しない可能性がある。

オープンで活気あるパートナー・エコシステムは、当社の成功および成長戦略の基本的な柱となっている。当社

はパートナーシップ契約を締結しており、これにより当社のプラットフォームに関する共同革新を促進し、市場カ

バー率を最適化する市場ルートを有利に拡大し、クラウドの提供を最適化し、かつすべての市場セグメントにおい

て高品質のサービス能力を提供している。パートナーは、当社のプラットフォームを共同革新し、当社の技術を組

み込み、当社のソフトウェアを転売または導入することにより、当社の全般的なソリューションのポートフォリオ

が市場に浸透することを促進させる重要な役割を担っている。

当社は、とりわけ、正規かつ深い関わりのあるパートナーのネットワークを構築および実現できないこと、パー

トナーが、当社のプラットフォームに関する革新的なソリューションおよびコンテンツを十分に開発しないまたは

顧客の期待に沿う高品質の製品またはサービスを提供しないこと、パートナーが、製品の採用を有利に促進する当

社のソリューションを十分組み込まないこと、パートナーが、適用される法務コンプライアンス規則を遵守しない

こと、パートナーが、当社のビジネスモデルの転換に従った速やかなビジネスモデルの転換を行わないこと、パー

トナーが、通商禁止対象の国またはリスクの高い国において契約条件を遵守しないことといった分野のリスクおよ

びこれに関連する影響にさらされる。

かかるリスクのいずれかが現実化した場合、当社の製品およびサービスに対する需要ならびにパートナーのロイ

ヤルティおよび提供能力は、悪影響を受ける可能性がある。その結果、当社は他のベンダーとの競争で優勢になる

ために事業規模を調整することができなくなり、ひいては当社の評判、事業、競争上の地位または財政状態、利益

およびキャッシュ・フローに悪影響が出る可能性がある。

 

クラウド事業：当社は、当社の重要な情報および資産、事業運営、クラウド製品およびポートフォリオプレゼン

テーション、ならびに関連するインフラを、サイバー攻撃、不十分なインフラ、混乱や性能低下から適切に保護

し、対抗策を講じることができない可能性がある。

当社は、第三者ビジネスパートナーから提供されたインフラを含め、自社のインフラの可用性、完全性、信頼性

に大きく依存しており、当社のクラウド・ポートフォリオで使用されるソフトウェアは、本質的に複雑である。当

社のクラウド・サービスを利用する顧客は、当社サービスの可用性および顧客が当社インフラに保存するデータを

保護するために、当社のインフラの安全性に依存している。当社および当社の下流顧客のシステムやデータを危殆

化する手段として、第三者の製品および当社のようなサービスプロバイダーを攻撃する脅威アクターが注視されて

いる。

当社は、とりわけ、クラウド・ポートフォリオまたはクラウド運用の戦略的方向性が顧客の要求を完全に満たさ

ない可能性があること、顧客のクラウド・サービス要求が当社のデータセンターの容量または制御投資と一致しな

い可能性があること、容量不足が当社の顧客の期待どおりまたは顧客にコミットしたクラウド・サービスの提供お

よび運用能力に影響を与える可能性があること、インフラおよび運用に対する拡張性の要求によりコスト上昇や

マージンに影響を与える可能性があること、ハイパースケーラーやインフラの不安定さ、可用性や包括的な契約上

の合意の欠如は、サービスレベル合意（SLA）のコミットメントを満たす上での課題につながる可能性があるこ
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と、ハイブリッド環境の提供および運用に関する「将来のスキル」が十分ではない可能性があること、運用および

インフラの管理および最適化を行う自動化や標準化、ツールが不足している可能性があること、現地の法的要件ま

たはデータ主権に関する変更により、顧客が自社のランドスケープを別のデータセンターに移転する可能性がある

こと、第三者から購入またはリースしたハードウェアを使用する権利を失った場合、当社のクラウドアプリケー

ションの提供能力に影響を与える可能性があること、当社のクラウドアプリケーションポートフォリオの混乱（シ

ステムの停止またはダウンタイム、人的またはその他のエラーによる当社ネットワークの障害、セキュリティ侵

害、クラウドアプリケーションのユーザートラフィックの変動等）は顧客のSLAに影響を与える可能性があるこ

と、ハードウェアの故障やシステムエラーにより、データの損失や破損が発生する可能性があること、パートナー

とのデータセンターの共同利用が当社の品質基準に適合しない可能性があること、またはPCIデータ・セキュリ

ティ・スタンダード(PCI DSS)など、適用される認証要件に適合しない可能性があることといった分野におけるリ

スクおよび関連する影響にさらされる。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位または財政状態、利益およびキャッ

シュ・フローは重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

サイバーセキュリティおよびセキュリティ：サイバーセキュリティ攻撃または違反、当社または第三者パート

ナーのインフラストラクチャーまたはサービスにおけるサイバーセキュリティ脆弱性は、当社の事業運営、製品お

よびサービスの提供に重大な影響を及ぼす可能性がある。

当社は、ソリューションの完全なポートフォリオを提供し、当社顧客の事業の要素をクラウドでホストまたは管

理し、大容量のデータを処理し、直接またはパートナーおよびその他の第三者を介して、モバイル・ソリューショ

ンをユーザーに提供している。これは、第三者のデータ、製品およびサービスを当社の製品およびサービスに統合

することを頻繁に伴う。当社は、多様なアーキテクチャにわたる、複雑なクラウド・サービスを運用しており、

サービスは、当社独自のクラウドおよびデータセンター、ならびにハイパースケーラーを通じて実装される。

当社の業界は、複雑で進化するサイバーセキュリティ環境に直面しており、AIおよびクラウドスケールを利用し

たり、または当社もしくは当社顧客のシステムやソフトウェアにおける既知および未知である「ゼロデイ」のセ

キュリティの脆弱性を悪用し得る、ますます高度化した攻撃にさらされている。このようなサイバーセキュリティ

上の脅威は、当社または当社顧客が適時または効果的な方法で脆弱性のパッチを行わないことにより発生する可能

性がある。地政学的な緊張はこのような脅威を悪化させる可能性があり、国家間のハイブリッド戦争には、IT製

品、IT企業、およびサプライチェーンを標的とする民間企業に対するサイバーセキュリティ攻撃が含まれる場合が

ある。多くの企業と同様に、当社および一部の第三者パートナーは、当社の事業に影響を与える可能性のあるサイ

バー攻撃やその他のセキュリティ事件を経験しており、今後も経験することが予想される。しかし、当社の事業に

重大な影響を及ぼしたようなインシデントは認識していない。

当社が当社または第三者パートナーのシステムへの不正なアクセスを認知した場合、当社は、かかる事象の出所

および影響を特定し是正するための行動プランを備えている。

当社のネットワークおよび製品で展開しているスキャニングツールは、セキュリティの脆弱性を定期的に特定

し、追跡している。セキュリティの脆弱性は、既知および予測されるリスクに基づき優先順位がつけられており、

当社の改善行動は、指定期間内にこれらの脆弱性にパッチを適用することを目指している。

当社は、パッチ管理手順を実施しているが、当社が包括的にパッチを適用したり、緩和措置がすべての脆弱性に

対処していることや、脅威アクターに利用される前にパッチが適用されることを確認したりすることができない可

能性がある。当社の顧客がパッチを適用しないこと、システムを更新しないこと、または当社によるパッチ適用に

必要なサービスのダウンタイムを認めないことがあった場合、脆弱性は持続する可能性がある。パッチのインス

トールまたは緩和措置の実施前に攻撃者が脆弱性を利用することが可能な場合、当社および顧客のシステムやデー

タが重大な危殆化の影響を受ける可能性がある。
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また、バックアップ、災害復旧プロセス、または事業継続性マネジメントに関するプロセスの中断、または従業

員、請負業者もしくはその他の関係者による悪意または不注意な行為の結果として、当社の事業運営やサービス提

供が重大な影響を受ける可能性もある。また、特定された問題へのレスポンスの遅れや不十分さ、またはクラウ

ド・サービス・プロバイダーや当社のサイバーセキュリティ・インフラストラクチャーや手順を超えた脅威などの

相互依存により、セキュリティ上の脅威が存在する可能性がある。

当社および／または当社のパートナーのセキュリティ管理が不十分であったり、既存の管理への遵守が不十分で

あったりする可能性があり、このことが当社および／または当社パートナーが適用ある規制および顧客要件を遵守

する能力に影響を及ぼす可能性がある。当社および／または当社のパートナーは、関連するセキュリティ評価プロ

セスを確立していない場合、知らず知らずのうちにセキュリティ上の脅威や脆弱性を導入する可能性がある。当社

のサイバーセキュリティ・フレームワークおよび手順を買収により取得したネットワークシステムと統合または維

持できなかった場合でも、サイバーセキュリティの脆弱性を引き起こす可能性がある。

 

技術および製品：当社の技術および製品は、未検出の欠陥、コーディング・エラーまたは構成エラーに直面し、

期待どおりに統合できず、または顧客の期待に応えられない可能性がある。

当社は、とりわけ、ソフトウェア製品およびサービスが、市場ニーズまたは顧客の期待に十分に応えることがで

きないこと、買収した会社のソフトウェア製品およびサービスが、当社の品質基準を完全には遵守しないこと、新

しい製品、サービスおよびクラウド・オファリング（第三者技術を含む。）が現地の基準および要件を遵守しない

こと、新しい製品、サービスおよびクラウド・オファリングまたは既存の製品、サービスおよびクラウド・オファ

リングの後続版ならびにアップデートが、当社が品質に関するあらゆる適正評価を行ったにもかかわらず、リリー

ス後または出荷後において、欠陥もしくはセキュリティ上の脆弱性を含み、または顧客が考えるビジネスに不可欠

なソリューションとして十分に成熟していない、または安全性が十分でない可能性があること、アルゴリズムが進

化する環境に正しく適応できないために、人工知能関連の技術の面において有害な意思決定プロセスがもたらされ

る可能性があること、欠陥解決プロセスにおいて顧客が期待する期限および品質を満たすことができないことと

いった分野のリスクおよびこれらに関連する影響にさらされている。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位または財政状態、利益およびキャッ

シュ・フローは重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

戦略上のリスク

市場シェアおよび利益：ソフトウェア業界における競争の激化、市場統合、技術革新および新規ビジネスモデル

により、当社の市場シェアおよび利益は減少する可能性がある。

クラウド・コンピューティング市場の競争は拡大しており、オンプレミス・ソリューション市場と比較して目覚

ましい成長を見せている。クラウド事業の業績を維持または改善するためには、新規顧客を獲得するだけでなく、

既存顧客が当社との契約を当初の契約期間満了時に更新し、追加のモジュールまたは追加の機能を購入することが

重要である。また当社は、我々のエコシステムの需要に応じて、かつ競合他社より前に、新たなデータ駆動型アプ

リケーションおよびSAP Business Technology Platform (SAP BTP)を基礎とするインテリジェント技術のスイート

の拡張を支えるソリューション等の革新的商品を市場に出す必要がある。

当社は、とりわけ、クラウドへの移行過程（クラウドのみの事例および混合の事例の双方を含む。）にある顧客

に対して、完全に適したソリューションおよび移行サービスを提供できないこと、ハイパースケーラーに係る当社

の戦略を首尾よく実行できないこと、クラウド事業の拡大および既存の当社顧客によるオンプレミス・ライセンス

からクラウド・サブスクリプションへの移行に起因する収益への短期的な悪影響は、関連する保守およびサービス

収益にも悪影響を及ぼす可能性があること、複雑性が増すとともにソリューションおよびサービスの採用が不十分

となること、また、当社の企業戦略の遂行中に起こった当社のソリューションおよびサービスのポートフォリオに
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関する失敗により、大手クラウド企業としての当社の地位が失われ、顧客による採用が減少する可能性があるこ

と、顧客およびパートナーが、クラウドへの移行および適応に消極的であること、顧客が競合他社のクラウド・オ

ファリングを検討すること、競合他社同士の戦略的提携、従来の競合会社、新興競合会社、そしてとりわけ協力関

係にある競合会社およびハイパースケーラーとの競争による価格圧力、費用の増加および市場シェアの喪失、なら

びに予定された時点までに計画どおりに利益率の増加を達成できないことといった分野のリスクおよびこれに関連

する影響にさらされている。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位、財政状態、利益およびキャッシュ・フ

ローは重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

合併および買収：当社は、効率的または適切に企業やその構成要素を買収、統合または売却することができない

可能性がある。

当社は、事業を拡大や統合するため、事業、製品および技術の買収や売却を行っており、今後も買収を継続的に

行うことを見込んでいる。こうした買収の一部は徐々に規模が拡大し、当社にとっての戦略的重要性も増してい

る。潜在的な買収および売却ならびに買収した事業、製品または技術の統合および切り離しに関する経営交渉に

は、経営陣および従業員両方の時間、集中および資金が必要となり、当社は予想外の事業上の困難にさらされる。

当社は、とりわけ、買収、売却およびその他の取引に関するデュー・デリジェンス過程における誤った情報また

は推定、取得した技術またはソリューションを当社のソリューション・ポートフォリオおよび戦略と首尾よく有利

に統合することができないこと、取得した事業体およびそれらの事業をうまく統合することができないこと、被買

収企業の顧客またはパートナーのニーズに応えられないこと、被買収企業における内部統制、開示統制・手続およ

び方針の実施、復活または維持の失敗、負債の発生または予期しない多額の資本支出、企業結合により取得したの

れんその他の無形資産の減損、被買収企業による規制要件の不遵守といったリスクおよびこれらに関連する影響に

さらされている。

当社は過去にも、また将来にも、特定の事業体、事業、製品ラインを売却することを選択する可能性がある。当

社は、当社にとって受け入れ可能な条件を得ることが困難な場合がある。また、事業の一部または全体を切り出す

ことが困難な場合、収益が減少したり、利益率に悪影響を及ぼす可能性があり、望ましい戦略的および財務的利益

を得られない可能性がある。また、このような潜在的な取引は、当社の戦略的目標の達成を遅らせ、追加費用を発

生させ、顧客、パートナー、従業員との関係を中断させ、補償義務によるものも含め、当社が予期せぬまたは継続

的な義務や負債にさらされる可能性がある。さらに、事業売却の期間中、当社は、事業売却の対象となる事業の衰

退、従業員、顧客、供給業者の喪失、取引が成立しないリスクなどのリスクにさらされる可能性があり、これらの

リスクのいずれもが、事業売却の対象となる事業および当社の保有する事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があ

る。何らかの理由で売却が完了しなかった場合、当社は同じ条件で他の買い手を見つけることができず、対応する

利益がないまま多額の費用が発生する可能性がある。

かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位、財政状態、利益およびキャッシュ・フ

ローは重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

革新：当社がソリューション・ポートフォリオの戦略を効果的に立てられず、または技術および製品の急速な革

新、機能強化、新規ビジネスモデルならびに変化する市場の期待に対応することができない場合、当社は効果的に

競争することができない可能性がある。

当社の将来の成功は、当社が技術およびプロセス革新ならびに新規ビジネスモデルに対応する能力に加え、当社

が新製品および新サービスを開発し、当社の既存の製品およびサービスのポートフォリオを強化・拡大し、当社が

買収により取得した製品およびサービスを統合する能力に左右される。当社が成功するためには、当社の製品およ
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び市場開拓（go-to-market）手法をクラウドベースの配信・消費モデルに適合させることによって、増加する顧客

の要求を満たし、製品の普及、顧客満足度および顧客の定着の点で適切な水準を確保する必要がある。

当社は、とりわけ、雑多な技術環境における複雑性のため、様々な組織にまたがる新たなクラウド製品を、予定

された時に市場の需要に沿って開発し販売できないこと、技術改善の準備および展開、または、当社の製品、サー

ビス、プロセスおよびビジネスモデルを技術的変化、規制上の要件の変更、新たな業界基準に適応させること、イ

ンテリジェント・エンタープライズ戦略を強化するための顧客およびパートナーの要求が変化すること、当社の製

品および技術に関する戦略は成功せず、当社の顧客およびパートナーは当社の技術プラットフォーム、アプリケー

ションもしくはクラウド・サービスを十分迅速に取り入れることができず、または市場にある他の競合するソ

リューションの採用を検討し、またはAIを活用して独自のソリューションを生み出し、または特に製品ポートフォ

リオをさらなる市場へと拡大する際に当社の戦略が顧客の期待および需要に沿うものでない可能性があることと

いった分野のリスクおよびこれに関連する影響にさらされている。

当社は、当社の一連の企業アプリケーションおよびSAP BTPなど、いくつかの当社製品にAIを組み込んでおり、

当社のポートフォリオにおけるAIの利用は今後も増加するものと期待している。多くの技術革新と同様、AIには、

その導入に影響を与え、そのため当社の事業にも影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび課題が存在する。AIのア

ルゴリズムまたはトレーニング手法には欠陥がある可能性がある。データセットは、過度に広範で、不十分で、ま

たはバイアスのかかった情報を含んでいる可能性がある。AIシステムによって生成されるコンテンツは、攻撃的、

違法または有害である可能性がある。当社もしくは取引先による非効率もしくは不適切なAI開発手法または展開手

法により、AIソリューションの受入れが損われ、または個人、顧客もしくは社会に害を及ぼすインシデントが引き

起こされる可能性があり、または当社の製品およびサービスが意図したとおりに作動しないという結果となる可能

性がある。 一部のアウトプットには人間による見直しが必要となる可能性があり、それにより当社のAI対応製品

が意図する用途にエラーや非効率性がもたらされる可能性がある。革新的技術に伴うこうした課題およびその他の

課題の結果、当社はAIシステムを実装することにより競争上の損害、規制上の訴訟、法的責任およびブランドまた

は評判に係る損害を被る可能性がある。

AI技術に対する知的財産法およびプライバシー法の適用についてはかなりの不確実性が存在する。AI技術を取り

巻く知的財産所有権およびライセンス権（著作権を含む。）は、当社が事業を営む法域の裁判所またはその他の法

令によって完全には対応されておらず、当社のAI技術の利用またはAI技術の当社製品およびサービスへの統合は、

所有権または知的財産に関する紛争につながり、または著作権その他の知的財産の不正利用請求にさらされること

となる可能性がある。さらに、当社のAI技術は個人情報およびその他の機密データの処理を伴う可能性があり、プ

ライバシー、データ保護および情報セキュリティに関する法律、方針、法律上の義務ならびに契約上の要求事項の

対象となる可能性がある。各種プライバシー法が消費者に権利を拡大しており（一部の個人情報に関する同意の取

得または削除を行う権利など）、意思決定の自動化を規制している。これらの義務を果たしていないという主張ま

たは事実によって、規制当局による調査および罰金または処罰につながる可能性があり、当社が事業慣行の変更ま

たは当社アルゴリズムの保管を要求される可能性があり、または当社のAI技術の使用が妨げられるか制限される可

能性がある。また、当社が使用する第三者のAI技術の知的財産、プライバシーまたはその他の法律違反について当

社が責任を問われ、当社が被る損害賠償について十分な訴求権を得られない可能性（例えば、当社による第三者の

AI技術の使用が責任制限の対象となったり、賠償責任補償が提供されなかったりする可能性）もある。

また、一部のAIシナリオには倫理上の課題が存在し、または社会に対し幅広い影響力を有する可能性があり、当

社のグローバルAI倫理ポリシー（Global AI Ethics Policy）または類似の方針および手続が、そうした課題に対

処するために十分であるという保証はない。当社が、当社の顧客およびパートナーによる意図しない結果、意図し

ない使用法もしくはカスタマイズをもたらし、または人権、プライバシー、雇用その他の社会的、経済的もしくは

政治的問題に対する影響により議論を引き起こすようなAIソリューションを可能とし、または提供する場合、当社

の評判が毀損され、当社の事業および連結財務書類に悪影響が及ぶ可能性がある。
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かかる事象のいずれかが生じた場合、当社の評判、事業、競争上の地位または財政状態、利益およびキャッ

シュ・フローは重大な悪影響を受ける可能性がある。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績等の概要

「第3　4　(3)　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。

 

（2）生産、受注及び販売の状況

「第2　3　事業の内容」および「第3　4　(3)　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を

参照のこと。

 

（3）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

概要

当社の主要な収益源および種類の異なる収益の損益計算書における分類方法に関する情報は、連結財務諸表に対

する注記(A.1)を参照のこと。

 

財務実績：検討および分析

経済および市場

世界経済

2025年には、世界経済は底堅さを示したが、欧州中央銀行（ECB）が最新号の経済報告1で報告したとおり、パン

デミック前の平均と比べると引き続き低調であった。地政学的緊張、特にロシアのウクライナに対する戦争、およ

び関税交渉は、引き続き不確実性の大きな要因であり、世界経済を圧迫した。他方で、半導体を含む人工知能

（AI）への投資は、技術製品の世界貿易を強化した。全体として、2025年の経済成長は新興市場経済においてより

力強く、特にインドが際立っていた。

2025年のEMEA地域について、ECBは、ユーロ圏の経済は予想よりも力強く成長し、その大部分がサービス主導で

あったと述べている。これは特に情報通信セクターに当てはまる一方で、産業および建設における活動は横ばいで

あった。全体として、上半期は、米国の関税引き上げへの対応としての前倒しと、それに関連する不確実性によ

り、不安定であった。下半期に入って初めて、とりわけドイツにおけるインフラおよび防衛に対する追加的な公的

支出に関連して、国内消費および投資のより力強い伸びが見られた。全体として、ユーロ圏経済は堅調な労働市場

からも恩恵を受けており、2025年末にかけて失業率は歴史的な低水準に近かった。

南北アメリカ地域および米国については、民間消費は、2025年に、ECBがそれまで予想していたよりも好調で

あった。AIへの投資は、米国の経済成長をさらに下支えした。しかし、第4四半期における米国の連邦政府閉鎖

は、主としてサービス活動の低下をもたらしたが、製造セクターも影響を受け、経済減速を部分的にしか相殺でき

なかった。

APJ地域について、ECBの報告によると、2025年の中国ではサービスセクターおよび製造セクターの両セクターで

経済活動が緩やかに成長した。内需は鈍化したものの、輸出の伸びは堅調を維持し、純輸出が経済成長に寄与し

た。2025年末にかけて、製造セクターの活動は縮小した一方、サービスセクターは下半期にはやや減速したもの

の、引き続き拡大した。

1　 欧州中央銀行、経済報告8/2025号、2026年1月15日発行

 

IT市場

世界のIT市場は、AIを活用した変革、ERPプラットフォームの近代化、ならびに業界全体にわたるクラウド展開

の拡大への投資が加速したことに支えられ、2025年も成長の勢いを維持した。International Data Corporation

（IDC）によると、「AI時代は、機能を強化し拡張するためにAI技術を用いる新たなERP製品をもたらしており」、
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インテリジェントオートメーション、自律型ワークフロー、および組み込み型の意思決定支援が、現在、企業向け

技術革新を特徴づけている1。

2025年を通じて、AIおよび企業向けアプリケーションの収束は急速に成熟し、AIを搭載したERPシステムが主要

な投資優先事項として台頭した。IDCによると、「IDCの2025年5月のSaaS Path調査では、組織の44％がAI搭載の

ERPアプリケーションへの投資を計画しており、22％が次回リリースに生成AI（GenAI）が含まれない場合、現在の

アプリケーションを置き換えることを計画しているとの意向を示した」2。これらの変化は、リアルタイムの洞察

を提供し、手作業の負荷を軽減し、大規模に自律的なオペレーションを支援するビジネス・システムに対する需要

の高まりを反映している。AIがソフトウェア業界全体の競争環境を変化させる中で、企業は、インテリジェンスを

効果的に統合し、大規模に拡張できるプラットフォームと、立ち遅れるリスクのあるプラットフォームとを、より

明確に見極めるようになっており、特に高い信頼性、セキュリティおよび規制遵守が求められる環境において、そ

の傾向が顕著である。

同時に、世界のクラウド市場は、基盤的なユーティリティから、次の企業イノベーションの波を牽引するダイナ

ミックなエコシステムへと引き続き進化した。IDCは、「AIおよびクラウドの収束により、ワークロードの配置か

らセキュリティに至るまであらゆるものを自律的に管理するエージェント型プラットフォームが生まれ、新たなレ

ベルの効率性および戦略的価値を実現する」と予測している3。インフラストラクチャーの複雑さおよびコストを

削減しながら、インテリジェントなシステムを大規模に展開する必要性に牽引され、クラウドベースのERPに対す

る需要は特に引き続き強かった。並行して、データ主権に対する顧客および規制当局の要求の高まりにより、ヨー

ロッパおよびその他の規制対象市場におけるソブリンクラウドに関する議論が加速した。これは、企業のクラウド

戦略の不可欠な構成要素として、データレジデンシー、コンプライアンスおよび運用管理がますます重視されてい

ることを反映している。

これらの傾向は、2025年において、クラウドERPがデジタル企業ランドスケープにおける支配的な展開モデルと

しての役割を強化した。AIの導入がITスタック全体にわたって加速する中で、組織は、クラウドを基盤とするモ

ジュール型で構成可能なシステムをますます追求するようになっており、これは、ビジネス・ソフトウェアの設

計、提供および運用のあり方における根本的な変化を示している。

1　 IDC Worldwide Enterprise Resource Planning Applications Software Forecast, 2025-2029: AI Empowers the Future, 2025

年9月付, IDC #US53742525

2　 IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Large Enterprise ERP Applications 2025 Vendor Assessment, 2025年10月付, IDC

#US52976925

3　 IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2026Predictions, 2025年10月付, IDC #US53859425

 

当社への影響

2025年は、当社にとって極めて重要な年であった。ITランドスケープ全体で変化が加速する中、当社は企業向け

アプリケーション・ソフトウェアにおける主導的地位を強化したからである。変動する貿易政策および関税の変動

性に一因があるマクロ経済の不確実性に直面する中でも、当社は、世界最大級の企業およびデジタルトランス

フォーメーションを進める中小規模で急成長中の企業の双方にとって、信頼できるパートナーであり続けた。

年間を通して、顧客は、当社に対し、単なる近代化だけでなく、事業上重要なプロセスにおいてAIから具体的な

事業価値をもたらすソリューションを、ますます求めるようになった。これは、AI駆動型SaaSプロバイダーの代表

企業としての当社の位置付けを強化し、また、拡張可能で成果志向の導入に対する顧客の期待がより広範に変化し

ていることを反映していた。特に、当社のBusiness AIに対するアプローチは、AIを中核的な事業ワークフローに

直接組み込み、豊富な企業データによって支えられているため、顧客が個別のユースケースを超えて、AIを活用し

た統合的なオペレーションへと大規模に移行することを可能にし、顧客の共感を呼んだ。
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同時に、より広範なIT市場は移行期を迎えた。企業は、コスト圧力、変化するアーキテクチャ要件、および生成

AI（gen AI）機能の急速な導入を受けて、技術上の優先事項を見直し続けた。試行から価値提供へと重点が移るこ

の変化は、統合プラットフォーム、運用の柔軟性およびエンタープライズ級のスケールを提供できるベンダーに有

利に働いた。当社のエンドツーエンドのポートフォリオは、RISE with SAP、SAP GROW、SAP Business Technology

Platform（BTP）、SAP Business Data CloudおよびJouleを含み、こうした変化するニーズにうまく合致してい

た。

地政学的な動向および規制要件の増大により、データ主権は、コンプライアンス上の検討事項から戦略上の判断

要素へと押し上げられた。顧客、特に規制対象業界および公共セクターの顧客は、データレジデンシー、管理およ

びコンプライアンスを確保しながらイノベーションを実現するソブリンクラウド・ソリューションを、ますます求

めるようになった。これらの要件は、顧客のクラウド展開の判断および運営モデルを形作っており、企業がより断

片化したグローバル環境を進む中で、ソブリンクラウド機能の重要性を一層強めている。当社のソブリンクラウド

戦略は、こうしたニーズに直接応えるものであり、強化された規制上および地政学上の複雑性の下で事業を行う顧

客を支援する有意義な機会を示している。

その結果、当社は、戦略的製品分野全体にわたって一貫した勢いを見た。顧客は、単なる近代化のためだけでな

く、業務を単純化し、組み込み型インテリジェンスを通じて新たな価値を引き出すための手段としても、当社のプ

ラットフォームに注目した。

 

2025年度の見通しに対する実績

過年度と同様に、当社の2025年度の公表されている財務見通しは、フリー・キャッシュ・フローおよび実効税率

を除き、為替変動を考慮しない場合に基づいている。そのため、本項では、別途記載がない限り、当社の見通しに

対する実績について為替変動を考慮せずに論じる。2024年の実績は実際の為替に基づいて示しているが、成長率に

ついては為替変動を考慮しない場合である。
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戦略目標 KPI 2024年度実績

2025年度見通し

（2024年度統合

報告書）

改定後の

2025年度見通し

（第3四半期

計算書）

2025年度実績

成長

クラウド収益 171.4億ユーロ 216億ユーロ

から

219億ユーロ

216億ユーロ

から

219億ユーロ

(下限寄り)

216.6億ユーロ

クラウドおよびソフ

トウェア収益

298.31億ユーロ 331億ユーロ

から

336億ユーロ

331億ユーロ

から

336億ユーロ

334.4億ユーロ

合計収益の増加率 10% わずかに加速する わずかに加速する 11%

カレント・クラウ

ド・バックログの増

加率

29% わずかに減速する わずかに減速する 25%

収益性

クラウドおよびソフ

トウェア収益

(非IFRS)

81.5億ユーロ 103億ユーロ

から

106億ユーロ

103億ユーロ

から

106億ユーロ

(上限寄り)

106.6億ユーロ

フリー・キャッ

シュ・フロー1
42.2億ユーロ 約80億ユーロ 80億ユーロ

から

82億ユーロ

82.4億ユーロ

顧客ロイヤルティ
顧客ネット・プロ

モーター・スコア

12 12から16 12から16 9

職場環境
ビジネス・ヘルス・

カルチャー指数

80% 80%から82% 80%から82% 81%

従業員エンゲージメ

ント

従業員エンゲージメ

ント指数

74% 74%から78% 74%から78% 76%

気候業績

温室効果ガスの総排

出量

690万トン 関連するバリュー

チェーン全体における

炭素排出量を安定的に

削減する

関連するバリュー

チェーン全体における

炭素排出量を安定的に

削減する

630万トン

1　実際の為替に基づく場合。
2025年中の当社の見通しの変更は太字で示している。当社の第1四半期計算書および第2四半期計算書における2025年度の見通

しは変更なかった。

財務実績

当社のカレント・クラウド・バックログ（当社が今後12ヶ月で計上する見込みの、契約に基づくクラウド収益）

は、実際の為替に基づく場合で210.5億ユーロ（為替変動を考慮しない場合で225.4億ユーロ、実際の為替に基づく

場合で2024年度：180.8億ユーロ）に達した。これは、為替変動を考慮しない場合で25％（2024年度：29％）の増

加であった。これは、予想よりも顕著な成長率の鈍化を示す。将来年度においてクラウド収益の急増が見込まれる

大規模なトランスフォーメーション案件や、法令により求められる契約上の便宜解除条項が、為替変動を考慮しな

い場合のカレント・クラウド・バックログの増加率に約1パーセント・ポイントのマイナス影響を及ぼした。

その結果、2025年度のクラウド収益は、2024年度の171.4億ユーロ（実際の為替に基づく場合）から216.6億ユー

ロ（為替変動を考慮しない場合）に増加し、216億ユーロから219億ユーロの範囲の下限寄りという改定後の指針と

一致していた。これは、為替変動を考慮しない場合で26％の増加を示している。クラウドおよびソフトウェア収益

は、為替変動を考慮しない場合で12％増の334.4億ユーロとなり（2024年度：実際の為替に基づく場合で298.3億

ユーロ）、したがって331億ユーロから336億ユーロという2025年度の見通しと一致した。2025年度の総収益は、為

替変動を考慮しない場合で11％増の378.0億ユーロとなり（2024年度：実際の為替に基づく場合で341.8億ユー

ロ）、したがって成長率はわずかに加速した。収益に関する詳細については、「収益」の項を参照のこと。

2025年度の非IFRS営業利益は、為替変動を考慮しない場合で106.6億ユーロ（2024年度：実際の為替に基づく場

合で81.5億ユーロ）となった。これは、為替変動を考慮しない場合で31％という力強い増加を反映している。IFRS

および非IFRS営業利益ならびに営業利益率は、クラウド収益の力強い成長、ならびに2024年1月に公表され2025年

初頭に完了したリストラクチャリングプログラムの成果の恩恵を受けた。非IFRS営業利益は当社の改訂後の指針の
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範囲（為替変動を考慮しない場合で103億ユーロから106億ユーロの上限寄り）を上回った。IFRS営業利益に関する

詳細については、「営業利益および営業利益率」の項を参照のこと。

通年では、フリー・キャッシュ・フローは95％増加し、82.4億ユーロとなった（2024年度：42.2億ユーロ）。前

年度比での改善は、主として収益性の向上ならびにリストラクチャリングおよび株式報酬の支払の減少によるもの

であった。フリー・キャッシュ・フローに関する詳細は、「連結キャッシュ・フロー計算書の分析」の項を参照の

こと。

実効税率は28.7％であり（2024年度：33.9％）、非IFRS実効税率は30.5％であった（2024年度：32.3％）。IFRS

実効税率が非IFRS税率より低いのは、非課税所得による税務上の恩恵によるものである。

 

非財務実績

2025年度において、当社の顧客ネット・プロモーター・スコアは前年比で3ポイント低下し9となり（2024年度：

12）、目標範囲である12から16を下回った。ビジネス・ヘルス・カルチャー指数は1パーセント・ポイント上昇し

て81％となり（2024年度：80％）、目標範囲である80％から82％の中間値となった。2025年度通年の従業員エン

ゲージメント指数は、前年比で2パーセント・ポイント上昇して76％となり（2024年度：74％）、目標範囲である

74％から78％の中間値となった。総炭素排出量は、2025年度には630万トンに減少し（2024年度：690万トン）、安

定的な削減という当社の見通しと一致した。

 

取締役会による評価

為替変動を考慮しない場合のクラウド・バックログ成長率は25％へと予想以上に減速したものの、総クラウド・

バックログは力強く推移し、為替変動を考慮しない場合で30％増加して770億ユーロとなった。これは、部分的に

は将来年度においてにクラウド収益の急増が見込まれる大規模なトランスフォーメーション案件によるためであ

る。同時に、SAP Business AIは勢いを増している。当社の2025年第4四半期のクラウド受注の3分の2超にSAP

Business AIが含まれており、その結果、2025年第3四半期と比べて20パーセント・ポイント超増加した。この実績

は、当社事業の根底にある勢いと、将来に向けた当社の可能性を示している。

当社が収益成長を牽引しつつ、収益性およびフリー・キャッシュ・フローに関する見通しを上回ることができた

のは、年初に示した見通しに対して一貫して実行してきたことの表れである。マクロ経済上の課題が続く中、当社

は基盤を強化し、安定的かつ持続的な業績に向け、事業体制を整えるために、計画的な措置を講じた。

全体として、報告年度における事業の推移は良好であった。

 

営業成績（IFRS）

この営業成績（IFRS）の項は、IFRS指標による成績に限って議論する。そのため、IFRSの数値について特にその

旨を表記していない。

当社の事業地域は、ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）地域、南北アメリカ地域、ならびにアジア太平洋

日本（APJ）地域の3つに分けられる。当社は、顧客の所在地に基づいて、収益額を各地域に配分する。地理的地域

ごとの収益に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(A.1)を参照のこと。

 

収益
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1 2023年のQualtricsの売却の結果、2020年度の数値は修正再表示されていない。したがって、2021年度の成長率は継続事業を反映

していない。

 

2025年度の総収益は36,800百万ユーロであり、2024年度の34,176百万ユーロから8％（2,625百万ユーロ）上昇し

た。この増加は当社のクラウド事業によって得られた収益によるものであった。

クラウドおよびソフトウェア収益は、2024年度の29,830百万ユーロから2025年度の32,538百万ユーロへと増加

し、9％の増加となった。クラウドおよびソフトウェア収益は2025年度の総収益の88％を占めている（2024年度：

87％）。2025年度のサブスクリプション収益は、2024年度の17,442百万ユーロから22％増加し21,328百万ユーロと

なった。

 

 

当社の収益類型に関する詳細な説明については、連結財務諸表に対する注記(A.1)を参照のこと。地域の実績に

関する詳細は、「地域ごとの収益」の項を参照のこと。
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1 2023年のQualtricsの売却の結果、2020年度の数値は修正再表示されていない。したがって、2021年度の成長率は継続事業を反映

していない。

 

2025年度のクラウド収益は、主に2025年度に28％（3,954百万ユーロ）増加し18,119百万ユーロ（2024年度：

14,165百万ユーロ）となったCloud ERP Suiteの収益に牽引され、2024年度の17,141百万ユーロから23％（3,883百

万ユーロ）増加し、21,023百万ユーロとなった。Cloud ERP Suiteはクラウド収益全体の86％を占めた（2024年度：

83％）。Cloud ERP Suiteの収益の成長は、当社顧客のクラウドへの以降が加速したことから恩恵を受けた。2025年

度のExtension Suiteのクラウド収益は、2024年度の2,436百万ユーロから2,559百万ユーロとなり、5％の増加を示

した。2025年には、IaaSクラウド収益は、SaaS／PaaSに対する当社の戦略的重点に沿って、195百万ユーロ

（36％）減少し、345百万ユーロ（2024年度：540百万ユーロ）となった。

2025年度のカレント・クラウド・バックログは、29.7億ユーロ（16％）増の210.5億ユーロとなった（2024年

度：180.8億ユーロ）。当社の2025年度のカレント・クラウド・バックログ総額は、2024年度の632.9億ユーロから

25％増加し、772.9億ユーロとなった。

2025年度のソフトウェア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート収益は、2024年度の12,689百万ユーロから

9％（1,174百万ユーロ）減の11,515百万ユーロとなった。

当社の2025年度のソフトウェア・ライセンス収益は、2024年度の1,399百万ユーロから409百万ユーロ減少し、

990百万ユーロとなった。この継続的な減少は、クラウドトランスフォーメーションと一致している。

2025年度のソフトウェア・サポート収益は、2024年度の11,290百万ユーロから7％（765百万ユーロ）減の10,525

百万ユーロとなった。この減少は、当社顧客のクラウドへの移行が加速したことに起因している。

2025年度のサービス収益は4,262百万ユーロであり、2024年度の4,346百万ユーロからわずかに2％（84百万ユー

ロ）減少した。かかる減少は、主として当社のトレーニング事業からの収益の減少によるものである。当社のサー

ビス事業の戦略的重点は、当社のクラウド・ソリューションの採用を促進することにある。

 

地域ごとの収益

 

 

EMEA地域

2025年度、EMEA地域からの収益は17,025百万ユーロであり（2024年度：15,575百万ユーロ）、当社の総収益の

46％を占めており（2024年度：46％）、9％の増加であった。ドイツにおける収益は9％増の5,828百万ユーロと

なった（2024年度：5,359百万ユーロ）。ドイツはEMEA地域の総収益の34％を占めている（2024年度：34％）。そ

の他のEMEA地域の国では、収益は10％増加した。その他のEMEA地域の国の中では、フランス、オランダ、スイスお

よび英国が最も大きく寄与した。

EMEA地域のクラウドおよびソフトウェア収益は合計で15,013百万ユーロとなった（2024年度：13,534百万ユー

ロ）。これは当該地域における総収益の88％を占めている（2024年度：87％）。2025年度のEMEA地域のクラウド収
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益は29％増の8,876百万ユーロとなった（2024年度：6,892百万ユーロ）。とりわけ、クラウド収益に関する業績

は、フランス、ドイツ、イタリア、サウジアラビア、スペインおよび英国で堅調であった。2025年度のソフトウェ

ア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート収益は8％減の6,137百万ユーロとなった（2024年度：6,643百万

ユーロ）。

 

南北アメリカ地域

2025年度の当社の総収益に占める南北アメリカ地域の収益の割合は39％である（2024年度：40％）。南北アメリ

カ地域の総収益は5％増の14,499百万ユーロとなった（2024年度：13,808百万ユーロ）。米国における収益は4％増

の11,537百万となった（2024年度：11,056百万ユーロ）。南北アメリカ地域で得られた総収益に占める米国の割合

は80％である（2024年度：80％）。南北アメリカ地域のその他の国における収益は、8％増加した。南北アメリカ

地域のその他の収益は、主としてブラジル、カナダ、およびメキシコから得られている。

南北アメリカ地域におけるクラウドおよびソフトウェア収益は合計で12,744百万ユーロとなった（2024年度：

11,987百万ユーロ）。これは当該地域における総収益の88％を占めている（2024年度：87％）。2025年度の南北ア

メリカ地域におけるクラウド収益は15％増の9,075百万ユーロとなった（2024年度：7,872百万ユーロ）。米国の、

南北アメリカ地域におけるクラウド収益に占める割合は79％である。とりわけ、クラウド収益に関する業績は、ブ

ラジルおよび米国で堅調であった。2025年度の南北アメリカ地域におけるソフトウェア・ライセンスおよびソフト

ウェア・サポート収益は11％減の3,669百万ユーロとなった（2024年度：4,116百万ユーロ）。

 

APJ地域

2025年度の当社の総収益に占めるAPJ地域の収益の割合は14％であった（2024年度：14％）。APJ地域における総

収益は、10％増の5,276百万ユーロとなった（2024年度：4,793百万ユーロ）。日本における収益合計は、13％増の

1,569百万ユーロとなった（2024年度：1,388百万ユーロ）。日本における収益はAPJ地域における収益全体の30％

を占めている（2024年度：29％）。APJ地域のその他の国における収益は9％増加した。APJ地域のその他の国にお

ける収益は主としてオーストラリア、中国およびインドから得られている。

APJ地域におけるクラウドおよびソフトウェア収益は合計で4,781百万ユーロとなった（2024年度：4,308百万

ユーロ）。これは当該地域における総収益の91％を占めている（2024年度：90％）。2025年度のAPJ地域における

クラウド収益は29％増の3,072百万ユーロとなった（2024年度：2,377百万ユーロ）。とりわけ、クラウド収益に関

する業績は、中国、インド、日本および韓国で堅調であった。2025年度のソフトウェア・ライセンスおよびソフト

ウェア・サポート収益は2024年度の1,931百万ユーロから1,709百万ユーロに11％減少した。

 

営業利益および営業利益率

営業利益は9,617百万ユーロに増加し、営業利益率は12.5パーセント・ポイント増の26.1％となった。営業利益

は、クラウド収益の寄与の増加と、総営業費用の減少によりプラスの影響を受けた。

営業利益は、リストラクチャリング費用が2024年度の3,144百万ユーロから2025年度の3百万ユーロへと減少した

ことから恩恵を受けた。この減少は、2024年1月に公表され、計画どおり2025年初頭に完了した当社全体のリスト

ラクチャリングプログラムに関連するものである。このプログラムの下、当社は2025年に主要な戦略的成長分野、

特にビジネスAIへの注力を強化した。当該プログラムに関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(B.6)を参照の

こと。

株式報酬費用は、当社株価が25ユーロ超下落したこと（2024年度：95ユーロ超の上昇）および前年度以前と比べ

て付与量が減少したことを主因として、1,695百万ユーロに減少した（2024年度：2,385百万ユーロ）。当社の2024

年度の株式報酬費用は、2024年度の当社の成功に対する従業員の貢献を評価して、当社がOwn SAPプランへの拠出

金を一時的に増加させたこと（2024年10月から12月までの間に40％から100％）が含まれていた。株式報酬の支払

に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(B.3)を参照のこと。
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2025年度において、営業利益は、リストラクチャリング計画外の退職手当の増加により、マイナスの影響を受け

た。当該費用は、2024年度と比較して2025年度に増加した（2025年度：238百万ユーロ、2024年度：68百万ユー

ロ）。これは主として、2025年7月末に公表された人材変革に基づき認識された191百万ユーロの費用によるもので

ある。

さらに、営業利益は、Teradata訴訟に関連する387百万ユーロの引当金（2024年度：0百万ユーロ）により、マイ

ナスの影響を受けた。Teradata訴訟に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記の注記(G.3)を参照のこと。

判例法の変更により、その他税金が98百万ユーロ増加し（2024年度：0百万ユーロ）、2025年度第3四半期におけ

る当社の営業利益にマイナスの影響を及ぼした。税務関連訴訟に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記の注記

(C.5)および注記(G.3)を参照のこと。

 

1 2023年のQualtricsの売却の結果、2020年度の数値は修正再表示されていない。したがって、2021年度の成長率は継続事業を反映

していない。

 

当社収益費用の各要素の変化は以下のとおりである。

 

クラウドおよびソフトウェア費用

クラウドおよびソフトウェア費用は、主にクラウド・ソリューションの展開・運用費用、顧客特有のビジネス要

件に対応したカスタム・ソリューションの開発費用および顧客サポート費用により構成されている。

2025年度のクラウドおよびソフトウェア費用は15％増の6,793百万ユーロとなり（2024年度：5,922百万ユー

ロ）、2025年度の当社のクラウド利益率は、2024年度の72.8％から1.1パーセント・ポイント増加し73.9％となっ

た。これは、主にCloud ERP Suiteの収益に牽引された堅調な収益増と、拡張可能なクラウド・インフラストラク

チャーおよび業務効率化による緩やかなクラウド費用の増加によるものであった。クラウド費用の増加は、主とし

て、ボリュームの増加およびコンピューティングリソース用インスタンスの調達に伴う追加費用によるものであっ

た。2025年度のソフトウェア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート利益率は88.6％で、前年度の水準を1.5

パーセント・ポイント下回った（2024年度：90.1％）。主にソフトウェア・ライセンス収益の29％の減少によっ

て、ソフトウェア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート収益は9％減少し、11,515百万ユーロとなった

（2024年度：12,689百万ユーロ）。これに伴ってソフトウェア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート費用は

前年同期比で4％増加し、1,313百万ユーロとなった（2024年度：1,262百万ユーロ）。これは部分的に、Teradata

訴訟に関連する費用によるものである。

 

サービス費用

サービス費用は、主にコンサルティング、プレミアム・サービス、およびトレーニング・コースに係る費用によ

り構成されている。2025年度のサービス費用は4％減の3,193百万ユーロとなった（2024年度：3,321百万ユー
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ロ）。当社のサービスの売上総利益率（サービス収益に対するサービス利益の比率（パーセント表示））は、1.5

パーセント・ポイント増の25.1％となった（2024年度：23.6％）。当社のサービス事業は、従来のソフトウェアの

ライセンス供与およびコンサルティング収益からクラウド・ソリューション収益へ移行しているため、当社はクラ

ウド商品・サービスを支えるべく引き続きサービス提供のリソースを調整している。

 

研究開発

当社の研究開発（R&D）費用は、主に研究開発要員の人件費、研究開発活動を支援するために当社が抱える独立

請負業者に対する費用、研究開発活動に使用されるデータセンターインフラに対する費用、ならびに研究開発活動

のために当社が使用するコンピュータ・ハードウェアおよびソフトウェアの償却費により構成されている。

2025年度のR&D費用は、2024年度の6,514百万ユーロから2％増加し、6,633百万ユーロとなった。この増加は、主

に2025年に非正規雇用者の活用が増加したものの、その運用は規律あるものだったことに起因する。かかる増加

は、主に、2025年に臨時要員の活用が増加した一方で、その活用は規律あるものであったことに起因するものであ

る。株式報酬費用の減少は、研究開発費用の増加を一部相殺した。2025年度の総収益に占めるR&D費用の比率は

18.0％に減少した（2024年度：19.1％）。詳細は、「第3　6　研究開発活動」を参照のこと。

 

販売・マーケティング費用

販売・マーケティング費用は、主に人件費、直接販売費用および当社の製品・サービスのマーケティング費用に

より構成されている。

2025年度の販売・マーケティング費用は2024年度の9,090百万ユーロから2％減少し、8,879百万ユーロとなっ

た。この減少は主に、株式報酬費用の減少によるものであり、これは、販売手数料の償却費および販売後サービス

費用の増加を含むSAP PartnerEdgeプログラムに係る費用の増加により一部相殺された。によるものである。2025

年度の総収益に占める販売・マーケティング費用の比率（パーセント表示）は2.5パーセント・ポイント減少し

24.1％であった（2024年度：26.6％）。

 

一般管理費

当社の一般管理費は、主に経理および事務部門、人事部門ならびにコーポレート部門の人件費により構成されて

いる。

2025年度の一般管理費は、2024年度の1,435百万ユーロから14％増加し、1,633百万ユーロとなった。この増加は

主に、2025年に臨時要員の活用が増加した一方で、その活用は規律あるものであったこと、およびTeradata訴訟に

関連する費用に起因する。株式報酬費用の減少は、一般管理費の増加を一部相殺した。2025年度の総収益に占める

一般管理費の比率は0.2パーセント・ポイント増の4.4％となった（2024年度：4.2％）。

 
 
セグメント情報

2025年度末において当社は、アプリケーション、テクノロジー＆サポート（ATS）・セグメントおよびコア・

サービス・セグメントの2つの報告対象となる事業セグメントを有していた。

・ATSセグメントは、当社の一体的な製品ポートフォリオを表しており、これが全体として統括され、商業化さ

れている。同セグメントは主として、クラウド・サブスクリプションおよびサポート提供から収益を生み出

しており、当社のクラウド・ソリューションの運用および顧客サポートに係る費用を負担している。サービ

スに係る収益および費用は、当社のトレーニング事業から生じるものであり、これは当社の製品ポートフォ

リオと高度に統合されている。

・コア・サービス・セグメントは、顧客がイノベーションの採用を加速できるようにすることにより、当社の

製品ポートフォリオを支援している。収益は主として、プロフェッショナル・コンサルティング・サービス

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

 66/399



およびプレミアム・サポート・サービスから生み出される。費用は主として、これらのサービスの提供に係

るものである。コア・サービス・セグメントは、サービス事業全体を反映するものではない。

当社のセグメント報告に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(C.1)および注記(C.2)を参照のこと。

 

ATS

単位：百万ユーロ

(非IFRS) 2025年度

2024

年度 変動(％) 変動(％)

実際の為

替に基づ

く場合

為替変動

を考慮し

ない場合

実際の為

替に基づ

く場合

実際の為

替に基づ

く場合

為替変動

を考慮し

ない場合

クラウド 21,023 21,661 17,141 23 26

ソフトウェア・ライセンス 990 1,020 1,399 ‒29 ‒27

ソフトウェア・サポート 10,525 10,754 11,290 ‒7 ‒5

ソフトウェア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート 11,515 11,774 12,689 ‒9 ‒7

クラウドおよびソフトウェア 32,538 33,435 29,829 9 12

サービス 309 316 418 ‒26 ‒24

セグメント収益合計 32,847 33,751 30,248 9 12

クラウド費用 ‒5,084 ‒5,276 ‒4,446 14 19

ソフトウェア・ライセンスおよびソフトウェア・サポート

費用
‒1,109 ‒1,143 ‒1,169 ‒5 ‒2

クラウドおよびソフトウェア費用 ‒6,193 ‒6,419 ‒5,615 10 14

サービス費用 ‒349 ‒357 ‒385 ‒9 ‒7

売上原価合計 ‒6,542 ‒6,775 ‒6,000 9 13

セグメント粗利益 26,305 26,976 24,248 8 11

その他のセグメント費用 ‒12,959 ‒13,328 ‒12,995 0 3

セグメント利益（損失） 13,345 13,647 11,253 19 21

 

2025年度において、アプリケーション、テクノロジー＆サポート・セグメントのクラウド収益は、Cloud ERP

Suiteの好調な実績に牽引され、23％（為替変動を考慮しない場合、26％）と著しく増加した。同時に、クラウド

費用は14％（為替変動を考慮しない場合、19％）増加した。

当社既存顧客のより多くが当社のクラウド提供を選択したことから、ソフトウェア・サポート収益は、7％（為

替変動を考慮しない場合、5％）減少し、10,525百万ユーロとなり（2024年度：11,290百万ユーロ）、またソフト

ウェア・ライセンス収益は、29％（為替変動を考慮しない場合、27％）減少し、990百万ユーロとなった（2024年

度：1,399百万ユーロ）。その結果、アプリケーション、テクノロジー＆サポート・セグメントのソフトウェア・

ライセンスおよびソフトウェア・サポートの総収益は11,515百万ユーロとなり（2024年度：12,689百万ユーロ）、

9％減少した（為替変動を考慮しない場合、7％減）。

その結果、総セグメント収益は前年度比9％増加し（為替変動を考慮しない場合、12％増）、32,847百万ユーロ

となった（2024年度：30,248百万ユーロ）。セグメント収益合計は9％増加したが（為替変動を考慮しない場合、

13％増）、これは主にクラウド費用の増加によるものであった。その他のセグメント費用は横ばいで推移し（為替

変動を考慮しない場合、3％増）、2025年度末時点で12,959百万ユーロとなった（2024年度：12,995百万ユー

ロ）。

結果として、セグメント利益は19％増加し（為替変動を考慮しない場合、21％増）、2024年度の11,253百万ユー

ロから13,345百万ユーロとなった。

 

コア・サービス
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単位：百万ユーロ

(非IFRS)

2025年度 2024年度 変動(％) 変動(％)

実際の為

替に基づ

く場合

為替変動

を考慮し

ない場合

実際の為

替に基づ

く場合

実際の為

替に基づ

く場合

為替変動

を考慮し

ない場合

サービス 3,953 4,053 3,927 1 3

セグメント収益合計 3,953 4,053 3,927 1 3

クラウド費用 ‒120 ‒124 ‒108 11 14

ソフトウェア・ライセンスおよびソフト
ウェア・サポート費用

‒39 ‒40 ‒49 ‒21 ‒19

クラウドおよびソフトウェア費用 ‒159 ‒164 ‒158 1 4

サービス費用 ‒2,773 ‒2,843 ‒2,850 ‒3 0

売上原価合計 ‒2,932 ‒3,007 ‒3,008 ‒3 0

セグメント粗利益 1,021 1,046 920 11 14

その他のセグメント費用 ‒590 ‒605 ‒637 ‒7 ‒5

セグメント利益（損失） 432 440 283 53 56

 

コア・サービス・セグメントは、2025年度を1％のセグメント・サービス収益の増加で終えた（為替変動を考慮

しない場合、3％増）。

2025年度において、セグメント・サービス費用は3％減少した（為替変動を考慮しない場合、0％）。この減少

は、主として、当社のコンサルティングおよびプレミアム・エンゲージメント事業における費用の好転と、株式報

酬費用の減少によるものである。これらの効率化は、主として、2024年度に開始され2025年度初頭に完了したリス

トラクチャリングプログラムにより牽引されたものであり、これにより、より望ましい提供構成となった。その他

のセグメント費用は7％減少した（為替変動を考慮しない場合、5％減）。

全体として、コア・サービス・セグメント利益は2025年度に53％増加し（為替変動を考慮しない場合、56％

増）、432百万ユーロとなった（2024年度：283百万ユーロ）。

 

税引後利益および1株当たり利益

2025年度において、当社の税引後利益は7,326百万ユーロに増加し（2024年度：3,150百万ユーロ）、基本的1株

当たり利益は6.14ユーロに増加した（2024年度：2.68ユーロ）。発行済株式総数は、2025年度も1,166百万株で横

ばいであった（2024年度：1,166百万株）。当社の1株当たり利益および発行済株式総数に関する詳細は、連結財務

諸表に対する注記の注記(C.6)を参照のこと。

 

1 2023年のQualtricsの売却の結果、2020年度の数値は修正再表示されていない。したがって、2021年度の成長率は継続事業を反映

していない。

 

営業利益の下にあり、税引後利益および1株当たり利益に影響を及ぼした主な要因は以下のとおりである。
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その他の営業外収益／費用（純額）

その他の営業外収益／費用（純額）は118百万ユーロに改善した（2024年度：マイナス298百万ユーロ）。この増

加は、主として為替レートの変動によるものである。その他の営業外収益／費用に関する詳細は、連結財務諸表に

対する注記の注記(C.3)を参照のこと。

 

純財務収益

純財務収益は534百万ユーロに改善した（2024年度：398百万ユーロ）。当社の財務収益は1,911百万ユーロであ

り（2024年度：1,429百万ユーロ）、財務費用は1,377百万ユーロとなった（2024年度：1,031百万ユーロ）。

財務収益は主に、投資に係る受取利息428百万ユーロ（2024年度：631百万ユーロ）、Sapphire Venturesによる

投資を中心としたIFRS第9号に関連する評価替えおよび株式売却益合計1,393百万ユーロ（2024年度：779百万ユー

ロ）によって構成されている。

財務費用は、主として金融債務に係る支払利息およびデリバティブ商品による支払利息492百万ユーロ（2024年

度：545百万ユーロ）、IFRS第9号に関連する評価替えまたはSapphire Venturesによる投資の売却に係る損失合計

631百万ユーロ（2024年度：316百万ユーロ）から構成されている。資金調達手段に関する詳細は、連結財務諸表に

対する注記(D.1)および注記（E.3)を参照のこと。

 

法人所得税

2025年度の実効税率は28.7％であった（2024年度：33.9％）。前年度同期比での減少は、主に、源泉課税の変更

によるものであった。法人所得税に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(C.5)を参照のこと。

 

配当

当社は、2025年度に当社が生み出した利益を株主が適切に享受すべきであると考える。当社の配当方針は、SAP

グループの継続事業からの非IFRS税引後利益の少なくとも40％の配当を支払うことである。

SAP SEの取締役会および監査役会は、2025年度の配当金総額を、1株当たり2.50ユーロ（2024年度：2.35ユー

ロ）とすることを2026年5月の年次株主総会において提案した。この提案に基づき、全体的な配当性向（継続事業

からの非IFRS税引後利益に対する配当総額の比率を意味する。）は41％となった（2024年度：52％）。提案された

配当は、2024年度の配当に対して6％の増加を示している。

株主が上記提案を承認したことにより、また、2026年5月5日の年次株主総会開催時点における自己株式数に基づ

き、配当として分配された総額は2,919百万ユーロとなった。2025年度、当社は配当金として2,743百万ユーロを分

配した。

当社の税引後利益の推移に関する詳細は、「税引後利益および1株当たり利益」の項を参照のこと。

 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

 69/399



　　次へ

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

 70/399



財務（IFRS）

概要

世界的財務管理

当社は、流動資産の管理ならびに外国為替リスク、金利リスク、信用リスクおよび株式リスクへのエクスポー

ジャーの監視のため、世界的かつ集中的な財務管理を行っている。当社の財務管理の主たる目的は、グループの流

動性を常にその金融債務に見合う適切な水準に維持することにある。トレジャリー部門は、余剰現金のプーリング

などにより、当社の方針に沿ってSAPグループ全体における流動資産の配分を最適化するため、SAPグループの大部

分の企業の流動性を一元的に管理している。この一元的なアプローチにより、当社の財務柔軟性を維持するのに十

分な水準の流動資産が確保される。加えて、必要があれば、追加的な流動性を確保できるよう、コミットメント型

およびアンコミットメント型の種々の信用供与枠利用も可能となっている。上記信用枠の詳細については、「信用

枠」の項を参照のこと。

当社は、流動性、外国為替、金利、信用および株価に係る各リスクを全グループベースで管理している。当社

は、投機目的（すなわち当社が対応する潜在取引を有しないデリバティブ取引を行うこと）でなく、上記目的のみ

のために厳選されたデリバティブを利用している。デリバティブの利用に関する取決めならびに財務リスクに関す

るその他の取決めおよび手続については、全世界においてグループ内の全企業に適用される当社の財務指針として

文書化されている。各財務リスク管理および当社のリスクエクスポージャーのより詳細な情報については、連結財

務諸表に対する注記(F.1)および注記(F.2)を参照のこと。

 

資本構成管理

当社の資本構成管理は、投資家、債権者、および顧客の信用のために強固な財務内容を維持し、当社事業の成長

を支えることを主たる目的としている。当社は、資本市場を通じて合理的な条件で必要資金を調達可能にする資本

構成を維持しつつ、高度な財務柔軟性を確保することを目指している。資本構成およびその分析に関する詳細は、

「資産（IFRS）」の項および連結財務諸表に対する注記(E.1)を参照のこと。

SAP SEの長期信用格付は、S&P Global Ratingsが「A＋」（「安定的な見通し」）、またMoody'sが、「A1」

（「安定的な見通し」）であった。

2023年5月、当社は、2025年8月13日付で完了した、総額50億ユーロを上限として自己株式を取得する計画を公表

した。当社は188.24ユーロの平均価格で26,010,591株を取得しており、その結果、当該計画における購入金額は約

49億ユーロとなった。

2026年1月29日、当社は、総額100億ユーロを上限として自己株式を取得する新たな計画を公表した。この計画

は、2027年末までに完了する見込みである。

 

流動性管理

当社の現金、現金同等物および短期投資の主な源は、当社の事業の営業により生み出された資金である。過去数

年間において、当社の現金の主な使途は、当社の事業および当社の成長の結果必要となった資本的支出の支援、金

融債務の迅速な返済、事業買収およびベンチャー活動への投資、当社株式に係る配当の支払、ならびに公開市場に

おける当社株式の買入れであった。2025年12月31日現在、当社の現金、現金同等物および短期投資は、主にユーロ

および米ドル建てであった。通常、投資に際して当社は、BBB以上の格付の発行体またはファンドの金融資産のみ

に投資しており、また取引先を分散し、短期投資を中心とし、かつ標準的な投資商品（銀行定期預金やマネーマー

ケットファンドなど）を用いることにより幅広く分散されたポートフォリオを特徴とする、慎重な投資政策をとっ

ている。2025年度におけるBBBを下回る信用格付の発行体の金融資産に対する当社の投資は重要なものではない。

当社は、2026年度の事業上および財務上の需要、資本的支出、債務の返済、および当社株主への資本還元賄うに

は、当社の流動資産および予想される営業キャッシュ・フローに未使用の信用枠を加えれば十分であると考えてい
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る。また、柔軟性を維持するために追加資金が必要となる場合には、当社は資金調達取引を締結する必要が生じる

可能性がある。

したがって、当社は引き続き資本市場において利用可能な資金調達手段の選択肢、資金調達の可能性に関する動

向、およびこれら資金調達手段にかかる費用のモニタリングを行う。強固なフリー・キャッシュ・フローにより、

近年当社は短期間で追加債務を返済することができた。当社の金融負債に関する詳細は、「金融負債」の項を参照

のこと。

 

信用枠

当社は、必要があれば、各種の信用枠を通じて追加の流動性の源泉を利用することができる。

高い財務柔軟性を維持するため、SAP SEは2023年3月8日に、初期契約期間の5年間に2つの1年間延長オプション

が付いた、30億ユーロのコミットメント型シンジケート回転信用枠を締結した。この信用枠の初期契約期間は2030

年3月まで2年間延長された。将来可能な信用枠の利用は、いかなる財務制限条項にも服さない。現在までのとこ

ろ、当社はこの信用枠を使用しておらず、また、現時点においてその予定もない。

2025年12月31日現在、SAP SEは、合計11.5億ユーロの追加の二者間のアンコミットメント型信用枠が利用可能で

あり、これらは現在未利用である。一部のその他のSAPグループの企業は、市場の実勢金利での資金借入を可能と

する信用枠を利用可能としている。

 

金融負債

「金融負債」とは銀行借入、コマーシャルペーパー、私募債および社債の額面金額と定義される。

 

 

2025年12月31日現在の金融負債の額面金額には、ユーロ建て（6,150百万ユーロ）の金額が含まれる。2025年12

月31日、金融債務の約74％は変動金利で保有され、その一部は金利スワップを使用し固定金利から変動金利にス

ワップされたものである。

 

手段別の金融負債
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金融負債に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記(E.3)を参照のこと。

 

流動性

 

グループ流動性および純流動性／純負債

単位：百万ユーロ 2025年度 2024年度 変動

現金および現金同等物 8,220 9,609 ‒1,390

短期定期預金および債券 1,311 1,471 ‒160

グループ流動性 9,531 11,080 ‒1,550

短期金融負債 ‒1,600 ‒3,639 2,039

長期金融負債 ‒4,550 ‒5,746 1,196

金融負債 ‒6,150 ‒9,385 3,235

純流動性(+)／純負債(‒) 3,381 1,695 1,685

リース負債 ‒1,684 ‒1,715 31

リース負債を含めた純流動性／純負債 1,697 ‒19 1,716

 

グループ流動性は、現金および現金同等物（銀行預金、マネーマーケットファンド、および当初の満期が3ヶ月

以内である定期預金等）および短期投資（その他の短期金融資産に含まれる定期預金および債務証券のうち、当初

の満期が3ヶ月超であり満期までの残余期間が1年未満の投資等）から構成されている。2025年12月31日現在のグ

ループ流動性は、主にユーロ建てと米ドル建てで構成された。

グループ流動性が2024年度比で低下した原因は、主として、借入金の返済ならびに現金および現金同等物に対す

る為替レートの影響によるものであり、これは営業キャッシュ・フローの増加により一部相殺された。

純流動性／純負債は、グループ流動性から金融負債を除いたものである。当社の流動性に関する詳細は、連結財

務諸表に対する注記(E.3)を参照のこと。

当社の損益報告書における現金、現金同等物、短期投資および当社の金融負債の影響に関する追加情報は、「税

引後利益および1株当たり利益」の項に記載する純財務収益の分析を参照のこと。

 

純負債の変化

単位：百万ユーロ  2025年度 2024年度

純流動性(+)／純負債(-)2024年12月31日（前年度：2023年

12月31日）
フリー・キャッシュ・フロー 1,695 3,521
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営業活動による純キャッシュ・フロー－

8,239

9,156 5,207

資本支出 ‒739 ‒797

売却による収入 121 122

リース支払 ‒299 ‒310

企業結合  ‒702 ‒1,114

配当金  ‒2,743 ‒2,565

自己株式  ‒1,937 ‒2,106

利息支払額(純額)  ‒154 13

その他  ‒1,018 ‒277

純流動性(+)／純負債(-)2025年12月31日（前年度：

2024年12月31日）
 3,381 1,695

 

連結キャッシュ・フロー計算書の分析

単位：百万ユーロ 2025年度 2024年度 変動 (％)

営業活動による純キャッシュ・フロー 9,156 5,207 76

投資活動による純キャッシュ・フロー ‒965 ‒93 100超

財務活動による純キャッシュ・フロー ‒8,745 ‒3,961 100超

 

2025年度の営業活動からの現金流入額は、3,949百万ユーロ増の9,156百万ユーロであった（2024年度：5,207百

万ユーロ）。これは、特に、収益の継続的な成長および回収効率の向上に牽引された、収益性の向上に起因する。

加えて、2025年度のリストラクチャリング支払額の減少（2025年度：8億ユーロ、2024年度：25億ユーロ）、株式

報酬に係る支払額の減少（2025年度：8億ユーロ、2024年度：13億ユーロ）、および法人所得税の支払額のわずか

な減少（2025年度：22億ユーロ、2024年度：23億ユーロ）は、営業活動によるキャッシュ・フローに寄与した。前

払費用および前払金は、2025年度に6億ユーロ増加した。営業債権についての詳細は、連結財務諸表に対する注記

の注記(A.2)、株式報酬については注記(B.3)、リストラクチャリングについては注記(B.6)、法人所得税について

は注記(C.5)ならびに前払費用および前払金については注記(G.1)を参照のこと。注記G.1では、ハイパースケー

ラーへの前払金に関する追加情報を記載している。

2025年度の投資活動による現金支出の総額は、2024年度の93百万ユーロに対し、965百万ユーロであった。当社

は2025年度において、当社の短期定期預金および債券証券を2億ユーロ減少させた（2024年度：17億ユーロの減

少）。2024年度は主にWalkMeの買収に関して11億ユーロを支払ったのに対し、2025年度は主にSmartRecruitersの

買収のため、7億ユーロ（受取現金控除後）を支払った。無形資産および有形固定資産に係る資本支出は、7億ユー

ロとわずかに減少した（2024年度：8億ユーロ）。当社の資本支出の詳細は、「資産（IFRS）」の項を参照のこ

と。

2025年度、フリー・キャッシュ・フローは8,239百万ユーロに増加した（2024年度：4,222百万ユーロ）。2024年

12月以降、当社の予想エクスポージャー・ヘッジ戦略は、各暦年の予想フリー・キャッシュ・フロー（FCF）にお

ける外国為替変動による変動率を低減させることを目的としてきた。さらなる情報は、連結財務諸表に対する注記

(A.1)を参照のこと。

2025年度の財務活動による現金支出純額は、2024年度が3,961百万ユーロであったのに対し、8,745百万ユーロと

なった。2024年9月、当社はWalkMe買収の資金として、2025年9月までの柔軟な返済条件で12.5億ユーロの短期貸付

金を確保し、これは2025年3月に返済された。さらに、2025年12月、当社は2024年に二者間信用枠を通じて総額10

億ユーロを返済し、また米国私募債の1億米ドルを期限前に返済した。さらに、当社は当社の自己株式取得プログ

ラムの一環として、2025年度において19億ユーロの自己株式を買戻した。自己株式の買戻し以外には、2025年度に

生じた現金支出は、6億ユーロのユーロ債および3億米ドルの米国私募債を満期時に返済したことによるものであっ

た。2024年度においては、当社は自己株式取得プログラムの一環として、21億ユーロ相当の自己株式を買戻した。
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2024年度のさらなる現金支出は、8.5億ユーロのユーロ債および3.2億米ドルの米国私募債を満期時に返済したこと

によるものであった。

2025年度において、当社は配当金として、2024年度の2,565百万ユーロに対し、2,743百万ユーロを分配した。

 

資産（IFRS）

連結財政状態計算書の分析

総資産は前年度比5％減の70,362百万ユーロとなった（2024年度：74,237百万ユーロ）。

 

 

2025年度の流動資産合計は、21,401百万ユーロから5％減少し20,256百万ユーロとなった。この増加は、主に純

借入金の減少により、現金および現金同等物が9,609百万ユーロから8,220百万ユーロに減少したことによるもので

ある。

非流動資産合計は5％減の50,106百万ユーロとなった（2024年度：52,836百万ユーロ）。この変化は、主に

SmartRecruitersの買収に伴うのれんの増加を相殺する為替調整により、のれんが31,264百万ユーロから29,014百

万ユーロに減少したこと、ならびに償却により無形資産が2,706百万ユーロから2,282百万ユーロに減少したことに

よるものである。

2025年度における当社ののれん、無形資産および有形資産（企業結合に伴う増加分を含む。）に対する投資額

は、1,939百万ユーロであった（2024年度：2,506百万ユーロ）。その主要な構成要素は、資本的支出であり、主と

して建物や不動産、およびITハードウェアに対する投資、ならびにSmartRecruitersの買収に伴うのれんの増加か

らなる。当社の投資に関する詳細は、連結財務諸表に対する注記のD「投下資本」の項を参照のこと。

 

 

2025年度の流動負債は9％減少し17,416百万ユーロとなった（2024年度：19,082百万ユーロ）。これは、主に銀

行借入の返済、社債およびその他の証券の償還により、金融負債が減少したことによるものである。

2025年度の非流動負債合計は、16％減少し7,873百万ユーロとなった（2024年度：9,349百万ユーロ）。これは、

主に社債の非流動負債から流動負債への再分類に起因する。2025年度の当社の財務活動に関する詳細は、「財務

（IFRS）」の項を参照のこと。

株主資本比率（総資産に占める株主資本の比率）は2パーセント・ポイント増加し64％となった（2024年度：

62％）。

 

現在進行中の主要な投資
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「第4　1　設備投資等の概要」を参照のこと。

 

SAP SEの財務実績に関する報告

SAP SEは216社の企業からなるSAPグループの親会社であり、ドイツ連邦共和国ヴァルドルフに本拠地を置く。

SAP SEはグループ持株会社であり、グループの、ドイツを拠点とする開発、サービスおよびサポートに関する担当

人員の大部分を雇用している。

SAP SEは、SAPソフトウェアの知的財産の大部分を所有しており、子会社に対して、当社のソフトウェア・ソ

リューションを販売し保守する権利について請求するソフトウェア・ライセンス料を主な収益源としているほか、

グループ全体の研究開発費用の大部分を負担している。

2025年1月1日を効力発生日として、2025年8月1日に締結された合併契約に基づき、SAP SEはドイツ組織再編法

（UmwG）第2条第1号に従い、ドイツのボンに所在するLeanIX GmbH（「LeanIX」）のすべての資産および負債を承

継した。

LeanIX株式の取得原価と公正価値で計上された資産および負債との差額は、バランスシート上、のれんとして認

識された。

SAP SEの年次財務書類は、ドイツ商法およびドイツ株式会社法における報告基準に準拠して作成されている。

SAP SEの年次財務報告書の全文および非適格監査報告書は、公表および記載のために、ドイツの企業登記簿

（Unternehmensregister）のオペレーターに提出される。SAP SEからこれらの文書を請求することができる。

SAP SE単体の財務書類に関しては、製品収益および営業利益が最も重要な財務実績指標とされている。

 

2025年度の見通しに対する実績

単位：百万ユーロ
2024年度

実績

2025年度の見通し

（2024年度統合報告書）
2025年度実績

製品収益 15,125 中程度の増加 16,059

営業利益 ‒442 大幅な増加 6,434

 

製品収益および営業利益は、当社の2025年度の見通しの範囲内である。

2025年度のSAP SEの事業経過は順調であった。

 

利益

SAP SEの損益計算書は費用性質法に基づく分類を行っており、記載の単位は百万ユーロである。

 

SAP SE損益計算書－ドイツ商法(縮約版)

単位：百万ユーロ 2025年度 2024年度

総収益 22,913 21,412

その他営業利益 6,161 1,058

サービスおよび原材料費用 ‒14,309 ‒13,644

人件費 ‒3,077 ‒3,690

減価償却費および減損費 ‒488 ‒641

その他営業費用 ‒4,766 ‒4,937

営業利益 6,434 ‒442

財務利益 1,797 988

税引前利益 8,231 546
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法人所得税 ‒1,124 ‒180

税引後利益 7,107 366

その他諸税 ‒17 ‒17

純利益 7,090 349

 

2025年度のSAP SEの総収益は7％増の22,913百万ユーロとなった（2024年度：21,412百万ユーロ）。製品収益は

6％増の16,059百万ユーロとなった（2024年度：15,125百万ユーロ）。過年度同様、製品収益は主としてSAP SEの

子会社から支払われたライセンス料から得られた。したがって、この増加は、グループレベルでのクラウド収益お

よびソフトウェア収益の増加に起因する。

2025年度のサービス収益は2％減の1,138百万ユーロ（2024年度：1,165百万ユーロ）となり、その他収益は593百

万ユーロ増の5,715百万ユーロ（2024年度：5,122百万ユーロ）となった。その他収益の増加は、主に、関連会社に

対するクラウド・インフラストラクチャー費用の再請求の増加によるものである。

SAP SEの営業利益は、6,876百万ユーロ増加して6,434百万ユーロとなった（2024年度：–442百万ユーロ）。その

他営業利益は5,103百万ユーロ増加して6,161百万ユーロとなった（2024年度：1,058百万ユーロ）。前年度比で増

加した要因として、主にSAP America Inc.およびSAP Nederland B.V.ならびにグループ内の株式移転によるグルー

プ内の自己株式取得に伴う関連会社の処分益としての4,197百万ユーロの利益が挙げられる。加えて、為替差益は

625百万ユーロ増加した。

SAP SEのサービスおよび原材料費用は5％増の14,309百万ユーロとなった（2024年度：13,644百万ユーロ）。提

供を受けたサービスは122百万ユーロ減の11,665百万ユーロ（2024年度：11,787百万ユーロ）となった。ライセン

スおよび委託費用は784百万ユーロ増加し2,606百万ユーロとなった（2024年度：1,822百万ユーロ）。

SAP SEの人件費（主としてSAP SEが雇用するソフトウェア開発者、サービスおよびサポート従業員、ならびに事

務スタッフの人件費）は、17％減の3,077百万ユーロとなった（2024年度：3,690百万ユーロ）が、これは主に報告

年度における株式報酬費用の減少および従業員数の減少によるものであった。

その他営業費用は、171百万ユーロ減の4,766百万ユーロとなった（2024年度：4,937百万ユーロ）。当該減少は

主に、1,505百万ユーロ減となったリストラクチャリング費用に起因する。これは、399百万ユーロ増となった購入

サービス、Teradataとの訴訟に関連する387百万ユーロの費用、および271百万ユーロ増となった為替差損により一

部相殺された。

財務利益は前年度比809百万ユーロ増の1,797百万ユーロとなった（2024年度：988百万ユーロ）。当該増加は主

に、635百万ユーロ増となった投資からの収入、純金利収益の352百万ユーロの改善、55百万ユーロ減となった金融

資産の評価損に起因する。当該増加は、250百万ユーロ減となった損益移転契約からの利益により一部相殺され

た。

SAP SEの税引前利益は7,685百万ユーロ増の8,231百万ユーロとなった（2024年度：546百万ユーロ）。法人所得

税は944百万ユーロ増加し1,124百万ユーロとなった（2024年度：180百万ユーロ）。税引後当期純利益は前年度比

6,741百万ユーロ増の7,090百万ユーロとなった（2024年度：349百万ユーロ）。

 

資産および財政状態

2025年度のSAP SEの総資産は48,996百万ユーロとなった（2024年度：47,786百万ユーロ）。

 

12月31日現在のSAP SEバランスシート－ドイツ商法(縮約版)

単位：百万ユーロ 2025年度 2024年度

資産   

無形資産 1,614 659

有形固定資産 1,654 1,562
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金融資産 34,365 36,114

固定資産 37,633 38,334

売掛金およびその他の資産 6,405 5,914

市場性のある有価証券および流動資産 2,993 1,709

短期資産 9,398 7,623

前払費用および繰延費用 1,369 951

繰延税金 596 878

資産合計 48,996 47,786

  

資本および負債   

株主資本 18,079 13,638

引当金 2,960 2,947

負債 27,944 31,187

繰延利益 13 14

株主資本および負債合計 48,996 47,786

 

無形資産は、前年度比で955百万ユーロ増加し、1,614百万ユーロ（2024年度：659百万ユーロ）となった。この

増加は、主にLeanIXの合併に関連した、のれんの1,023百万ユーロの追加、ならびに知的財産およびその他類似の

権利の217百万ユーロの追加によるものである。

金融資産は、前年度比1,749百万ユーロ減の34,365百万ユーロとなった（2024年度：36,114百万ユーロ）。これ

は、主に3,146百万ユーロの関連会社株式の処分によるものであった。かかる金額のうち、1,238百万ユーロは合併

の結果として消却されたLeanIX株式に、1,271百万ユーロはSAP America Inc.の自己株式取得に、493百万ユーロは

SAP Nederland B.V.の自己株式取得に起因するものであった。関連会社株式の追加に係る1,502百万ユーロは逆方

向の影響を及ぼしており、かかる金額のうち922百万ユーロは子会社への資本拠出に、502百万ユーロはSAP Italia

株式のグループ内移転に起因するものであった。

売掛金およびその他の資産が491百万ユーロ増加した主たる要因は、関連会社に対する売掛金が324百万ユーロ増

加したことおよびその他の資産が150百万ユーロ増加したことであった。

市場性のある有価証券および流動資産は1,284百万ユーロ増加して2,993百万ユーロとなった（2024年度：1,709

百万ユーロ）。

SAP SEの株主資本は33％増の18,079百万ユーロとなった（2024年度：13,638百万ユーロ）。配当の支払に関連し

て2,743百万ユーロおよび自己株式の買戻しに関連して1,916百万ユーロの支出があったのに対し、純利益および従

業員の株式報酬の支払のための自己株式の発行による2,011百万ユーロの追加により7,090百万ユーロ増加した。

2025年度末時点の株主資本比率（総資産に対する株主資本の比率）は37％であった（2024年度：29％）。

引当金は、13百万ユーロ増の2,960百万ユーロとなった（2024年度：2,947百万ユーロ）。その他の引当金は、主

に従業員に対するその他の債務390百万ユーロ減少したこと、および株式報酬引当金が211百万ユーロ減少したこと

により、225百万ユーロ減少し2,145百万ユーロとなった（2024年度：2,370百万ユーロ）。これは、Teradata訴訟

に関連する引当金が387百万ユーロ増加したことにより相殺された。税金に対する引当金は240百万ユーロ増加し

806百万ユーロとなった（2024年度：566百万ユーロ）。

負債は3,243百万ユーロ減少し27,944百万ユーロとなった（2024年度：31,187百万ユーロ）。これは、主に金融

機関に対する負債が2,250百万ユーロ減少したことおよび合計600百万ユーロの債券の予定返済額によるものであっ

た。この減少は、251百万ユーロ増の営業債務により、一部相殺された。

資本構成、資本支出および流動性に関して作成されたSAPグループの計算書類は、主にSAP SEにも同様に適用さ

れる。詳細については、「財務（IFRS）」および「資産（IFRS）」を参照のこと。

 

機会およびリスク
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SAP SEは、実質的にSAPグループと同じ機会とリスクに直面している。詳細については、「第3 3 事業等のリス

ク」および「予測される動向」を参照のこと。

 

予測される動向

2026年度以降の経済見通し

世界経済における将来の傾向

2028年まで、世界経済は2025年と同程度の成長率で推移すると、ECBは最新号の経済報告で予測している1。これ

は、経済成長が従来予想よりも力強いものの、パンデミック前の平均を下回るままであることを意味する。ECBに

よると、この成長は今後も引き続きサービス主導である可能性が高く、地政学的緊張、世界の金融市場心理、サプ

ライチェーンの混乱、および不安定な国際環境をめぐる不確実性の影響を受けるという。こうした背景から、ECB

は新興市場経済が比較的力強く成長し、その中でもインドは堅調な経済活動および輸入成長の面で際立った存在に

なると予想している。

EMEA地域について、ECBは、予測対象期間を通じて、ユーロ圏の国内需要が引き続き主要な経済牽引役であると

予想している。実質所得の増加および底堅い労働市場は、個人消費にプラスに寄与する可能性がある。他方で、特

にドイツにおけるインフラおよび防衛に対する追加的な公的支出、利益の増加、不確実性の低下、ならびに資金調

達条件の改善は、企業投資の拡大につながる可能性がある。さらに、輸出も、関税引上げの影響が徐々に現れてく

るものの、対外需要の回復により、2026年には持ち直し始める可能性がある。

南北アメリカ地域については、ECBは、人工知能に関連する設備投資および米国における財政支出の増加が内需

を押し上げる可能性があるとみている。したがって、ECBは予測対象期間を通じて、米国についてより力強い成長

見通しを示している。

APJ地域について、ECBによれば、中国の経済成長も同様に従来予想より力強いものになるという。一方では、こ

れは、中国からの輸入に対する米国の関税を引き下げる最近の米中通商合意による可能性がある。他方では、中国

の新たな5カ年計画は2026年以降の経済成長に重点を置いており、より強い輸出動向に向けて大規模な財政刺激策

を講じている。中国のサービスセクターの活動は引き続き拡大する見込みだが、鈍化する可能性がある。IMFは、

「日本の成長率は、2025年の1.1％から2026年には0.7％へ、2027年には0.6％へと減速すると予測される。これ

は、10月時点の数値に比べて小幅な上方修正であり、その一部は新政権が発表した財政刺激策を反映している」2

と述べている。

1　欧州中央銀行、経済報告8/2025号、2026年1月15日発行

2　International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Update January 2026, Global Economy: Steady amid

Divergent Forces

(https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/english/text.pdf) 4頁

 

経済動向―GDP成長率前年比

単位：パーセント 2025 2026p 2027p

世界 3.3 3.3 3.2

先進経済 1.7 1.8 1.7

新興市場・発展途上経済 4.4 4.2 4.1

地域（IMF分類による。）

ユーロ圏 1.4 1.3 1.4

ドイツ 0.2 1.1 1.5

発展途上・新興ヨーロッパ 2.0 2.3 2.4

中東および中央アジア 3.7 3.9 4.0

サハラ砂漠以南のアフリカ 4.4 4.6 4.6
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米国 2.1 2.4 2.0

カナダ 1.6 1.6 1.9

中南米、カリブ海諸国 2.4 2.2 2.7

日本 1.1 0.7 0.6

発展途上・新興アジア 5.4 5.0 4.8

中国 5.0 4.5 4.0

p＝予測（projection）

出典：International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Update January 2026, Global Economy: Steady amid

Divergent Forces

(https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/english/text.pdf) 11頁

 

IT市場：2026年度以降の見通し

今後、世界のIT市場は、AIインフラストラクチャーの近代化および成果ベースの投資戦略によって推進される抜

本的な変化を遂げると予想される。計算負荷の高いクラウド・プラットフォームから自律型エッジ展開に至るま

で、次のIT成長の波は、企業が技術投資をどれだけ測定可能な事業価値と整合させられるかによって決まる。

エンタープライズ・テクノロジーは新たな戦略的変革の段階に入りつつあり、組織は今や、試行から離れ、AI投

資における測定可能な価値実現へと移行している。業界アナリストは、組織が拡張可能で価値重視の導入へ移行す

ることを受け、今後数年のうちに企業向けAI戦略に大きな変化が生じると予想している。AIが各機能にわたって基

盤となるにつれ、組織は、インサイトを拡張し、ワークフローを自動化し、レジリエンスを高めることができるプ

ラットフォームを優先している。

最も重要な予測される動向の一つは、エンタープライズ・エージェントの台頭が見込まれることである。これら

は、複雑な事業環境を解釈し、独立して行動するインテリジェントかつ自律的なソフトウェア・コンポーネントで

ある。IDCは、「2027年までに、エージェント型自動化が40％を超えるエンタープライズ・アプリケーションの機

能を強化する」1と予測している。別のIDCレポートによれば、「2027年までに、G2000におけるエージェントの利

用は10倍に増加し、トークン／コール負荷は1,000倍となるため、エージェントの選別、オーケストレーションお

よび最適化が不可欠なIT責務となる」2。この変化は、次世代AIオペレーティング・モデルの基盤を築き、すべて

のビジネス・ワークフローの3分の1を変革すると予測される。こうしたエージェントは、中核的なERP、サプライ

チェーンおよび財務システムに組み込まれ、自動化を超えて、適応的かつ文脈を理解した実行を大規模に提供する

ことになる。

プラットフォームの観点から見ると、クラウドは引き続き、この進化を可能にする基盤として機能している。

IDCによると、「『AIがテクノロジーを急速に変容させる中、クラウドは基盤的なユーティリティから、知的で自

律的に管理されるエコシステムへと進化している』と、IDCのクラウドおよびエッジ・サービス担当リサーチ・バ

イス・プレジデントであるDave McCarthy氏は述べた。『AIとクラウドの収束により、ワークロードの配置からセ

キュリティに至るまであらゆるものを自律的に管理するエージェント型プラットフォームが生まれ、新たなレベル

の効率性および戦略的価値が実現される』3。IDCはさらに、「この10年の終わりまでに、エンタープライズ・テク

ノロジーのランドスケープは劇的に変化しているだろう。AIエージェントは、新たな企業向け最小在庫管理単位

（SKU）となる。すなわち、標準化され、個別に展開および購入可能なソフトウェア機能であり、モノリシックな

SaaSプラットフォームではなく、モジュール型のバックエンド機能によって支えられ、マーケットプレイスを通じ

て購入されることを意味する。ユーザー・インターフェースは引き続き生産性にとって重要であるが、多かれ少な

かれ自律的なワークフローのオーケストレーションも同様に重要となる。SaaSは終焉を迎えたわけではないが、変

貌しつつある。ソフトウェア業界は、AI、自動化および成果ベースの経済性によって定義される新たな章に入って

いる」4と予測している。
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同時に、地政学的緊張および規制の分断の拡大により、ソブリンクラウド・ソリューションに対する需要は高

まっている。企業および公共部門の組織は、クラウドベースのイノベーションの恩恵を引き続き享受しながら、

データ所在地、コンプライアンスおよび運用管理を確保しようとしているためである。これらの要件は、特に規制

対象および公共部門の環境において、顧客のクラウドに関する判断および展開モデルをますます形作っており、ソ

ブリンクラウド機能は、もはや限定的な検討事項ではなく、企業のクラウド戦略に不可欠な構成要素となってい

る。

AI経済性は、エンタープライズ・テクノロジー投資を評価するための重要な枠組みとなりつつある。IDCは、

「2026年は、すべての企業が人工知能（AI）への転換を開始する段階から、より高度なエージェント型AIシステ

ム、より最新のクラウド、データおよび接続性ソリューション、ならびに人間とデジタルの効果的な協働を確保す

るための戦略への投資を始める年となるだろう。最終目標は、組織のレジリエンス、反応時間およびイノベーショ

ンによって拡張する能力を向上させ、2030年までにレジリエントなAIに牽引された企業となることである。大小、

新旧を問わず、IT業界のプロバイダーによる投資および行動は、企業がAIとの完全な整合を達成できるかどうかを

左右する上で大きな役割を果たすことになり、AIを業務およびITプロセスに組み込むことを、繰り返し可能で適切

に管理された企業能力とすることになる」2と考えている。この変化により、テクノロジー施策が具体的なROIを生

み出すことを確実にするため、堅実な価値実現プラクティスに対する需要が高まっている。

今後、世界のIT市場は、全体のテクノロジー投資を上回るペースで拡大すると予測されるAIへの支出の増加だけ

でなく、組織がAIを事業プロセスにいかに効果的に組み込み、それを軸に自らを再構築できるかによっても左右さ

れる見込みである。エンタープライズトランスフォーメーションの次の章は、AIを業務に実装し、中核システムを

近代化し、長期的な競争優位のためのデジタル・アーキテクチャーを構築できる企業が主導することになる。

出典：

1　 IDC FutureScape: Worldwide AI-Enabled Enterprise Applications and Agents 2026 Predictions, 2025年10月付, IDC

#US53855925.

2　 IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2026 Predictions, 2025年10月付, IDC #US53858725

3　 IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2026 Predictions, 2025年10月付, IDC #US53859425

4　 IDC Blog, Is SaaS Dead? Rethinking the Future of Software in the Age of AI, 2025年12月付

 

当社への影響

不確実性は、2026年においても世界の事業環境を特徴づける要素であり続けると予想される。継続する地政学的

緊張、貿易政策の変化、およびAIとインフラストラクチャーのイノベーションの加速は、今後の顧客の購買判断に

重くのしかかり得る主要な課題である。外部環境の変動を乗り切るには、企業は俊敏性、回復力および実行力を維

持する必要がある。

ITの見通しは、企業が引き続きプラットフォームの統合、統合データ戦略およびAI対応を優先することを示して

いる。顧客は、断片的な試行から、事業全体に拡張可能なソリューションを好む、より成果志向の導入へと移行す

ると見込まれる。このような状況を踏まえ、当社は、中核システムの近代化、技術スタックの単純化、および将来

の混乱への備えを求める顧客にとっての戦略的パートナーとしての位置付けを引き続き維持する。

企業向けソフトウェア・プロバイダーがAIイノベーションを拡張可能なSaaS価値へと転換することに苦戦するの

ではないかという懸念は、当社に関しては、当年度の経営陣によるコメントでも強調されていたとおり、豊富な業

務データおよび統合されたアプリケーション・ランドスケープに支えられ、AIを事業上重要なプロセスに直接組み

込むことができるという当社の能力によって和らげられている。

当社は、より予測可能な収益の比率が高く、製品イノベーション、業務規律および顧客成功に明確に焦点を当て

た状態で2026年度を迎える。これらの基盤は、当社の長期戦略を支え、差別化されたポートフォリオ全体における

継続的な勢いを後押しするだろう。コンプライアンスに準拠したソブリンクラウドの展開に対する顧客要件は、特
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に規制対象業界および公共部門において引き続き拡大している。当社のソブリンクラウド戦略は、クラウドベース

のイノベーションを引き続き提供しながらこれらのニーズに対応することを可能にし、ソブリンクラウドを制約で

はなく成長機会として位置付けることを強化する。

 

財務目標および展望

2026年度の見通し

特段の記載のない限り、収益および営業利益についての将来の見通しに関する記述は、フリー・キャッシュ・フ

ローおよび実効税率を除き、いずれも為替変動の影響を考慮しない。2025年度の実績は、成長率を除き、実際の為

替に基づいて表示されている。

 

戦略目標 KPI 2025年度実績 2026年度見通し

成長

クラウド収益 210.2億ユーロ 258億ユーロから262億ユーロ

クラウドおよびソフトウェア収

益
325.4億ユーロ 363億ユーロから368億ユーロ

合計収益の増加率 11% 2027年を通して加速する

カレント・クラウド・バックロ

グの増加率
25% わずかに減速する

収益性
営業利益(非IFRS) 104.2億ユーロ 119億ユーロから123億ユーロ

フリー・キャッシュ・フロー1 82.4億ユーロ 約100億ユーロ

顧客満足度 クラウドCSAT2 75% 75%から76%

職場環境
ビジネス・ヘルス・カル

チャー指数
81% 80%から82%

従業員エンゲージメント 従業員エンゲージメント指数 76% 74%から78%

気候業績 温室効果ガスの総排出量3 360万トン
関連するバリューチェーン全体につき

炭素排出量を安定的に削減する

1　実際の為替に基づく場合。

2　2026年度から、当社はクラウドCSATを新たな顧客エクスペリエンスKPIとして採用する。

3　2026年度において、当社は、温室効果ガスの総排出量の算定方法を更新する予定である。この結果、報告排出量は大幅に

減少し、そのため、温室効果ガス（GHG）プロトコルに従って再ベースライン設定が行われることになる。示されている

360万トンは、すでに更新後の算定方法に基づいている。

 

さらに、当社は、選択した指標について、以下の追加的な将来予測情報を提供する：

・実効税率（非IFRS）は約29％になると予想する（2025年度：30.5％）1。

・コア・サービス・セグメントのセグメント収益は微増し（2025年度：39.5億ユーロ）、セグメント利益は緩や

かに減少すると予想する（2025年度：4.3億ユーロ）。これは、顧客がイノベーションを採用し利用すること

を支援し、クラウドの便益を最大化し、SAP Business Suiteの価値を実現するという、コア・サービス・セグ

メントに対する当社の戦略を反映している。

2026年度の見通しの先の、当社の予想は、以下のとおりである。

・合計収益の増加率は、クラウド収益の成長、とりわけCloud ERP Suiteに牽引され、2027年度いっぱいまで加

速すると予想する。

・2027年度において、総営業費用の増加率は、販売・マーケティング費用率、研究開発費用率および一般管理費

率がわずかに低下することに支えられ、合計収益の増加率の80％から90％にとどまると予想する。これらの改

善には、当社のAIソリューションの社内展開による効率向上が含まれている。

・ソフトウェア・サポート収益は、顧客がクラウドへますます移行するにつれ、今後数年間にわたってより早い

ペースで減少すると予想する。

1　2つの実効税率（非IFRSおよびIFRS）の調整項目である持分証券関連損益は不確実であり、変動する可能性があるため、

実効税率（IFRS）の見通しは示していない。これらの項目は、過度な努力なしでは提供できないが、当社の将来の実効税

率（IFRS）に重要な影響を与える可能性がある。

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

 82/399



 

為替変動を考慮しない場合および非IFRS財務指標に関する前提条件

当社の2026年度通年の業績見通しは、フリー・キャッシュ・フローおよび実効税率を除き、為替変動を考慮しな

いものである。数値が実際の為替で表示されている場合、これらは、今年度が過ぎる間に変動する為替の影響を受

ける可能性が高い。2026年度通年について予想される為替変動については、以下の表を参照のこと。これらの予想

は、2025年12月の水準に基づくものである。

 

単位：パーセント・ポイント 2026年度

クラウド収益の成長 -3.0パーセント・ポイント

クラウドおよびソフトウェア収益の成長 -2.5パーセント・ポイント

営業利益の成長（非IFRS） -3.5パーセント・ポイント

 

これには、1ユーロ当たり1.18米ドルの為替レートが含まれる。

以下の表は、営業利益に係る当社の非IFRS財務指標とIFRS財務指標の差異の予測値を項目ごとに示している。

 

単位：百万ユーロ 2026年度予測 2025年度実績

買収関連費用 340‒420 411

リストラクチャリング費用 0‒20 3

規制遵守事項 0 0

Teradata訴訟 0 387

 

当社の非IFRSの財務指標としてのフリー・キャッシュ・フローと当社のIFRSの財務指標としての営業キャッ

シュ・フローの差異には、2026年度の無形資産および有形固定資産の売却による支出および売却益、ならびにリー

スに関する支出に係る予測キャッシュ・フロー約マイナス11億ユーロが含まれる（2025年度：マイナス9億ユー

ロ）。

 

提案された配当金

2026年度については、1株当たり2.50ユーロの配当を支払った。詳細については、「財務実績：検討および分

析」の項を参照のこと。

 

SAP SEに関する見通し

SAP SEの主たる収益源は、子会社に対し、当社のソフトウェア・ソリューションを販売し保守する権利について

SAP SEが請求するライセンス料である。そのため、営業の観点から見たSAP SEの業績は、SAPグループのクラウドお

よびソフトウェア収益と密接に結びついている。

2026年度に予測されるSAPグループのクラウドおよびソフトウェア収益の増加により、SAP SEの製品収益はわず

かに増加すると当社は見込んでいる。

2025年度におけるグループ内株式買戻しおよび株式移転に関連する営業利益への寄与が極めて大きかったこと、

ならびに2026年度には買収またはその他の一時的事由に係る一回限りの影響がないと仮定していることから、SAP

SEの営業利益は大きく減少すると当社は見込んでいる。

当社は、SAP SEが今後も子会社からの利益移転および配当の形で投資利益を得続けるものと考えている。当社が

SAPグループに期待する成長は、SAP SEの投資収益にプラスの効果をもたらすはずである。流動性、財政、投資お

よび配当金に関するSAPグループについての見通しは、SAP SEにも同様に当てはまるものである。

この見通しの基礎となっている前提には、経済およびSAPグループの業績予測に関する前述の事項が含まれる。
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外国為替変動に対するエクスポージャー

一般に、グループ企業はその事業運営を各々の機能通貨で行っている。ただし、グループ企業は、時折、各々の

機能通貨以外の通貨で取引することによって、外貨建債権、債務およびその他の貨幣項目を発生させることがあ

る。関連する外国為替相場変動リスクを軽減するために、これらの取引の大部分は主に損益の変動性を低減するこ

とを目的としてヘッジされている。当社の報告通貨はユーロであるため、機能通貨がユーロ以外である子会社の財

務諸表を連結することにより、当該子会社の純資産の換算から生じる外国通貨リスクにさらされる。一般に、換算

リスクはヘッジされない。ただし、まれに、合併または処分活動に係るユーロ換算額を保全することがある。外貨

および当社のヘッジ活動に関する追加情報については、連結財務諸表に対する注記(F.1)および注記（IN.1）を参

照のこと。

当社の財務報告は、引き続き、ユーロ以外の通貨による取引から生じる換算影響の対象である。2025年度の総収

益の約67％（2024年度：67％）は、ユーロ以外の通貨建て取引に起因するものであった。財務報告のために当社は

当該収益をユーロに換算した。ユーロの為替価値の変動は当社の総収益に対し、2025年度は1,004百万ユーロの悪

影響を、2024年度は135百万ユーロの悪影響をもたらした。

上記で述べた外国為替相場変動の影響は、現地通貨における当期の数値を前年同月の月平均の為替相場でユーロ

に換算することにより計算されている。「営業成績」の項に含まれる当社の収益に対する分析は、同様に計算され

た為替変動の影響につき折に触れて言及している。

 

約定債務

2025年12月31日現在、当社のその他の長期非金融負債のうち、292百万ユーロについては満期が1年から5年の間

で、231百万ユーロについては満期が5年超である。当社のデリバティブ金融負債のうち、163百万ユーロについて

は満期が1年未満であり、310百万ユーロについては満期が1年から5年である。当社のデリバティブ金融負債のう

ち、40百万ユーロについては満期が5年超である。

2024年12月31日現在、当社のその他の長期非金融負債のうち、414百万ユーロについては満期が1年から5年の間

で、335百万ユーロについては満期が5年超である。当社のデリバティブ金融負債のうち、286百万ユーロについて

は満期が1年未満であり、339百万ユーロについては満期が1年から5年である。当社のデリバティブ金融負債のう

ち、69百万ユーロについては満期が5年超である。

約定債務の返済時期は、支払が定められている当該債務の支払スケジュールに基づく。支払スケジュールの定め

られていないその他の債務については、最も可能性の高い現金支払時期の予測がなされている。これらの将来の

キャッシュ・フローの最終的な支払時期は、当該予測と異なる場合がある。当社は、既に開示されているものを除

き、開示が求められる重要なオフバランスシート取引は存在しないと考えている。

 

補償および保証に基づく債務

一般的に、当社のソフトウェア・ライセンス契約およびクラウド・サブスクリプション契約には、当社のソフト

ウェア製品が第三者の知的財産権を侵害した場合に当該顧客の債務を補償する一定の条項が定められている。さら

に、当社は、所定のコンサルティング契約や開発に関する取引において、機能または性能保証を行う場合がある。

また、当社は、一般的に当社のソフトウェアに関し通常6ヶ月から12ヶ月間の保証を行っており、クラウド・サー

ビスについては90日間の請求期限を設け定額利用期間と同期間の保証を行っている。当社の製品保証債務は、その

他引当金に含まれる。その他引当金に関する詳細については、連結財務諸表に対する注記(A.4)、(B.5)および

(B.6)を参照のこと。債務および偶発債務に関する詳細については、連結財務諸表に対する注記(A.4)、(D.6)、

(D.8)および(G.3)を参照のこと。
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５【重要な契約等】

重要な買収

当社は、当社製品のポートフォリオの持続可能な成長を確保することを目的とした、技術と革新への組織的な投

資に引き続き注力する。さらに、当社は当社のソリューション提供を補完し、主要な戦略的市場を一層網羅するた

めに、的を絞った買収を行う場合がある。

2025年8月1日に当社は、代表的なタレント・アクイジション（TA）ソフトウェアの提供会社である、

SmartRecruitersを完全子会社化する意向を発表した。当該取引は、規制当局およびその他の承認を得た後、2024

年9月12日に完了した。

SmartRecruitersの詳細については、連結財務諸表に対する注記(D.1)後発事象を参照のこと。

 

Sapphire Ventures

当社は、本業の成長および買収に対する投資に加え、Sapphire Venturesが運用するベンチャー・キャピタル・

ファンドを通じて、業界トップの事業を築くことを目指す起業家を支援している。Sapphire Venturesは110億米ド

ル超（90億ユーロ超）を運用しており、200社を超える企業への投資実績がある。同社は、専門性、人脈、地理的

にアクセス可能な範囲および資本の強化を通じて、企業の成長を促進する力となる機会を追求している。Sapphire

Venturesは、ヨーロッパ、イスラエル、英国および米国の企業およびベンチャーファンドに特に重点を置いてい

る。Sapphire Venturesは、AIを活用した次世代のエンタープライズ・テクノロジーのスタートアップ企業に対

し、10億米ドル超の投資を行うことを確約している。
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６【研究開発活動】

当社のイノベーションへの投資

当社は、当社の組織全体でのAI導入を拡大し、当社のイノベーション・サイクルを加速・最適化することに取り

組んでいる。競争力の推進のため、当社は研究開発（R&D）活動において、当社製品のポートフォリオを発展させ

ることに重きを置いている。ここでの当社の優先事項は、当社のAI基盤を強化し、当社製品を途切れなく統合する

ことである。当社のR&Dへの強いコミットメントは、当社の支出に反映されている。

報告年度において当社のR&D支出は前年比で増加した。主な要因は、規律を保ちながらも増加した臨時要員の活

用であり、これは株式報酬費用の減少により一部相殺された。2025年において当社のR&D支出は増加した一方で、

収益のより力強い加速により、当社のR&D比率はわずかに低下した。当社の収益合計に占めるR&D費用の割合を反映

したIFRS R&D比率は、1.0パーセント・ポイント減少し18.0％（2024年度：19.1％）となった。同様に、当社の非

IFRS R&D比率は前年度（2024年度：19.0％）と比較し1.0パーセント・ポイント減少し18.0％となった。2025年度

末時点で、開発における当社の正規職員相当（FTE）数は37,965名であった（2024年度：37,590名）。FTEで算出し

た場合、当社のR&Dの従業員数は前年度と変わらず総従業員数の34％を占めた（2024年度：34％）。

R&D総費用には、当社の従業員に係る人件費のほか、当社の製品を納品および強化するために当社が協力を受け

るプロバイダーおよび提携先の行う業務およびサービスに係る外部費用も含まれている。当社はさらに、下記事項

のための外部費用も負担している。

・　製品の翻訳、ローカライゼーションおよび検査

・　様々な市場における製品の認証の取得

・　弁理士のサービスおよび報酬

・　当社の製品戦略に関するコンサルティング

・　当社のR&D従業員の専門能力開発

 

特許

当社はR&Dへの投資により、多数の特許を生み出してきた。2025年12月31日現在、当社は世界各地に約13,000件

の有効な特許を有している（2024年度：13,000件超）。そのうち600件超は2025年度に取得し、有効となったもの

である（2024年度：700件超）。

当社の知的財産は当社の成功にとり重要なものであるが、当社は当社の事業全体が特定の特許またはその集合体

に依存しているとは考えていない。

 

競争力ある無形資産

現在および将来の当社の発展の基礎となる（無形）資産の大部分は、連結財務書類上の当社株式の簿価には表示

されていない。これは、2025年度末の（発行済株式総数に基づく）SAP SEの時価総額が2,560億ユーロであった

（2024年度：2,903億ユーロ）のに対し、連結財務書類上の当社株式の簿価が451億ユーロであったこと（2024年

度：458億ユーロ）からも明らかである。これは、当社株式の時価総額が簿価の5倍超であることを意味する。
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第４【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

現在進行中の主要な投資

当社は、2025年度中、様々な建設プロジェクトを完了し、また様々な場所で建設活動を継続した。当社は、これ

らすべてのプロジェクトを営業キャッシュ・フローにより賄う予定である。このうち最も重要な当社のプロジェク

トは、以下のとおりである。

 

建設プロジェクト

単位：百万ユーロ

国 施設所在地 概要 予定費用

総額

2025年12月

31日までに

負担した費用

完成予定

ドイツ ヴァルドルフ 約1,600名の従業員を収容する

本社全体を改築したビル

232 138 2027年第3四半期

インド バンガロール 約3,500名の従業員を収容する

新たなオフィスビル

89 88 2025年第4四半期

完成

インド バンガロール 約5,000名の従業員を収容する

新たなオフィスビル

99 0 2028年第3四半期

日本 東京 約650名の従業員を収容するオ

フィスの移転および内装工事

24 0 2027年第1四半期

 

報告年度中に重要な設備の売却はなかった。

 

過去3年間の主要な投資および売却

2025年度の当社の有形固定資産に対する主な投資（企業結合を除く。）は、合計1,130百万ユーロ（2024年度：

1,138百万ユーロ、2023年度：810百万ユーロ）となった。2025年度の有形固定資産に対する主な投資は、2024年度

と比較してわずかに減少した。当該投資は、主に情報技術施設の交換および購入、ならびにビルおよびデータセン

ターの建設および賃借に関連するものであった。有形固定資産に関する詳細については、連結財務諸表に対する注

記(D.4)を参照のこと。

取得技術および顧客関係等の無形資産に対する当社の投資は、2024年度の591百万ユーロ（2023年度：560百万

ユーロ）から、2025年度は285百万ユーロになった。のれんに割り当てられた当社の投資は、2024年度の765百万

ユーロ（2023年度：859百万ユーロ）から、2025年度は523百万ユーロに減少した。期待されるシナジーに基づき、

SmartRecruitersの取得により追加されたのれん（523百万ユーロ）は、SmartRecruitersの事業統合に関する当初

の会計がなお未完了のため（詳細情報については、連結財務諸表に対する注記(D.1)を参照のこと。）、2025年12

月31日現在、アプリケーション、テクノロジー＆サポート・セグメントに暫定的に配分された。買収に関連する投

資の詳細については、当社の連結財務諸表に対する注記(D.2)および(D.3)を参照のこと。

当社が営業を行う主要な市場の詳細（最近3年間の総収益の業種別および地域別市場の内訳を含む。）について

は、本報告書の「第3　4　(3)　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「営業成績

（IFRS）」の項を参照のこと。

 

２【主要な設備の状況】
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当社の本社は、ドイツのヴァルドルフに位置し、当社は、約406,000平方メートルのオフィスおよびデータセン

ター・スペース（隣接するザンクト・レオン＝ロットの当社の設備を含む。）を所有し、占有している。当社はま

た、ドイツのその他様々な場所にオフィススペースを所有・賃借しており、その合計は約138,000平方メートルに

なる。世界約80ヶ国において、当社は、およそ1,492,000平方メートルを占有している。ドイツにある当社の本社

を除き、当社のオフィススペースの大部分は、賃借されている。当社はまた、ニュータウン・スクエア、パロ・ア

ルトおよびコロラド・スプリングス（米国）、バンガロール（インド）、サン・レオポルド（ブラジル）、ロンド

ン（英国）、ラアナナ（イスラエル）、ソフィア（ブルガリア）ならびにその他数ヶ所において一定数の不動産物

件を所有している。

当社が占有するオフィスおよびデータセンター・スペースには、EMEA地域の約295,000平方メートル（ドイツを

除く。）、北米およびラテンアメリカの約296,000平方メートルならびにAPJ地域の約358,000平方メートルを含

む。

これらのスペースは、研究開発、当社のデータセンター、顧客支援、販売・マーケティング、コンサルティン

グ、研修および管理を含む様々な会社機能のために利用されている。2023年度から、当社は、ヴァルドルフにある

当社の「本社ビル-WDF01」の改築に着手した。当該本社ビルは、2027年の完成まで利用可能な状態にはならない。

当該本社ビルの土地占有面積は、上記の2025年度の数字に含まれていない。当社の地理的地域ごとの非流動資産に

関する開示については、当社の連結財務諸表に対する注記(D.7)を参照のこと。また、当社の地域ごとの作業空間

の生産能力を概算するには、ビジネスエリアおよび地理的地域ごとの当社の正規職員相当従業員数を記載した「第

2　5　従業員の状況」を参照のこと。

当社は、当社の設備が良好な運営状態にあり、当社の現在の使用方法に適していると考える。当社の財産には何

らの重大な負担も付されていない。当社は、当社の重要な資産の使用に影響を及ぼしうるいかなる環境問題による

制限もないと考えている。当社は、将来の事業拡大能力を高めるため、当社の既存財産のFlex Workの準備に向け

て投資を続け、必要に応じて設備投資活動に着手している。また当社は、進化したHybrid Work Guidanceに従っ

て、当社のオフィススペースの需要に当社のポートフォリオが確実に対応できるよう、ポートフォリオの再検討を

行っている。当社の重要な建設活動は、上記「現在進行中の主要な投資」に記載のとおりである。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

「第4　1　設備投資等の概要」を参照のこと。
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第５【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（2025年12月31日現在）

授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)(*)

1,728,504,232 1,228,504,232 500,000,000

(*)　定款に規定する授権資本IおよびIIの合計。この数値に、新株予約権は含まれていない。

 

②【発行済株式】

（2025年12月31日現在）

記名・無記名の別及び額
面・無額面の別

種　類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内　容

無記名式無額面株式 普通株式 1,228,504,232

シュトゥットガルト証券取引所
フランクフルト証券取引所

ハンブルグ証券取引所
ミュンヘン証券取引所

デュッセルドルフ証券取引所
ベルリン証券取引所
ハノーバー証券取引所

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない標準とな

る株式

計 － 1,228,504,232 － －

(1)　株式はすべて口座振替方式により記録および取引され、株券は発行されない。

(2)　アメリカ合衆国では、当社の株式は、米国預託証券（ADR）の形式でニューヨーク証券取引所に上場されている。

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当なし。

 

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

（2025年12月31日現在）

商業登記年月日
発行済株式総数(株) 資本金(ユーロ)(括弧内は円)

摘　要
増減数 残高数 増減額 残　高

2020年12月31日 - 1,228,504,232 -
1,228,504,232
(228,084,095,713)

状況

2021年12月31日 - 1,228,504,232 -
1,228,504,232
(228,084,095,713)

状況

2022年12月31日 - 1,228,504,232 -
1,228,504,232
(228,084,095,713)

状況

2023年12月31日 - 1,228,504,232 -
1,228,504,232
(228,084,095,713)

状況

2024年12月31日 - 1,228,504,232 -
1,228,504,232
(228,084,095,713)

状況

2025年12月31日 - 1,228,504,232 -
1,228,504,232
(228,084,095,713)

状況

 

（４）【所有者別状況】

   （2025年12月31日現在）

 個人 法人、ブローカー、商会 その他 計

株主数(人) 該当なし(*) 該当なし(*) - 該当なし(*)
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所有株式数 該当なし(*) 該当なし(*) - 1,228,504,232

所有株式数の割合
(％)

該当なし(*) 該当なし(*) - 100.0％

(*)　当社の株式は無記名式であるため、株主数を把握することができない。

 

（５）【大株主の状況】

SAP SEの株式資本は、無記名の形でのみ発行される普通株式で構成される。そのため、SAP SEには原則として、

株主を特定し、または特定の株主の保有株式数を判断する手段がない。当社の普通株式は、米国においては、ADR

の形式で取引されている。現在、各ADRは、SAP SEの普通株式1株に相当する。2026年2月5日現在、預託機関により

提供された情報によると、記録上、77,900,591個のADRが、587名の登録済保有者により保有されている。かかる

ADRを基礎付ける普通株式は、当該時点における発行済普通株式（自己株式を含む。）の6.34％に相当した。当社

は、無記名式普通株式のみ発行しているため、米国に住所を有する個人が直接保有する普通株式数を判断すること

はできない。

以下の表には、(ⅰ)発行済普通株式の5％以上を実質的に保有していることをSAP SEが把握している各個人また

はグループ、ならびに(ⅱ)監査役会の現役構成員であるすべての個人および取締役会の全構成員が個人としてある

いはグループとして保有する普通株式の実質所有権について、2026年2月5日現在、当社が認識している範囲内の情

報が、いずれも当人からのSAP SEに対する報告に基づき記載されている。SAP SE株式の性質に鑑みて把握できる範

囲内では、過去3年間において、大株主が所有する所有権の割合に著しい変動はなかった。大株主は、いずれも特

別議決権を有しない。

 

（2026年2月5日現在）

氏名又は名称 住　　所
所有株式数
(株)

発行済株式総数
に対する

所有株式数の割合

ディートマ・ホップ(Dietmar
Hopp)(合計)(1)

ドイツ連邦共和国、ヴァルドルフ
69190、ディートマ・ホップ・アレー16

62,548,065 5.1％

取締役会構成員全体(6名)
ドイツ連邦共和国、ヴァルドルフ

69190、ディートマ・ホップ・アレー16
60,079 0.0％

監査役会構成員全体(18名)
ドイツ連邦共和国、ヴァルドルフ

69190、ディートマ・ホップ・アレー16
23,247 0.0％

取締役会構成員および監査役
会構成員全体(24名)(2)

ドイツ連邦共和国、ヴァルドルフ
69190、ディートマ・ホップ・アレー16

83,326 0.0％

BlackRock, Inc. (3) 米国、デラウェア州、ウィルミントン 76,782,227 6.3％

合　　計 － 139,413,618 11.3％

(1)　上記の情報は、ディートマ・ホップならびにその他の関係者および関連会社が2022年2月11日に提出したスケジュール13G

に基づいている。

(2)　当社は、監査役会および取締役会の各構成員は、2026年2月5日現在、いずれもSAP SE普通株式の1％未満を実質的に保有

するのみであると考えている。

(3)　ドイツ法の定めるところにより、BlackRock, Inc.は当社に対し、当社の発行済株式の5％超を保有している旨通知した。

BlackRock, Inc.は2026年2月5日現在の保有株式数を当社に通知する必要はなく、かかる情報を提供していない。上記の

情報は、BlackRock, Inc.が2024年2月2日に提出したスケジュール13Gに基づいている。

 

当社は2025年度年次報告書Form 20-Fの日付において、後日当社の支配権に変更を生ずるような合意の存在を一

切認識していない。

 

２【配当政策】

配当金配当政策

配当は、年次株主総会の承認を条件として、SAP SEの年度末単体財務書類に基づき、SAP SEの監査役会

（Aufsichtsrat）および取締役会（Vorstand）により共同で提示される。当社の配当政策は、当社グループの継続
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事業からの非IFRS税引後利益のうち少なくとも40％を配当として支払うというものである。配当は、SAP SEの年次

株主総会においてその前年度分が正式に公表される。SAP SEの年次株主総会は、通常、各年度の第2四半期に開催

される。配当は、企業活動の処理手続に係る欧州市場内における統一的な基準に従い、年次株主総会の3営業日後

に株主のためにカストディアン銀行に送金される。配当基準日におけるADRの登録所有者は、配当が公表された年

度について、その公表された配当に係る支払を受ける権利を有する。当該保有者に支払われるべき現金配当は、

ユーロ建てで預託機関に支払われ、一定の例外はあるものの、預託機関によって米ドルに転換される。

ADRの所有者に対して支払われる配当は、ドイツにおける源泉徴収税の対象となる可能性がある。

 

支払済の年間配当金

以下の表は、各年度において普通株式1株当たりに対して支払われた年間配当金をユーロにて記載したものであ

る。現在、当社の各ADRは、SAP SEの普通株式1株に相当する。したがって、各ADRの最終配当金はSAP SEの普通株

式1株当たりの配当金に相当し、ユーロ・米ドルの換算レートにより決定する。以下の表には、配当支払を受ける

ドイツの納税者が利用できる税額控除は反映されていない。

 
12月31日に終了する年度 普通株式1株当たりに支払われた配当金(ユーロ)

2021年度 2.45(1)

2022年度 2.05

2023年度 2.20

2024年度 2.35

2025年度 2.50(2)

(1)　当社の創業50周年を祝す0.50ユーロの特別割増を含む。

(2)　配当支払は、2026年5月5日に開催されたSAP SEの年次株主総会において承認された。

 

普通株式に対する配当の額は、SAP SEにより分配される非IFRSの利益の金額に応じて決定されるが、その一部は

当社の財務業績にかかっている。SAP SEの取締役会および監査役会は、2026年5月に年次株主総会に対して、配当

金総額を1株当たり2.50ユーロとすることを推奨した。加えて、ADRの保有者が受領する配当の金額は、換算レート

の変動により影響を受ける可能性がある。将来の配当の時期、宣言、金額および支払は、SAP SEの将来の収益、資

金需要および他の関連のある要素の影響を受けるが、いずれの場合もSAP SEの取締役会および監査役会により提案

され、年次株主総会により承認される。
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３【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

「第1　1　(2)　提出会社の定款等に規定する制度」および「第5　3　(2)　役員の状況」を参照のこと。
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（２）【役員の状況】

(1) 当社の取締役および取締役会役員

取締役会（本書日付現在）

取締役会は、男性5名および女性1名で構成されている（女性役員の比率は約17％である。）。

役職 氏　　名 生年月日 経歴
初めて

指名された年

任期が

満了する年

最高経営責任者

(CEO)

クリスチャン・クライン

(Christian Klein)

1980年

5月4日
(1) 2018 2030

SAP製品＆エンジニア

リング

ムハンマド・アラム

(Muhammad Alam)

1977年

4月6日
(2) 2024 2027

最高財務責任者(CFO)
ドミニク・アサム

(Dominik Asam)

1969年

3月6日
(3) 2023 2028

最高顧客責任者
トーマス・ザウアーエッスィヒ

(Thomas Saueressig)

1985年

4月9日
(4) 2019 2028

最高執行責任者(COO)
セバスチャン・シュタインハウザー

(Sebastian Steinhaeuser)

1985年

11月7日
(5) 2025 2028

最高人事責任者(CPO)

労務担当取締役

ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤー

(Gina Vargiu-Breuer)

1975年

1月14日
(6) 2024 2027

 

(1)　CEO（Vorstandsvorsitzender）であるクリスチャン・クラインは、46歳であり、ドイツのマンハイムに所在する産学協同

教育大学にて国際経営管理学の学位を取得している。1999年に当社に入社し、2018年に取締役会の構成員となった。同氏

は2019年10月10日付でジェニファー・モルガンとともに共同CEOに就任し、2020年4月20日付で単独CEOに任命された。ク

リスチャンは当社の戦略的企業運営、経営および業績に対する全面的な責任を負っている。

(2)　ムハンマド・アラムは、49歳であり、ジョージア州アトランタに所在するモアハウス大学の学士号を有する。同氏はイン

テリジェント支出管理プログラムの代表兼最高製品責任者として2022年に当社に入社し、2024年4月に取締役会の構成員

となった。ムハンマドは、取締役会管轄のSAP製品＆エンジニアリング分野を率いており、すべてのビジネス・ソフト

ウェア・アプリケーションにつきグローバル責任者を務めている。当社に入社する前、同氏は17年間Microsoft社に在籍

し、ビジネス・アプリケーション部門において様々なチームを率いていた。

(3)　ドミニク・アサムは、57歳であり、ミュンヘン工科大学およびエコール・サントラール・パリにおいて機械工学の学位を

取得している。また同氏は、INSEAD（欧州経営大学院）において経営管理学の修士号も取得している。同氏は2023年3月

に最高財務責任者（CFO）兼取締役会の構成員として当社に入社した。同氏は、法務、投資家向け広報活動、内部監査、

データ保護および輸出管理、さらには政府対応業務を含む、ファイナンスおよびアドミニストレーションのグローバル責

任者を務めている。当社に入社する前、ドミニクは2019年4月から2023年2月までエアバスSEのCFOを務めており、また

2011年以降インフィニオン・テクノロジーズAGのCFOも務めていた。

(4)　トーマス・ザウアーエッスィヒは、41歳であり、ドイツのマンハイムに所在する産学協同教育大学にてビジネス情報技術

の学位を取得しており、またフランスのESSECおよびドイツのマンハイム・ビジネス・スクールにおいて共同エグゼク

ティブMBAを取得している。同氏は2004年に当社に入社し、2019年に取締役会の構成員となった。トーマスはSAP SEの最

高顧客責任者を務めている。同氏が担当する取締役会管轄のカスタマー・バリュー・グループ（CVG）分野は、顧客がAI

のもたらす利益を最大化しながらビジネストランスフォーメーションを効果的に促進し、クラウドの長期的な顧客価値を

構築する手助けをする目的で、当社の市場開拓提供機能を組み合わせている。CVGには、当社のグローバルおよび地域ご

とのセールスおよび顧客エンゲージメント・チーム（顧客が当社への投資から最適な価値を生み出すための支援およびAI

の採用促進を担う。）、ならびにカスタマー・サービス（プロフェッショナル・サービス、プレミアム・エンゲージメン

ト、カスタマー・イノベーション・サービスおよびカスタマー・サポートにて構成される。）が含まれる。加えて、サウ

アーエッスィヒ氏は、クラウド・インフラ、クラウド運営、当社のソブリン・クラウドポートフォリオ、クラウド・ライ

フサイクル管理、ならびに当社のグローバル顧客基盤のセキュリティおよびコンプライアンスも率いている。

(5)　セバスチャン・シュタインハウザーは、40歳であり、ドイツのエーストリッヒ・ヴィンケルに所在するヨーロピアン・ビ

ジネススクールにおいて経営管理学の学位を取得しており、またスタンフォード大学においてMBAを取得している。同氏

は2020年に当社に入社し、2025年に取締役会の構成員となった。セバスチャンは、最高執行責任者（COO）として、コー

ポレート戦略、運営、グローバル・マーケティングおよびパートナー管理を含む、取締役会管轄の戦略＆運営分野のグ

ローバル責任者を務めている。

(6)　ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤーは、51歳であり、ESMTベルリンにおいてアドバンスド・マネジメントの大学院学位を

取得しており、またアイヒシュテット・インゴルシュタット・カトリック大学において経済心理学の修士号も取得してい

る。同氏は2024年2月に取締役会の構成員として当社に入社した。ジーナは、最高人事責任者として、人材＆文化組織の

グローバル責任者を務めている。同氏は労務担当取締役も務めている。当社に入社する前、ジーナはSiemens Energyにお

いてグローバル人事担当の上級副社長を務めていた。

 

2025年12月31日現在、ドイツその他の国において、当社以外の企業の他の監査役会または同等の統治機関のメン

バーを務めるSAP SEの取締役会の構成員は、当社の連結財務諸表に対する注記(G.4)に記載されている。SAP SE
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は、年金、早期退職の場合に支払われる手当、および契約終了後の競業禁止期間に係る抑止報酬に関するものの他

には、取締役会の構成員との間で、構成員の業務雇用終了時の手当に関するいかなる契約も締結していない。

当社の知る限り、監査役会および取締役会の構成員の間に家族関係はない。

 

監査役会（本書日付現在）

監査役会は、男性13名および女性5名で構成されている（女性役員の比率は約28％である。）。

役職 氏　　名 生年月日
初めて選任

された年

任期が満了

する年

SAP SEの監査役会議長

Sanoma Corporationの取締役会議

長

ペッカ・アラ・ピエティラ名誉博

士、議長

(Dr. h. c. mult. Pekka Ala-

Pietilä)(1)(4)(8)(9)

 

1957年1月13日 2024 2026

従業員、グローバル・スポンサー

シップ担当代表

ラース・ラマデ、副議長

(Lars Lamadé)(2)(4)(9)
1971年4月6日 2002 2029

従業員、需要担当マネージャー
ヤクブ・チェルニー

(Jakub Cerny)(2)(5)(6)
1982年6月22日 2024 2029

従業員、人材管理ソリューショ

ン・アドバイザー、SAP SE労使協

議会(ヨーロッパ)会員

パスカル・ドゥマ

(Pascal Demat)(2)(6)(9)
1967年8月21日 2024 2029

従業員、セキュリティ・コンプラ

イアンス＆リスク担当最高責任者

マリエル・エールマン

(Marielle Ehrmann)(3)(6)(7)
1983年1月18日 2026 2029

Zoox, Inc.の最高経営責任者およ

び取締役会構成員

アイチャ・エバンズ

(Aicha Evans)(1)(4)(7)(8)
1969年3月2日 2017 2028

従業員、デジタル・サプライ

チェーン基準製品エキスパート、

SAP SE労使協議会(ヨーロッパ)議

長

アンドリアス・ハーン

(Andreas Hahn)(2)(4)(7)
1971年1月4日 2024 2029

Hasso Plattner Institute for

Digital Engineering gGmbHの人

工知能および持続可能性に係る教

授

ラルフ・ハーブリッヒ教授／博士

(Prof. Dr. Ralf Herbrich) (1)(6)

(7)

1974年5月11日 2024 2028

Changcheng Investment Partners

のゼネラル・パートナー

ジェニファー・シンヂウ・リー

(Jennifer Xin-Zhe Li)(1)(5)(6)(10)
1967年9月21日 2022 2027

Miracle PlusのCEO
チー・ルー博士

(Dr. Qi Lu)(1)(7)
1961年9月3日 2020 2027

従業員、SAP EMEAのエンタープラ

イズ・アーキテクト、SAP Spain

労使協議会議長

セサル・マルティン

(César Martin)(2)(5)(7)
1972年11月26日 2024 2029

弁護士

フリーデリーケ・ローチュ博士

(Dr. Friederike Rotsch)(1)(4)(5)

(8)(9)

1972年10月31日 2018 2028

Confédération Française de l’

Encadrement ‒ Confédération

Générale des Cadres（フラン

ス、パリ、CFE-CGC労働組合）の

構成員、SAP France SAの元従業

員

ニコラ・サバティエ

(Nicolas Sabatier) (2)(4)(7)
1960年12月25日 2024 2029

従業員、SAP SE労使協議会議長
エーバーハルト・シック博士

(Dr. Eberhard Schick)(2)(5)(6)
1967年5月3日 2024 2029

従業員、BTM人事変革マネジメン

ト担当代表

ニーナ・シュトラスナー

(Nina Strassner)(2)(5)(6)(9)
1981年9月24日 2024 2029

Hasso Plattner Foundationの取

締役会構成員およびHPC Germany

GmbH & Co. KGのGeneral Partner

のマネージング・ディレクター

ルーベン・ウェストファール博士

(Dr. Rouven Westphal)(1)(4)(6)(8)
1972年9月14日 2021 2026
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オランダ、ライデンのAirbus SE

の取締役会議長

ドイツ、ベルリンのWarburg

Pincus Deutschland GmbHの欧州

議長

ルネー・オーベルマン

(René Obermann)(5)(8)(9)(11)
1963年3月5日 2026 2030

米国、ニューヨーク州ニューヨー

ク市のBrighton Park Capitalの

共同創設者兼パートナー

マイケル・グレゴワール

(Michael Gregoire)(6)(7)(11)
1965年12月20日 2026 2030

(1)　 2024年5月15日にSAP SEの株主により選任された。

(2)　 2024年4月25日にSAP SE労使協議会ヨーロッパにより指名された。

(3)　 2025年11月19日にSAP SE労使協議会ヨーロッパにより指名された。

(4)　 人事・ガバナンス委員会の委員

(5)　 監査・コンプライアンス委員会の委員

(6)　 金融・投資委員会の委員

(7)　 製品・技術委員会の委員

(8)　 指名委員会の委員

(9)　 安全保障委員会の委員

(10)　監査委員会財務専門家

(11)　2026年5月5日にSAP SEの株主により選出された。

 

監査・コンプライアンス委員会および人事・ガバナンス委員会を含む、監査役会の委員会およびその任務の詳細

については、「第1 1 (2) 提出会社の定款等に規定する制度」の「コーポレート・ガバナンス」の項を参照のこ

と。

SAP SEの定款および従業員によるSAP SEへの関与に関する合意に基づき、SAP SEの監査役会の構成員は、9名の

株主代表および9名の欧州の従業員代表で構成される。

SAP SE監査役会の現在の構成員の一部は、2025年12月31日時点において、ドイツその他の国のSAP SE以外の企業

の監査役会またはそれと同等の統治機関のメンバーを務めていた。詳細は、当社の連結財務諸表に対する注記

(G.4)を参照のこと。従業員向けの年金債務に関するものの他には、SAP SEは、監査役会のいずれの構成員との間

にも構成員の雇用または業務の終了時の手当に係る契約を締結していない。

 

(2) 当社の取締役および取締役会構成員への報酬

取締役会および監査役会構成員に対する報酬

報酬に関する本報告は、取締役会および監査役会の構成員の2つの報酬システムにつき説明し、2025年度の報酬

に適用される基準を概説し、報酬額を開示するものである。取締役会構成員の報酬システムは2023年5月11日の年

次株主総会において、また監査役会構成員の報酬システムは2024年5月15日の年次株主総会において承認されてい

る。

現在の報酬報告書は、ドイツ株式会社法（AktG）第162条の要件を充足している。2024年度の報酬報告書は、

2025年5月13日の年次株主総会において承認された。

 

取締役会構成員に対する報酬

報酬システム

取締役会構成員の報酬は、急速に発展する業界に身を置くグローバル企業を率いる取締役会構成員の重責を反映

するよう意図されている。高度な技能を有する取締役をグローバル市場、とりわけ世界のソフトウェア業界におい

て当社が獲得する上での支えとなるように、報酬水準は他に引けを取らないことを目指したものとなっている。当

社の取締役会の報酬が、ダイナミックなビジネス環境において成功を収める熱心な仕事ぶりに対する持続的なイン

センティブとなることを当社は目標としている。

当社は報酬システムのうち、実証済の基本構造および標準報酬要素を維持することとした。当該システムに基づ

く合計報酬は、以下に示す個別報酬要素に分けることができる。
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この構造を基礎として、当該報酬システムは、以下の事項を確保しようとする。

　・　事業戦略を前進させる働きを有する報酬であること。

　・　並外れた業績に対してはそれに見合った褒賞を与え、具体的な目標を達成できなかった場合には目に見える

かたちでの報酬の減額をもたらすことが確実な報酬であること。

　・　市場標準に沿った水準および構造を有し、当社の規模、複雑性および経済状況を反映した報酬であること。

　・　当社全体の給与体系を考慮した報酬であること。その観点から、当社内における均衡の原則の遵守を確保す

るため、当該報酬と当社の役員および役員以外の当社の従業員に対する給与との比較が行われる。

報酬システムの主な特徴は以下のとおりである。

　・　当社の長期業績に比重を置くため、短期業績連動報酬と長期業績連動報酬との比率が40：60に設定されてい

る。

　・　長期業績連動報酬は完全に業績ベースとされ、重要な環境、社会およびガバナンス（ESG）目標が取り入れ

られている。

　・　本システムにおいては、取締役会構成員が前職において得ていた手当を当社の取締役会への加入に際して放

棄した場合にその補償として同一条件のリプレースメント・アワードを付与するオプション、および様々な

償還期限を有する仮想株式を付与するオプションが設定されている。

　・　株式保有ガイドラインおよび移動パッケージが組み込まれ、支払額を仮想株式に転換することによる、短期

業績連動報酬の部分的な繰延につき規定されている。

 

報酬システムの適用

人事・ガバナンス委員会の力添えの下、監査役会は、各取締役会構成員の報酬契約および個別の目標合計報酬が

報酬システムに沿ったものとなるようにする。

監査役会は、各取締役会構成員の個別の役職および業績に応じて、目標合計報酬を設定する。当該目標合計報酬

は、当社のグローバル戦略、市場での地位、業績、経済見通し、ならびに当社と同程度の国内および国際企業にお

いて支払われる報酬額に沿ったものとなる。年に一度行われるベンチマーキングは、DAX40の構成銘柄および選抜

された米国を拠点とするITその他のテクノロジー企業1の報酬データを基準に行われる。2025年度の報酬に係る決

定はすべて当該ベンチマークに基づき行われた。監査役会は、各事業年度の最初の会合（2025年度については2025

年2月19日）において目標合計報酬を見直し、評価し、設定する。監査役会は、当該アプローチによって報酬の適

切性が確保されると考えている。

業績連動報酬の金額は、あらかじめ設定された目標値と比較した当社のKPI（主要業績指標）業績および当社の

株価に依拠し、そこには一定のハードルおよび上限が設けられている。一体的な指導の方向性と戦略的連携を確保

するため、取締役会構成員は同じ全体目標に向かって取り組む。当該KPI、その目標値および加重係数は、各年度
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につき監査役会が見直した上で決定し、当該年度の当社予算または当社が外部に向け公表している財務目標に基づ

き調整される。KPIの変更点については、「2025年度に係る決定」の項を参照のこと。

当社の取締役会報酬の個別要素に関する詳細は、以下に記載のとおりである。

1　 次の米国企業が含まれる：Adobe、Amazon.com、Apple、Automatic Data Processing、Broadcom、Cisco Systems、

Cognizant Technology Solutions 、 Dell Technologies 、 DXC Technology 、 Meta Platforms 、 Hewlett Packard

Enterprise、International Business Machines、Microsoft、Netflix、Oracle、Salesforce、ServiceNow、Western

Digital、およびWorkday。

 

非業績連動報酬

基本年俸

基本年俸は、均等分割払いにて、当該取締役会構成員の母国の通貨において毎月支払われる。母国の通貨とは、

当該取締役会構成員の主たる居住地の通貨をいう。

 

諸手当

契約上保証されている諸手当は主に、保険負担、現物支給手当、住宅2軒の維持費、航空機の使用、税務助言に

係る手数料の支払（例えば、取締役会構成員を務めることによって、税負担、他国での税務申告義務または特別税

務監査が生じる場合）および地域別条件に基づく税金のグロスアップによって構成される。

 

年金関連コミットメント

取締役会構成員には、当該構成員自身の年金引当金向けに年に一度現金手当が支払われる。監査役会は、当該現

金手当の一部または全部をSAP SEにおいて採用されている従業員拠出型年金制度（Mitarbeiterfinanzierte

Altersvorsorge）に対して払い込む選択肢を、取締役会構成員に対してオプションとして提供することができる。

当該オプションにおいては、取締役会構成員に対する支払総額の一部と引き換えに、将来支払われる企業年金手当

に対する権利が与えられる。

トーマス・ザウアーエッスィヒは、現金手当を受け取らず、確定拠出年金制度のままとすることを選択した。

ドイツ国外に永住する取締役会構成員については、SAPグループに属す現地企業の従業員に対して適用される退

職年金制度を当社が指定する場合がある。

 

イベント関連報酬要素

リプレースメント・アワード

当社の取締役会への異動前に得ていた報酬手当が当該異動により失われた場合に限り、失効した報酬を支払時期

および金額について合理的な範囲で模した（同一条件の）リプレースメント・アワードが付与される場合がある。

リプレースメント・アワードは、現金支払および／または仮想株式にて構成される。

仮想株式が付与される場合、以下の条件が適用される。

　・　仮想株式の数は、付与額を該当する当社株価（「当初価格」）で除することにより決定する。当初価格は10

取引日の平均価格に基づくものとする。

　・　仮想株式の条件については、失効した報酬要素を適切に再現するものとする。

　・　仮想株式の払い戻しは、各仮想株式の償還期限時点における、該当する当社株価にて行われるものとする

が、当初価格の200％を超えないものとする。該当する当社株価は10取引日の平均価格に基づくものとす

る。

　・　リプレースメント・アワードとして支払われる額は、当社に加入する当該新任取締役会構成員の初年度の最

高報酬の100％を超えないものとする。
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移動パッケージ

当社の要請により勤務地または永住地を変更する取締役会構成員、および初めて取締役会構成員に指名され当該

指名に伴って永住地を変更する取締役会構成員に対しては、その支援のため一時的な臨時手当が付与される。

当社が取締役会構成員に対して移動パッケージを付与した場合、それは当該取締役会構成員が勤務地または永住

地を変更する事業年度の報酬として支払われる。当該事業年度の最高報酬はかかる移動パッケージ分増額される

が、増加分は最高報酬の5％を超えないものとする。

 

業績連動報酬

短期インセンティブ

 

1年間の短期業績に基づく報酬（「短期インセンティブ（STI）」）は、1年分が当該取締役会構成員の母国の通

貨において付与される。STIとして支払われる金額の一部については、その支払が1年間または2年間延期され、当

社株価の実績に連動する（「STI繰延」）。STI繰延を含む、STIの基本構造は以下のとおりである。

 

 

最終的なSTIの金額は、特定の財務KPIおよび非財務KPIに対する目標達成率に依拠する。KPIおよびその加重係数

は以下のとおりである。

 

 

STI2025については、財務KPIが合計80％の割合を占め、当該財務KPIはフリー・キャッシュ・フロー、為替変動

を考慮しない2025年度の非IFRSのカレント・クラウド・バックログ、ならびに前年度と比較した為替変動を考慮し
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ない2025年度の非IFRSのクラウドおよびソフトウェア収益の成長にて構成される。非IFRS評価基準は2025年1月1日

より適用されることとなった非IFRSの定義に基づく。

非財務KPIは合計20％の割合を占め、当社の顧客ロイヤルティを測定する顧客ネット・プロモーター・スコア

（NPS）、ならびに当社従業員のコミットメント、プライドおよびロイヤルティを測定する従業員エンゲージメン

ト指数スコア（EEI）にて構成される。

KPIおよびその各目標値は、各年度の当社の予算から導き出される。

 

報酬システムに沿って2026年度に置換されるKPI

2025年12月17日に監査役会は、STIのKPIである顧客ネット・プロモーター・スコア（NPS）を、2026年度以降、

取締役会構成員の報酬システムに従ってクラウド顧客満足度（クラウドCSAT）に置き換えることを決議した。当該

変更によって、監査役会は、KPIを当社のクラウド第一戦略に沿ったものとする。

 

STI繰延

STIのうち80％はSTIの付与された年度の翌年度の年次株主総会後に支払われる（付与年度＋1年）。最終的なSTI

の金額の20％、すなわちSTI繰延分は、仮想株式に転換され、そのうち50％には約1年間、残る50％には約2年間の

償還期間が設定される。仮想株式の数は、STI繰延を該当する当社株価（「当初価格」）で除することにより決定

する。当初価格は、当該STIが付与された年度の業績速報の公表日後10取引日間の当社の平均株価に基づくものと

する。

仮想株式の払い戻しは、当該仮想株式の償還期限に該当する当社株価にて行われるが、当該株価は当初価格の

200％を超えないものとする。

仮想株式は、STIの付与年度＋2年および付与年度＋3年の年次株主総会後に払い戻される。

 

長期インセンティブ

SAP長期インセンティブ・プログラム2024（LTI2024）は、毎年トランシェを付与するものであり、当社の長期戦

略が反映されるため、取締役会構成員が長期戦略に基づく主要目標を達成する上での一律のインセンティブとな

る。LTI2024はすべて業績ベースであり、市場の株価と比較した場合の当社の株価に係る長期業績について取締役

会構成員に報いることで、株主の利益を守る役割も果たす。LTI2024にはESG目標も設定されており、当社の長期的

な持続可能性についても取締役会構成員に報いるものとなっている。

LTI2024プランは、それぞれ約4年間の期間が定められたトランシェが毎年付与される仮想株式プログラムであ

る。個別のトランシェが付与されると、当該取締役会構成員の契約に定められる付与額がその都度、仮想株式

（「業績単元株式（PSU）」）に転換される。当該付与額は、当該年度の業績速報の公表日後10取引日間の当社の

平均株価（付与時の価格）によって除される。2025年については、2025年1月29日のフランクフルト証券取引所の

取引開始前に財務実績が公表された。PSUの確定期間は約4年間とされる。

LTI2024の基本構造は以下のとおりである。
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基礎となるKPIおよびその加重係数は以下のとおりである。

 

 

財務PSUの数の変動

　財務PSUの最終的な数は、3つの財務KPI目標値を当社が3年間の業績期間全体を通じてどの程度達成できたかによ

り変わる。各トランシェに係る目標値は、各KPIの3年間の累計値に基づくものである。合計収益KPIには、目標達

成率に係る110％の上限と90％のハードルによって構成される業績回廊が設けられており、営業利益KPIの目標達成

率については120％の上限と80％のハードルが設定されている。各KPIにつき、業績回廊における最低基準値に達し

なかった場合、財務業績要因はゼロとなる。最低基準値に達した場合、財務業績要因は0.5となる。業績回廊にお

ける最高基準値に達しまたはこれを超えた場合、財務業績要因は1.5（上限）となる。
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1　　2025年1月1日より適用されることとなった非IFRSの定義に基づく。

 

　以下の表は、1,000の財務PSUが付与されたと仮定した場合に起こり得る結果を示すものである。

 

当社の財務業績が目標を上回った場合

30％　合計収益に関する業績要因  1.25

20％　営業利益に関する業績要因  1.38

加重財務業績要因  1.30

最終的な財務PSUの数  1.30 x 1,000 1,300

 

当社の財務業績が目標を下回った場合

30％　合計収益に関する業績要因  0.75

20％　営業利益に関する業績要因  1.00

加重財務業績要因    0.85
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最終的な財務PSUの数  0.85 x 1,000 850

 

市場PSUの数の変動

当初付与分の市場PSUの数に対して、市場業績要因が乗じられる。市場業績要因は、当社株式に係る株主総利益

率（TSR）に応じて決まる。TSRは、約3年間の業績期間全体につき測定され、ナスダック100指数（指数）の構成銘

柄のTSR業績との比較において評価される。TSRには、株価の値動きと付与された配当および再投資された配当とを

組み合わせて導き出す株式の業績が反映される。市場業績要因については、75パーセンタイル（P-75）において

1.5の上限が設けられ、25パーセンタイル（P-25）において0.5のハードルが設けられており、ハードルを越えられ

なかった場合市場PSUはないものとみなされる。

 

 

以下の表は、1,000の市場PSUが付与されたと仮定した場合に起こり得る結果を示すものである。

 

当社のTSRがナスダック100指数の構成銘柄のTSRを上回った場合

当社のTSR業績    +10％

市場業績要因  55パーセンタイル 1.10

最終的な市場PSUの数  1.10 x 1,000 1,100

 

当社のTSRがナスダック100指数の構成銘柄のTSRを上回った場合：上限に到達するケース
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当社のTSR業績    +18％

市場業績要因  80パーセンタイル 1.60

  上限:75パーセンタイル 1.50

最終的な市場PSUの数  1.50 x 1,000 1,500

 

当社のTSRがナスダック100指数の構成銘柄のTSRを上回った場合：市場の動向が下向きのケース

当社のTSR業績    -5％

市場業績要因  60パーセンタイル 1.20

  1.00

最終的な市場PSUの数  1.00 x 1,000 1,000

 

ナスダック100指数の構成銘柄のTSRが当社のTSRを上回った場合：最低ハードルを越えられないケース

当社のTSR業績    -5％

市場業績要因  20パーセンタイル 0.40

 ハードル：25パーセンタイル 0

最終的な市場PSUの数  0.00 x 1,000 0

 

ESG PSUの数の変動

ESG PSUの最終的な数は、2つの非財務KPI目標値を当社が3年間の業績期間全体を通じてどの程度達成できたかに

より変わる。各トランシェに係る目標値は、各KPIの3年間の累計値に基づくものである。ネットゼロ2030KPIは、

温室効果ガスプロトコルに沿った、バリューチェーン内の温室効果ガス（GHG）の総排出量に関するものである。

当社のビジネス・ヘルス・カルチャー指数（BHCI）は、エンゲージメント、健康および長期エンプロイアビリティ

といったテーマに係る従業員エクスペリエンスを追跡する重要な評価基準である。ネットゼロ2030KPIは絶対値に

おいて評価され、BHCIは恒例の#Unfilteredエンゲージメント調査における10の質問に対する前向きな回答のパー

センテージに基づき計算される。2024年度と比較したKPIの変更点の詳細については、「2025年度に係る決定」の

項を参照のこと。
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BHCIKPIの業績回廊は、目標達成率について104％の上限と96％のハードルを設定しており、ネットゼロ2030KPI

の目標達成率については110％の上限と90％のハードルが設定されている。業績回廊における最低基準値に達しな

かった場合、ESG業績要因はゼロとなる。最低基準値に達した場合、ESG業績要因は0.5となる。業績回廊における

最高基準値に達しまたはこれを超えた場合、ESG業績要因は1.5（上限）となる。

 

PSUの支払

すべてのPSUの価額が、当該PSUの付与された事業年度の翌年から数えて3年目の事業年度に係る財務書類が提示

される年次株主総会終了後（付与年度＋4年）に支払われる。PSUに係る業績は、配当の支払額を含めた当社の株価

の値動きと連動している。配当に相当する額は、業績評価後の確定PSUに対してのみ付与される。そのため、当該

時点における当社の株価に、PSUが付与された年度の期首からその翌年度を1年目とした場合の3年目の年度末まで

の間に当社株式について支払われた配当を加えた金額が、（下記詳細に従って）各PSUにつき支払われる。支払額

は、当該年度の業績速報の公表日後10取引日間の当社の平均株価によって決定される。
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当該PSUにつき支払われる配当を含めた、一PSU当たりの最終的なLTI支払額の上限は、付与時の価格の200％に設

定されている。PSUについてはその数が変動する可能性があるため、LTI2024につき毎年付与されるトランシェの支

払額の上限はいずれも付与額の300％となる。為替レートに係るリスクについては、取締役会構成員が負うものと

する。

　いずれの種類のPSUも特定の条件下においてトランシェの期間中に失効する可能性がある。

 

LTIの失効規則

　取締役会構成員のサービス契約が、単元株式の付与年度の翌年度を1年目とした場合の3年目の年度末までに終了

した場合、当該構成員の退任またはサービス契約の終了の状況に応じて、PSUの全部または一部が失効する。単元

株式の一部が失効した場合、失効割合は4年間の確定期間に係る各付与分に比例するものとする。これは確定期間

中、構成員が付与分の25％ずつを毎年取得する扱いとなることを意味する。未取得分は失効する。

 

LTIの失効規則および計算例1

1　トランシェが4つであった場合の計算例（付与割当100％、付与から確定まで株価が一定、かつ業績基準を考慮しない場

合）。取締役会構成員の契約は4年目より後に終了するものとする。

2　各取締役会構成員の個別契約に定めるとおりとする。
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3　定義については、早期業務終了保証の項を参照のこと。

 

株式保有ガイドライン（SOG）

取締役会構成員は、当社株式を取得し、少なくとも同人の任期中は当該株式を保有し続けなければならない。最

長3年間の積立期間（2024年1月1日以降の、当該構成員の1期目就任時からとする。）を経て、当該株式保有は、一

般の取締役会構成員の場合は基本年俸の100％、CEOの場合は基本年俸の200％に相当する目標値に到達する。

積立期間中、SOGに基づく株式保有は一定の中間値に達する必要がある。初年度末時点のSOG中間値はSOG目標値

の20％に相当し、次年度末時点のSOG中間値はSOG目標値の50％に相当する。SOG目標値は3年度目の末までに達成し

なければならない。

 

  SOG目標値 SOG中間値

 

2025年度の

SOG株価

2025年12月31日現在の

SOG株式保有数

(単位：株式数)

クリスチャン・クライン(CEO) ユーロ 2,500,000 1,250,000 270 4,630

ムハンマド・アラム 米ドル 860,424 430,212 280 1,538

ドミニク・アサム ユーロ 800,000 400,000 270 1,482

トーマス・ザウアーエッスィヒ ユーロ 800,000 400,000 270 1,482

セバスチャン・シュタインハウザー

(2025年2月1日から)

ユーロ 800,000 160,000 270 593

ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤー ユーロ 800,000 400,000 270 1,482

 

取締役会構成員の保有すべき株式の数は、当社の株価の実績に応じて毎年調整される。SOG株価は、当該年度の

業績速報の公表日後10取引日間の平均株価とする。これに基づき監査役会が決定する株式の数、および当該数の株

式の保有を開始しなければならない日付が取締役会構成員に対して通達される。保有する株式の数が、現行年度の

12月31日付で適用された株式数を上回っている場合、当該取締役会構成員は各年度中に余剰分の当社株式を自由に

売却することができる。

 

外国為替レートに関する上限

　非業績連動報酬およびSTIが取締役会構成員の母国の通貨にて支払われる場合、一事業年度の非業績連動報酬と

STIによって生じる合計支払額（支払総額）には、為替レートの変動に備えユーロでの上限額が設定されている。

事業年度通年のユーロでの上限額は、ユーロに換算した非業績連動報酬とSTI目標額にLTI2024に基づくトランシェ

の付与額の20％を加えた合計額のそれぞれ120％に相当する。

 

最高報酬

　2024年度より効力を生じた報酬システムに基づく最高報酬は、（受領時点にかかわらず）いかなる年度において

も超過してはならない合計報酬額である。最高報酬は、一般の取締役会構成員については11.0百万ユーロ、CEOに

ついては20.0百万ユーロとなっている。報酬水準がドイツよりも高い国において勤務する取締役会構成員について

は、該当金額の130％まで最高報酬を増額し得る。

　取締役会構成員が移動パッケージまたはリプレースメント・アワードを付与された場合、当該年度につき受領す

る報酬は上記最高報酬を超過することがある。ただし、移動パッケージが付与される場合、その上限額は上記最高

報酬の5％とする。リプレースメント・アワードが付与される場合、その上限額は上記最高報酬の100％とする。

 

単位：千ユーロ     最高報酬
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クリスチャン・クライン(CEO)     20,000

ムハンマド・アラム     11,000

ドミニク・アサム     11,000

トーマス・ザウアーエッスィヒ     11,000

セバスチャン・シュタインハウザー

(2025年2月1日から)

    10,083

ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤー     11,000

 

2025年度につき最高報酬を遵守できていたか否かの最終確認は、最も早くて、2025年度のLTIトランシェが確定

する2028年度の報酬報告書において開示される。

　2023年度まで適用されていた報酬システムに基づく最高報酬は、最後に付与されたLTI2020（2023年度トラン

シェ）の変動報酬要素が2026年度に支払われるまで適用される。最高報酬額は、一般の取締役会構成員については

15.0百万ユーロ、CEOについては34.5百万ユーロとなっている。個別の取締役会構成員の報酬体系および目標報酬

額の決定に当たり、監査役会は、支払可能額が最高報酬額を超えないようにしていた。

　

クローバック条項およびクローバック方針

　支払額の決定に使用された情報が不正確であり、目標が達成されておらずまたは当初想定された程度まで達成さ

れていないため、STIまたはLTIよりなされた支払の全部または一部が正当でなかったことが後に発覚した場合に、

取締役会構成員に対して当該支払につき返却を要求する契約上の権利を、当社は有している。かかる場合、当該取

締役会構成員は、当初支払われた金額のうち、実際の目標達成率に基づき決定された訂正後の金額を超過する分を

当社に対して返金する義務を負う。

　加えて、米国証券取引委員会およびニューヨーク証券取引所が米国において上場している企業（当社のような外

国民間発行会社を含む。）に対して課している要件を充足するため、当社は2023年度にクローバック方針を採用し

た。当該方針においては、米国連邦証券法上の財務報告要件に対する重大な違反に起因して財務書類の修正再表示

がなされ、過去3年間に支払われたインセンティブ・ベースの報酬の計算に影響が生じた場合、監査役会はインセ

ンティブ・ベースの報酬を現役または退任済の取締役会構成員から回収することを求められる。

 

グループ内外において役職に就く場合の報酬の相殺

　監査役会からの要請があった場合、取締役会構成員は別途報酬を受領することなく当社の関連会社の監査役会そ

の他同様の機関において役職に就く。例外的事例ではあるが、グループ内において就いた役職につき報酬がやむを

得ず支払われる場合、当該報酬は当該取締役会構成員に対して支払われるその他の報酬によって相殺するものとす

る。取締役会構成員がグループ外の企業の監査役会その他同様の機関において役職に就く場合、監査役会による事

前の承認が必要となり、監査役会は各事案につき当社の支払う報酬によって相殺すべき報酬があるか否かおよびど

の程度相殺すべきかを判断する。

 

2025年度に係る決定

　2025年5月に支払われたSTI2024およびLTI2020の2021年度トランシェについては、支払額の調整は行われなかっ

た。監査役会はいずれの取締役会構成員に対してもクローバック条項に基づく支払分の返金を要求しなかった。

2025年2月19日に監査役会は事前に合意された目標と比較した当社の業績を評価し、全取締役会構成員に係る

STI2024の金額を決定した。

　2024年11月7日に監査役会は、取締役会のSTIについて、2025年度よりKPIのうち営業利益率の増加をフリー・

キャッシュ・フローに置き換えることを決議した。当該変更によって、監査役会は、当社のための価値創出におい
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てフリー・キャッシュ・フローが果たす役割を認識する。また監査役会は、当該変更によってこれまで以上に価値

創出への舵取りに合ったKPIとなると考えている。

2024年12月8日に監査役会は、取締役会のLTIについて、2025年度よりKPIのうちクラウド収益とソフトウェア・

ライセンスおよびサポート＆サービス収益を、合計収益に置き換えることを決議した。クラウドへの移行における

当該測定基準の重要性を踏まえ、監査役会はクラウド収益の比重を高めた。現在、合計収益の半分以上をクラウド

収益が占めていることから、監査役会はこの変更によってLTIの構造を単純化する狙いである。

2025年1月19日に監査役会は、取締役会構成員としてセバスチャン・シュタインハウザーを指名し、その任期を

2025年2月1日から2028年1月31日までとしたほか、トーマス・ザウアーエッスィヒの取締役会構成員としての任期

を2025年11月1日から2028年10月31日までに延長した。

2025年4月30日に監査役会は、クリスチャン・クラインの任期を2025年5月1日から2030年4月30日までに延長する

ことを決議した。

2025年5月6日に監査役会は、米国における大統領令の遵守を確保するため、2025年度よりLTIの幹部を務める女

性KPIをビジネス・ヘルス・カルチャー指数に置き換えることを決定し、その結果として報酬制度およびドイツ・

コーポレート・ガバナンス・コードから一時的で逸脱することとなった。当社は、当社が事業を展開するすべての

国の法律要件を完全に遵守することができるよう、すべての従業員が均等に機会を与えられる受容性のある職場作

りに引き続きコミットしている。

2025年11月6日に監査役会は、SmartRecruitersの買収による影響をSTI2025およびLTIの2023年度トランシェの目

標達成率から除外することを決定した。また監査役会はLTIの2024年度および2025年度トランシェについて、当該

買収の影響を無効化する目的において更新後の目標値を決議した。

　2026年初頭に監査役会は、Teradata訴訟に関する費用を当社の非IFRSの定義から除外することを決定した。これ

はこうした一回限りの影響は当社の営業成績を示すものではないためである。また取締役会の報酬と当社の非IFRS

の定義との一貫性を確保するため、監査役会は2026年2月18日に、当該影響をKPIである営業利益の目標達成率から

も除外することを決定した。当該アプローチは、配当の計算および従業員の報酬に適用される措置と矛盾しない。

加えて、Teradata訴訟は現在の取締役会構成員の任期よりも前に発生した事由に関連するものである。当期費用の

うち387百万ユーロを除外したことによって、業績要因が、LTI2020の2023年度トランシェの財務PSUについては

0.011増加した。現在進行中の業績期間については累計業績を用いて測定されることから、当該影響はLTIの2024年

度トランシェおよび2025年度トランシェの支払時に示されることとなる。

 

2025年度に係るSTI業績要因

KPI 100％目標値 実績 業績要因

カレント・クラウド・バックログ1 22,905百万ユーロ 22,461百万ユーロ 0.903

クラウドおよびソフトウェア収益の成長1 +11.8% +12.0% 1.024

フリー・キャッシュ・フロー1 8,000百万ユーロ 8,242百万ユーロ 1.151

顧客ネット・プロモーター・スコア +14 +9 0.750

従業員エンゲージメント指数 76% 76% 1.000

1　為替変動を考慮しない非IFRS。

 

STI2025の加重業績要因は0.990であった。STI繰延に関する最終的なSTIの支払額は、当社の株価の値動き次第と

なる。

STI2025については、目標達成率につき以下の分布曲線が適用された。

 

財務KPI
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非財務KPI

 

STIの最終業績要因には、付与額と最終的なSTIの金額との関係が反映されている。

 

STI最終業績要因

 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度

 0.990 1.143 1.151 0.612 1.333

 

別途記載がない限り、金額  STI付与額 最終的な

STIの金額1

STI非繰延 STI繰延I仮想株式によ

るSTI繰延I2

STI繰延II仮想株式によ

るSTI繰延II2

クリスチャン・クライン(CEO) ユーロ 3,725,205 3,687,208 2,949,767 368,721 2,152 368,721 2,152

ムハンマド・アラム 米ドル 1,591,784 1,575,548 1,260,438 157,555 776 157,555 776

ドミニク・アサム ユーロ 1,480,000 1,464,904 1,171,923 146,490 855 146,490 855

トーマス・ザウアーエッスィヒ ユーロ 1,693,589 1,676,314 1,341,052 167,631 978 167,631 978

セバスチャン・シュタインハウ

ザー(2025年2月1日から)

ユーロ 1,171,288 1,159,341 927,473 115,934 677 115,934 677

ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイ

ヤー

ユーロ 1,280,000 1,266,944 1,013,555 126,694 739 126,694 739

1　 STI業績要因：0.990

2　 STI当初価格：171.35ユーロおよび203.10米ドル

 

LTI2024 ― 2025年度トランシェ ― 財務PSUおよびESG PSUに係る100％目標値
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2025年度に、監査役会はLTI2024の2025年度トランシェの財務PSUおよびESG PSUに係る100％目標値を設定した。

KPI

100％目標値

(2025年度から2027年度の累計)

合計収益1 128,000

営業利益1 37,800

ネットゼロ2030 二酸化炭素換算(CO2e) (単位：キロトン)
2 9,610

ビジネス・ヘルス・カルチャー指数(単位：％) 243

1　2024年度の為替変動を考慮しない非IFRS。

2　数学的な計算式に基づくアプローチによって基準値を再設定したネットゼロ2030KPIを踏まえた目標値。

 

LTI2020 ― 2022年度トランシェ ― 業績要因

2025年度に監査役会はLTI2020の2022年度トランシェの財務PSUおよび市場PSUに係るLTI業績要因を決定した。

KPI 100％目標値

(2022年度から

2024年度の累計)

実績 業績要因

財務業績要因

クラウド収益1 41,900 41,379 0.938

合計収益1 89,900 92,588 1.149

営業利益1 25,900 26,715 1.079

市場業績要因

ナスダック100指数の構成銘柄と比較した位置付け 中間 5 1.500

1　2021年度の為替変動を考慮しない非IFRS。

 

　目標達成率は、2022年度のKPIの定義に基づき計算された。かかる計算には過去に公表済の調整が考慮されてい

る。2022年度から2025年度トランシェのLTI付与額と仮定上の支払額との関係は、年度末現在の当社の株価または

支払時の価格につき定められた上限額のうちいずれか低い方に基づくものである。2021年度トランシェは、各付与

額と2025年5月の最終的なLTIの支払額との関係性を示している。2021年度トランシェの支払時の価格は、上限額で

ある付与時の価格の200％であった。

 

LTIの付与額と最終的なLTIの支払額との関係
 

パーセンテージ  LTI 2024   LTI 2020

 
2025年度

トランシェ1

2024年度

トランシェ1

 2023年度

トランシェ1

2022年度

トランシェ1

2021年度

トランシェ

2025年12月31日 46.7 126.9  201.7 199.7 246.8

2024年12月31日 NA 167.3  250.7 237.0 246.8

1　市場データおよび当社の株価（付与時の価格の200％を上限とする。）に基づく仮定上の支払額を考慮。株価の評価を除

き、評価は年度末に実施された。2026年1月の株価の動向を反映するため、株価参考期間の取引開始日である2026年1月30日時

点の当社の株価が考慮されている。

 

2025年度の報酬

　当社は、本年度および前年度である2024年度の取締役会の報酬の開示をAktG第162条に従って行っている。以下

の表は、各取締役会構成員につき、付与済の支払予定報酬および報告年度に係る契約上の報酬を開示するものであ

る。

 

契約上の報酬
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　契約上の報酬は、個別の雇用契約において合意された目標金額（諸手当を含む。）を示し、各期間につき目標達

成率が100％となった場合に対応するものである。任期が事業年度の途中で開始または終了した場合は、報酬につ

いては期間比例の考え方に基づき開示される。

　非業績連動報酬およびSTIは取締役会構成員の母国の通貨にて決定されるため、最大ユーロ相当額（「ユーロ上

限」）が設けられている。これは非業績連動報酬、STIおよびLTIの契約上の金額をユーロ換算にて合計した額を基

準とし、為替変動による増減を20％以内とするものである。母国の通貨による金額をユーロ換算する際には、非業

績連動報酬については各期間の平均為替レートが、年間変動報酬については各年度末の為替レートが適用される。

契約上の為替レートとの差異も開示される。

 

付与済の支払予定報酬

　報告年度内に受領されかつ／または獲得された報酬は、AktG第162条に基づき付与済の支払予定報酬と定義され

る。これは、根拠となる役務は報告年度末までに十分に提供されているものの、支払は報告年度終了後まで発生し

ないことを意味し、報告を透明かつ包括的なものにし、報告年度内の業績と報酬の関連性を確保することを目的と

するものである。

したがって、2025年度についてはSTI2025およびLTI2020の2022年度トランシェの両方につき報告がなされてい

る。2025年度のSTI繰延Iとして開示されている金額には、STI2025の最終的なSTIの金額の10％およびSTI2024の繰

延Iの株価の影響が含まれている。LTI2020の2022年度トランシェに関連する付与済の支払予定報酬は、2026年1月

30日の株価を用いて開示されている。2026年5月に行われる当該トランシェの支払に当たっては、プラン要件に従

い業績期間に基づき支払額が計算される。
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1　 1株当たりの付与時の価格の200％を上限とする。

2　 当該値は報酬報告書の作成後の支払時に決定される。

3　 2026年1月の株価の動向を反映するため、株価参考期間の取引開始日である2026年1月30日時点の当社の株価が考慮されて

いる。

 

取締役会構成員の母国の通貨にて支払われる非業績連動報酬およびSTIについては、報告時にはユーロに換算さ

れている。非業績連動報酬のユーロ換算においては年間平均為替レートが適用され、STIのユーロ換算においては

年度末の為替レートが使用される。STI非繰延（年次株主総会後に予定される。）およびSTI繰延の支払に際して

は、支払時の為替レートが適用される。年度末と支払時の為替レートの差異によって生じる個別の差額は、以下の

表における支払年度の「為替レートの変動」の項において開示されている。

 

取締役会構成員の報酬

クリスチャン・クライン

(Christian Klein)

CEO

 ムハンマド・アラム

(Muhammad Alam)

取締役会構成員

単位：千ユーロ 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬

2025

年度

2024

年度

 2025

年度

％ 2024

年度

％  2025

年度

2024

年度

 2025

年度

％ 2024

年度

％

基本年俸 1,200 1,100 1,200 7.4 1,100 5.8 800 600 800 35.6 600 31.0

諸手当1 15 15 15 0.1 15 0.1 82 24 82 3.7 24 1.2

年金関連コミット

メント

360 330 360 2.2 330 1.7 154  154 6.9 0

為替レートの変動

(ユーロ上限)2

 ‒255 41 ‒255 ‒11.4 41 2.1

非業績連動報酬の

合計

 1,575 1,445 1,575 9.7 1,445 7.6 781 665 781 34.8 665 34.3

年間変動報酬                 

STI非繰延 (80％) 2,980 2,368 2,950 18.2 2,706 14.3 1,184 890 1,172 52.2 1,017 52.5

STI繰延I (10％) 373 296 369 2.3 338 1.8 148 111 146 6.5 127 6.6

STI繰延II (10％) 373 296 369 2.3 338 1.8 148 111 146 6.5 127 6.6

複数年変動報酬                 

LTI 2020 ‒ 2020年

度トランシェ

     581 3.1        

LTI 2020 ‒ 2021年

度トランシェ

    0 13,573 71.5        

LTI 2020 ‒ 2022年

度トランシェ

   10,982 67.6          

LTI 2024 ‒ 2024年

度トランシェ

 4,440       1,668     

LTI 2024 ‒ 2025年

度トランシェ

 5,588        2,220      

業績連動報酬の合

計

9,313 7,400 14,669 90.3 17,538 92.4 3,700 2,780 1,465 65.2 1,271 65.7

合計 10,888 8,845 16,244 100.0 18,983 100.0 4,481 3,445 2,246 100.0 1,936 100.0
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クリスチャン・クラインの再任に当たり、監査役会は同氏の年間目標報酬を8.5百万ユーロから11.5百万ユーロ

へ引き上げることを決議した。同氏の目標給与の調整は、業界ベンチマークの動向に関連するものであり、また同

氏の責任の増大に対応するものである。日割り計算による増額は、2025年11月1日を効力発生日として上表に反映

されている。

 

ドミニク・アサム

(Dominik Asam)

取締役会構成員

 トーマス・ザウアーエッスィヒ

(Thomas Saueressig)

取締役会構成員

単位：千ユーロ 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬

2025

年度

2024

年度

 2025

年度

％ 2024

年度

％  2025

年度

2024

年度

 2025

年度

％ 2024

年度

％

基本年俸 800 800 800 0 31.6 800 24.4 800 800 800 11.4 800 9.7

諸手当1 26 27 26 1.0 27 0.8 18 17 18 0.3 17 0.2

年金関連コミット

メント

240 180 240 9.5 180 5.5       

リプレースメン

ト・アワード

    0        

非業績連動報酬の

合計

 1,066 1,007 1,066 42.1 1,007 30.7 818 817 818 11.6 817 9.9

年間変動報酬                 

STI非繰延 (80％) 1,184 1,592 1,172 46.3 1,819 55.5 1,355 1,280 1,341 19.0 1,463 17.8

STI繰延I (10％) 148 199 146 5.8 227 6.9 169 160 168 2.4 183 2.2

STI繰延II (10％)  148 199 146 5.8 227 6.9 169 160 168 2.4 183 2.2

複数年変動報酬               

LTI 2020 ‒ 2020年

度トランシェ

            230 2.8

LTI 2020 ‒ 2021年

度トランシェ

            0 5,366 65.1

LTI 2020 ‒ 2022年

度トランシェ

            4,550 64.6  

LTI 2024 ‒ 2024年

度トランシェ

 2,932       2,400     

LTI 2024 ‒ 2025年

度トランシェ

 2,220       2,540      

業績連動報酬の合

計

3,700 4,922 1,465 9.0 2,274 12.0 4,234 4,000 6,226 278.0 7,424 383.5

合計 4,766 5,929 2,531 15.6 3,281 17.3 5,052 4,817 7,044 314.5 8,241 425.7

 

　トーマス・ザウアーエッスィヒの再任に当たり、監査役会は同氏の年間目標報酬を4.8百万ユーロから6.2百万

ユーロへ引き上げることを決議した。同氏の目標給与の調整は、業界ベンチマークの動向に関連するものであり、

また同氏の能力および専門性の向上を反映するものである。日割り計算による増額は、2025年11月1日を効力発生

日として上表に反映されている。
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セバスチャン・シュタインハウザー

(Sebastian Steinhaeuser)

取締役会構成員(2025年2月1日から)

 ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤー

(Gina Vargiu-Breuer)

取締役会構成員

単位：千ユーロ 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬

2025

年度

2024

年度

 2025

年度

％ 2024

年度

％  2025

年度

2024

年度

 2025

年度

％ 2024

年度

％

基本年俸 733 733 34.4  800 733 800 31.7 733 34.8

諸手当1 18 18 0.9  23 36 23 0.9 36 1.7

年金関連コミット

メント

220  220 10.3  240 220 240 9.5  

リプレースメン

ト・アワード

0   300 194 7.7

非業績連動報酬の

合計

 972 0 972 45.6   1,063 1,290 1,257 49.8 770 36.5

年間変動報酬                 

STI非繰延 (80％) 937 927 43.5 1,024 937 1,014 40.2 1,071 50.8

STI繰延I (10％) 117  116 5.4   128 117 127 5.0 134 6.3

STI繰延II (10％) 117  116 5.4   128 117 127 5.0 134 6.3

複数年変動報酬                 

LTI 2020 ‒ 2020年

度トランシェ

             

LTI 2020 ‒ 2021年

度トランシェ

               

LTI 2020 ‒ 2022年

度トランシェ

             

LTI 2024 ‒ 2024年

度トランシェ

       1,757   

LTI 2024 ‒ 2025年

度トランシェ

 1,757       1,920      

業績連動報酬の合

計

2,928 0 1,159 6.3   3,200 2,929 1,267 56.6 1,339 69.2

合計 3,900 0 2,131 11.6   4,263 4,219 2,524 112.7 2,109 108.9

 

  取締役会合計

単位：千ユーロ 契約上の報酬 付与済の支払予定報酬

2025

年度

2024

年度

2025

年度

％ 2024

年度

％

基本年俸 5,133 4,033 5,133 15.7 4,033 11.7

諸手当1 183 120 183 0.6 120 0.3

年金関連コミットメント 1,214 730 1,214 3.7 510 1.5

為替レートの変動(ユーロ上限)2 ‒255 41 ‒255 ‒0.8 41 0.1

リプレースメント・アワード 0 300 194 0.6 0 0

非業績連動報酬の合計 6,275 5,224 6,469 19.8 4,704 13.6

年間変動報酬       
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STI非繰延 (80％) 8,664 7,067 8,576 26.2 8,077 23.4

STI繰延I (10％) 1,083

 

883 1,072 3.3 1,010 2.9

STI繰延II (10％) 1,083 883 1,072 3.3 1,010 2.9

複数年変動報酬       

LTI 2020 ‒ 2020年度トランシェ     811 2.3

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ   0 0 18,939 54.8

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ   15,532 47.5  

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ  13,197    

LTI 2024 ‒ 2025年度トランシェ 14,488     

業績連動報酬の合計 25,318 22,031 26,251 80.2 29,846 86.4

合計 31,593 27,255 32,720 100.0 34,550 100.0

1　　保険負担、社用車および航空機の私的利用、転居に係る支払および関連補助、現物支給手当、納税申告書の作成費用の払

戻、ならびに該当地域の条件に即した税金のグロスアップ計算。

2　　固定報酬および年間変動報酬は米ドルにて支払われる。

 

長期インセンティブに関する株式報酬に係る情報

　取締役会構成員は、LTI2024に基づき発行された単元株式を受領し、現在保有しまたは過去に保有しており、ま

たLTI2020に基づき発行された単元株式を現在保有しまたは過去に保有していた。当該プログラムの条件および詳

細については、連結財務諸表に対する注記(B.3)を参照のこと。

 

取締役会構成員の保有状況

   2025年

1月1日

年度内  2025年

12月31日

数量：単元

株式数

明細 付与日 残高 付与分 行使分(E)/ 調整分

(A)/ 失効分(F)

残高 うち保有期間の定

めがあるもの
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クリスチャ

ン・クライ

ン

(CEO)

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2025年5月9日 0 6,209 0  6,209 6,209

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2025年5月9日 0 10,349 0  10,349 10,349

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2025年5月9日 0 4,139 0  4,139 4,139

        
LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2024年3月12日 8,168 0 0  8,168 8,168

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2024年3月12日 13,613 0 0  13,613 13,613

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2024年3月12日 5,445 0 0  5,445 5,445

        
LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2023年3月24日 16,726 0 0  16,726 16,726

LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2023年3月24日 16,726 0 0  16,726 16,726

LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ RSU

2023年3月24日 16,726 0 0  16,726 16,726

        
LTI 2020 ‒ 2022年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2022年3月28日 17,197 0 8,599 A 25,796 25,796

LTI 2020 ‒ 2022年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2022年3月28日 17,197 0 952 A 18,149 18,149

LTI 2020 ‒ 2022年度

トランシェ ‒ RSU

2022年3月28日 17,197 0 0  17,197 17,197

        
LTI 2020 ‒ 2021年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2021年3月22日 25,845 0 ‒25,845 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2021年3月22日 20,707 0 ‒20,707 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度

トランシェ ‒ RSU

2021年3月22日 17,230 0 ‒17,230 E 0 0
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ムハンマ

ド・アラム

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2025年5月9日 0 2,467 0  2,467 2,467

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2025年5月9日 0 4,111 0  4,111 4,111

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2025年5月9日 0 1,645 0  1,645 1,645

        
LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2024年4月2日 3,068 0 0  3,068 3,068

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2024年4月2日 5,114 0 0  5,114 5,114

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2024年4月2日 2,046 0 0  2,046 2,046

         

ドミニク・

アサム

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2025年5月9日 0 2,467 0  2,467 2,467

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2025年5月9日 0 4,111 0  4,111 4,111

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2025年5月9日 0 1,645 0  1,645 1,645

        
LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2024年3月12日 5,394 0 0  5,394 5,394

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2024年3月12日 8,990 0 0  8,990 8,990

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2024年3月12日 3,596 0 0  3,596 3,596

        
LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2023年3月24日 8,073 0 0  8,073 8,073

LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2023年3月24日 8,073 0 0  8,073 8,073

LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ RSU

2023年3月24日 8,073 0 0  8,073 8,073

         

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

117/399



トーマス・

ザウアー

エッスィヒ

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2025年5月9日 0 2,823 0  2,823 2,823

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2025年5月9日 0 4,705 0  4,705 4,705

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2025年5月9日 0 1,882 0  1,882 1,882

        
LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2024年3月12日 4,415 0 0  4,415 4,415

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2024年3月12日 7,358 0 0  7,358 7,358

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2024年3月12日 2,943 0 0  2,943 2,943

        
LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2023年3月24日 8,515 0 0  8,515 8,515

LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2023年3月24日 8,515 0 0  8,515 8,515

LTI 2020 ‒ 2023年度

トランシェ ‒ RSU

2023年3月24日 8,515 0 0  8,515 8,515

        
LTI 2020 ‒ 2022年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2022年3月28日 7,125 0 3,563 A 10,688 10,688

LTI 2020 ‒ 2022年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2022年3月28日 7,125 0 394 A 7,519 7,519

LTI 2020 ‒ 2022年度

トランシェ ‒ RSU

2022年3月28日 7,125 0 0  7,125 7,125

        
LTI 2020 ‒ 2021年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2021年3月22日 10,217 0 ‒10,217 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2021年3月22日 8,186 0 ‒8,186 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度

トランシェ ‒ RSU

2021年3月22日 6,811 0 ‒6,811 E 0 0
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セバスチャ

ン・シュタ

インハウ

ザー

(2025年2月1

日から)

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2025年5月9日 0 1,952 0  1,952 1,952

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2025年5月9日 0 3,254 0  3,254 3,254

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2025年5月9日 0 1,302 0  1,302 1,302

         

ジーナ・

ヴァル

ギュー＝ブ

ロイヤー

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2025年5月9日 0 2,133 0  2,133 2,133

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2025年5月9日 0 3,556 0  3,556 3,556

LTI 2024 ‒ 2025年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2025年5月9日 0 1,422 0  1,422 1,422

        
LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 市場

PSU

2024年3月12日 3,233 0 0  3,233 3,233

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ 財務

PSU

2024年3月12日 5,388 0 0  5,388 5,388

LTI 2024 ‒ 2024年度

トランシェ ‒ ESG

PSU

2024年3月12日 2,155 0 0  2,155 2,155

         

合計   342,830 60,172 ‒75,488  327,514 327,514

 

主たる要件

明細 付与日
付与時の価格

(ユーロ)

付与日における
公正価値
(ユーロ)

業績期間終了 確定期間終了 支払

LTI 2024 ‒ 2025年度トランシェ ‒

財務PSU

2025年

5月9日
269.98

254.98 2027年12月

2028年

12月31日
2029年5月

LTI 2024 ‒ 2025年度トランシェ ‒

市場PSU
303.31 2028年2月

LTI 2024 ‒ 2025年度トランシェ ‒

ESG PSU
254.98 2027年12月

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

財務PSU

2024年

3月12日

163.08

165.71

2026年12月

2027年

12月31日
2028年5月

2024年

4月2日
166.25

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

市場PSU

2024年

3月12日

2024年

4月2日

201.42

2027年2月

202.37

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

ESG PSU

2024年

3月12日

2024年

4月2日

165.71

2026年12月

166.25
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LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

財務PSU

2023年

3月24日
109.61

105.81 2025年12月

2026年

12月31日
2027年5月

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

市場PSU
130.56 2026年2月

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

RSU
105.81 NA

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

財務PSU

2022年

3月28日
106.61

96.84 2024年12月

2025年

12月31日
2026年5月

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

市場PSU
108.20 2025年2月

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

RSU
96.84 NA

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

財務PSU

2021年

3月22日
106.41

100.28 2023年12月

2024年

12月31日
2025年5月

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

市場PSU
115.19 2024年2月

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

RSU
100.28 NA
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業務終了手当

通常の業務終了保証

年金関連コミットメント

クリスチャン・クライン、ドミニク・アサム、セバスチャン・シュタインハウザーおよびジーナ・ヴァルギュー

＝ブロイヤーは、自身の年金引当金として使用することのできる現金手当というかたちで年に一度支払を受ける。

取締役会構成員が年度の途中で当社に入社または当社を退社した場合、年払の現金手当は日割り計算において付与

される。

取締役会構成員は、当該現金手当の全部または一部をSAP SEの従業員拠出型年金制度に対して払い込むことがで

きる。クリスチャン・クライン、セバスチャン・シュタインハウザーおよびジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤーは

全額を払い込むことを選択した。当該オプションにおいては、支払総額と引き換えに、60歳または62歳の時点で退

職金として支払われる企業年金手当に対する権利が与えられる。

2023年度にトーマス・ザウアーエッスィヒは、確定拠出型である年金制度のままとすることを選択した。拠出額

は、ドイツの法定年金保険向けに設定されている基準以下の年金受給対象収入の4％に、当該基準を上回る年金受

給対象収入の14％を加算した額である。当該計算において、年金受給対象収入とは基本年俸の180％を指す。適用

基準は、法定年金保険向けの年収基準である。当該制度の下、同氏には退職年金および障害年金、ならびに同氏の

配偶者が遺族となった場合のための寡婦年金に対する権利が与えられる。

ムハンマド・アラムについては、当社が第三者の幹部向け資本蓄積制度に対する拠出を行っている。当社の拠出

額は、ムハンマド・アラムが当該繰延報酬制度に対して払い込んでいる金額に対応している。

 

現役取締役会構成員の年金に係る権利

単位：千ユーロ 勤務費用 確定給付債務(DBO) 制度資産 確定給付負債(資産)の純額

2025年度 2024年度 2025年

12月31日

2024年

12月31日

2025年

12月31日

2024年

12月31日

 2025年

12月31日

2024年

12月31日

クリスチャン

・クライン (CEO)1
0

 

 0

 

 401

 

 452

 

 1,305

 

 1,275

 

 -904

 

 -823

 

ドミニク・アサム1 0

 

 71

 

 78

 

 99

 

 204

 

 203

 

 -125 -104

 

トーマス

・ザウアーエッスィヒ1
77

 

 74

 

 393

 

 397

 

 993

 

 801

 

 -600

 

 -404

 

合計 77

 

 145

 

 872

 

 948

 

 2,501

 

 2,279

 

 -1,629

 

 -1,331

 

1　　かかる値は、取締役会構成員向けの退職年金制度に基づく年金受給額を反映したものである。ジーナ・ヴァルギュー＝ブ

ロイヤーおよびセバスチャン・シュタインハウザーは、退職年金制度に一度も加入していないため、上表に含まれていな

い。

 

元取締役会構成員の年金に係る権利

単位：千ユーロ 年金支払 確定給付債務(DBO) 制度資産 確定給付負債(資産)の純額

2025年度 2024年度 2025年

12月31日

2024年

12月31日

2025年

12月31日

2024年

12月31日

2025年

12月31日

2024年

12月31日

アデア・フォック

ス・マルティン

(2021年6月30日まで)

 

0 0 403 414 787 768 -384 -354

ベルント・ロイケル

ト

(2019年3月31日まで)

 

0 0 588 626 1,188 1,159 -601 -533

ルカ・ムシッチ

(2023年3月31日まで)
 

0 0 663 727 1,414 1,382 -751 -655

ユルゲン・ミュラー

(2024年9月30日まで)
 

0 0 211 239 816 797 -605 -558

ゲラルド・オズワル

ド

(2016年12月31日ま

で)

 

400 400 5,993 6,594 6,244 6,421 -251 172

ハッソ・プラット

ナー

(2004年1月31日まで)

 

398 377 3,936 4,927 4,612 4,108 -676 819
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ステファン・ライズ

(2020年5月31日まで)
 

0 0 354 370 713 696 -359 -326

サビーヌ・ベン

ディック

(2023年12月31日ま

で)

 

0 0 245 258 491 488 -246 -230

合計  797 777 12,393 14,153 16,265 15,819 -3,872 -1,665

 

契約後競業禁止条項

各取締役会構成員の契約には12ヶ月間の契約後競業禁止条項が含まれている。当該競業禁止期間中、取締役会構

成員は、構成員としての平均契約報酬額の50％に相当する抑止支払金を受領する。当該平均は直前3年間の契約報

酬に基づき算出される。取締役会構成員につき発生したその他一切の業務上の収入は、当該構成員の報酬から控除

される。ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード（GCGC）に基づき、監査役会は当該抑止支払金と退職金を相

殺する。

以下の表は、契約後競業禁止抑止支払金の仮定上の純現在価値を表している。当該計算は以下を前提としてい

る。

・　取締役会構成員がそれぞれ現在の契約期間満了時に当社を退職すること。

・　退職前の最終平均契約報酬額が2025年度報酬と同額であること。

契約後の競合禁止に係る実際の支払額は、退職時期ならびに退職時の報酬水準および目標達成率により、これら

とは異なる金額となる可能性が高い。

 

契約後競業禁止抑止支払金の純現在価値

単位：千ユーロ  契約満了日 割引率(％) 純現在価値

クリスチャン・クライン(CEO)  2030年4月30日 3.22 7,081

ムハンマド・アラム  2027年3月31日 2.53 1,089

ドミニク・アサム  2028年3月6日 2.64 1,196

トーマス・ザウアーエッスィヒ  2028年10月31日 2.99 3,240

セバスチャン・シュタインハウザー(2025年2月1日から)  2028年1月31日 2.59 1,010

ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤー  2027年1月31日 2.46 1,229

合計    14,844

 

早期業務終了保証

退職金

全取締役会構成員との間の契約には、任期満了前に業務を終了した場合（例えば、取締役の選任が当社により理

由なく取消された場合、役員が就業不能になった場合、または支配権の変更に伴う場合）、SAP SEは当該構成員に

対し、残りの全任期に対する報酬目標の残部分を、早期支払に伴う適切な減額を行った上で支払う旨規定されてい

る。GCGC第G.13条に基づき、早期業務終了の場合の取締役会構成員に対する支払額は、合計年間報酬の2倍を超え

てはならない。合計年間報酬は、基本年俸および2つの業績連動要素により構成される個別の合計目標報酬として

定義される。当社における取締役会構成員としての役務の提供期間が1年未満である場合、監査役会は、当該構成

員が当該退職金の支払を受ける権利を有しない旨、決定する場合がある。

取締役会構成員の取締役会への任用が、組織変更もしくは再編または支配権の変更のため、またはそれらの結

果、終了しまたは打ち切られた場合、SAP SEおよび各取締役会構成員は、当該事由の発生後8週間以内に、6ヶ月前

の通知を行うことにより雇用契約を終了させる権利を有する。以下の場合、支配権の変更が生じたとみなされる。

・　第三者がドイツ有価証券取得および買収法に基づきSAP SE株主に対して強制的な買収の申入れを行わなけれ

ばならない場合

・　SAP SEが他の会社と合併し従属会社になる場合

・　SAP SEを従属会社として支配権移転契約または利益移転契約が締結された場合
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取締役会構成員の契約は、支配権の変更に関連して当該構成員のSAP SE取締役会構成員としての選任が取消され

た場合も、任期満了を待たずして終了し得る。

 

契約後競業禁止条項

前述の契約後競業禁止期間に係る抑止報酬は、契約の早期終了の際も支払われる。

 

恒久的な障害

取締役構成員が恒久的な障害を負った場合、当該取締役会構成員の契約は、恒久的に職務を行えないと判断され

た四半期の末日付で終了する。当該取締役会構成員は、かかる恒久的な障害があると判断された日からさらに12ヶ

月間にわたり月額基本給与を受領する。

 

元取締役会構成員に対する2025年度の報酬

単位：千ユーロ LTI 2020 - 2022年度トランシェ

サビーヌ・ベンディック(2023年12月31日まで)  2,748

 

ルカ・ムシッチ(2023年3月31日まで)  1,803

 

ユルゲン・ミュラー(2024年9月30日まで)  2,984

 

スコット・ラッセル(2024年8月31日まで)  3,794

 

ジュリア・ホワイト(2024年8月31日まで)  4,659

 

元取締役会構成員の2025年度におけるLTI保有状況

   

2025年

1月1日 年度内 

2025年

12月31日
 

数量：単元株式数 明細 付与日 残高

行使分(E)/

調整分(A)/

失効分(F)

残高
うち保有期間の

定めがあるもの

サビーヌ・ベン

ディック

(2023年12月31日ま

で)

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

市場PSU

2023年3月24日

 

1,652

 

0  1,652

 

1,652

 

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

財務PSU

2023年3月24日

 

1,652 0  1,652

 

1,652

 

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

RSU

2023年3月24日 1,652 0  1,652 1,652

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

市場PSU

2022年3月28日

 

4,303 2,152 A 6,455 6,455

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

財務PSU

2022年3月28日

 

4,303 238 A 4,541 4,541

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

RSU

2022年3月28日

 

4,303 0  4,303 4,303

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

市場PSU

2021年3月22日

 

11,883 ‒11,883

 

E 0

 

0

 

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

財務PSU

2021年3月22日

 

9,521 ‒9,521

 

E 0

 

0

 

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

RSU

2021年3月22日

 

7,922 ‒7,922 E 0

 

0

 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

123/399



ルカ・ムシッチ

(2023年3月31日ま

で)

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

市場PSU

2023年3月24日 543 0  543 543

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

財務PSU

2023年3月24日 543 0  543 543

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

RSU

2023年3月24日 543 0  543 543

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

市場PSU

2022年3月28日 2,824 1,412 A 4,236 4,236

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

財務PSU

2022年3月28日 2,824 156 A 2,980 2,980

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

RSU

2022年3月28日 2,824 0  2,824 2,824

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

市場PSU

2021年3月22日 7,307 ‒7,307

 

E

 

0

 

0

 

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

財務PSU

2021年3月22日 5,854 ‒5,854

 

E

 

0

 

0

 

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

RSU

2021年3月22日 4,871 ‒4,871

 

E 0

 

0

 

ユルゲン・ミュラー

(2024年9月30日ま

で)

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

市場PSU

2024年3月12日 662

 

0

 

 662

 

662

 

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

財務PSU

2024年3月12日 1,104

 

0

 

1,104 1,104

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

ESG PSU

2024年3月12日 442

 

0

 

442 442

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

市場PSU

2023年3月24日 2,892 0  2,892 2,892

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

財務PSU

2023年3月24日 2,892 0  2,892 2,892

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

RSU

2023年3月24日 2,892 0  2,892 2,892

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

市場PSU

2022年3月28日 4,672 2,336 A 7,008 7,008

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

財務PSU

2022年3月28日 4,672 259 A 4,931 4,931

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

RSU

2022年3月28日 4,672 0  4,672 4,672

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

市場PSU

2021年3月22日 9,574 ‒9,574 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

財務PSU

2021年3月22日 7,671 ‒7,671 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

RSU

2021年3月22日 6,382 ‒6,382 E 0 0

スコット・ラッセル

(2024年8月31日ま

で)

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

市場PSU

2024年3月12日 1,005 0  1,005 1,005

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

財務PSU

2024年3月12日 1,675 0  1,675 1,675

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

ESG PSU

2024年3月12日 670 0  670 670

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

市場PSU

2023年3月24日 3,613 0  3,613 3,613

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

財務PSU

2023年3月24日 3,613 0  3,613 3,613

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

RSU

2023年3月24日 3,613 0  3,613 3,613

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

市場PSU

2022年3月28日 5,941 2,971 A 8,912 8,912

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

財務PSU

2022年3月28日 5,941 329 A 6,270 6,270

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

RSU

2022年3月28日 5,941 0  5,941 5,941

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

市場PSU

2021年3月22日 11,232 ‒11,232 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

財務PSU

2021年3月22日 8,999 ‒8,999 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

RSU

2021年3月22日 7,488 ‒7,488 E 0 0
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ジュリア・ホワイト

(2024年8月31日ま

で)

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

市場PSU

2024年3月12日 676 0  676 676

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

財務PSU

2024年3月12日 1,126 0  1,126 1,126

LTI 2024 ‒ 2024年度トランシェ ‒

ESG PSU

2024年3月12日 450 0  450 450

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

市場PSU

2023年3月24日 3,120 0  3,120 3,120

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

財務PSU

2023年3月24日 3,120 0  3,120 3,120

LTI 2020 ‒ 2023年度トランシェ ‒

RSU

2023年3月24日 3,120 0  3,120 3,120

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

市場PSU

2022年3月28日 7,296 3,648 A 10,944 10,944

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

財務PSU

2022年3月28日 7,296 404 A 7,700 7,700

LTI 2020 ‒ 2022年度トランシェ ‒

RSU

2022年3月28日 7,296 0  7,296 7,296

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

市場PSU

2021年3月22日 11,925 ‒11,925 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

財務PSU

2021年3月22日 9,554 ‒9,554 E 0 0

LTI 2020 ‒ 2021年度トランシェ ‒

RSU

2021年3月22日 7,950 ‒7,950 E 0 0

合計   246,511

 

‒114,228

 

 132,283

 

132,283
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取締役会：その他の情報

当社は、2025年度またはその前年度において、当社の取締役会の構成員に対し報酬の前払または信用の供与を

行っておらず、また当該構成員のための融資契約も締結していない。

SAP SEおよびドイツその他の場所に所在する関連会社は、第三者からの請求に関して、それぞれの取締役および

役員が損害を被らないよう、法律が許容する範囲においてこれらの者に対する補償を行っている。これを目的とし

て、当社は取締役および役員（D&O）グループ賠償責任保険を維持している。この保険は、年間契約であり、毎年

更新される。当該保険は、経営上の作為および不作為に起因する金銭的損失について、被保険者グループの個人的

責任を補償する。現在のD&O保険には、AktG第93条(2)項により義務付けられているとおり、SAP SEの取締役会構成

員個人の免責金額が含まれている。

 

監査役会構成員の報酬

報酬システム

監査役会構成員の報酬は、当社の通常定款第16条に準拠する。監査役会議長に対して支払われる報酬を調整する

ため、同条は、2024年5月15日に開催された年次株主総会における決議により改正された。

監査役会の各構成員は、当該構成員の支払った費用の償還に加え、年間基本報酬165,000ユーロを受領する。議

長に対しては年間600,000ユーロ、副議長に対しては年間220,000ユーロが支払われる。さらに、当社は監査役会構

成員がその報酬について支払う付加価値税も償還する。

監査役会構成員は、追加の年間固定報酬として、監査・コンプライアンス委員会の委員を務めた場合には50,000

ユーロを、その他の監査役会委員会の委員を務めた場合には当該年度中に同委員会が開催されることを条件として

35,000ユーロを受領する。監査・コンプライアンス委員会の委員長は95,000ユーロを、その他委員会の委員長は

50,000ユーロを受領する。委員会につき副委員長が任命された場合、当該副委員長は年間43,500ユーロを受領し、

監査・コンプライアンス委員会の副委員長については年間72,500ユーロを受領する。ただし、監査役会の議長は、

委員会の委員長または委員を務める場合であっても、追加の報酬を一切受領しない。固定報酬は、年度終了後に支

払われる。

監査役会が代表社外役員を任命した場合、当該代表社外役員は基本報酬および委員会の委員としての報酬に加

え、年間50,000ユーロの報酬を受領する。

在任期間が一事業年度に満たない監査役会構成員は、役務の提供を開始した月から毎月、年間報酬の12分の1を

受領する。これは、議長および副議長について増額される報酬、委員会の委員長、副委員長（いる場合）および委

員に対する報酬、ならびに代表社外役員に対する追加報酬にも適用される。

 

2025年度の監査役会構成員の報酬

単位：千ユーロ 2025年度 2024年度

固定報酬 合計に占め

る割合(％)

委員会業

務に対す

る報酬

合計に占

める割合

(％)

合計 固定報酬 合計に占め

る割合(％)

委員会業務

に対する報

酬

合計に

占める

割合

(％)

合計

ペッカ・アラ・ピエティラ名

誉博士

(Dr. h. c. mult. Pekka Ala-

Pietilä)

(2024年5月15日から議長)

600

 

100

 

0 0 600

 

400

 

100 0 0 400

ハッソ・プラットナー教授／

名誉博士

(Prof. Dr. h.c. mult. Hasso

Plattner)

(2024年5月15日まで議長)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

115

 

64

 

65

 

36

 

179

 

ラース・ラマデ

(Lars Lamadé)

(副議長)

220

 

76

 

70

 

24

 

290

 

220

 

69

 

99

 

31

 

319
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マニュエラ・アッシュ・ホル

スタイン

(Manuela Asche-Holstein)

(2024年5月15日まで)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

69

 

58

 

50

 

42

 

119

 

ヤクブ・チェルニー

(Jakub Černý)

(2024年5月15日から)

165

 

70

 

70

 

30 235

 

110

 

70 47 30 157

パスカル・ドゥマ

(Pascal Demat)

(2024年5月15日から)

165 70

 

70

 

30 235

 

110 70 47 30 157

アイチャ・エバンズ

(Aicha Evans)

165 58

 

120

 

42

 

285

 

165

 

54

 

139

 

46

 

304

 

アンドリアス・ハーン

(Andreas Hahn)

(2024年5月15日から)

165 70

 

70

 

30 235

 

110

 

70 47 30 157

ラルフ・ハーブリッヒ教授／

博士

(Prof. Dr. Ralf Herbrich)

(2024年5月15日から)

165 70

 

70

 

30 235

 

110 70 47 30 157

マルグレート・クライン・メ

イガー

(Margret Klein-Magar)

165

 

66

 

85

 

34

 

250

 

165 62

 

100

 

38

 

265

 

モニカ・コヴァーチカ・ディ

ミトローヴァ

(Monika Kovachka-Dimitrova)

(2024年5月15日まで)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

69 61

 

44

 

39

 

112

 

ピーター・ラングラー

(Peter Lengler)

(2024年5月15日まで)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

69 52

 

65 48

 

133

 

ジェニファー・シンヂウ・

リー

(Jennifer Xin-Zhe Li)

165

 

56

 

130

 

44

 

295

 

165 56

 

130

 

44

 

295

 

チー・ルー博士

(Dr. Qi Lu)

165

 

83

 

35

 

18 200

 

165

 

72

 

64

 

28

 

229

 

セサル・マルティン

(César Martin)

(2024年5月15日から)

165

 

66

 

85

 

34 250

 

110

 

66

 

57

 

34

 

167

 

ゲラルド・オズワルド

(Gerhard Oswald)

165

 

58

 

120

 

42

 

285

 

165 51

 

155

 

49 320

 

クリスティーネ・レギッツ

(Christine Regitz)

(2024年5月15日まで)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

69 59

 

47

 

41

 

116

 

パニー・レンジェン名誉博士

(Dr. h. c. Punit Renjen)

(2024年5月15日まで)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

92

 

75

 

31

 

25

 

122

 

フリーデリーケ・ローチュ博

士

(Dr. Friederike Rotsch)

165

 

43

 

220

 

57

 

385

 

165

 

40

 

244

 

60

 

409

 

ニコラ・サバティエ

(Nicolas Sabatier)

(2024年5月15日から)

165

 

70

 

70

 

30

 

235

 

110 70 47 30 157

エーバーハルト・シック博士

(Dr. Eberhard Schick)

(2024年5月15日から)

165

 

66

 

85

 

34

 

250

 

110 66 57 34 167

ハイケ・ステック

(Heike Steck)

(2024年5月15日まで)

NA NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

69

 

54

 

58

 

46

 

127

 

ヘルムート・ステンゲル

(Helmut Stengele)

(2024年5月15日まで)

NA NA

 

NA NA NA

 

69

 

100

 

0

 

0

 

69

 

ニーナ・シュトラスナー

(Nina Straßner)

(2024年5月15日から)

165

 

58

 

120

 

42

 

285

 

110 58

 

80

 

42 190

ルーベン・ウェストファール

博士

(Dr. Rouven Westphal)

165 58

 

120

 

42

 

285

 

165

 

54

 

143

 

46

 

308

 

グンナー・ウィーデンフェル

ス博士

(Dr. Gunnar Wiedenfels)

165 56

 

131

 

44

 

296

 

165

 

53

 

147

 

47

 

312

 

ジェームズ・ライト

(James Wright)

(2024年5月15日まで)

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

NA

 

69

 

52

 

65

 

48

 

133
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合計 3,460 1,671

 

 5,131

 

3,507

 

 2,071

 

 5,579

 

 

当社は2025年度中、監査役会構成員より2,129,000ユーロ（2024年度：1,987,000ユーロ）に相当する役務の提供

を受けた（監査役会の従業員代表が、当社の従業員としての権限において提供した役務を含む。）。

 

監査役会の長期インセンティブ

当社は、監査役会の職務について、監査役会構成員に対し株式報酬を提供していない。従業員選任構成員が報奨

として受領した株式報酬は、当該構成員の当社従業員としての地位に基づくものであり、監査役会における職務に

基づくものではない。

 

監査役会：その他の情報

2023年度に当社は、SAPフレックス・ローン・プログラム内のローンを従業員に対して付与したが、その後2024

年度に従業員代表として監査役会に加入した従業員に対する付与額は5,000ユーロであった。

当該ローン以外に、当社は、2025年度またはその前年度に、当社の監査役会の構成員に対して報酬の前払または

信用の供与を行っておらず、また当該構成員のための融資契約も締結していない。

法律が許容する範囲内において、当社は、第三者からの請求に対し、監査役会構成員に対する補償を行い、かつ

彼らに損害を被らせない。これを目的として、当社は取締役および役員（D&O）グループ賠償責任保険を維持して

いる。当社定款に基づき、当該保険契約に係る保険料は当社が支払っている。

 

報酬および当社の業績の変動に係る比較情報

　以下の表は、現役取締役会・監査役会構成員および元取締役会・監査役会構成員の報酬ならびに当社の全従業員

（正規職員相当従業員）の平均報酬の相対的変動、ならびに収益に係る特定指標の前年比増減を開示するものであ

る。取締役会構成員の付与済の支払予定報酬は、AktG第162条に従って表示されている。

　従業員の平均報酬に係る情報は、各年度の正規職員相当従業員の平均人数に基づくものである。従業員の平均報

酬には、給与、諸手当、雇用主負担の社会保険料、ならびに当該事業年度に起因する短期および長期変動報酬要素

に係る人件費が含まれる。すなわち、従業員の報酬もAktG第162条の意味するところの付与済の支払予定報酬に相

当するため、取締役会および監査役会の報酬の定義に沿ったものとなっている。

 

2020年度と

比較した

2021年度

2021年度と

比較した

2022年度

2022年度と

比較した

2023年度

2024年度 2023年度と

比較した

2024年度

2025年度 2024年度と

比較した

2025年度

変動率(％) 変動率(％) 変動率(％) 千ユーロ 変動率(％) 千ユーロ 変動率(％)

現役監査役会構成員       

ペッカ・アラ・ピエティラ名誉

博士

(2002年5月3日から2021年5月12

日まで監査役会構成員、2024年5

月15日から議長)

-58 NA NA 400 NA 600 50

ラース・ラマデ

(2022年1月1日から副議長)

6 64 0 319 -2 290 -9

ヤクブ・チェルニー

(2024年5月15日から)

NA NA NA 157 NA 235 50

パスカル・ドゥマ

(2024年5月15日から)

NA NA NA 157 NA 235 50

アイチャ・エバンズ 6 52 0 304 -5 285 -6

アンドリアス・ハーン

(2024年5月15日から)

NA NA NA 157 NA 235 50

ラルフ・ハーブリッヒ教授／博

士

(2024年5月15日から)

NA NA NA 157 NA 235 50
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マルグレート・クライン・メイ

ガー

(2021年12月31日まで副議長)

4 10 0 265 ‒7 250 -6

ジェニファー・シンヂウ・リー

(2022年5月18日から)

NA NA 63 295 0 295 0

セサル・マルティン

(2024年5月15日から)

NA NA NA 167 NA 250 50

チー・ルー博士

(2020年12月21日から)

1,288 41 0 229 ‒15 200 -13

ゲラルド・オズワルド ‒3 24 16 320 0 285 -11

フリーデリーケ・ローチュ博士 8 44 15 409 6 385 -6

ニコラ・サバティエ

(2024年5月15日から)

NA NA NA 157 NA 235 50

エーバーハルト・シック博士

(2024年5月15日から)

NA NA NA 167 NA 250 50

ニーナ・シュトラスナー

(2024年5月15日から)

NA NA NA 190 NA 285 50

ルーベン・ウェストファール博

士

(2021年5月12日から)

NA 133 -4 308 0 285 -8

グンナー・ウィーデンフェルス

博士

0 52 -3 312 4 296 -5

現役取締役会構成員       

クリスチャン・クライン(CEO) 425 -20 53 18,983 165 16,244 -14

ムハンマド・アラム

(2024年4月1日から)

NA NA NA 1,936 NA 2,246 16

ドミニク・アサム

(2023年3月7日から)

NA NA NA 3,281 -17 2,531 -23

トーマス・ザウアーエッスィヒ 307 -41 109 8,241 128 7,044 -15

セバスチャン・シュタインハウ

ザー

(2025年2月1日から)

NA NA NA NA NA 2,131 NA

ジーナ・ヴァルギュー＝ブロイ

ヤー

(2024年2月1日から)

NA NA NA 2,109 NA 2,524 20

元監査役会構成員       

ハッソ・プラットナー教授／名

誉博士

(2024年5月15日まで議長)

1 27 ‒2 179 ‒58 NA NA

マニュエラ・アッシュ・ホルス

タイン

(2021年7月8日から2024年5月15

日まで)

NA 200 11 119 ‒58 NA NA

モニカ・コヴァーチカ・ディミ

トローヴァ

(2024年5月15日まで)

1 42 0 113 ‒58 NA NA

ゲッシェ・ユースト教授／博士

(2023年5月11日まで)

0 26 ‒58 NA NA NA NA

ピーター・ラングラー

(2021年8月10日から2024年5月15

日まで)

NA 255 0 133 ‒53 NA NA

クリスティーネ・レギッツ

(2024年5月15日まで)

5 34 0 116 ‒58 NA NA

パニー・レンジェン名誉博士

(2023年5月11日から2024年5月15

日まで)

NA NA NA 122 ‒44 NA NA

ハイケ・ステック

(2024年5月15日まで)

9 32 0 127 ‒53 NA NA

ヘルムート・ステンゲル

(2021年10月29日から2024年5月

15日まで)

NA 300 0 69 ‒58 NA NA

ジェームズ・ライト

(2024年5月15日まで)

0 40 0 133 ‒53 NA NA

元取締役会構成員       

サビーヌ・ベンディック

(2023年12月31日まで)

NA ‒65 43 6,241 209 2,748 ‒56

ルカ・ムシッチ

(2023年3月31日まで)

127 ‒25 258 4,041 ‒65 1,803 ‒55

ユルゲン・ミュラー

(2024年9月30日まで)

307 10 14 7,144 96 2,984 ‒58
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ゲラルド・オズワルド

(2016年12月31日まで)

0 0 10 400 6 400 0

スコット・ラッセル

(2024年8月31日まで)

NA 2 35 21,459 598 3,794 ‒82

ジュリア・ホワイト

(2024年8月31日まで)

NA ‒45 12 17,103 569 4,659 ‒73

収益に係る指標1        

SAPグループの総収益

(IFRS)(単位：百万ユーロ)

2 11 6 34,176 10 36,800 8

SAP SEの総収益

(ドイツ商法) (単位：百万ユー

ロ)

5 16 7 21,412 13 22,914 7

SAPグループの営業利益

(非IFRS) (単位：百万ユーロ) 2
‒1 ‒2 9 8,153 25 10,419 28

SAP SEの純利益

(ドイツ商法) (単位：百万ユー

ロ)

8 ‒29 149 366 ‒92 7,107 1,842

SAPグループ従業員の

平均年間報酬3
13 4 12 184 18 146 ‒21

1　 継続および終了事業による2020年度のSAPグループ（非IFRS）。

2　 2023年度統合報告書において公表された非IFRS測定基準に基づく、2020年度から2022年度の営業利益（非IFRS）。

3　 2024年度の平均値は2024年度のトランスフォーメーション・プログラムに伴う31億ユーロのリストラクチャリング費用の

影響を受けた。当該影響を除いた場合、従業員の平均年間報酬は、2023年度と比較した2024年度は1％増加し、2024年度と

比較した2025年度は6％減少したこととなる。
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（３）【監査の状況】

(1) 監査役会の活動状況

当事業年度中の監査役会の活動状況は、以下のとおりであった。監査役会の組織、構成員および手続について

は、「第1　1　(2)　提出会社の定款等に規定する制度」および「第5　3　(2)　役員の状況」を参照のこと。

 

監査役会と取締役会との連携

当事業年度中、SAP SEの監査役会は、法令および当社の定款により監査役会に課されている職務を遂行した。監

査役会は、当社の運営について取締役会に対し継続的にアドバイスを行い、当社のマネジメント業務の精査および

監督を行った。

監査役会は、取締役会構成員から口頭および文書の両方にて、取締役会から定期的に完全かつタイムリーな報告

を受けた。また、監査役会およびその様々な委員会も社内の上級役員とも定期的に交流をはかった。これにより、

監査役会は、会合の開催されていない期間中であっても、当社の戦略、計画、業績、リスク、リスク管理、コンプ

ライアンス（すなわち法令、当社の定款および社内方針の遵守）、ならびに当社にとって特に重要な取引につい

て、常に最新情報を把握することができた。取締役会は、当該報告において、監査役会に対し、特に計画または目

標から逸脱した事業およびその理由を説明した。監査役会は、取締役会が提供した情報が妥当であったと納得する

ために、取締役会の報告について質問および追及を行った。監査役会が取締役会から受領した情報は、監査役会の

要求を十分に満たしていた。

監査役会の議長とCEOは、監査役会の議長がすべての重大な事象について常に遅滞なく情報を知らされるよう

に、定期的に連絡を取った。さらに、監査役会の議長とCEOは、当社の戦略、業績、リスクの状況、リスク管理お

よびコンプライアンスについて、定期的に協議した。

法令、定款、または監査役会の承認を必要とする当社の取引一覧に従って監査役会の承認が必要であったことを

理由として監査役会に提出された取引は、取締役会との詳細な検討および協議の後に監査役会に承認された。

 

投資家との対話

監査役会の議長および代表社外役員は、当社の戦略および監査役会の重要な決定事項について説明し、投資家の

フィードバックを得るために、定期的に投資家と会合を行っている。協議されるトピックは、年次総会に先立ち、

監査役会の議長からの書簡により定期的に公表されている。

これらの協議は、2025年は主に当社の戦略、人工知能、コンプライアンス問題に関して当社が米国司法省と合意

に達した和解契約の条件、取締役会の後任の計画、多様性、取締役会の報酬、および年次総会の形式に焦点を当て

た。

 

監査役会の会合および決議

当事業年度中、SAP SEの監査役会は、通常会合を4回、臨時会合を1回開催し、当社に関わる事項について審議

し、決議した。監査役会の全体会および委員会は、対面会議、ビデオ会議もしくは電話会議またはほとんどの構成

員が対面で参加し、残りの構成員はオンラインで参加するハイブリッド会議で開催された。監査役会は、これらの

会合以外では、合計12個の決議案を書面投票により採決した。以下の表は、対象年度に開催された監査役会の全体

総会および委員会への各構成員の出席の概観を示している。この項は、監査役会およびその委員会の会合がいずれ

の形式で開催されたかを示す表も含む。

 

当事業年度における当社の監査役会構成員の会合出席状況

 全体総会 委員会 全会合

監査役会構成員 開催回数 出席回数 開催回数 出席回数 開催回数 出席回数 出席率
(%)
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ペッカ・アラ・ピエティラ名誉
博士

(Dr. h. c. mult. Pekka Ala-

Pietilä)

5 5 17 17 22 22 100%

ヤクブ・チェルニー

(Jakub Černý)

5 5 11 11 16 16 100%

パスカル・ドゥマ

(Pascal Demat)

5 5 9 9 14 14 100%

アイチャ・エバンズ

(Aicha Evans)

5 5 19 18 24 23 96%

アンドリアス・ハーン

(Andreas Hahn)

5 5 12 12 17 17 100%

ラルフ・ハーブリッヒ教授

(Prof. Dr. Ralf Herbrich)

5 4 11 11 16 15 94%

マルグレート・クライン・メイ
ガー

(Margret Klein-Magar)

5 5 17 17 22 22 100%

ラース・ラマデ

(Lars Lamadé)

5 5 10 10 15 15 100%

ジェニファー・シンヂウ・リー
(Jennifer Xin-Zhe Li)

5 5 16 15 21 20 95%

チー・ルー

(Qi Lu)

5 5 4 4 9 9 100%

セサル・マルティン

(César Martin)

5 5 13 13 18 18 100%

ゲラルド・オズワルド

(Gerhard Oswald)

5 5 15 15 20 20 100%

フリーデリーケ・ローチュ

(Friederike Rotsch)

5 5 19 19 24 24 100%

ニコラ・サバティエ

(Nicolas Sabatier)

5 5 12 12 17 17 100%

エーバーハルト・シック博士

(Dr. Eberhard Schick)

5 5 16 16 21 21 100%

ニーナ・シュトラスナー
(Nina Straßner LL.M.)
(法学修士取得済)

5 5 18 18 23 23 100%

ルーベン・ウェストファール博
士

(Dr. Rouven Westphal)

5 5 22 22 27 27 100%

グンナー・ウィーデンフェルス

(Gunnar Wiedenfels)

5 3 21 17 26 20 77%

 

監査役会およびその委員会は、その会合において、明らかに特定の議題項目が取締役会自体に関連する場合、監

査役会構成員のみの間での内部の議論が必要だった場合、取締役会の出席を必要としなかった場合に取締役会の出

席なしで監査役会またはそのそれぞれの委員会および監査役の間での議論を可能にするために、取締役会の出席な

しに定期的にこれらの議題項目について審議を行った。2025年度の全体総会のうちの5回および委員会のうちの8回

がこれに当たるものであった。さらに、株主代表および従業員代表は、各通常会合前に、それぞれの議題に関する

項目について、それぞれCEOと適宜議論を行った。必要な場合には、前述の審議も稟議による書面投票前に行われ

た。

監査役会は、当年度中に以下の主要な議題について検討した。

 

取締役会の拡大

取締役会の新たな体制および拡大は、当年度初頭における監査役会の重要なトピックの1つであった。監査役会

は、2025年1月19日の監査役会の臨時会合において、取締役会を拡大する計画について詳細に協議した。監査役会

は、トーマス・ザウアーエッスィヒの取締役会構成員の契約を2028年10月末までの3年間延長するとともに、2025
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年2月1日を効力発生日として、セバスチャン・シュタインハウザーを取締役会構成員に任命した。セバスチャン・

シュタインハウザーは、就任以来、戦略的措置の実行を加速し、業務を簡略化することを目的とした、新しい戦

略＆運営部門の分野を担当している。また、CEOは、この会合において、9名の幹部から構成され、同じく2025年2

月1日に業務を開始したエクステンデッドボードの体制の概要を説明した。この新たなリーダーシップ組織は、取

締役会への助言を行い、意思決定の調整および準備を行うとともに、当社を代表する任務を担う。この新たな取締

役会の設置により、南北アメリカ地域およびSAP Business Suiteを担当するヤン・ゲルグならびにアジア太平洋日

本（APJ）地域、ヨーロッパ、中東およびアフリカ（EMEA）地域、そして中央・東ヨーロッパ（MEE）地域を担当す

るエマニュエル（マノス）・ラプトプロスという現在は当社の販売組織であるカスタマーサクセスを統括している

2名の経験豊富なリーダーが最高収益責任者の役割を分担することが可能になった。フィリップ・ハーツィクも新

たな最高技術責任者としてエクステンデッドボード構成員に任命された。監査役会は、取締役会のアプローチおよ

びその主要な役割への任命を是認し、当社の戦略を実行するうえで重要な要素であるとみなした。また、監査役会

は、これに関連して、取締役会の手続規則および責任表に対する必要な修正案も承認した。

 

人工知能（AI）およびSAP Business Data Cloud

取締役会および監査役会は、2025年に当社のAI戦略ならびに複数のソースからの企業データを一元的かつ安全に

集約し、管理を行い、ビジネス・プロセス、分析およびAIアプリケーションで利用可能にするクラウドベースの

データプラットフォームであるSAP Business Data Cloudについて詳細に検討した。監査・コンプライアンス委員

会および技術・戦略委員会は、この文脈におけるサイバーセキュリティの重要性を踏まえ、4月および11月にサイ

バーセキュリティに関する包括的な書面による状況報告書を受領した。監査役会および取締役会は、2025年4月の

通常会合において、SAP Business Data Cloud、AI技術（SAP Business AI）、当社のアプリケーションおよび第三

者のソリューションを統合することにより、顧客がビジネス・プロセスをエンドツーエンドで把握し、分析し、管

理することを可能にする、当社の包括的なデータ戦略について協議した。監査役会は、2025年7月31日および11月6

日の会合において、これらの事項に関する審議を継続し、AIファースト戦略、AIアプリケーション戦略および市場

開拓戦略に関する取締役会の進捗報告書を受領した。取締役会は、11月に当社のアプリケーション、SAP Business

Data Cloudおよび当社のAIアプリケーション間の連携も重要な役割を果たしている、パブリック・クラウド分野に

おける当社の開発状況について報告を行った。また、監査役会は、当社の部門全体でAIの導入を拡大する当社のプ

ロジェクトについても報告を受けた。製品・技術委員会も、そのすべての会合において、AIのトピックに多大な注

意を向けた。

 

EUデータ法に基づく新たな規制の枠組み

EUデータ法は、多くの企業、特にコネクテッド製品のメーカー、関連サービスのプロバイダー、データ保有者お

よびクラウド・エッジサービスのプロバイダーに重大な課題をもたらしている。これらの課題の1つは、コネク

テッド製品およびサービスからのデータが、標準的で相互運用可能かつ安全なインターフェイスを通じて、アクセ

ス可能かつポータブルでなければならないという要件から生じている。これは、企業秘密、知的財産権および個人

データを保護するための大幅な技術的変更および仕組みを必然的に伴う。特に、IT企業は、顧客が自身のデータ、

アプリケーションおよびその他のデジタル資産をその他のサービスプロバイダーに移行する（以下「クラウドス

イッチング」という。）権利に関する法的不確実性にも直面している。監査役会は、2025年7月31日の会合におい

て、2025年9月12日に施行されたEUデータ法に基づく新たな法的義務について詳細に検討し、取締役会が、当社が

同法を遵守しつつも当社の経済的利益を保護できるようにする方法を説明した。取締役会は、2025年11月6日に開

催された監査役会において、新しいEUデータ法の施行についての当社の進捗状況についての簡単な最新情報の報告

を行った。監査役会は、当社における新しい規制の実施方法を詳細に説明し、同法の特定の側面への対応に関する
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新たな知見を与え、この規制の影響を受ける他の企業がどのように同法に含まれる新たな要件に対応していたかを

記述した、詳細な会議資料を受領した。

 

2025年度の監査役会の会合において検討されたその他の主要議題には、特に以下のものが含まれた。

 

2月の会合(財務書類について議論するための監査に関する会合)

取締役会は、2025年2月19日の監査役会の監査に関する会合において、最初に事業年度2024年度の事業ついて監

査役会に説明し、各委員会の分野における重要な動向および課題について報告した。次に、監査役会は、2025年初

頭以降に新たな米国政権により発せられた数多くの大統領令およびそれらが当社に与える可能性がある影響を協議

した。その後、取締役会は、2025年の財務計画を監査役会に提示し、監査役会が、監査・コンプライアンス委員会

および金融・投資委員会の双方の勧告により、当該財務計画を承認した。

また、監査役会は、この会合において、取締役会の報酬についての審議を行い、取締役会の事業年度2024年度お

よび2025年度の現行の報酬システムにおいて必要とされている決議案を承認した。その結果、監査役会は、まず規

定された目標に対しての短期インセンティブ（STI）2024および長期インセンティブ（LTI）2020の2022年度トラン

シェの業績を判断し、2021年度トランシェの支払額を決定した。監査役会は、2025年度の取締役会の報酬について

は、STI2025の業績目標およびLTI2024の2025年度トランシェの付与額を設定した。このプロセスの一環として、監

査役会は、2025年度の取締役会構成員の報酬が、金額、構造、および客観的基準の観点から合理的で適切であり、

当社の財務状況、利益および見通しに対しても釣り合いが取れていると判断した。監査役員が独立した外部の報酬

のコンサルタントから事前に得た意見が、決定の根拠となった。また、監査役会は、人事・ガバナンス委員会によ

る提案に従って、CEOの報酬目標額を引き上げることを決議した。かかる引上げは、業界のベンチマークの動向を

反映しており、この調整の影響は、報酬報告書に記載されている。STI2024・2025、LTI2020、LTI2024および取締

役会の報酬のその他の構成要素の詳細については、「第5　3　(2)　(2)　当社の取締役および取締役会構成員への

報酬」を参照のこと。

その後、監査役会は、2024年度のSAP SEの財務書類および連結財務書類に焦点を移した。監査・コンプライアン

ス委員会の推薦を受け、監査役会は、2024年度の監査内容、財務書類および連結財務書類を承認した。監査役会

は、金融・投資委員会の勧告に従って、2024年度の利益剰余金の処分に係る取締役会の提案を是認し、事業年度

2024年度の報酬報告書を承認した。さらに、監査役会は、2025年5月13日のSAP SE年次株主総会の決議案を採択し

た。これらの提案の一つは、2025年度の監査役としてのBDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BDO)の任命に

関する年次総会での投票に持ち込まれる決議であった。予防措置として、監査・コンプライアンス委員会の勧告に

従い、この決議には、BDOの監査が2025年の当社グループの持続可能性報告書も対象とする提案が含まれていた。

最後に、それぞれの委員会の議長は、その委員会で協議された内容を報告し、監査役会が、これらのトピックの一

部についてさらに検討した。

 

4月の会合

監査役会は、2025年4月10日に開催された監査役会において、まずクリスチャン・クラインおよびドミニク・ア

サムのサービス契約の延長案を検討した。その後、監査役会は、これらの事項について、稟議による書面投票を通

じて決議した。次に、監査役会は、米国政権が発令した多様性、公平性および包括性（DEI）に関する大統領令

が、法的観点から当社にどのような影響を与えたかを検討した。監査役会は、特に、LTIプランの一部である取締

役会の報酬の重要業績指標（KPI）である「幹部を務める女性の割合」を今後「ビジネス・ヘルス・カルチャー指

数」（BHCI）というKPIに置き換えるべきかを協議した。この非財務KPIは、当社が従業員に健康を促進し、長期的

な雇用可能性および監査役会の企業目標の達成に向けた積極的なエンゲージメントを支援する職場環境をどの程度

提供しているかを示すものである。監査役会は、さらなる明確化が必要であったため、5月初旬までこの件につい
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ての判断を待つことを決定し、その際に、現行のKPIである「幹部を務める女性の割合」をBHCIに置き換え、この

変更に伴い、コンプライアンス宣言を修正することを稟議による書面投票を通じて決議した。また、監査役会は、

4月の会合において、米国政権の大統領令のさらなる法的側面についての報告を受け、当社がドイツ法またEU法に

より義務付けられている必須のDEI割当量に違反することなく、米国の法的基準を確実に遵守できるようにするた

めに可能な措置について、取締役会と協議した。さらに、取締役会は、第1四半期の主な動向および課題の概要を

説明し、当社の顧客がIT投資をより躊躇することにもつながった、世界経済の現在の不確実性を特に強調した。取

締役会は、当社がオンプレミスソフトウェアの販売後のサポートおよびのメンテナンスの市場で反競争的行為を

行っていると非難した、欧州委員会との交渉の現状についても報告した。取締役会は、欧州委員会の評価に明確に

異議を唱え、問題を明確化するために当該委員会との連携について監査役会に説明した。また、取締役会は、申立

に対する当社の具体的な対応を詳述し、当該委員会が顧客およびその他の市場参加者からのフィードバックを収集

するための非公式の市場テストを実施していたことを監査役会に伝えた。さらに、委員会構成員の担当者は、監査

役会に新たなHR運用モデルの展開を含むHR戦略である人材アジェンダに関する進捗報告書を提出した。監査役会

は、この会合を終了するに当たり、当社の監査役会の議長の後任の計画について協議した。現議長の任期が2026年

の年次総会の終了時に満了するため、指名委員会は、後任に求められるスキルおよび専門知識の特定、ならびに相

応しい候補を探すことに時間を割いた。監査役会は、この4月の会合において、2026年の監査役会の選任に向け、

2027年に議長の役割を引き継ぐことを視野に入れたうえで、ルネ・オーバーマンを指名することを決定した。監査

役会は、シームレスな引継ぎを確実にするために、さらに現議長の任期を1年延長することを2026年の年次総会に

提案することを決議した。ルネ・オーバーマンは、技術およびドイツのコーポレート・ガバナンス制度に関する専

門知識を当社の顧客および市場についての幅広い知識と組み合わせる。

 

7月の会合

監査役会は、2025年7月31日の会合のために、米国のカリフォルニア州を訪問し、当社のシリコンバレーの開発

拠点を視察し、そこで開発される様々なソフトウェアソリューションを見学する機会も得た。監査役会構成員は、

カルフォルニア訪問中にテクノロジー企業であるZoox Inc.およびGoogle Cloud Spaceの視察ならびに当社の顧客

およびパートナーとの会合に招待された。また、監査役会は、前述の重要なトピックに加え、顧客が人材獲得プロ

セスをエンドツーエンドで自動化し、最適化するのを支援するAIベースのプラットフォームを開発してきた米国企

業であるSmartRecruitersの当社による買収について協議するためにこの7月の会合を利用した。監査役会は、会合

の前日に本件取引の機会およびリスクについて取締役会と詳細に審議を行った金融・投資委員会の勧言に従って、

会合において当該買収を承認した。また、この会合の議題には、金融アナリストによるプレゼンテーションも含ま

れており、当該金融アナリストは、監査役会に対して、当社、当社の事業および将来の見通しについての見解を述

べた。次に、エクステンデッドボードおよび取締役会の各構成員は、それぞれの委員会の領域における最新の動向

ならびに現在の市場開拓戦略および製品開発の運用モデルについての報告を行った。その後、取締役会は、過去9

ケ月間の戦略の実行における進捗を提示し、様々な重点プログラムを紹介するとともに、監査役会に人材＆文化分

野のHR戦略の実施に関する最新情報を提供した。最後に、監査役会は、最近行われたその業務の有効性の審査に話

題を移した。この審査を支援するために監査役会が雇用した外部サービスプロバイダーの代表者が、監査役会およ

びその委員会の効率性、構成および業務に関する監査役会構成員の自己評価についての質問表ベースの調査の中間

結果を提示した。その後、監査役会は、回答から業務改善の余地があると示唆された分野について協議した。例え

ば、考えられるアイデアの1つとして、監査役会構成員の間の個人的な意見交換のために、委員会の合間の時間を

より確保することが挙げられた。

 

11月の会合
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監査役会は、2025年11月6日に開催された監査役会において、監査・コンプライアンス委員会および金融・投資

委員会の手続規則の様々な改正案を承認した。これらの改正案には、特に監査役会の年次財務計画承認の準備、利

益の処分に関する年次株主総会への提案の作成ならびに欧州市場インフラ規制（EMIR）の年次報告書の受領および

審査に対する責任の再分配が含まれていた。また、監査役会は、指名委員会の構成員変更を承認し、この変更は、

ペッカ・アラ・ピエティラが当該委員会を退任するグンナー・ウィーデンフェルスから当該委員会の議長を引き継

ぐことを含むものであった。次に、監査役会により監査役会の有効性を審査することを委託された外部サービスプ

ロバイダーが、監査役会との連携ならびに取締役会の知識および専門知識に関する取締役会構成員への調査結果を

提示した。その後、監査役会は、これらの結果について詳細に検討し、監査役会およびその委員会ならびに取締役

会との連携の有効性をさらに高めるための具体的な措置を特定した。監査役会は、この会合において、当社の従業

員関与合意の改正に関する欧州労使協議会との交渉の現状についても報告を受けた。次に、監査役会は、2025年12

月31日を効力発生日とした、マルグレート・クライン・メイガーの早期退職による監査役会からの退任についての

報告を受け、欧州労使協議会による同氏の後任の選任プロセスについて説明を受けた。その後、監査役会は、2026

年初頭に承認される予定であった新たな自己株式取得プログラムの計画を含む、今後数年間の資本配分戦略につい

て取締役会と協議した。監査役会は、人事・ガバナンス委員会の勧告を受け、SmartRecruitersの買収による影響

を排除するために、取締役会の報酬パッケージの一部であるSTI2025ならびに関連するLTIプランおよびトランシェ

における特定の財務KPIに対する必要な調整も承認した。また、監査役会は、11月の会合において、当社における

持続可能性の問題も検討した。取締役会は、この点に関して、監査役会に当社の持続可能性製品、これらの製品に

対する顧客の期待および当社自体の持続可能性管理の動向に関する最新情報を提供した。さらに、監査役会は、

2030年までにネットゼロを達成するという当社の目標に関するいわゆる基準の再設定について報告を受けた。基準

の再設定は、監査役会の排出量削減の進捗状況を追跡するための一貫した基準点を確立するために、基準年におけ

る排出量（特に当社の温室効果ガス排出インベントリ）を再計算することを意味する。このアプローチは、進捗状

況が正確に反映され、方法論または構造の変更によって歪められないようにすることを目指している。

 

書面投票による決議案

監査役会は、上記の決議案に加え、関連する委員会が事前に審議し、監査役会に提案したいくつかの決議案を書

面投票により採択した。

・2月：競争法違反の可能性についての欧州委員会の調査に対する当社の対応に関する決議。この件については、

監査役会の議長および監査・コンプライアンス委員会の議長に少なくとも月1回以上は報告書が提供された。

・2月：監査役会の更新されたスキルマトリックスおよび2025年度のコーポレート・ガバナンス報告書の承認

・3月：社内の企業再編に関する決議

・4月：クリスチャン・クラインおよびドミニク・アサムの取締役会のサービス契約延長に関する決議

・5月：1）2025年度のLTIトランシェおよび非財務KPIである「幹部を務める女性の割合」の置換え、2）取締役会

に少なくとも2名の女性を登用するという目標の維持、ならびに3）当社のドイツ・コーポレート・ガバナンス・

コード（以下「本コード」という。）遵守宣言の改訂に関する決議

・5月：2024年度の利益剰余金の処分に関する決議案の改訂

・10月：監査役会の株主である構成員の独立性を証する年次決議および毎年の本コード遵守宣言の採択

・12月：1）事業年度2026年度から取締役会構成員のSTIプランにおける非財務指標であるネット・プロモーター・

スコア（NPS）を新しいクラウド顧客満足度（CSAT）KPIに置き換えること、2）2025年12月31日のマルグレート・

クライン・メイガーの監査役会からの退任を受け、特定の委員会の新たな構成を2026年1月1日付で承認し、欧州労

使協議会が選任する同氏の後任を考慮すること、ならびに3）ドイツの会社実施法第19条において監査役会の承認

を必要とする当社の取引一覧に従って当社が締結した3つの重要な顧客契約を承認することに関する決議
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当事業年度の会合の形式

 

 

全会合数 対面の会合の回数

ハイブリッドセッ

ションの

会合の回数

電話／ビデオ会議の

回数

監査役会の全体会 5 1 3 1

委員会     

人事・ガバナンス委員会 8 2 4 2

監査・コンプライアンス

委員会
9 0 51 4

製品・技術委員会 4 1 3 0

指名委員会 7 0 2 5

金融・投資委員会 7 2 31 2

安全保障委員会 2 0 2 0

1　金融・投資委員会および監査・コンプライアンス委員会の1回の合同会合を含む。

 

(2) 内部監査の状況等

上記「(1) 監査役会の活動状況」および「第1　1　(2)　提出会社の定款等に規定する制度」を参照のこと。

 

(3) 独立監査役の選任および監査報酬

 

独立監査役の選任

当社の株主は、2025年5月13日に開催された年次株主総会において、BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

（BDO）を、2025年度における当社の独立監査役に選任した。BDOは、事業年度2023年度より当社の主監査役を務め

ている。

業務を執行したドイツの公認会計士は、イェンス・フライベルグおよびカミル・クリンケであった。

いくつかの選択肢を評価する長いプロセスの後、2023年以降、KPMGの後任としてBDOを当社の監査役に選任する

ことが決定された。BDOは、当社が独立監査役につき設けているすべての基準（独立性、監査の質の高さ、チー

ム、監査のアプローチ、業界に対する専門知識）を満たしている。独立監査役の選出に係る監査役会の推薦は、先

行して行われる監査役の独立性、適格性および業務の質の高さに対する審査に基づくものである。BDOが当社の監

査につき積み重ねてきた経験が、監査の有効性および効率性向上に役立っている。

 

独立監査役の評価

監査の質は、当社の監査・コンプライアンス委員会により評価される。監査・コンプライアンス委員会は、品質

保証に係る内部基準、ならびに品質に係る内部監査、同業者との比較を通じた外部からの品質管理、および独立監

査役による監査に対して政府または当局の実施する調査によって発覚した重要事項について、独立監査役から定期

的に報告を受けた。独立監査役は、2月に監査・コンプライアンス委員会に出席し、各注目分野に係る監査および

指摘事項につき詳細な報告を行う。その監査内容を監査役会が承認した。指摘事項はなかった。

 

 

監査報酬の内容等
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外国監査法人等に対する報酬の内容

 

単位：百万ユーロ

2025年度 2024年度

監査証明業務に

関連する報酬

非監査業務に

関連する報酬

監査証明業務に

関連する報酬

非監査業務に

関連する報酬

提出会社
11

(2,042百万円)

0

(0百万円)

9

(1,671百万円)

0

(0百万円)

連結子会社
13

(2,414百万円)

0

(0百万円)

12

(2,228百万円)

0

(0百万円)

計
24

(4,456百万円)

0

(0百万円)

21

(3,899百万円)

0

(0百万円)

 

その他重要な報酬の内容

BDOおよび国際的なBDOネットワーク内のその他の事務所は、当社に対し、2025年度およびそれ以前の年度に係る

監査およびその他の専門サービスについて、下記の報酬を請求した。

 

単位：百

万ユーロ

  2025年度   2024年度 2023年度   

BDO AG

(ドイツ)

BDO

国外

ファーム

合計 BDO AG

(ドイツ)

BDO

国外ファー

ム

合計 BDO AG

(ドイツ)

 BDO

国外ファー

ム

 合計   

監査報酬 10

(1,857百万

円)

 

6

(1,114百万

円)

16

(2,971百万

円)

 

8

(1,486百万

円)

6

(1,114百万

円)

14

(2,599百万

円)

8

(1,486百万

円)

 5

(928百万円)

 13

(2,414百万

円)

  

監査証明

業務に関

連する報

酬

1

(186百万円)

7

(1,300百万

円)

8

(1,485百万

円)

1

(186百万円)

6

(1,114百万

円)

7

(1,300百万

円)

0

(0百万円)

 1

(186百万円)

 1

(186百万円)

  

税務報酬 0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

 0

(0百万円)

 0

(0百万円)

  

その他す

べての報

酬

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

0

(0百万円)

 0

(0百万円)

 0

(0百万円)

  

合計 11

(2,042百万

円)

13

(2,414百万

円)

24

(4,456百万

円)

9

(1,671百万

円)

12

(2,228百万

円)

21

(3,899百万

円)

8

(1,485百万

円)

 6

(1,114百万

円)

 14

(2,599百万

円)

  

 

監査報酬は、当社の連結財務書類ならびにSAP SEおよびその子会社の法定財務書類の監査についてBDOから請求

された報酬の総額である。監査証明業務に関連する報酬は、監査の実施に合理的に関係する保証その他関連業務お

よび組織に係る証明手続業務についてBDOから請求された報酬である。2024年の監査証明業務に関連する報酬の増

加は、主に米国におけるシステムおよび組織管理（SOC）報告書の証明手続業務および当社グループの持続可能性

報告書の保証業務に関連するものであった。

 

外国監査法人等の提出会社に対する非監査業務の内容

上記「その他重要な報酬の内容」の項を参照のこと。

 

監査報酬の決定方針

当社は、監査報酬につきBDOと複数年にわたる取決めを締結しており、その報酬金額は、監査対象範囲の大幅な

変更およびインフレ率の上昇に際してのみ、上方修正または下方修正が行われる。

 

（４）【役員の報酬等】

該当なし。
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（５）【株式の保有状況】

該当なし。
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第６【経理の状況】

1 本書記載の連結財務書類は、ドイツ商法の規定に従い国際財務報告基準に基づいて作成されている。なお、日本文の財務書

類はこれを翻訳したものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下

「財務諸表等規則」）第328条第1項の規定の適用を受けている。

2 本書記載の連結財務書類は、会計監査人であるBDO AGの会計監査を受けており、添付のとおり監査報告書を受領している。

本書記載の連結財務書類は「金融商品取引法施行令」（昭和40年政令第321号）第35条の規定に基づく「財務諸表等の監査証明

に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12号）第1条の2の規定により、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監

査は受けていない。

3 本書記載の連結財務書類の原文は、ユーロで表示されている。日本円への換算は2026年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行

が公表した対顧客電信直物売・買相場の仲値である1ユーロ＝185.66円で換算され、端数は四捨五入されている。なお、円表示

額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、ユーロ額が上記のレートで円換算されることを意味するものではない。円表

示額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。

4 円換算額及び「第6 経理の状況」の「2主な資産・負債及び収支の内容」から「3 日本とドイツ（国際財務報告基準）におけ

る会計原則及び会計慣行の相違」までにおける記載事項は、原文の連結財務書類には含まれてはおらず、当該事項における連

結財務書類への参照事項を除き、会計監査の対象にもなっていない。
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１【財務書類】

IFRS連結財務諸表

SAPグループ連結損益計算書

12月31日に終了した事業年度

注記

2025 2024 2023

百万
百万円

百万
百万円

百万
百万円ユーロ ユーロ ユーロ

クラウド収益 21,023 3,903,130 17,141 3,182,398 13,664 2,536,858
ソフトウェアライセ
ンス収益 990 183,803 1,399 259,738 1,764 327,504
ソフトウェアサポー
ト収益 10,525 1,954,072 11,290 2,096,101 11,496 2,134,347
ソフトウェアライセン
ス及びサポート収益 11,515 2,137,875 12,689 2,355,840 13,261 2,462,037

クラウド収益及びソフ
トウェア収益 32,538 6,041,005 29,830 5,538,238 26,924 4,998,710

サービス収益 4,262 791,283 4,346 806,878 4,283 795,182

営業収益合計 (A.1),(C.2) 36,800 6,832,288 34,176 6,345,116 31,207 5,793,892

        

クラウド原価 -5,480 -1,017,417 -4,660 -865,176 -3,884 -721,103
ソフトウェアライセ
ンス及びサポート原
価 -1,313 -243,772 -1,262 -234,303 -1,383 -256,768
クラウド及びソフト
ウェア原価 -6,793 -1,261,188 -5,922 -1,099,479 -5,267 -977,871
サービス原価 -3,193 -592,812 -3,321 -616,577 -3,407 -632,544

原価合計 -9,986 -1,854,001 -9,243 -1,716,055 -8,674 -1,610,415

売上総利益 26,814 4,978,287 24,932 4,628,875 22,534 4,183,662

研究開発費 (D.9) -6,633 -1,231,483 -6,514 -1,209,389 -6,324 -1,174,114

販売費 -8,879 -1,648,475 -9,090 -1,687,649 -8,828 -1,639,006

一般管理費 -1,633 -303,183 -1,435 -266,422 -1,364 -253,240
リストラクチャリング
費用 (B.6) -3 -557 -3,144 -583,715 -215 -39,917

その他の営業収益/費用
（純額） -49 -9,097 -85 -15,781 -4 -743

営業費用合計 -27,183 -5,046,796 -29,511 -5,479,012 -25,408 -4,717,249

営業利益 9,617 1,785,492 4,665 866,104 5,799 1,076,642

        

その他の営業外収益/費用
（純額） (C.3) 118 21,908 -298 -55,327 -3 -557

金融収益 1,911 354,796 1,429 265,308 857 159,111
金融費用 -1,377 -255,654 -1,031 -191,415 -1,313 -243,772

金融収益（純額） (C.4) 534 99,142 398 73,893 -456 -84,661

継続事業の税引前利益 (C.2) 10,270 1,906,728 4,764 884,484 5,341 991,610

      
税金費用 (C.5) -2,944 -546,583 -1,614 -299,655 -1,741 -323,234

継続事業の税引後利益 7,326 1,360,145 3,150 584,829 3,600 668,376

親会社株主持分 7,161 1,329,511 3,124 580,002 3,634 674,688
非支配持分 165 30,634 26 4,827 -33 -6,127

非継続事業の税引後利益
（損失） (D.1) 0 0 0 0 2,363 438,715

税引後利益(1)  7,326 1,360,145 3,150 584,829 5,964 1,107,276

親会社株主持分  7,161 1,329,511 3,124 580,002 6,139 1,139,767

非支配持分  165 30,634 26 4,827 -175 -32,491
        

継続事業の基本１株当た
り利益（ユーロ） (C.6) 6.14 1,140.00 2.68 498.00 3.11 577.00

基本1株当たり利益(ユー
ロ)(1) (C.6) 6.14 1,140.00 2.68 498.00 5.26 977.00

継続事業の希薄化後１株
当たり利益（ユーロ） (C.6) 6.10 1,133.00 2.65 492.00 3.08 572.00

希薄化後1株当たり利益
(ユーロ)(1) (C.6) 6.10 1,133.00 2.65 492.00 5.20 965.00
添付の注記は、連結財務諸表に不可欠な一部分である。
(1) 継続事業及び非継続事業によるものである
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SAPグループ連結包括利益計算書

12月31日に終了した事業年度

注記

2025 2024 2023

百万
百万円

百万
百万円

百万
百万円ユーロ ユーロ ユーロ

税引後利益(1) 7,326 1,360,145 3,150 584,829 5,964 1,107,276
損益に組替調整されない項
目       

確定給付年金制度の再
測定(税引前) -9 -1,671 -30 -5,570 -45 -8,355
確定給付年金制度の再
測定に関連する法人税
等 7 1,300 6 1,114 10 1,857
確定給付年金制度の再測
定(税引後) -2 -371 -23 -4,270 -36 -6,684

損益に組替調整されない項
目に対する税引後その他の
包括利益 -2 -371 -23 -4,270 -36 -6,684

後に損益に組替調整される
項目       
税引前の換算による為
替差額による利益（損
失）  -4,954 -919,760 2,369 439,829 -1,631 -302,811
税引前の換算による為
替差額の組替調整  -3 -557 18 3,342 12 2,228
為替換算差額(税引前) -4,597 -853,479 2,387 443,170 -1,618 -300,398

為替換算差額に関連す
る法人税等 2 371 -17 -3,156 21 3,899
為替換算差額(税引後) (E.2) -4,594 -852,922 2,370 440,014 -1,597 -296,499
キャッシュ・フ
ロー・ヘッジ及び
ヘッジ費用に係る利
得（損失）（税引
前） 291 54,027 -111 -20,608 -11 -2,042
キャッシュ・フ
ロー・ヘッジ及び
ヘッジ費用係る組替
調整額
（税引前） -255 -47,343 78 14,481 0 0
キャッシュ・フロー・
ヘッジ及びヘッジ費用
（税引前） (F.1) 36 6,684 -32 -5,941 -11 -2,042

キャッシュ・フロー・
ヘッジ及びヘッジ費用
に関連する法人税等 -10 -1,857 9 1,671 3 557
キャッシュ・フロー・
ヘッジ及びヘッジ費用(税
引後) (E.2) 26 4,827 -24 -4,456 -8 -1,485

損益に組替調整される項目
に対する税引後その他の
包括利益 -4,568 -848,095 2,347 435,744 -1,605 -297,984

税引後その他の包括利益 -4,570 -848,466 2,323 431,288 -1,641 -304,668

包括利益合計 2,756 511,679 5,474 1,016,303 4,323 802,608

親会社株主持分 2,649 491,813 5,419 1,006,092 4,670 867,032
非支配持分 107 19,866 54 10,026 -347 -64,424

添付の注記は、連結財務諸表に不可欠の一部である。

(1) 継続事業及び非継続事業によるものである。
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SAPグループ連結財政状態計算書

12月31日現在

注記 2025 2024

百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産の部

現金及び現金同等物 (E.3) 8,220 1,526,125 9,609 1,784,007

その他の金融資産 (D.6),(E.3) 1,552 288,144 1,629 302,440

営業債権及びその他の債権 (A.2) 6,675 1,239,281 6,774 1,257,661

その他の非金融資産 (A.3),(G.1) 3,212 596,340 2,682 497,940
未収税金 598 111,025 707 131,262

流動資産 20,256 3,760,729 21,401 3,973,310

のれん (D.2) 29,014 5,386,739 31,264 5,804,474

無形資産 (D.3) 2,282 423,676 2,706 502,396

有形固定資産 (D.4),(D.5) 4,497 834,913 4,493 834,170

その他の金融資産 (D.6),(E.3) 7,269 1,349,563 7,141 1,325,798

営業債権及びその他の債権 (A.2) 218 40,474 209 38,803

その他の非金融資産 (A.3),(G.1) 4,419 820,432 3,990 740,783

未収税金 244 45,301 359 66,652
繰延税金資産 (C.5) 2,163 401,583 2,674 496,455

非流動資産 50,106 9,302,680 52,836 9,809,532

資産合計 70,362 13,063,409 74,237 13,782,841
      
負債及び資本の部      

営業債務及びその他の債務  2,431 451,339 1,988 369,092

未払税金  968 179,719 585 108,611

金融負債 (E.3),(D.5) 2,050 380,603 4,277 794,068

その他の非金融負債 (B.3),(B.5),(G.2) 4,849 900,265 5,537 1,027,999

引当金
(A.4),(B.6),(G.2),

(G.3) 537 99,699 716 132,933

契約負債 (A.1) 6,581 1,221,828 5,978 1,109,875

流動負債  17,416 3,233,455 19,082 3,542,764

営業債務及びその他の債務  2 371 10 1,857

未払税金  562 104,341 512 95,058

金融負債 (E.3),(D.5) 6,021 1,117,859 7,169 1,330,997

その他の非金融負債 (B.3),(B.5),(G.2) 524 97,286 749 139,059

引当金
(A.4),(B.4),(B.6),

(G.2) 550 102,113 494 91,716

繰延税金負債 (C.5) 72 13,368 326 60,525

契約負債 (A.1) 144 26,735 88 16,338

非流動負債  7,873 1,461,701 9,349 1,735,735

負債合計  25,288 4,694,970 28,431 5,278,499

資本金  1,229 228,176 1,229 228,176

資本剰余金  2,778 515,763 2,564 476,032

利益剰余金  47,345 8,790,073 42,907 7,966,114

その他の資本の構成要素  182 33,790 4,692 871,117

自己株式  -6,948 -1,289,966 -5,954 -1,105,420

親会社株主持分  44,586 8,277,837 45,438 8,436,019

非支配持分 (E.2) 488 90,602 368 68,323

資本合計 (E.2) 45,073 8,368,253 45,806 8,504,342

負債及び資本合計  70,362 13,063,409 74,237 13,782,841
      

添付の注記は、連結財務諸表に不可欠な一部分である。
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SAPグループ連結資本変動計算書

12月31日に終了した事業年度

（百万ユーロ） 親会社株主持分 非支配 資本
持分 合計

資本金 資本 利益 その他の
資本の構
成要素

自己 合計

剰余金 剰余金 株式

注記 (E.2) (E.2) (E.2) (E.2) (E.2) 　 　(E.2) 　

2023/1/1 1,229 3,081 36,418 3,801 -4,341 40,186 2,662 42,848

税引後利益(1)   6,139   6,139 -175 5,964
その他の包括利益   -36 -1,433  -1,469 -172 -1,641

包括利益   6,103 -1,433  4,670 -347 4,323
株式報酬  1,032    1,032 121 1,153
配当   -2,395   -2,395 -21 -2,417
自己株式の購入     -968 -968  -968
株式報酬費用のための
自己株式の再発行     568 568  568
非支配株主持分の変動  -2,268 2,197   -71 -2,164 -2,235
その他   135   135 -1 134

2023/12/31 1,229 1,845 42,457 2,367 -4,741 43,157 249 43,406

税引後利益(1)   3,124   3,124 26 3,150
その他の包括利益   -23 2,318  2,295 28 2,323

包括利益   3,101 2,318  5,419 54 5,474
株式報酬  399    399  399
株式報酬に関連する所
得税  320    320  320
配当   -2,565   -2,565 -2 -2,566
自己株式の購入     -2,108 -2,108  -2,108
株式報酬費用のための
自己株式の再発行     895 895  895
その他   -86 7  -79 66 -13

2024/12/31 1,229 2,564 42,907 4,692 -5,954 45,438 368 45,806

税引後利益(1) 　 　 7,161 　 　 7,161 165 7,326
その他の包括利益 　 　 -2 -4,510 　 -4,512 -59 -4,570

包括利益 　 　 7,159 -4,510 　 2,649 107 2,756
株式報酬 　 143 　 　 　 143 　 143
株式報酬に関連する
所得税 　 71 　 　 　 71 　 71
配当 　 　 -2,743 　 　 -2,743 -2 -2,746
自己株式の購入 　 　 　 　 -1,916 -1,916 　 -1,916
株式報酬費用のための
自己株式の再発行 　 　 　 　 922 922 　 922
その他 　 　 22 0 　 22 15 38

2025/12/31 1,229 2,778 47,345 182 -6,948 44,586 488 45,073
         

添付の注記は、連結財務諸表に不可欠な一部分である。

(1)継続事業及び非継続事業によるものである。
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SAPグループ連結資本変動計算書(続き)

12月31日に終了した事業年度

（百万円）
親会社株主持分

非支配 資本
持分 合計

資本金 資本 利益 その他の
資本の構
成要素

自己 合計

剰余金 剰余金 株式

注記 (E.2) (E.2) (E.2) (E.2) (E.2) (E.2)

2023/1/1 228,176 572,018 6,761,366 705,694 -805,950 7,460,933 494,227 7,955,160
税引後利益

(1)   1,139,767   1,139,767 -32,491 1,107,276
その他の包括利
益   -6,684 -266,051  -272,735 -31,934 -304,668

包括利益   1,133,083 -266,051  867,032 -64,424 802,608
株式報酬  191,601    191,601 22,465 214,066
配当   -444,656   -444,656 -3,899 -448,740
自己株式の購入     -179,719 -179,719  -179,719
株式報酬費用のた
めの自己株式の再
発行     105,455 105,455  105,455
非支配株主持分の
変動  -421,077 407,895   -13,182 -401,768 -414,950
その他   25,064   25,064 -186 24,878

2023/12/31 228,176 342,543 7,882,567 439,457 -880,214 8,012,529 46,229 8,058,758
税引後利益(1)   580,002   580,002 4,827 584,829

その他の包括利
益   -4,270 430,360  426,090 5,198 431,288

包括利益   575,732 430,360  1,006,092 10,026 1,016,303
株式報酬  74,078    74,078  74,078
株式報酬に関連す
る所得税  59,411    59,411  59,411
配当   -476,218   -476,218 -371 -476,404
自己株式の購入     -391,371 -391,371  -391,371
株式報酬費用のた
めの自己株式の再
発行     166,166 166,166  166,166
その他   -15,967 1,300  -14,667 12,254 -2,414
2024/12/31 228,176 476,032 7,966,114 871,117 -1,105,420 8,436,019 68,323 8,504,342

税引後利益(1)   1,329,511   1,329,511 30,634 1,360,145
その他の包括利
益   -371 -837,327  -837,698 -10,954 -848,466

包括利益   1,329,140 -837,327  491,813 19,866 511,679
株式報酬  26,549    26,549  26,549
株式報酬に関連す
る所得税  13,182    13,182  13,182
配当   -509,265   -509,265 -371 -509,822
自己株式の購入     -355,725 -355,725  -355,725
株式報酬費用のた
めの自己株式の再
発行     171,179 171,179  171,179
その他   4,085 0  4,085 2,785 7,055

2025/12/31 228,176 515,763 8,790,073 33,790 -1,289,966 8,277,837 90,602 8,368,253

添付の注記は、連結財務諸表に不可欠な一部分である。

(1) 継続事業及び非継続事業によるものである。
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SAPグループ連結キャッシュ・フロー計算書

 注記 2025(3) 2024 2023

百万
百万円

百万
百万円

百万
百万円ユーロ ユーロ ユーロ

税引後利益(1) 7,326 1,360,145 3,150 584,829 5,964 1,107,276
税引後利益から営業活動に
よる正味キャッシュ・フ
ローへの調整:       
非継続事業の税引後利
益（損失）  0 0 0 0 -2,363 -438,715
償却費 (D.2)-(D.4) 1,311 243,400 1,280 237,645 1,373 254,911
株式報酬費用 (B.3) 1,695 314,694 2,385 442,799 2,220 412,165
税金費用 (C.5) 2,944 546,583 1,614 299,655 1,741 323,234
金融収益（純額） (C.4) -534 -99,142 -398 -73,893 456 84,661
営業債権に対する貸倒引
当金の増減 11 2,042 30 5,570 -10 -1,857
その他の非貨幣取引の調
整 94 17,452 110 20,423 23 4,270
営業及びその他債権の増
減 -388 -72,036 -247 -45,858 -393 -72,964
その他の資産の増減 -1,315 -244,143 -632 -117,337 -700 -129,962
営業債務、引当金及びそ
の他の債務の増減 -308 -57,183 603 111,953 633 117,523

契約負債の増減 1,336 248,042 869 161,339 443 82,247
株式報酬 (B.3) -817 -151,684 -1,282 -238,016 -1,091 -202,555
法人税の支払額(還付後の

純額)(2)
 

-2,198 -408,081 -2,277 -422,748 -2,161 -401,211
継続事業の営業活動よる
キャッシュ・フロー

 
9,156 1,699,903 5,207 966,732 6,134 1,138,838

非継続事業の営業活動よる
キャッシュ・フロー

(D.1)
0 0 0 0 113 20,980

営業活動よるキャッシュ・
フロー(1) 9,156 1,699,903 5,207 966,732 6,246 1,159,632

企業結合に伴う支出合計
（取得現金及び現金同等物
控除後）  -702 -130,333 -1,114 -206,825 -1,168 -216,851
子会社、事業の売却に伴う
デリバティブ取引による支
出  0 0 0 0 -91 -16,895
無形固定資産及び有形固定
資産の取得 -739 -137,203 -797 -147,971 -785 -145,743
無形固定資産及び有形固定
資産の売却による収入 121 22,465 122 22,651 99 18,380
他の会社の株式又は負債性
金融商品の取得による支出 -5,845 -1,085,183 -6,401 -1,188,410 -3,566 -662,064
株式又は負債性金融商品の
売却による収入 5,779 1,072,929 7,533 1,398,577 907 168,394
利息の受取額  420 77,977 563 104,527 469 87,075
継続事業の投資活動による
キャッシュ・フロー  -965 -179,162 -93 -17,266 -4,134 -767,518
非継続事業の投資活動によ
るキャッシュ・フロー

(D.1)
0 0 0 0 5,523 1,025,400

投資活動よるキャッシュ・
フロー(1) -965 -179,162 -93 -17,266 1,389 257,882
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配当金の支払い (E.2) -2,743 -509,265 -2,565 -476,218 -2,395 -444,656
非支配株主への配当金の支払
い  -2 -371 -1 -186 -13 -2,414
自己株式の取得による支出 (E.2) -1,937 -359,623 -2,106 -391,000 -949 -176,191
借入による収入 (E.3) 2 371 2,767 513,721 13 2,414
借入金の返済 (E.3) -3,191 -592,441 -1,185 -220,007 -4,081 -757,678
リース負債の支払  -299 -55,512 -310 -57,555 -332 -61,639
非支配株主との取引 (E.2) 0 0 -11 -2,042 0 0
利息の支払額  -574 -106,569 -550 -102,113 -393 -72,964
継続事業の財務活動による
キャッシュ・フロー  -8,745 -1,623,597 -3,961 -735,399 -8,151 -1,513,315
非継続事業の財務活動による
キャッシュ・フロー

(D.1)
0 0 0 0 20 3,713

財務活動よるキャッシュ・フ
ロー(1)  -8,745 -1,623,597 -3,961 -735,399 -8,131 -1,510,158

現金及び現金同等物に対する
為替レート変動の影響  -836 -155,212 333 61,825 -388 -72,036

現金及び現金同等物の純増減  -1,390 -258,067 1,485 275,705 -883 -163,938

現金及び現金同等物期首
残高

(E.3)
9,609 1,784,007 8,124 1,508,302 9,008 1,672,425

現金及び現金同等物期末
残高

(E.3)
8,220 1,526,125 9,609 1,784,007 8,124 1,508,302

添付の注記は、連結財務諸表に不可欠な一部分である。

(1) 継続事業及び非継続事業によるものである。

(2) 2023年度に生じた法人税の支払額(還付後の純額)の合計は2,973百万ユーロであり、これには非継続事業から生じた還付

額815百万ユーロが含まれている。

(3) 2025年1月より、SAPは利息の受取額及び支払額は営業活動によるキャッシュ・フローに含めず、投資活動によるキャッ

シュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローに含めて表示している。また過去の期間に関しても、それに応じて修正

して表示している。

 

　　次へ
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SAP SE及びその子会社

連結財務諸表に対する注記
 

(IN.1) 前提

概要

SAP SEの登録所在地は、ドイツのヴァルドルフである（マンハイム下級裁判所の商業登記番号はHRB 719915）。SAP SE及びそ

の子会社（合わせて「我々」、「SAP」、「グループ」及び「会社」という）の2025年度の連結財務諸表は、国際財務報告基準

(以下、IFRS) 及びドイツ商法(HGB)第315e(1)条に定める追加要件に準拠して作成されている。

当社は、2025年12月31日時点において、有効かつ欧州連合（以下、EU）が承認している全てのIFRS基準及び解釈指針を適用

している。なお、2025年12月31日現在、有効であるがEUが未承認の基準又は解釈指針で、2025年、2024年、2023年12月31日終

了事業年度の連結財務諸表に影響を与えるものはない。そのため、当社の連結財務諸表は、国際会計基準審議会（IASB）が公

表し、EUが承認したIFRSに準拠している。

当社の取締役会は、当該連結財務諸表を2026年2月18日付で承認し、監査役会は提出を受けた当該連結財務諸表を同日に承認

した。

連結財務諸表の全ての残高は、別途の記載がない限り、百万ユーロ単位で記載されている。なお、端数処理の影響により、

当該連結財務諸表内の数値の合計やパーセンテージは正確に一致しないことがある。

連結損益計算書又は 連結財政状態計算書から注記に直接引用している数値は、それぞれ 及び の記号が付されてい

る。

なお、連結財務諸表に記載されているすべての財務数値は、継続事業に基づくものである(注記事項を除く)。

 

会計方針、経営者による判断、並びに見積りの不確実性に関する情報源

会計方針、判断、並びに見積りの開示方法

財務諸表の理解に資するため、各題目に、会計方針、経営者による判断、並びに見積りの不確実性に関する情報源（以下、

「会計方針、判断、並びに見積り」）について、その他の開示内容と共に記載している。当該題目とは関係しない会計方針、

判断、並びに見積りについては、後のセクションに記載している。

会計方針、判断、並びに見積りについての記載を特定しやすくするため、薄灰色のボックスで強調表示するとともに、当該

各記載には記号 を付している。これらは、現行のIFRSのフレームワーク内で行われた会計処理の選択に焦点を当てており、

注記の内容を理解する上で特に重要でない限りは、基となる公布されているIFRSガイダンスの記載を繰り返すことは控えてい

る。
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次表は、当社の会計方針、経営者による判断、並びに見積りが開示されている箇所の概要を示している。

 

注記 会計方針、判断、並びに見積り

(IN.1) 前提

(A.1) 収益

(A.2) 営業債権及びその他の債権

(A.3) 顧客との契約から生じる資産化コスト

(A.4) 顧客関連引当金

(B.3) 株式報酬

(B.4) 年金制度及び類似の債務

(B.5) その他従業員関連債務

(B.6) リストラクチャリング

(C.1) セグメントの業績

(C.5) 法人所得税

(D.1) 企業結合と事業の売却

(D.2) のれん

(D.3) 無形資産

(D.4) 有形固定資産

(D.5) リース

(D.6) 持分投資

(D.9) 政府補助金

(E.2) 総資本

(E.3) 流動性

(F.1) 金融リスク要因及びリスク管理

(F.2) 金融商品に関する公正価値の開示

(G.3) 訴訟、損害賠償請求並びに法的偶発事象

(G.5) 取締役会及び監査役会報酬

  

 

一般的な会計方針

測定基準

本連結財務諸表は、以下を除き、取得原価主義を基礎として作成されている。

－　デリバティブ及び現金決済型の株式報酬にかかる負債は、公正価値で測定されている。単に元本又は利息の支払い

だけではないキャッシュ・フローを伴う金融資産についても、公正価値で測定されている。

－　退職後給付は、退職給付債務の現在価値から、年金資産の公正価値を控除した金額により測定されている。

－　外貨建貨幣性資産及び負債は、期末為替レートにて換算されている。

－　引当金は履行価額発生時の最善の見積りにより認識されている。

 
外貨

ユーロ以外の機能通貨を用いる海外子会社の収益、費用及び営業キャッシュ・フロー項目は、月次の平均為替レート(FX)に

より換算する。外貨建取引による換算差額は、その他の営業外収益/費用（純額）に計上される。

当社に影響のある主要通貨の為替レートは、以下の通り。

 

為替レート

（1ユーロあたり）
 期末為替レート 期中平均為替レート

2025 2024 2025 2024 2023

豪ドル AUD 1.7581 1.6772 1.7514 1.6399 1.6285

カナダドル CAD 1.6088 1.4948 1.5782 1.4819 1.4596

スイスフラン CHF 0.9314 0.9412 0.9371 0.9526 0.9717

英ポンド GBP 0.8726 0.8292 0.8566 0.8466 0.8699

日本円 JPY 184.0900 163.0600 168.9457 163.8174 151.9421

米ドル USD 1.1750 1.0389 1.1293 1.0821 1.0816
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原価分類

クラウド及びソフトウェアの原価

クラウド及びソフトウェアの原価には、クラウド及びソフトウェア収益を生み出すためのサービスの提供

と、製品の製造により発生した費用が含まれる。したがって、当該項目には、これらのサービスに関連する

人件費、取得した無形固定資産に係る償却費、外部へのライセンス料、有形固定資産に係る減価償却費（例

えば、我々がクラウドソリューションを提供するデータセンター等）、及び外部のホスティングサービス費

用が含まれる。顧客との契約から生じる費用の資産化についての詳細は、注記（A.3）を参照のこと。

 

サービスの原価

サービスの原価には、サービス収益を獲得するためのサービスの提供により発生した費用が含まれる。した

がって、当該項目には主として、人件費と関連する研修、システム費用とシステム管理費用、及び外部のリ

ソース費用が含まれる。

 

研究開発費

研究開発費には、システム開発に係る資源及びハードウェア費用を含む、クラウド及びソフトウェアソ

リューションの開発活動に関連した費用が含まれる。クラウド及びソフトウェアソリューションのコードの

変更に関連するすべてのアクティビティについても同様である。開発により内部で生み出された無形資産の

認識に関する詳細な情報は、注記(D.3)を参照のこと。

 

販売費

販売費には、当社のソフトウェア、クラウドソリューション及びサービス・ポートフォリオに関連する販売

活動（販売手数料、資産化した販売手数料の償却費等）とマーケティング活動にかかった費用が含まれる。

顧客との契約から生じる費用の資産化についての詳細は、注記（A.3）を参照のこと。

 

一般管理費

一般管理費には、他の営業費用項目に直接起因しない、財務と管理機能、人事並びに経営全般に関する費用

が含まれる。

支払利息及び受取利息の表示に関する会計方針の変更

2025年より、基礎となる事業活動に対する経営者の見解をよりよく反映するために、連結キャッシュ・フ

ロー計算書の表示に関する会計方針を変更し、支払利息及び受取利息を営業活動によるキャッシュ・フロー

に分類しないこととした。

支払利息及び受取利息によるキャッシュ・フローは当社の営業活動の一部であるとは考えられないため、支

払利息は財務活動によるキャッシュ・フローに、受取利息は投資活動によるキャッシュ・フローに含めて表

示している。また、比較可能性のため前年度の表示金額も修正している。当表示の変更はIFRS第18号の要求

に整合している。
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経営者による判断と見積りの不確実性に関する情報源

連結財務諸表の作成にあたっては、経営者が、会計方針の適用や資産、負債、収益及び費用の報告金額及び

偶発債務の開示に影響を与えるような判断、見積り及び仮定を実施する必要がある。

当社の判断、見積り、仮定は、過去及び将来の予測情報、並びに当社又は顧客が活動する地域や業界の経済

状況に基づいて実施している。これらの条件の変更は、見積りに不利な影響を与える可能性がある。当社

は、対象となっている不確実性について、その最終的な帰結を合理的に見積もっているものの、これらの事

象の最終的な結果が、資産、負債、収益、費用及び開示された偶発債務に反映されているものと一致するこ

との保証はできない。実際の結果は、当初の見積りと大幅に異なる場合がある。

当社による判断、見積り、仮定が最も頻繁に、又は特に求められる会計方針、つまり当社の経営成績を理解

するのに最も重要な会計方針には、以下が含まれる。

 

注記 重要な会計方針

(A.1) 収益認識

(A.2) 営業債権の評価

(A.4), (G.3) 法的偶発事象の会計処理

(B.3) 株式報酬の会計処理

(C.5) 法人所得税の会計処理

(D.1) 企業結合の会計処理

(D.2) のれんの会計処理

(D.3)
無形資産の会計処理

（開発により内部で創設された無形資産の認識を含む）

(D.6) 持分投資の会計処理

 

当社の経営陣は、これらの重要な会計方針について、監査役会の監査・コンプライアンス委員会と定期的に

議論している。

 

未適用の新会計基準

IASBは、当社に関連があるが、まだ有効ではないIFRS基準（IFRS第9号及びIFRS第7号(金融商品の分類、測

定及び開示に関する修正)）に対する種々の改正を公表している。現在、当社に対する影響を評価している

ところであるが、財政状態又は税引後利益に重要な影響はないと見込んでいる。

IASBは、2024年4月にIFRS第18号（財務諸表における表示及び開示）を公表した。この新たな基準は、連結

損益計算書の表示に影響を及ぼすとともに、追加の開示要求をもたらし、連結財務諸表の注記の情報の集約

や細分化を求めるものである。IFRS第18号の適用開始日は2027年1月1日である。

IFRS第18号の主な目的は、報告企業間の財務成績の透明性と比較可能性を高めることである。新基準が施行

されると、当社の連結損益計算書の構造や営業利益の定義も、新しい要件に準拠するために変更されること

となる。

当社は、IFRS第18号に基づく財務報告について予備的な評価を行った。しかし、主に国際及び国内の基準設

定機関による決定や明確化が未確定（例えば、関係会社間貸付から生じる外国通貨変動の取扱いに関する

IASBの決定の保留）のため、IFRS第18号が営業利益に与える全体的な影響を特定できていない。IFRS第18号

の導入に伴い、比較情報は新しい基準に整合するように修正再表示される。

さらに、IFRS第18号への変更は、IAS第7号で定義される連結キャッシュ・フロー計算書の表示に影響を与え

る。しかし、当社は、これらの求められる変更が営業活動によるキャッシュ・フローに重大な影響を与える

とは想定していない。

 

 

　　次へ
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セクションA ‒ 顧客
 

このセクションは、当社の顧客との契約に関する開示について記載している。これらには、当社が収益を認識する方法、収

益の分類、並びに当社の営業債権及び顧客関連の義務に関する情報が含まれているが、これらに限定されてはいない。

 

(A.1) 収益

顧客との契約から生じる収益の会計処理

収益の分類

当社は、当社のクラウドサービスの使用、オンプレミス・ソフトウェア製品のライセンス、標準化されたサポートサー

ビス及びプレミアムサポートサービス、コンサルティング、顧客専用ソフトウェアの開発、トレーニング及びその他の

サービスについて、顧客に請求する利用料から収益を獲得している。

クラウド及びソフトウェア収益は、連結損益計算書に記載の通り、クラウド収益、ソフトウェアライセンス収益及びソ

フトウェアサポート収益の合計である。

クラウド収益は、顧客に以下のいずれかを提供することにより得られる利用料を表す。

サービスとしてのソフトウェア(SaaS）は、当社又は当社が下請契約した第三者が提供するクラウドベースのインフラス

トラクチャーにあるソフトウェア機能（標準機能、AIユースケース、カスタムクラウド・アプリケーション及び拡張機

能を含む）を使用する権利を付与するサービスである。この場合、顧客は当社が提供するクラウドのホスティング契約

を解約することはできず、また、ソフトウェアを所有して自身のITインフラストラクチャー上で使用することや、外部

の第三者と契約してソフトウェアを提供、管理する権利を持たない。SaaSには、顧客が、当社のクラウドベースの取引

プラットフォーム上で実行する取引に対する取引手数料及び代行手数料も含まれる。

サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）は、アプリケーションを開発、展開、統合及び管理するためのクラウド

ベースのプラットフォームにアクセスすることができるサービスである。

サービスとしてのインフラストラクチャー(IaaS)は、当社又は当社が契約した第三者が提供するソフトウェアのための

ホスティングと関連するアプリケーションの管理サービスである。

プレミアムクラウドサポートは、基本的なクラウド・サブスクリプションサービスに含まれる標準サポートを超えたサ

ポートである。

ソフトウェアライセンス収益とは、顧客が所有又は完全に顧客の支配下にある場所で顧客が使用するための、永続的又

は期間ベースのソフトウェアのライセンスから得られる利用料を表す。すなわち、顧客は、顧客の敷地内又は当社とは

関係のない外部の第三者が提供するハードウェア（オンプレミス・ソフトウェア）にインストールするためのソフト

ウェアの所有権を有する。

ソフトウェアサポート収益は、将来における不特定のソフトウェアアップデート、アップグレード及び拡張機能を含む

標準化されたサポートサービス並びにオンプレミス・ソフトウェア製品に対する技術製品サポートサービス提供の利用

料を表す。

サービス収益は、主に専門的なコンサルティングサービス、プレミアムサポートサービス及びトレーニングサービスの

利用料を表す。
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契約の識別

当社は、頻繁に同一の顧客と複数の契約を締結するが、会計上、複数の契約がほぼ同時に締結され、経済的に相互に関

係している場合、これらは単一の契約として扱う。締結日が3ヶ月間以上離れた契約については、当該契約を同時期に締

結したとみなせないため、単一の契約とはしない。様々な契約が相互に関連しているかどうかの評価にあたっては、判

断が必要となる。これらの判断には、複数の契約が単一の商業的目的を有するパッケージとして交渉されているかどう

か、ある契約の対価の額が他の契約の履行に依存するものかどうか、契約上の一部又は全ての商品が単一履行義務であ

るかどうかの検討が含まれる。

既存の顧客との新たな取り決めは、新たな契約又は顧客との過去の契約の修正のいずれかとなる。当該事項の決定を行

う際には、新たな取り決めにおける商品とサービスは、以前の契約における商品とサービスに強く相互に関連している

かどうか、どのように新たな取り決めの商品とサービスの価格が決められているか、新たな取り決めと既存契約に関連

性があるかどうか、といった事項を考慮する。取引価格の変更が、契約の変更又は変動対価の変更のいずれに該当する

かを決定する際には、取引価格の変更が、契約の変更によるものか、もしくは既存契約の条項の適用によるものかどう

かを検討する。

履行義務の識別

当社の顧客との契約には、多くの場合、様々な財又はサービスが含まれる。 通常、「収益の分類」セクションで概説さ

れている財又はサービスは別個の履行義務となり、財又はサービスに配分された契約上の対価は、別個に認識される。

顧客に商業的なパッケージとして販売される別個の財及びサービスについて、当社は通常、当該別個の財及びサービス

の間に重要な統合又は相互関連性は存在しないと結論付けており、従って、当該商業的なパッケージに含まれる個々の

財又はサービスを別個の財及びサービスとみなす。ただし、財又はサービスが別個の履行義務であるかどうかを決定す

る際には、判断が必要である。当社の専門的なサービスと履行活動においては、そのようなサービスが関連するオンプ

レミス・ソフトウェア、又はクラウドサービスを大幅に統合、カスタマイズもしくは変更しているかどうかを評価する

ために判断が必要となる。これらに関連して、サービスの性質と、サービスが関連するオンプレミス・ソフトウェア又

はクラウドサービスの量に対する相対的な割合を考慮する。通常、当社のクラウドサービスの履行サービスは、単純な

設定作業を超えるものであり、別個の履行義務となるものである。同様に、当社のオンプレミス履行サービスとカスタ

ム開発サービスは、通常、別個の履行義務とみなされる。別個のものではない財及びサービスは、単一の財及びサービ

スとして結合される（結合履行義務）。

財又はサービスを販売する際、当社は頻繁に、追加的な財やサービス（例えば、クラウドやサポート体制の更新、購入

したクラウドソリューションやソフトウェアの追加利用量）を取得するオプションを顧客に付与する。このようなオプ

ションが、顧客が当該契約を締結しなかった場合には得られない重要な権利を顧客に提供しているかどうかを決定する

ためには判断が必要となる。その際、販売された財又はサービスを個別に販売する際に適用される割引を超過するよう

な割引が、当該オプションと共に販売される際に顧客に付与されるかどうかを判断する。
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当社は次の状況において、履行義務の性質及び当社が特定の財又はサービスを顧客に提供するのか、もしくは財又は

サービスが第三者によって顧客に提供されるよう手配するのかを決定する。

－　パートナーを経由して間接的に最終顧客に販売する場合

－　第三者の商品を最終顧客に販売する場合

－　サプライヤーの支援を受け最終顧客にサービスを提供する場合、又は

－　クラウドベースのプラットフォーム上で買い手とサプライヤーを結び付ける場合

当社は、履行義務の評価に沿って第三者又はパートナーが本人・代理人のいずれに該当するのかを特定する。履行義務

の評価は特定の財又はサービスが顧客に移転される前に、第三者又はパートナーが財又はサービスを管理しているかど

うかという点に基づいて行われる。多くの場合において、複数の財又はサービスを特定の財又はサービスに組み合わせ

ているかどうか、特定の財又はサービスを提供する際の顧客に対する法的責任と、財又はサービスに対する価格設定上

の裁量に依拠して判断する。

取引価格の決定

約束した財又はサービスの顧客への移転と引き換えに、当社が権利を得ると見込まれる金額を決定する際には、判断が

必要となる。一般的に、変動対価は最も発生する可能性が高い金額によって見積もられ、変動対価に関する不確実性が

解消される時点で大幅な減額が生じない可能性が非常に高い範囲のみ取引価格に含められる。この判断には、事後的な

値引きが顧客に許可されるかどうか、その程度、並びに、顧客が契約上の対価を支払うと見込まれるかどうかについて

の見積りが含まれる。この判断にあたっては、個々の顧客についての過去の経験又はポートフォリオを考慮している。

この認識に関する制約は、使用量又は売上高に基づく成功報酬を含むオンプレミス・ソフトウェアに適用される。これ

に対し、当社の典型的なクラウドサービスの場合、顧客はホスティング契約を解約することはできず、また、ソフト

ウェアの所有権を保持しないため、顧客にはソフトウェアライセンスを付与しない。そのため、変動的なクラウド使用

料は、使用量や売上高に基づくライセンスロイヤリティとして会計処理されるのではなく、見積りに基づいて取引価格

が決定される。

当社が個別の商品又はサービスと引き換えに顧客に対価を支払い、例えば当社がサプライヤーから財又はサービスを取

得する場合など、当該購入が顧客契約と関連している場合には、当該取引の公正価値を見積り、関連する顧客契約の取

引価格を減額するかどうか、及びその減額の範囲を判断する必要がある。

ごく稀に、契約に重要な金融要素が含まれることがある。当社が顧客に約束した財又はサービスを移転した時点と顧客

が対価を支払う時点が1年以内である場合には、金融要素を考慮しない。
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取引価格の配分

顧客契約の取引価格を契約内の履行義務に割り当てるために使用する独立販売価格（SSP）を特定するため、当社は以下

のヒエラルキーを設定している。

－　独立販売価格が、観察可能であり、顧客間で合理的な一貫性を有する場合（つまり、著しい変動がない場合）、独

立販売価格はそれぞれの過去実績に基づいて見積もる。通常、標準サポート提供と専門的なサービス提供には、こ

のアプローチを適用する。

－　販売価格が直接的に観察可能でない、又は顧客によって著しく変動する場合、以下の見積り方法を用いる。

当社のクラウドサービスに係る独立販売価格は、市場の状況やその他の要因を考慮した全体的な価格設定目標を反映し

ている。当社では、取引の多くを網羅する特定の価格レンジを使用して独立販売価格を見積っている。この文脈におい

て、レンジの上限及び下限を決定する際には判断が必要となり、この判断は市場で達成された価格や戦略的な価格設定

を考慮したものである。

価格が著しく変動し、コストプラスマージンアプローチに基づいて見積もるための実質的な直接費用がない製品につい

ては、取引価格を残余アプローチにより配分する。当社は、特に標準的なオンプレミス・ソフトウェア製品にこの手法

を用いる。

当社の財又はサービスの過去の価格設定が著しく変動したかどうかについての判断にあたり、価格変動の基準値を設定

している。

当社の市場投入戦略がさらに進展するなかで、当社は商業モデル及び価格設定慣行を継続的に監視しており、その結果

として将来的に独立販売価格が変更される可能性がある。

重要な権利オプションの独立販売価格は、オプションを行使する確率に依存する。この確率を見積もる際には、当社は

過去の行使状況を考慮している。

収益の認識

クラウド収益は、サービス提供期間にわたって認識される。1つ又は複数のクラウドサービスに対する継続的なアクセス

権と利用権を一定期間付与するクラウドビジネスモデルの場合、収益は時の経過に応じ、当該サービス提供期間にわ

たって比例的に認識される。消費ベースで提供されるクラウドビジネスモデルの場合、契約期間中、顧客はクラウド

サービスに一定の金額の支払いを約束する一方、クラウドサービスの利用を取りやめる裁量を持つ。そのため、当社は

消費に基づき、その履行義務の充足に向けた当社の尺度を最も反映する形で収益を認識している。取引価格が全額変動

対価であり、顧客の消費量に応じて決定されるという限定された状況においては、収益は期間の使用量に応じて認識す

る。

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

155/399



ソフトウェアライセンス収益は、標準的なソフトウェア、顧客専用のソフトウェア、又はソフトウェアの提供と将来に

不特定のソフトウェア製品を提供する義務を組み合わせたソフトウェアサブスクリプション契約を提供するかどうかに

応じて、一時点、もしくは一定期間にわたって認識される。

－　標準的なオンプレミス・ソフトウェア製品のライセンスは、通常、顧客にソフトウェアをダウンロードするための

アクセス権を付与することにより提供される。このようなオンプレミス・ライセンスの収益は、当社が顧客にライ

センス権を付与し、顧客がソフトウェアにアクセスして管理できるようになった時点で認識される。オンプレミ

ス・ソフトウェア製品が、顧客に対して知的財産へのアクセス権ではなく、使用する権利を付与しているかどうか

の判断をする際には、事後的なアップデートを含まない当該ソフトウェアの有用性に基づいて判断を行う。

－　代表的な顧客専用のオンプレミス・ソフトウェアの開発契約は、以下のようなものである。

●　当社にとって代替的な利用方法のない、顧客ごとの特定の要求に応じて開発されたソフトウェアに相当する。

●　現時点までに完了した履行に対する支払いを受ける強制可能な権利を当社にもたらす。

そのような開発契約については、ソフトウェア開発の進捗率に応じて一定の期間にわたり収益を認識する。履行義務の

完全な充足に向けての進捗率を測定する適切な方法を決定するには、判断が求められる。当社は通常、ソフトウェアの

開発において現在までに発生した直接費のうち開発作業を完了させるために合理的に見積もられた直接費の合計額に占

める割合に基づいて開発契約の進捗を測定している（インプットベースの工事進行基準）。開発費用の実質的に全ての

部分は、開発作業を実施しているエンジニア又は第三者の開発作業の費用であるため、この進捗率の測定方法は、顧客

への開発サービスの移転状況を忠実に表している。開発作業の完了までの総原価の見積りにあたっては、類似した過去

のプロジェクトの実績を考慮する。

－　ソフトウェアの提供と、将来に不特定のソフトウェア製品を提供する義務を組み合わせた契約については、顧客が

直ちにアクセス可能となるライセンスについては一時点で収益を認識する。当社の履行義務は、不特定のソフト

ウェア製品をいつでも利用可能な状態に整えることであるため、それらの製品に対するソフトウェアサブスクリプ

ション契約の契約期間にわたって収益を認識する。

ソフトウェアサポート収益は、通常、時の経過に基づいて認識されるため、サポート契約期間に比例して認識される。

標準化されたサポートサービスに基づく当社の履行義務は、技術的な製品サポートと不特定の更新、アップグレード、

並びに、機能の拡張をいつでも利用可能な状態を整えることにある。顧客は、これらのサポートサービスの便益を当社

が履行するのと同時に受けて消費する。

サービス収益は、通常、時の経過と共に認識される。サービスを提供する準備ができている場合（学習コンテンツへの

アクセス権など）、当社は時の経過に基づいて収益を認識するため、サービス期間にわたって収益を認識している。

サービス提供の準備を前提としないサービス（個別に識別可能なコンサルティングサービス及びプレミアムサポート

サービス等）は、サービスが利用されるにつれて、通常は工事進行基準に基づいて認識される。あるサービスが、提供

準備の整っているサービスか、サービス提供の準備を前提としないサービスかの区別については、判断を適用する。

複合した履行義務の収益は、複合した履行義務を構成する全ての契約のうち、最も長い期間にわたって認識される。

一定の期間にわたって充足される履行義務について、当社の履行状況を最も適切に反映する方法で進捗率を測定する必

要がある。一定の期間にわたって収益を認識するために発生原価を進捗率の測定に使用する場合は、履行義務の充足に

必要な総原価を見積もるために判断を適用する。

上述の判断と見積りは、いずれも認識される収益の時期に重要な影響を与える可能性がある。
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契約残高

当社は履行義務が充足されていくにつれて、充足した履行義務に対応する債権を認識し、請求可能になった時点で全

額、売上債権を認識する。この際、対価について無条件で受け取ることのできる権利であるかどうか、すなわち債権の

要件を満たしているかどうかについての判断が必要となる。

契約負債は、主に、収益認識前に期日の到来した請求又は顧客から受けた支払いによって構成される。

通常、当社は標準的なオンプレミス・ソフトウェアに対する料金は、契約を締結し製品を提供した時点で請求してい

る。クラウド・サブスクリプションサービス、ソフトウェアサポートサービス、及びその他の複数期間契約に対する期

間定額料金は、通常、毎年又は四半期ごとに前払い請求される。当社の契約負債残高の多くは、このような料金の前払

いである。クラウド・サブスクリプションの実際取引量に基づく料金、及び非定期サービスに対して請求される料金

は、サービスの提供に応じて請求している。契約の種類と地域によって支払条件は変化するが、通常、30日から60日以

内を支払期限としている。

 

地域別情報

下表の地域別の収益額は、顧客の所在地に基づいている。下表の地域は、EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）、南北ア

メリカ（北米及び中南米）、及びAPJ（アジア太平洋地域及び日本）である。

 

顧客所在地別総収益

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

ドイツ 5,828 5,359 4,921

その他のEMEA地域 11,197 10,216 9,083

EMEA 17,025 15,575 14,004

米国 11,537 11,056 10,204

その他の南北アメリカ地域 2,962 2,752 2,558

南北アメリカ 14,499 13,808 12,762

日本 1,569 1,388 1,243

その他のAPJ地域 3,707 3,404 3,199

APJ 5,276 4,793 4,441

SAPグループ 36,800 34,176 31,207

 

地域別の主な収益分類

（百万ユーロ） クラウド収益 クラウド及びソフトウェア収益

 2025 2024 2023 2025 2024 2023

EMEA 8,876 6,892 5,241 15,013 13,534 12,028

南北アメリカ 9,075 7,872 6,642 12,744 11,987 10,959

APJ 3,072 2,377 1,781 4,781 4,308 3,937

SAPグループ 21,023 17,141 13,664 32,538 29,830 26,924

 

残存履行義務

残存履行義務に配分した顧客契約の取引価格の金額は、未認識の契約収益を表している。それらには、契約負債として認識

されている金額と、契約されているが支払期限が未到来の金額が含まれる。

重要な早期解約手数料を伴わずに顧客が任意に解約できる権利の対象となる契約期間、又は適用法令に基づく解約権の対象

となる契約期間は、当社の残存履行義務から除外される。これは、解約の対象となる期間について、強制可能な権利及び義務

が存在しないと判断しているためである。
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2025年12月31日時点で、不履行又は部分的に不履行の履行義務に配分された取引価格は、905億ユーロ（2024年12月31日: 784

億ユーロ）であった。クラウドの履行義務のうち不履行又は部分的に不履行の履行義務(クラウドバックログ合計)に配分され

た取引価格は、2025年12月31日現在、773億ユーロ（2024年12月31日: 633億ユーロ）であった。残存している金額の大部分は、

ソフトウェアサポートを提供する義務によるものである。クラウド・サブスクリプション契約は通常複数年契約であるのに対

し、ソフトウェアサポート契約の大部分は更新段階の契約であり、契約期間は1年である。サービスに関わる残存履行義務の一

部は、所定のアウトプットを伴う契約及びプレミアム・エンゲージメント契約から得られる解約不能な収益で構成されてい

る。全体として、残存履行義務の約39％は、2025年12月31日から翌12ヶ月間にわたり収益認識されるものとしている。

残存履行義務に配分される取引価格は報告期間によって変動するが、これは主に、クラウド、保守及びサービス事業におけ

る新規契約に加え、報告期間末に残存履行義務に対する収益を認識したことによるものである。その他の要因として、契約変

更、アップセル、更新、為替レートの変動及び価格調整が含まれる。

2025年度に認識された、契約更新、新規契約及び契約変更に係る収益は、以下の残余履行義務に係る調整表において総額

ベースで表示されている。すなわち、「契約更新、新規契約、契約変更に係る増加」の欄に正の項目として含まれ、「2025年

に認識された収益に係る減少」の欄に負の項目として含まれる。

 
残余履行義務に係る調整表

（十億ユーロ） 2025

2024年12月31日 78.4

契約更新、新規契約、契約変更に係る増加  

-クラウド 35.0

-保守 9.9

-サービス 3.1

-その他(1) -0.2

2025年に認識された収益に係る減少  

-クラウド -21.0

-保守 -10.5

-サービス -4.3

買収及び売却(2) 0.2

2025年12月31日 90.5

 
(1)その他には主にサービス及び保守契約に係る為替変動、及びソフトウェア契約の残存履行義務の変更による影響が含まれ

る。
(2)2025年期の買収及び売却はSmartRecruitersの買収に係るものである。

 
2023年12月31日から2024年12月31日までの間に、残存履行義務は587億ユーロから784億ユーロに増加した。この増加は、主に
クラウドに係る362億ユーロ、保守に係る108億ユーロ、並びにサービス及びその他に係る51億ユーロの契約更新、新規契約及
び契約変更によるものである。一方で、2024年度において、クラウドに係る171億ユーロ、保守に係る113億ユーロ及びサービ
スに係る43億ユーロの収益認識により、2023年12月31日時点の残存履行義務は減少した。追加的な増加要因として、2024年に
WalkMeを買収したことにより、残存履行義務が4億ユーロ増加した。

 
過年度に充足された履行義務
過去の期間に充足された履行義務に関して当期に認識された収益は77百万ユーロ(2024年12月31日:75百万ユーロ)であり、これ
は主に、変動対価の見積りの変更及び工事進行基準契約に関連する見積りの変更によるものである。

 
契約残高

次表は、2025年12月31日に終了した事業年度の契約負債残高に影響を与えた活動を示している。

契約負債

（十億ユーロ） 2025

2025年1月1日 6.1
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請求と請求書の期日が到来することによる増加 16.7

履行義務の履行による減少 -15.6

その他(1) -0.5

2025年12月31日 6.7

(1)その他には、外貨建換算差額や企業結合の影響が含まれる。

 

会計期間の開始日に契約負債残高に含まれ、会計期間中に認識された収益額は、53億ユーロ（2024年12月31日: 47億ユーロ）

であった。

 

(A.2) 営業債権及びその他の債権

営業債権及びその他の債権の会計処理

当社は、ビジネスモデルに応じて営業債権及び顧客との契約から生じる契約資産を償却原価から予想信用損失を差し引

いた金額、又は予想信用損失を控除したその他の包括利益(OCI)から算定された公正価値で測定している。当社はポート

フォリオごとに引当金を計上することにより、予想信用損失を計上している。当社は、債権の当初測定時に全期間にわ

たって発生すると予想される信用損失を考慮する減損の簡便的アプローチを適用している。これらの損失を見積もるた

めに引当金マトリクスを使用している。

さらに、信用不安の客観的証拠がある場合、当社は個々の債権に対する引当金を認識する。

回復の可能性が低いと判断した場合、債権残高は部分的に又は全額が貸倒処理される。

営業債権に対するデフォルトリスクの分析及び管理方法、引当金マトリクスの損失率の決定方法、信用不安の決定方法

及び当社の貸倒処理の基準については、注記(F.1) 信用リスクに関するセクションを参照のこと。

連結損益計算書上、予想信用損失引当金からの純利益と純損失は、その他の営業収益/費用（純額）に計上されている。

為替レートの変動による損益は、その他の営業外収益/費用（純額）に含まれている。

予想信用損失引当金の決定には、重要な判断が含まれる。当社は、主に引当金マトリクスのリスク分類における信用損

失に関する過去の経験及び滞留債権に関する現在のデータを考慮して判断している。当社の過去のデフォルト率は、将

来、予想される顧客のデフォルト率に合理的な見積りを示すものであると考えている。引当金マトリクスの作成にあた

り、過去のデータに加えて、合理的かつ裏付け可能な将来の情報（例えば、カントリーリスク格付の変化、顧客が所在

する国のクレジットデフォルトスワップの変動）を考慮している。

営業債権が回収可能かどうかの評価には、デフォルトに関する仮定を設定する必要があるが、当該仮定は大幅に変わる

可能性がある。

この判断に際し、当社は信用損失が発生した可能性が高く、合理的に損失を見積もることが可能であるならば、当該特

定の顧客に対する引当金を計上する。過去の実績が将来の動向を示していない可能性があるため、主に当社の過去の損

失実績に基づいて、残りの債権に対する予想信用損失を決定する際にも、同様に判断を要する。また、予想信用損失引

当金の損失率に、合理的かつ裏付け可能な将来見通し情報を含めることは、将来の成長に対する信頼性のある予測と

なっていない可能性もあるため、判断を必要とする。

 

営業債権及びその他の債権

（百万ユーロ） 2025 2024

流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

営業債権（純額） 5,790 0 5,970 6,231 0 6,231

その他の債権 885 218 1,103 543 209 752

合計 6,675 218 6,893 6,774 209 6,983
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契約資産は、当社の財政状態計算書のその他の債権に含まれている。2025年12月31日現在の契約資産は、803百万ユーロ

（2024年12月31日: 441百万ユーロ）である。

営業債権に対する財務リスク、信用リスクの管理方法並びに営業債権及び契約資産に対する引当金の詳細については、注記

(F.1)を参照のこと。

 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

160/399



 

(A.3)顧客との契約から生じる資産化コスト

顧客契約獲得のためのコスト

顧客との契約から生じる資産化コストは、当社の財政状態計算書上、その他の非金融資産として分類される。

資産計上された顧客契約獲得のための増分コストは、営業担当チームとパートナーによって獲得された販売手数料から

なる。顧客との契約を獲得するための増分コストとしての定義を満たす場合に販売担当以外の従業員に支払われる金額

についても同様である。特に、当該手数料が累積的な目標値に基づく場合や、1つの顧客契約における複数の履行義務に

関連する場合、資産計上すべき金額の決定に判断が必要となる。当社は累積目標に数え入れられる全ての顧客契約につ

いて、このような累積目標の販売手数料を資産計上しているが、これは顧客契約の獲得以外に累積目標の達成に寄与で

きない場合に限る。複数の履行義務を有する契約又はその可能性のある更新に対する手数料は、それぞれの独立販売価

格に関連するこれらの履行義務及び可能性のある更新に配分される。

顧客契約更新に対する当社の販売手数料の支払いは、通常、新規契約に対して支払われる手数料と同一の基準ではな

い。このため、更新可能な新規契約に対して支払われる手数料は、これらの契約の予想される更新にも関連している。

結果として、当社は新規顧客契約に対して支払われた販売手数料を、契約更新を含む予想契約期間にわたり定額法で償

却している。これらの契約期間の見積りには判断が求められる。この判断にあたり、当社は、結果的に生じる償却期間

が予想される契約期間を適切に反映しているか、あるいは潜在的な減損の兆候が存在しうるかを確かめるために、将来

の契約更新について定期的に評価を行っており、その契約更新に係る予想を考慮に入れている。償却期間は、提供する

サービスの種類に応じて18ヶ月から7年の範囲となる。同一基準の支払いは、関連する契約期間にわたって償却される。

顧客契約を獲得するために発生した増分コストの償却費は、主に販売とマーケティング費用として分類される。償却期

間が１年以内と見込まれる場合は、顧客との契約獲得に関する増分コストは発生した時点で費用計上される。

 

顧客契約を履行するためのコスト

顧客契約を履行するために発生した資産化コストは、IFRS第15号以外の基準の範囲に含まれていない限り、主としてク

ラウド製品とカスタム・クラウド開発契約のセットアップや履行のための直接関連する費用から構成される。これらの

費用は、セットアップや履行又は開発の完了後から更新見込みを含むクラウド・サブスクリプションの契約期間にわた

り、それぞれ定額法で償却される。契約期間中に、当社は定期的に評価している将来の契約更新についての予想を考慮

に入れて、償却期間の結果が予想される契約期間を適切に反映したものであることを確認している。償却期間はサービ

スの種類に応じて、通常5年から7年としている。さらに、資産化コストには最終顧客との契約に関連する第三者のライ

センス料も含まれ、当該ライセンス料は第三者ライセンス契約の契約期間にわたって償却される。費用が顧客との契約

に直接関係しているかどうかを評価し、契約期間を見積もるには、判断を要する。

顧客との契約を履行するための資産化コストの償却は、クラウド費用に含まれる。

 

顧客との契約から生じた資産化コスト

（百万ユーロ） 2025 2024

流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

資産計上された顧客契約獲得コスト 1,130 3,348 4,478 1,086 3,221 4,307

資産計上された顧客契約履行コスト 282 334 616 264 272 536

資産計上した契約コスト 1,412 3,682 5,094 1,350 3,492 4,843

その他非金融資産 3,212 4,419 7,631 2,682 3,990 6,672

資産計上された契約コストが その他非

金融資産に占める割合（％） 44 83 67 50 88 73
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償却費用

（百万ユーロ） 2025 2024

資産計上された顧客契約獲得コスト 1,108 1,107

資産計上された顧客契約履行コスト 511 418

 

(A.4) 顧客関連引当金

予想契約損失

顧客関連引当金は、主に予想契約損失を含む。当社は情報が入手可能になり、状況が変化するにつれて、これらの引当

金を調整する。非流動引当金は、報告書日現在の予想決済額の現在価値によって測定されている。

潜在的な義務負担を伴う顧客契約を特定するための会計単位は、契約の組み合わせガイダンスを含むIFRS第15号の契約

の定義に基づいている。評価において検討される経済的便益には、契約に基づいて直接権利が与えられる将来利益と、

これらの利益を確実に決定できる場合に、契約の経済的影響であると予想される将来利益が含まれる。

 

顧客関連の訴訟及び損害賠償請求

顧客関連引当金には、顧客関連の訴訟及び損害賠償請求から生じる債務も含まれている。現在、当社はSAPソフトウェア

の使用に基づいて提起された訴訟に対して補償を要求する顧客に関する訴訟、及び当社が提供した製品及びサービスに

不満を抱く顧客に関する訴訟を含む、様々な損害賠償請求や法的手続に直面している。顧客関連の訴訟及び損害賠償請

求から生じる債務は、当社の製品が第三者の特許、著作権、企業秘密、又はその他の所有権を侵害しているとの損害賠

償請求から生じる負債に対して、当社が顧客に補償する場合に生じる。

これらの事項には不確実性があるため、入手可能な最善の情報に基づいて引当金を計上している。引当金計上の要否、

計上のタイミング及び引当金の計上金額については、重要な判断が必要となる。特に、以下の項目についての判断が必

要となる。

－　債務が存在するかどうか

－　経済的便益の流出の可能性

－　債務金額について、信頼性をもった見積りが可能かどうか

－　債務を決済するために必要な支出額の見積り

各報告期間の末日に、当社は係争中の損害賠償請求及び訴訟に関連する潜在的な債務を再評価し、現在の最善の見積り

を反映するように引当金の金額を調整する。また、当社は、各報告期間の末日後、連結財務諸表の公表の承認前に入手

した新しい情報を検討、評価し、それらの情報が報告期間末日に存在した状況に対して追加情報を提供するものである

かを判断している。当社の法令等に関連する偶発債務の会計処理の基礎となる見積りや仮定が変更する場合、並びにこ

れらの見積り及び仮定とは異なる結果が生じる場合は、計上された各引当金の帳簿価額に重要な調整又は追加が必要と

なる可能性がある。これらの訴訟及び損害賠償請求から生じる経済的便益の流出が予想される時期又は金額は、一般的

に訴訟及び損害賠償請求を解決するために必要な訴訟手続及び和解交渉の期間並びに複数の管轄区域における法的紛争

の結果の予測不可能性に左右されるため、不確実で推定することができない。

引当金を認識していない顧客関連の訴訟及び損害賠償請求に関連する偶発債務が存在するが、上述した訴訟等に係る不確実

性のため、これらの偶発債務に関する財務上の影響を見積もることは現実的ではないと判断している。

 

　　次へ
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セクションB ‒ 従業員
 

このセクションは、従業員給付の枠組みについての財務的情報を記載している。このセクションは、注記 (G.5)に記載の主要

経営幹部への報酬の開示と併せて参照されたい。

 

(B.1) 従業員数

職能及び地域(EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）、南北アメリカ（北米及びラテンアメリカ）、APJ（アジア太平洋及

び日本））ごとの従業員数は、以下の通りである。

 

地域及び職能ごとの従業員数

2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日

正規職員相当

EMEA

南北

アメリカ APJ 合計 EMEA

南北

アメリカ APJ 合計 EMEA

南北

アメリカ APJ 合計

クラウド及び
ソフトウェア 4,665 4,511 5,381 14,557 4,543 4,339 4,764 13,646 4,389 4,266 4,426 13,080

サービス 8,331 4,546 5,813 18,691 8,485 4,719 5,566 18,770 8,178 5,013 5,481 18,672

研究開発 18,589 5,845 13,531 37,965 18,819 5,677 13,094 37,590 18,086 5,884 12,474 36,444

販売及び
マーケティング 12,031 9,829 4,963 26,823 12,042 9,801 5,139 26,983 12,086 10,300 5,342 27,728

一般管理 4,057 1,924 1,356 7,337 3,836 1,836 1,300 6,971 3,619 1,777 1,307 6,704

インフラ 3,164 1,104 1,008 5,277 3,076 1,164 921 5,161 2,834 1,274 867 4,975

SAPグループ

(12 月 31 日 時

点） 50,837 27,760 32,053 110,650 50,801 27,536 30,784 109,121 49,191 28,515 29,897 107,602

上記のうち買収

による増加人数 288 74 13 375 413 414 86 912 421 138 0 558

SAPグループ

（月次平均） 49,685 27,823 31,703 109,211 49,764 27,394 29,997 107,155 48,222 28,239 29,582 106,043

当社の自主希望退職制度に参加した従業員の大部分は2024年及び2025年上半期にかけて退職した。変革プログラム及びそれ

による従業員数への影響の詳細は、注記(B.6)を参照のこと。

 

 

(B.2) 従業員給付費用

従業員給付費用の内訳

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

給与 12,066 12,244 12,128

社会保障費用 1,981 2,003 1,919

株式報酬費用 1,695 2,385 2,220

年金費用 495 435 438

従業員関連リストラクチャリング費用 3 3,143 222

リストラクチャリング計画に関連しない解雇給付 238 68 64

従業員給付費用 16,478 20,278 16,992

リストラクチャリング計画に含まれない退職給付は、2024年と比較して2025年に増加した。これは主に、2025年7月末に公表

された人員最適化プログラムに基づき認識された191百万ユーロの費用によるものである。給与は、主に2025年における賞与費

用の減少により減少した。
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(B.3) 株式報酬

株式報酬費用の会計処理

連結損益計算書上の分類

株式報酬費用には、従業員に付与される持分決済型及び現金決済型の報酬が含まれる。それらに関する費用は、従業員

給付として認識され、当連結損益計算書上、受給する従業員が行う活動に従って分類される。株式報酬費用は、現金決

済型株式報酬のヘッジに係る有効部分により相殺される。当社の2024年リストラクチャリングプログラムにより生じて

前倒し認識された株式報酬費用は、連結損益計算書上、リストラクチャリング費用に分類され、財政状態計算書におい

てリストラクチャリング引当金に含まれている。

 

評価、判断、及び見積りの不確実性の要因

当社は、株式報酬の公正価値を見積もる際に、予測される株価の変動率及び予想される配当利回りを含む、一定の仮定

を用いている。また、業績連動型株式報酬（PSU）の最終的な権利確定数は、業績指標の達成度によって決定される。さ

らに、現金決済型シェア・ユニットの払込金額は、権利確定日における当社の株価に左右される。これらの仮定に対す

る変更、あるいはこれらの仮定とは異なる実績により、株式報酬に対して認識した負債の帳簿価額への重要な修正を必

要とする場合がある。SAP長期インセンティブプログラム2024及び2020 (LTI 2024及びLTI 2020)のもと付与された株式

の公正価格は、NASDAQ-100企業の株主総利回り（TSR）に係る当社の業績、ボラティリティ、及びNASDAQ-100企業のTSR

と当社のTSRとの予想相関関係に依存する。

現金決済型の将来支出額については、当社の株価が最も関連のある要素である。LTI 2024及びLTI 2020については、将

来支出は株価だけでなく、NASDAQ-100企業と比較した当社のTSRパフォーマンスが大きく影響すると考える。LTI 2024及

びLTI 2020のもとでの将来支出額はまた、SAPの長期戦略を基礎とした非市場型の業績状況を満たすことにも影響され

る。しかしながら、後者は公正価値の算定には関連しないものの、付与される株式報酬の量的な調整には影響を与え

る。これらの要素の変動は、評価モデルで計算される見積公正価値及び将来支出に大きく影響を与えることがある。

OWN SAPプランでは、従業員に対して株式の割引購入権を付与している。それらの割引が従業員による将来の役務提供に

依存しない場合、割引購入権が付与された際に費用として認識される。

 

連結キャッシュ・フロー計算書の表示

当社の現金決済型株式報酬制度及び市場での株式買付によって実現する持分決済型株式報酬制度(本注記(B.3)のa)にお

けるOwn SAP プランを参照のこと)に係る支払額は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動から生じるキャッシュ・

フローとして個別に表示している。その結果、営業キャッシュ・フローの調整項目の中で表示されるその他の資産及び

その他の負債の変動額は、株式報酬関連の資産及び負債を含まない。株式報酬に係るキャッシュ・フローは、現金決済

型株式報酬のヘッジに係る支払により相殺される。当社の2024年リストラクチャリングプログラムにより生じた現金決

済型の株式報酬の支払は、リストラクチャリングに係る支払に含まれている。

 

損益計算書の営業費用は、下記の株式報酬費用を含む。

 

機能領域別の株式報酬費用

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

クラウド費用 107 138 94
ソフトウェアライセンス及びサポート費用 30 42 38
サービス費用 244 360 375
研究開発費 600 751 703
販売費 579 876 834
一般管理費 135 217 175

株式報酬費用合計 1,695 2,385 2,220

内、持分決済型株式報酬に関するもの 1,331 1,591 1,414

内、現金決済型株式報酬に関するもの 364 794 806
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さらに、当社は2024年に、当社の2024年変革プログラムによる株式報酬費用の前倒し負担として、309百万ユーロを認識して
いる。これらの株式報酬費用は連結損益計算書上、リストラクチャリング費用に分類されている。リストラクチャリングプロ
グラムの詳細は、注記(B.6)を参照のこと。
 
現金決済型株式報酬の支払に関連して2025年に新たに導入された当社のヘッジプログラムの詳細は、注記(F.1)を参照のこ
と。
 
当社の主な株式報酬制度は、以下の通りである。
 

a)　持分決済型株式報酬制度

持分決済型Move SAPプラン（Move）

役員及び特定の従業員を維持し、エンゲージメントを高めるため、当社は現金の代わりに株式で決済することを意図した

Moveの単元株式を付与している。現金決済型Moveプランについての条件は、本注記(B.3)の「b)現金決済型株式報酬制度」を参

照のこと。

特定の単元株式には、異なる期間が適用される。付与された単元株式は、以下のように異なるトランシェにより権利が確定

する。

-　勤務条件付きである制限付単元株式（RSU）のみ

-　6ヵ月間の待機期間後、四半期単位で3年以上を経過した場合、又は

-　勤務条件付き、かつ、特定の業績達成指標（KPI）を達成した場合に付与される業績連動型単元株式（PSU）

-　12ヵ月間の待機期間後、四半期単位で3年以上を経過した場合

　様々なトランシェのもとで権利確定するPSUの数は、主に、付与された年における2つの均等に加重されたKPI、すなわち営業

利益(非IFRS、恒常通貨による)とクラウド収益（恒常通貨による）の達成に依存する。加重平均した業績に応じ、権利確定す

るPSUの数は、当初付与された数の0％から200％の範囲で変動する。KPI目標に対する2025年の業績は107.2%（2024年:

134.5％）であった。

　当社は、持分決済型に分類されるシェア・ユニットを権利確定時に自己株式を再発行することにより決済する予定である

（詳細については注記(E.2)を参照のこと）。

　付与日における当社の発行済持分決済型制度の評価は、以下のパラメーターと仮定に基づき行われた。

 

2025年度の付与日に使用された公正価値とパラメーター

（特に記載のない限りユーロ） Move (2025トランシェ)

付与日時点の加重平均公正価値 237.67

付与日における公正価値の測定方法に関する情報  

使用した評価モデル その他(1)

加重平均株価 241.49

加重平均予想配当利回り（％） 0.98

付与日における加重平均当初行使期間（年） 1.6

(1)これらの報酬は、測定日現在の株式の時価から、各報酬の満期までに予想される将来の配当がある場合には、当該配当を差

し引くことにより公正価値を算定している。
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2024年度の付与日に使用された公正価値とパラメーター

（特に記載のない限りユーロ） Move (2024トランシェ)

付与日時点の加重平均公正価値 175.09

付与日における公正価値の測定方法に関する情報  

使用した評価モデル その他(1)

加重平均株価 170.40

加重平均予想配当利回り（％） 1.23

付与日における加重平均当初行使期間（年） 1.7

(1)これらの報酬は、測定日現在の株式の時価から、各報酬の満期までに予想される将来の配当がある場合には、当該配当を差

し引くことにより公正価値を算定している。

 

未行使報酬の変動

（他に明記がない限り、単位: 千） Move (2023-2025トランシェ)

2023年12月31日 16,830

付与(2) 6,944

KPI目標達成度合いによる調整 151

行使 -10,193

失効 -392

決済による変動(2) -1,149

2024年12月31日 12,192

付与(2) 4,934

KPI目標達成度合いによる調整 -16

行使 -8,433

失効 -269

決済による変動(2) -671

2025年12月31日 7,737

(2) 当社は、当初は株式で決済することを意図していたMoveプランに基づき付与された一部の単元株式について、特にリストラ

クチャリングプログラムにより、現金流出が見込まれるようになったため、分類を持分決済から現金決済に変更した。分類を

変更した単元株式は、付与された単元株式数に含まれている。

 

2025年度に行使された株式報酬の加重平均株価は、234.93ユーロ（2024年: 197.14ユーロ）であった。2025年12月31日現在の
未行使報酬の加重平均残存期間は0.9年（2024年12月31日: 0.9年）であった。

 

Own SAPプラン（Own）

Own SAPプランでは、従業員は月に一度、保有期間の要件なしに当社株式を購入する機会を有する。該当する従業員の一人当

たりの投資は、毎月の基本給の一定割合に制限されている。当社は従業員投資額と等価の株式を40%上乗せして提供し、非役員

向けに月額20ユーロの補助金を提供している。2024年のSAPの好調な業績に対する従業員の貢献を認め、2024年10月から12月ま

で当社の拠出金が40％から100％に一時的に増額された。当社の取締役会のメンバーは、この制度を利用できない。
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購入された株式数

（百万） 2025 2024 2023

Own 3.8 4.9 6.5

 

Own SAPプランの結果、当社は従業員に対し当社株式を付与する義務がある。当社は、公開市場において株式を取得すること

及び持分決済型プログラムの運営代理人を通じて、これらの義務を履行してきており、今後も継続して履行することを予定し

ている。付与日における公正価値は平均株価242.71ユーロ（2024年: 196.90ユーロ）をもとに決定されている。

 

認識された費用

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

Move (2023-2025トランシェ) 1,059 1,240 1,175

Own 257 343 239

 

b)　現金決済型株式報酬制度

Grow SAPプランを含む現金決済型Move SAPプラン（Move）

当社はまた、当社株価と最終的な権利確定後株式数で決定される金額を現金受給する条件付権利となる実質的株式をMoveプ

ランにより、特定の条件のもとで付与している。持分決済型Move SAPプランの条件については、本注記（B.3）の「a）持分決済

型株式報酬制度」を参照のこと。

2020年から2023年にかけて、現金による決済を行うGrow SAPプランにより、当社は単元株式を付与した。この期限付きプラン

は、Move SAPプランと概ね同じ条件で、SAPの成功のための全従業員の尽力を認め、将来の会社の業績への参加を深める。

特定の単元株式には、異なる権利確定期間が適用される。各プランにより付与された単元株式は、トランシェごとに以下の

いずれかの場合に権利確定される。

-　勤務条件付きである制限付単元株式（RSU）のみ

-　年単位による3年間を経過した場合

-　6ヵ月間の待機期間後、四半期単位で3年以上を経過した場合

-　勤務条件付き、かつ、特定の業績達成指標（KPI）を達成した場合に付与される業績連動型単元株式（PSU）

　 -　12ヵ月間の待機期間後、四半期単位で3年以上を経過した場合

様々なトランシェのもとで権利確定するPSUの数は、主に、付与された年における2つの均等に加重されたKPIの達成に依存す

る。本注記(B.3)のa)「持分決済型」を参照のこと。

現金決済型PSUとして付与された単元株式は、権利確定時に現金により支払が行われる。

 

SAP長期インセンティブプログラム2020及びSAP長期インセンティブプログラム2024（LTI 2020及びLTI 2024）

LTI 2024及びLTI 2020は、長期的かつ複数年の業績に基づく、年次トランシェにおいて付与される取締役報酬の構成要素であ

る。LTI 2024及びLTI 2020はSAPの長期戦略を反映したものであり、従って長期戦略計画の重要目標を達成するための統一され

たインセンティブを設定することになる。LTI 2024及びLTI 2020はまた、市場と比較した際のSAP株価の長期実績に係る取締役

会メンバーへの報酬としての役目ともなり、それゆえ株主の利益が守られることにもなる。さらに、LTI 2024は、SAPの長期的

なサステナビリティ目標の推進における取締役会メンバーの成果に報いるため、ESG目標を含むものとなっている。一方、LTI

2020は、取締役会メンバーを長期間在籍させる要素を含む。

LTI 2024及びLTI 2020は、約4年間を１タームとして毎年トランシェが付与される実質的な株式報酬制度である。個々のトラ

ンシェが付与されると、取締役の勤務契約で規定された一定の付与額が実質的な株式（シェア・ユニット）に転換される。こ

のため、付与額は会計年度の決算速報の公表予定日後、LTI 2020については20日間、LTI 2024については10日間の取引日にお

けるSAPの平均株価（付与価格）で分割される。そのように配分されたシェア・ユニットは、LTI 2024については財務業績連動

型(財務PSU)50%、市場業績連動型(市場PSU)30%、そしてESG業績連動型(ESG PSU)20%から構成され、LTI 2020については財務業
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績連動型（財務PSU）3分の１、市場業績連動型（市場PSU）3分の１、そしてリテンション型3分の１から構成される。それら全

てのシェア・ユニットは、約4年間の権利確定期間を持つ。リテンション型と対照的に、財務PSU、市場PSU及びESG PSUは数量

の変化による影響を受ける。これに関連して、以下が適用される。

当初付与された財務PSUの数量は、業績係数によって増加する。業績係数は、SAPの長期戦略に由来する通貨の為替変動を考

慮しない非IFRS主要業績評価指標（KPI）に関連する個別の業績評価指標から構成される。LTI 2024については、営業利益及び

営業収益合計（2025年トランシェについて、クラウド収益並びにソフトウェアライセンス及びサポート&サービス収益に代わる

もの）である。LTI 2020については、非IFRS主要業績評価指標（KPI）はクラウド収益、営業収益合計及び営業利益である。こ

れら3つのKPIに関する目標達成が測定される業績期間は、財務PSUが付与される事業年度の期首から開始となり、シェア・ユ

ニットが付与された年の翌々年末に終了する。それぞれのKPIに対して目標達成率100%に相当する数的目標値が設定されてい

る。当該目標値は、いずれの場合も3年間の業績期間に係る累積値である。

当初付与された市場PSUの数量も、業績係数により増加する。業績係数は、約3年間の全業績期間に測定され、NASDAQ-100企

業の株主総利回り（TSR）との関連でランク付けされたSAP株式のTSRに依存する。SAP株式のTSRが中央値と一致する場合は、業

績係数が1.0となる。しかしながら、業績期間に渡ってSAP株式のTSRがマイナスの場合は、業績係数の最大値は上記と異なり

1.0となる。

当初付与されたESG PSUの数量は、業績係数によって増加する。業績係数は、SAPの長期戦略に由来する2つの非財務主要業績

評価指標（KPI）、すなわち、気候：Net Zero 2030及び人材のサステナビリティ：Business Health Culture Index（BHCI）

（2025年トランシェについて、多様性：女性役員KPIに代わるもの）の2つの業績評価指標から構成される。これら2つのKPIに

関する目標達成が測定される業績期間は、ESG PSUが付与される事業年度の期首から開始となり、シェア・ユニットが付与され

た年の翌々年末に終結される。それぞれのKPIに対して目標達成率100%に相当する数的目標値が設定されている。当該目標値

は、いずれの場合も3年間の業績期間に係る累積値である。

単元株式の業績は、配当支払を含むSAP株価の業績と関連している。従って、その当時のSAP株価に、単元株式が付与された

年の期首から単元株式が付与された年の3年後の年末までに支給されたSAP株式の配当金を加算したものと等しい金額が、各単

元株式に対して支払われる。会計年度の決算速報の公表予定日後、LTI 2024については10取引日、LTI 2020については20取引

日のSAP平均株価が支払金額を決定する。各単元株式の配当金額を含む支給金額は、付与価格の200%を上限とする。当該トラン

シェは現金決済型であり、その年の年次株主総会後にユーロで支払われる。

単元株式が付与された年の翌年から3年後の年末より前に取締役の役務契約が終了した場合、役職からの辞任や役務契約の終

了の状況により、シェア・ユニットの全て又は一部の権利が喪失する。

 

当社の発行済現金決済型株式報酬制度は、下記のパラメーターと仮定を用いて評価している。

2025年度期末時点の公正価値と使用したパラメーター

（特に記載のない限りユーロ）

LTI 2024

(2024-2025

トランシェ)

LTI 2020

(2022-2023

トランシェ)

Move

(2022-2025

トランシェ)

2025年12月31日時点での加重平均公正価値 209.27 213.21 206.49

測定日における公正価値の測定方法についての情報    
使用した評価モデル モンテ・カルロ モンテ・カルロ その他(3)

株価 208.35 208.35 208.35

予想変動率 (％) 24から25 19から28 NA
予想配当利回り (％) NA NA 1.15

2025年12月31日時点で未行使報酬残高の加重平均残存年数 (年) 2.6 0.6 0.8

(3)これらの報酬における公正価値は、評価日時点での株価から、もしあれば、各報酬の満期日までの将来の配当支払額を控除

して算定している。

 

2024年度期末時点の公正価値と使用したパラメーター
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（特に記載のない限りユーロ）

LTI 2024

(2024

トランシェ)

LTI 2020

(2021-2023

トランシェ)

Move

(2021-2024

トランシェ)

2024年12月31日時点での加重平均公正価値 248.23 222.26 234.51

測定日における公正価値の測定方法についての情報    
使用した評価モデル モンテ・カルロ モンテ・カルロ その他(3)

株価 236.30 236.30 236.30

予想変動率 (％) 23 20から22 NA
予想配当利回り (％) NA NA 0.91

2024年12月31日時点で未行使報酬残高の加重平均残存年数 (年) 3.2 1.0 0.8

(3)これらの報酬における公正価値は、評価日時点での株価から、もしあれば、各報酬の満期日までの将来の配当支払額を控除

して算定している。

 

LTI 2020の評価において、NASDAQ-100企業の予想変動率は36％（2024年： 31％）、またSAPとNASDAQ-100企業の予想相関率は

9％（2024年：16％から21％）であり、これらはSAPとNASDAQ-100企業の過去のTSR実績データに基づいている。LTI 2024の評価

において、NASDAQ-100企業の予想変動率は32％（2024年： 34％）、またSAPとNASDAQ-100企業の予想相関率は12％から18％

（2024年： 25％）であり、これらはSAPとNASDAQ-100企業の過去のTSR実績データに基づいている。2025年12月31日のNASDAQ-

100トータルリターン・インデックスは、30,711.49米ドル（2024年：25,376.22米ドル）であった。

配当利回りは、将来の配当予測に基づいている。

 

未行使報酬の変動

（他に明記がない限り、単位: 千）

LTI 2024

（2024-2025

トランシェ）

LTI 2020

（2021-2023

トランシェ）

Move

（2021-2025

トランシェ）

2023年12月31日 NA 605 6,672
付与(4) 126 0 823
KPI目標達成度合いによる調整 0 41 15
行使 0 -72 -6,333
失効 -37 -74 -126
決済による変動 NA NA 1,149
2024年12月31日 89 501 2,200
付与(4) 60 0 587
KPI目標達成度合いによる調整 0 27 20
行使 0 -217 -2,334
失効 0 0 -81
決済による変動(4) NA NA 671

2025年12月31日 149 311 1,063

    
債務の帳簿価額合計
（単位：百万ユーロ）  

 
 

2024年12月31日現在 7 98 343

2025年12月31日現在 15 63 149

   

権利確定した株式報酬の本源的価値
合計（単位：百万ユーロ）  

 

 
2024年12月31日現在 2 57 0

2025年12月31日現在 2 45 0

 

行使した株式報酬の加重平均株価
（単位：ユーロ）  

 
 

2024年 NA 172.16 181.68

2025年 NA 212.81 255.17

    
費用計上額（単位：百万ユーロ）    
2023年 NA 36 764
2024年 7 51 729

2025年 8 11 344
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(4)当社は、当初は株式で決済することを意図していたMoveプランに基づき付与された一部のシェア・ユニットについて、特に

リストラクチャリングプログラムにより現金流出が見込まれるようになったため、分類を持分決済から現金決済に変更した。

 

株式報酬関連残高

（百万ユーロ） 2025 2024

流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

株式報酬費用関連負債 162 74 235 303 151 453

その他非金融負債 4,849 524 5,373 5,537 749 6,286

株式報酬費用関連負債が

その他非金融負債に

占める割合（％） 3 14 4 5 20 7

 

 

(B.4)年金制度及び類似の債務

確定拠出年金制度

国内及び海外の確定拠出年金制度の金額は、従業員の給与の割合又は従業員による拠出額に基づいている。ドイツ及び

その他一部の国では、国又は地方自治体又は類似の機関が運営する公的年金制度に拠出している。そのような地方の年

金制度の費用は、短期の従業員給付金、つまり社会保障費として認識される。

 

確定給付企業年金制度

退職給付に係る資産及び負債の測定に用いる割引計算に使用される割引率は、予想される年金の支払タイミングと金額

に合致する優良社債や国債の利回りを基礎として算定されている。利息費用(純額)及び確定給付制度に関するその他の

費用は、制度を利用する従業員の活動に応じて、従業員給付費用として連結損益計算書において認識される。当社の国

内確定給付企業年金は、主に適格保険契約によって全額が資金調達される従業員出資の年金制度により構成されている

ため、当期の勤務費用は、確定給付債務の帳簿価額を適格年金資産の公正価値に調整した結果として、収益側となる可

能性がある。このような調整金額は勤務費用に計上される。確定給付企業年金制度に係る費用の総額は、関連する当期

及び過去勤務費用並びに利息収益及び利息費用で構成される。

 

年金制度の費用総額

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

確定拠出年金制度 396 396 381

確定給付企業年金制度 99 39 57

年金制度に関する費用 495 435 438
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確定給付制度

確定給付債務（DBO）の現在価値及び制度資産の公正価値

（百万ユーロ）

国内制度 国外制度

その他の国外の

退職給付制度 合計

 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024

確定給付債務の
現在価値 1,229 1,204 796 752 333 285 2,358 2,241

制度資産の公正価値 1,238 1,209 781 707 162 124 2,181 2,040

確定給付債務

（資産）の純額(1) 0 0 59 61 171 161 230 222

　確定給付資産 0 0 -19 -18 0 -1 -19 -19

　確定給付債務 0 0 78 79 171 162 249 241

         
確定給付資産の純額

に占める割合（％）
その他の非流動
金融資産 0 0 0 0 0 0 0 0

確定給付債務の純額

に占める割合（％）

非流動引当金 0 0 14 16 31 33 45 49

(1)アセットシーリング影響後

 

国内制度のDBOの現在価値のうち1,179百万ユーロ（2024年：1,150百万ユーロ）は、最終給与に基づかない一括支払の退職金

制度に関連したものであり、国外制度のDBOの現在価値のうち638百万ユーロ（2024年：597百万ユーロ）は、最終給与に基づか

ない年金支払制度に関連したものである。

国内及び国外の年金債務、並びにその他退職給付債務の評価にあたり、加重平均されたそれぞれの測定日における重要な数

理計算上の仮定は以下の通りである。

 

数理計算上の重要な仮定

（％） 国内制度 国外制度 その他の国外の退職給付制度

2025 2024 2023 2025 2024 2023 2025 2024 2023

割引率 3.9 3.4 3.5 1.9 1.5 2.0 5.7 5.3 5.3

下記の感応度分析表は、数理計算上の重要な仮定を合理的に変更した場合に、全ての確定給付債務の現在価値がどのように

影響されるのかを示している。感応度分析は、他の全ての数理計算上の仮定は一定とした上で割引率に関する仮定の変動を考

慮している。

 
感応度分析

（百万ユーロ）
国内制度 国外制度

その他の国外の

退職給付制度 合計

 2025 2024 2023 2025 2024 2023 2025 2024 2023 2025 2024 2023

以下の場合にお
ける、確定給付
債務の現在価
値：             
割引率が50ベー
シスポイント増
加した場合 1,184 1,156 1,015 753 710 649 313 271 247 2,250 2,137 1,911
割引率が50ベー
シスポイント減
少した場合 1,278 1,256 1,108 843 798 727 338 292 266 2,459 2,346 2,101
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年金資産への投資

国内給付制度に関する投資戦略は、全ての拠出額を安定的な保険証券に投資することである。

国外給付制度における投資戦略は、それぞれの給付制度が置かれる国ごとの状況によって異なる。全ての主な国外給付制度

においては、長期投資戦略を採用している。当社の投資方針は、種々の資産により構成されるリスク分散型ポートフォリオに

投資することであるが、確定給付債務及び年金資産は、時の経過に応じて変動し得るため、数理計算上のリスク及びマーケッ

ト（投資）リスクにさらされることになる。各国の法令により、流動性資産を積み立てることにより、積立不足を解消させる

ことが必要な場合もある。

 

年金資産の配分

（百万ユーロ）

2025 2024

活発な市場において取

引される資産

活発な市場における取

引が無い資産

活発な市場において

取引される資産

活発な市場における取

引が無い資産

年金資産合計 781 1,400 701 1,338

資産区分     

株式投資 285 0 220 0

社債 199 0 240 0

保険契約 11 1,400 10 1,337

2026年度の国内及び国外の確定給付企業年金制度への拠出予定額は重要でない。確定給付企業年金制度の加重デュレーショ

ンは、2025年12月31日現在において9年、2024年12月31日現在において10年であった。

2025年12月31日における当社の確定給付企業年金制度による将来支給総額は、3,059百万ユーロ（2024年：2,803百万ユー

ロ）であると見込まれている。このうちの72％(2024年：73％)は、満期が5年超であり、57％(2024年：58％)は国内制度に係る

ものである。

 

 

(B.5) その他従業員関連債務

会計方針

長期の従業員給付に関する債務は、再保険によって担保されている範囲において関連する制度資産と相殺される。

 

その他従業員関連債務

（百万ユーロ） 2025 2024

流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

その他従業員関連債務 3,753 450 4,204 4,208 598 4,806

その他非金融負債 4,849 524 5,373 5,537 749 6,286

その他従業員関連債務が

その他非金融負債に占める

割合（%） 77 86 78 76 80 76

 

その他従業員関連債務は、主に、賞与及び販売手数料、未消化の有給休暇、労働時間勘定に蓄積されたタイムクレジット、

従業員関連の社会保障費用、及び繰延報酬負債である。この減少は、主に賞与及び株式報酬に係る債務の減少によるものであ

る。
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(B.6) リストラクチャリング

リストラクチャリング引当金の認識

以下の事象が発生する場合に限り、リストラクチャリング引当金を計上する。

－　ある事業の範囲又は事業遂行の方法に重要な変化をもたらす計画を立案し、かつ

－　詳細に文書化されたリストラクチャリング計画が、取締役会、取締役会の一員又は取締役会メンバーの直属の部下

によって承認され、かつ

－　当該計画が承認後、直ちに開始される予定であり、計画の重要な変更が生じる可能性が低いタイムフレームで完了

することが予期され、かつ

－　計画の影響を受ける当事者に当該計画が通知されるか、又は計画が開始した場合

 

事業における変化が重要であるかどうかは、当社全体に対する影響よりも事業単位に対する影響に基づき判断を行う。

ある事業単位がリストラクチャリングの対象となるかどうかを判断するにあたっては、事業単位が固有の経営部門を設

置しているかどうか、生産に必要な資源とプロセスを有しているかどうか、そして収益を生み出すかあるいは生み出す

と想定されるかどうかを考慮する。事業変更の重要性は、変更の規模と性質の両者に基づいて評価されるため、必ずし

も当社の財務諸表に重要な金額的影響を伴うわけではない。

 

リストラクチャリング費用

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

従業員に関連するリストラクチャリング費用 -3 -3,143 -222

有償契約に関連したリストラクチャリング費用

及びリストラクチャリング関連減損損失 0

 

-2

 

8

リストラクチャリング費用 -3 -3,144 -215

 

2024年度に計上されたリストラクチャリング費用の増加は、主に、2024年1月に発表された当社の全社的なリストラクチャリ

ングプログラムに関連している。2024年、当社は主要な戦略的成長分野、特にビジネスAIへの注力を強化した。2024年リスト

ラクチャリングプログラムは、当社のスキルセット及びリソースが将来のビジネスニーズに引き続き対応できるようにするた

めに設定されたものであり、約1万のポジションに影響を及ぼした。その大半は、自主希望退職制度及び社内リスキリング施策

の対象となった。同プログラムの実施は、予定どおり2025年初頭に完了し、影響を受けた従業員の大部分は2024年及び2025年

上半期を通じて退職した。

リストラクチャリングプログラムに関連する費用の大部分は、2024年に認識された。同プログラムに関連する全体的な費用

は約32億ユーロであり、リストラクチャリング費用には主に、退職金や、リストラクチャリングプログラムに関連する株式報

酬の前倒し支払等の従業員関連給付が含まれる。リストラクチャリング支払額は、2024年度通期で25億ユーロ、2025年で8億

ユーロとなった。

当社の2025年人員最適化プログラムに関連する退職給付は、リストラクチャリング費用として表示されていない（詳細は、

注記(B.2)を参照のこと）。

リストラクチャリング費用が当社の損益計算書において別掲されていない場合、損益計算書上、以下の異なる費用項目に分

類されている。

 

機能領域別リストラクチャリング費用

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

クラウド費用 1 -95 7

ソフトウェアライセンス及びサポート費用 5 -85 -8

サービス費用 8 -566 -31

研究開発費 17 -1,197 -42

販売費 -19 -1,043 -121

一般管理費 -16 -158 -19

リストラクチャリング費用 -3 -3,144 -215
 
　　次へ
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セクションC ‒ 業績
 

当セクションでは、以前のセクションに記載のない当社の報告セグメント及び全社の業績について記載しており、セグメン

トの業績、法人所得税及び一株当たり利益についての情報を含んでいるが、これらに限定されない。

 

(C.1) セグメントの業績

一般的情報

2025年上半期において、サービス販売機能は取締役会のカスタマーサクセス領域からカスタマーサクセス&デリバリー領域へ

移管され、サービスに関する販売機能とデリバリー機能が統合された。これに伴い、当社は2025年第1四半期にセグメント構造

を改定した。

2025年度末時点において、当社はアプリケーション, テクノロジー&サポート(ATS)セグメントとコアサービスセグメントの2

つの事業セグメントを有している。

－　ATSセグメントは、当社の統合された製品ポートフォリオを表し、包括的に運営及び商業化されている。当該セグメントは

主にクラウドサブスクリプションとサポートサービスから収益を創出し、クラウドソリューションの運用とカスタマーサ

ポートに関連する費用が生じる。サービスに関する収益及び費用は、当社の製品ポートフォリオと高度に統合されている

トレーニング事業から生じる。

－　コアサービスセグメントは、顧客によるイノベーション導入の加速を支援することで、当社の製品ポートフォリオを補完

する。収益は主に、専門的コンサルティングサービスとプレミアムサポートサービスから生じる。費用は主としてこれら

のサービス提供に関連して発生する。なお、当該セグメントは当社のサービス事業全体を完全に表すものではない。

比較情報である過年度のセグメント情報は、新たなセグメント構成に準拠するよう再表示されている。

セグメントの報告方針

当社の経営者報告システムは、業務別、地理別、各取締役の責任の所在別など、多岐にわたる事業活動に関する情報

を提供する報告書を生成している。これらの報告書に基づき、当社の最高執行意思決定者(CODM)として当社の業績を

評価し、資源配分の決定を行う責任を負う取締役会が、事業活動を評価する。

セグメント構造は組織構造に基づいており、組織内の各部門は多様な活動に従事しているため、異なる費用区分にま

たがって費用が発生する。例えば、コアサービスセグメントの組織構造内にある様々なチームは、クラウド及びソフ

トウェアサポートの収益を創出する活動に関連する費用を負担している。しかし、セグメント構造上は、これらの費

用はコアサービスセグメントに分類される。

当社の経営者報告システムには、外貨建の取引及び業務の会計処理で使用する換算レートによって異なる様々なレ

ポートがあり、実際通貨及び恒常通貨の両方の数値がCODMに報告され、使用されている。実際通貨に基づくレポート

は、当財務諸表で使用されている換算レートと同じ換算レートを用いている。一方で、恒常通貨に基づくレポート

は、前年同期の平均換算レートを使用して報告している。

したがって、2025年の恒常通貨ベースの数値は、2024年の実際通貨ベースの数値とのみ比較可能であり、同様に、

2024年の恒常通貨ベースの数値は2023年の実際通貨ベースの数値とのみ比較可能である。

当社は、営業利益指標を使用して事業セグメントの業績測定を行っている。事業セグメントの収益と業績の測定に

は、IFRSでは買収時において有効な契約の公正価値を算定するため、IFRS上認識されない継続収益が含まれる。過年

度収益の数値に重要性はないため、継続して従前の会計基準をベースにしている。事業セグメントの収益や利益の測

定に適用された会計方針は、損益計算書において営業利益を決定するために使用したIFRS会計方針とは以下の点にお

いて異なる。
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事業セグメントの損益の測定にあたり、以下の費用を控除している。

-　のれんの減損費用を含む企業結合で取得した無形資産の償却費及び減損費用、並びに知的財産（購入した仕

掛研究開発を含む）の特定の単独取得、並びに企業結合に関連した既存の取引関係の清算などの取得関連費

用、及び取得に関連した第三者費用

-　リストラクチャリング費用

-　コンプライアンス遵守に係る費用

-　Teradata社との訴訟に関連する費用

また、財務、会計、法務・コンプライアンス、人事、グローバル戦略・事業運営、コーポレートマーケティングな

ど、全社レベルでのみ管理されるSAP本社機能は、報告セグメントの業績に含まれていない。

セグメント資産及び負債に関する情報、セグメントのキャッシュ・フローに関する情報は、CODMに対する定期的な報

告に含まれていない。

 

 

セグメント業績

アプリケーション, テクノロジー＆サポート

(百万ユーロ) 2025 2024 2023

(非IFRS) 実際通貨 恒常通貨 実際通貨 恒常通貨 実際通貨

クラウド 21,023 21,661 17,141 17,212 13,664

ソフトウェアライセンス 990 1,020 1,399 1,400 1,764

ソフトウェアサポート 10,525 10,754 11,290 11,343 11,496

ソフトウェアライセンス及び

サポート 11,515 11,774 12,689 12,743 13,260

クラウド及びソフトウェア 32,538 33,435 29,829 29,955 26,924

サービス 309 316 418 415 435

総セグメント収益合計 32,847 33,751 30,248 30,370 27,359

クラウド原価 -5,084 -5,276 -4,446 -4,460 -3,692

ソフトウェアライセンス及び

サポート原価 -1,109 -1,143 -1,169 -1,174 -1,259

クラウド及びソフトウェア原価 -6,193 -6,419 -5,615 -5,634 -4,951

サービス原価 -349 -357 -385 -380 -405

売上原価 -6,542 -6,775 -6,000 -6,014 -5,356

セグメント総利益 26,305 26,976 24,248 24,356 22,003

その他セグメント費用合計 -12,959 -13,328 -12,995 -13,027 -12,493

セグメント利益 (損失) 13,345 13,647 11,253 11,329 9,510

　減価償却費や償却費用は、2024年の732百万ユーロから2025年の689百万ユーロへ6％（恒常通貨による比較では4%）減少し
た。
 

コアサービス

(百万ユーロ) 2025 2024 2023

(非IFRS) 実際通貨 恒常通貨 実際通貨 恒常通貨 実際通貨

サービス 3,953 4,053 3,927 3,940 3,848

総セグメント収益合計 3,953 4,053 3,927 3,940 3,848

クラウド原価 -120 -124 -108 -109 -131

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

175/399



ソフトウェアライセンス及び

サポート原価 -39 -40 -49 -49 -49

クラウド及びソフトウェア原価 -159 -164 -158 -159 -180

サービス原価 -2,773 -2,843 -2,850 -2,864 -2,814

売上原価 -2,932 -3,007 -3,008 -3,023 -2,995

セグメント総利益 1,021 1,046 920 918 853

その他セグメント費用合計 -590 -605 -637 -638 -604

セグメント利益 (損失) 432 440 283 280 249

減価償却費や償却費用は、2024年の105百万ユーロから2025年の103百万ユーロへ2％（恒常通貨による比較では1%）減少し
た。
 
 
地域別セグメント収益
以下の表における地域別の収益額は、顧客の所在地に基づいている。

アプリケーション, テクノロジー＆サポート

 2025 2024 2023

(百万ユーロ) 実際通貨 恒常通貨 実際通貨 恒常通貨 実際通貨

ドイツ 5,081 5,084 4,635 4,635 4,176

その他のEMEA 10,103 10,178 9,119 9,054 8,089

EMEA 15,185 15,263 13,754 13,689 12,266

米国 10,127 10,556 9,621 9,620 8,823

その他の南北アメリカ 2,701 2,867 2,481 2,539 2,260

南北アメリカ 12,828 13,423 12,102 12,160 11,082

日本 1,414 1,459 1,250 1,337 1,079

その他のAPJ 3,421 3,606 3,141 3,184 2,932

APJ 4,834 5,066 4,392 4,521 4,011

セグメント収益 32,847 33,751 30,248 30,370 27,359

 
 

コアサービス

 2025 2024 2023

(百万ユーロ) 実際通貨 恒常通貨 実際通貨 恒常通貨 実際通貨

ドイツ 747 745 732 735 742

その他のEMEA 1,093 1,101 1,077 1,070 995

EMEA 1,840 1,845 1,809 1,805 1,737

米国 1,410 1,468 1,424 1,425 1,387

その他の南北アメリカ 261 278 278 279 295

南北アメリカ 1,671 1,745 1,701 1,704 1,682

日本 155 160 147 158 163

その他のAPJ 286 302 270 273 265

APJ 442 462 417 431 428

セグメント収益 3,953 4,053 3,927 3,940 3,848

 

(C.2) セグメント情報と連結損益計算書の調整表

  2025  2024 2023
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(百万ユーロ) 実際通貨 恒常通貨 実際通貨 恒常通貨 実際通貨

ATSセグメントの収益合計 32,847 33,751 30,248 30,370 27,359

コアサービスセグメントの収益合計 3,953 4,053 3,927 3,940 3,848

報告セグメントのセグメント収益合計 36,800 37,804 34,175 34,310 31,207

為替換算の調整 0 -1,004 0 -135 0

収益合計 36,800 36,800 34,175 34,175 31,207

ATSセグメントの利益合計 13,345 13,647 11,253 11,329 9,510

コアサービスセグメントの利益合計 432 440 283 280 249

報告セグメントのセグメント利益合計 13,777 14,088 11,536 11,609 9,759

為替換算の調整 0 -242 0 -78 0

その他の費用 -3,358 -3,427 -3,383 -3,378 -3,245

以下項目についての調整:      

買収関連費用 -411 -411 -356 -356 -345

リストラクチャリング -3 -3 -3,144 -3,144 -215

コンプライアンス遵守に係る費用 0 0 11 11 -155

Teradata社との訴訟費用 -387 -387 0 0 0

営業利益 9,617 9,617 4,665 4,665 5,799

その他営業外収益・費用（純額） 118 118 -298 -298 -3

金融収益（純額） -230 -230 -63 -63 -311

有価証券に係る純利益及び純損失の調整 764 764 461 461 -145

税引前利益 10,270 10,270 4,764 4,764 5,341

 

(C.3) その他の営業外収益/費用 (純額)

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

外貨換算損益 (純額) 141 -246 46

その他営業外収益/費用 (純額) -23 -52 -48

その他の営業外収益/費用 (純額) 118 -298 -3

　その他の営業外収益/費用の変動は、主に外国為替相場の変動によって生じている。

　金融商品の純損益について、IFRS第9号の測定区分別の詳細は、注記(F.2) を参照のこと。

 

 

(C.4) 金融収益 （純額)

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

金融収益 1,911 1,429 857

内、有価証券の売却及び公正価値調整による収益 1,389 778 381

内、受取利息 428 631 486

内、その他の収益 93 20 -10

金融費用 -1,377 -1,031 -1,313

内、有価証券の売却及び公正価値調整による損失 -625 -316 -525

内、支払利息 -492 -545 -639

内、手数料費用 -96 -97 -97

内、その他の費用 -163 -73 -51

金融収益（純額） 534 398 -456

　2025年において、金融収益（純額）が2024年から136百万ユーロ増加した主要因は、投資した株式の公正価値に係る純利益の

増加（302百万ユーロ）である。一方で、主に投資に係る受取利息の減少により、純利息が150百万ユーロ減少しており、その

影響により一部相殺されている。

金融損益の純損益について、IFRS第9号の測定区分別の詳細は、注記(F.2) を参照のこと。
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(C.5) 法人所得税

会計方針、判断及び見積り

我々は事業を運営する国々の多岐にわたる管轄の中で税法改正の影響を受ける。我々の通常の営業活動はSAPグルー

プ内での移転価格や関係会社取引など、最終的にどこで税負担するのかが不確実な取引を含んでいる。加えて、我々

が支払う法人所得税額は一般的に継続して行われている各国の税務署の調査に影響を受ける。その結果、我々のワー

ルドワイドでの法人所得税引当金を決定するのに判断を要する。その判断には、税負担の不確実な税取引を個別に又

は、他の税取引と合わせるのか、そして最善の見積もり、予測どちらに基づいて不確実性の影響を考慮するのかも含

まれている。これらの判断を行うにあたり、我々は、不確実な税務処理の性質と個々の事実及び状況、並びに適用さ

れる税法及びその解釈を含むそれぞれの法域の特殊性を考慮している。

繰延税金資産の価値が損なわれているかどうかの評価は、繰延税金資産の回収可能性を決定するのに将来の課税所得

を見積る必要があるため、判断が必要となる。繰延税金資産の回収可能性を評価するために、我々は過去の課税所得

の水準及び繰延税金資産の回収可能期間にわたる将来課税所得の予測を含む、入手可能な全ての有利、不利な証拠を

考慮する。将来の課税所得に関する判断は将来の市場状況及び将来の当社の利益についての仮定に基づいている。

法人所得税に関連する利息又はペナルティが、法人所得税の定義に該当するか、もし該当しなければ財務的性質に該

当するかの評価には、判断が要求される。この判断にあたって、現地の税法及び、グループ財務報告書についての各

国基準設定主体によるIFRSへの解釈指針を我々は特に考慮する。

 

税金費用の主な内訳

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

当期税金費用    

当期の税金費用 2,711 1,881 1,935

過年度の税金 287 53 17

当期税金費用合計 2,998 1,934 1,952

繰延税金費用/収益    

一時差異の発生及び消滅 -208 -258 -222

繰越欠損金、研究開発費及び外国税額控除 154 -62 11

繰延税金費用/収益合計 -54 -320 -211

税金費用合計 2,944 1,614 1,741

繰延税金収益合計には、税法及び税率の変更に関連する費用として58百万ユーロ (2024年：4百万ユーロ、2023年:

8百万ユーロ) が含まれている。これは主として、2028年から2032年の課税期間について、ドイツの法人税率が15%から10%へ段

階的に引き下げられることによるものである。適用される税率を決定するにあたり、一時差異の解消時期については、基礎と

なる資産及び負債の回収又は決済の見込方法と整合するように見積もられている。

　以下の表は、ドイツ法人税率26.8% (2024年: 26.7%、2023年: 26.5%) によって計算した予測税金費用と実際税金費用の調整表

である。2025年ドイツ法人税率は、法人所得税率15.0% (2024年: 15.0%、2023年: 15.0%) とそれに課される5.5% (2024年:

5.5%、2023年:5.5%)の連帯付加税、営業税11.0% (2024年: 10.8%、2023年:10.7%)を含む。

 
税金費用と会計上の税引前利益との関係

（別途記載のない限り、百万ユーロ） 2025 2024 2023

継続事業の税引前利益 10,270 4,764 5,341

適用税率26.8%による法人所得税費用（2024：26.7%、2022：

26.5%） 2,750 1,270 1,418

以下の税効果：    

外国税率 -242 -220 -210

損金不算入の費用 309 325 241
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課税対象とされない収益 -244 -208 -77

源泉課税 282 465 297

研究開発費及び外国税額控除 -96 -91 -89

過年度税金 72 -70 -8

繰延税金資産、研究開発費控除及び外国税額控除の再評価 53 100 138

その他 60 43 31

税金費用合計 2,944 1,614 1,741

実効税率（%） 28.7 33.9 32.6
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識別された繰延税金資産及び負債の内訳

（百万ユーロ） 2025 2024

繰延税金資産   

無形資産 1,081 1,128

有形固定資産 35 39

リース 369 374

その他金融資産 52 69

営業債権及びその他の債権 136 79

その他非金融資産 72 48

年金引当金 200 215

株式報酬 172 320

契約負債 1,017 928

営業債務及びその他の債務 127 148

金融負債 118 138

その他非金融負債 785 844

引当金 61 107

繰越欠損金 172 338

研究開発費及び外国税額控除 85 80

繰延税金資産（総額） 4,482 4,855

相殺 -2,319 -2,181

繰延税金資産（純額） 2,163 2,674

繰延税金負債   

無形資産 517 655

有形固定資産 65 80

リース 326 336

その他金融資産 330 346

営業債権及びその他の債権 92 79

その他非金融資産 790 739

年金引当金 23 28

株式報酬 2 5

契約負債 26 21

営業債務及びその他の債務 73 44

金融負債 128 157

その他非金融負債 12 12

引当金 7 5

繰延税金負債（総額） 2,391 2,507

相殺 -2,319 -2,181

繰延税金負債（純額） 72 326
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繰延税金資産及び繰延税金負債の変動

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

期首繰延税金資産合計（純額） 2,348 1,930 1,854

連結損益計算書に関する変動 54 320 211

連結包括利益計算書に関する変動 -1 -2 34

連結株主資本等変動計算書に関する変動 -80 155 53

連結子会社における変動 -14 -122 -128

その他の変動（主に為替差異によるものを含む） -216 67 -94

期末繰延税金資産合計（純額） 2,091 2,348 1,930

 

繰延税金資産として認識されていない項目

（百万ユーロ） 2025 2024 2023

未使用繰越欠損金  

期限がないもの 628 291 151

翌年に期限が到来するもの 6 4 28

翌年以降期限が到来するもの 287 392 216

未使用の繰越欠損金合計額 921 687 395

将来減算一時差異 340 375 325

未使用の研究開発費及び外国税額控除    

期限がないのもの 31 41 59

翌年以降期限が到来するもの 4 8 5

未使用の税額控除合計額 35 49 64

 

未使用の欠損金のうち、133百万ユーロ（2024年： 146百万ユーロ、2023年： 181百万ユーロ）は米国の州税法上の繰越欠損

金である。

当年度又は過年度において、税務上の欠損金を計上した当社連結グループは、2025年度には、繰延税金負債を超過する144百

万ユーロ（2024年度：494百万ユーロ、2023年度：90百万ユーロ）の繰延税金資産を認識した。これらの税務上の欠損金は、主

に2024年の一時的なリストラクチャリング費用により生じており、収益性及び繰延税金資産の回収可能性に対して悪影響を及

ぼすものではなかった。

子会社への投資に関連して、約14億ユーロ(2024年：18億ユーロ)の一時差異が存在していたが、これについて繰延税金は認

識されていない。これは、当社が当該一時差異の解消時期をコントロールすることが可能であり、かつ、当該一時差異が予測

可能な将来において解消する見込みがないためである1。

1 IAS第12号に沿ったより透明性の高い表示とするため、前期比較数値は未処分利益から一時差異へ組み替えられている。

 

グローバル・ミニマム課税

当社は、経済協力開発機構(OECD)が公表したグローバル・ミニマム課税及びドイツ最低税法(Mindeststeuergesetz)の

適用対象となっている。これにより、2025年及び2024年の法人所得税費用は、それぞれ数百万ユーロ規模で増加している。当

社は、グローバル・ミニマム課税に関連する繰延税金資産及び負債の認識及び開示について、強制的な一時的な例外規定を適

用している。
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非課税取引に関連する訴訟

当社は国内及び海外の税務当局により継続的な税務調査を受けている。法人所得税に関して、当社は現在、外国税務当局と

複数の係争を行っており、その主な論点は関係会社間のロイヤリティ支払や、関係会社間サービス料その他支払に係る控除に

関するものである。すべての係争において、我々にとって望ましい結果は訴訟によってのみ得られると考えている。我々は当

局の主張に合理性がないと考えており、関連する引当金は計上していない。仮に我々の見解に反し、税務当局の主張が議論の

末に裁判において認められることがあれば、課徴金を合計でおよそ1,187百万ユーロ（2024年：1,250百万ユーロ）が課される

ことが見込まれている（関連する利息費用及び罰則金773百万ユーロを含む（2024年：726百万ユーロ））。

 

 

(C.6) 1株当たり利益

（別途記載のない限り、百万ユーロ） 2025 2024 2023

親会社の株主に帰属する利益 7,161 3,124 3,634

親会社の株主に帰属する利益1 7,161 3,124 6,139

発行済み普通株式数（百万株）2 1,229 1,229 1,229

自己株式による影響（百万株）2 -63 -62 -61

加重平均普通株式数－希薄化前（百万株）2 1,166 1,166 1,167

株式報酬による希薄化（百万株）2 9 13 12

加重平均普通株式数－希薄化後（百万株)2 1,175 1,180 1,180

SAPの出資者に帰属する継続事業の希薄化前1株当たり利益（ユー

ロ） 6.14 2.68 3.11

SAPの出資者に帰属する希薄化前1株当たり利益（ユーロ）1 6.14 2.68 5.26

SAPの出資者に帰属する継続事業の希薄化後1株当たり利益（ユー

ロ） 6.10 2.65 3.08

SAPの出資者に帰属する希薄化後1株当たり利益（ユーロ）1 6.10 2.65 5.20

1継続事業及び非継続事業によるもの

2 百万株単位の株式数

　　次へ
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セクションD - 投下資本
 

このセクションは、当社の営業活動の基礎を形成する投資を含めた、非流動性資産について記載している。投下資本の増加

は、個々の資産取得又は企業結合を含んでいる。加えて購入義務及び資本拠出についての情報を本セクションにて開示する。

 

(D.1) 企業結合と事業の売却

非支配株主持分の測定及び移転対価の配分

当社は、企業結合ごとに被取得企業の非支配持分を公正価値で測定するか、又は、被取得企業の識別可能純資産の非支

配持分割合で測定するかを決定している。企業結合関連費用は、一般管理費として表示している。

企業結合の会計処理において、無形資産が識別可能かどうか、また、のれんとは別に計上すべきかどうかについて判断

が要求される。さらに、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日時点の公正価値の見積りには多くの判断

が含まれている。この公正価値の測定は、取得日における利用可能な情報及び経営者が合理的とみなした見積り及び仮

定に基づいている。これら判断、見積り、仮定は、以下のような様々な理由により財政状態及び損益に重要な影響をも

たらし得る。

－　減価償却及び償却の対象となる資産に付された公正価値は、取得年度以降の営業損益に計上される減価償却費及び

償却費の金額に影響する。

－　資産の見積り公正価値が事後にマイナス変動した場合、減損損失による追加費用が発生することがある。

－　見積もられた負債及び引当金の公正価値が事後に変動した場合、追加的な費用（見積り公正価値が増加した場合）

または収益（見積り公正価値が減少した場合）が生じ得る。

　当社は、製品及びサービスのポートフォリオを拡大する目的で、戦略的に重要と考える特定領域のビジネスを買収してい

る。

 

2025年の買収

SmartRecruiters社の買収

　2025年8月1日、SAPは人材採用ソフトウェアの先進的なプロバイダーであるSmartRecruiters, Inc.（以下

「SmartRecruiters」の発行済株式100%を取得する意向を公表した。この取引は、通常のクロージング条件及び規制当局の承認

を経て2025年9月11日に完了した。

　本買収は、SAPの人事関連ソリューションの提供体制を強化することが見込まれている。SmartRecruitersの製品は、従業員

の採用における意思決定の高度化及び採用期間の短縮を目的として設計されている。また、SAP及びSmartRecruitersによる分

析機能の組み込み及びAIを活用した推奨機能により、人材プールに関する有用な情報が提供され、採用のボトルネックの解消

や人員計画の高度化に資すると期待されている。

（百万ユーロ）  

現金支出 711

株式報酬に係る付与 39

その他の発生負債 3

移転された対価の総額 753

　移転対価は878百万米ドル（753百万ユーロ)であり、大部分は現金で支払われた。株式報酬として認識された金額には、取得

日時点においてSmartRecruitersの従業員が保有していた持分決済型株式報酬のうち、既に権利確定している部分及び未確定で

あるが付与条件を充足した部分の両方が含まれている。未確定のうち既得部分については、SAPによる当該買収に際し、繰延固

定現金報酬へと振り替えられている。

　以下の表は、取得日時点において認識したSmartRecruitersの識別可能資産及び引受負債の概要を示したものである。
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（百万ユーロ）  

無形資産 206

現金及び現金同等物 50

その他の識別可能資産 51

識別可能資産合計 307

その他の識別可能負債 77

識別可能負債合計 77

識別可能純資産合計 230

のれん 523

移転された対価の総額 753

　SmartRecruitersの企業結合に係る会計処理は未了である。これはSmartRecruitersの税金関連資産及び負債等の識別及び測

定に必要な情報を引き続き入手しているためである。したがって、2025年12月31日時点において当社の連結財務諸表に認識さ

れたこれらの金額は暫定的なものである。

　当社の買収により生じるのれんは、その大部分が取得した事業に従事する人材のシナジー、ノウハウ及びスキルに起因す

る。SmartRecruitersののれんは、本買収によって期待されるシナジー、特に以下の点に起因している。

－　SmartRecruitersのタレント・アクイジション(TA)スイートは、専門的機能と統合ソリューションを組み合わせることによ

り、顧客に対してより包括的なTAソリューションを提供するSAPの能力を強化し、採用及び人的資本管理(HCM)における中

長期的な成功を支援する。

－　SmartRecruitesのタレント・アクイジション・プラットフォームは引き続き単独で提供される予定であり、SAP

SuccessFactors HCMスイート内の既存モジュールを置き換えるとともに、SAP SuccessFactors Employee Centralソリュー

ション、SAP SuccessFactors Onboardingソリューション等に統合される。

－　本企業結合により、SAPの販売体制を通じて、全地域の既存顧客に対するクロスセル機会が拡大する。

　営業成績並びに資産及び負債は、2025年9月11日以降、当社の連結財務諸表に反映されている。

　SmartRecruiters買収により認識されたのれんの事業セグメントへの配分は、各事業セグメントが本企業結合によるシナジー

からどの程度便益を受けるかに依存する。詳細については注記(D.2) を参照のこと。

事業結合が当社の連結財務諸表に与える影響

当社の2025年度連結損益計算書に含まれる、2025年取得のSmartRecruiters事業の買収日以降の売上高及び損益は以下の通り

である。

（百万ユーロ）

2025年度

報告数値

SmartRecruiters分

売上高 36,800 26

税引後利益 7,326 -21

SmartRecruitersが2025年1月1日時点で連結されていたと仮定した場合、報告期間の見積プロフォーマ売上高は36,861百万

ユーロ、見積プロフォーマ税引後利益は7,322百万ユーロであった。

これらのプロフォーマ数値は、比較目的のみに作成されたものである。プロフォーマ売上高及び利益の数値は、必ずしも当

該期間の期首から買収が有効であったと仮定した場合に実際に発生したであろう業績や将来の業績を示すものではない。
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2024年の買収

WalkMe社の買収

2024年6月5日、SAPはデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）のリーダーであるWalkMe Ltd(以下、WalkMe)の株式を

100%取得する意向を発表した。この取引は、規制当局及びその他の承認を受けて、2024年9月12日に完了した。WalkMeの株式は

2024年9月12日にすべての関連基準を満たしたため、上場廃止された。

この買収により、SAPは事業変革ポートフォリオを拡大することが期待されている。WalkMeのソリューションはユーザーに高

度なガイダンスと自動化機能を提供することで企業が進行中の技術変化に対応できるように設計されている。

（百万ユーロ）  

現金支出 1,257

代替株式報酬 41

コールオプション行使責任 31

移転された対価の総額 1,329

移転された対価は14億ドル(13億ユーロ)であり、その大部分は現金で支払われた。当社はこの金額を為替リスクに対して

ヘッジしている。

代替株式報酬は、WalkMe従業員が保有していた持分決済型株式報酬のうち、未確定であっても既に獲得されている部分を表

している。これらは、当社による当該会社の取得に際して、SAPの繰延固定現金報酬又は持分決済型株式報酬(いずれも総称し

て代替報酬と呼ばれる)と交換された。

次の表は、WalkMeの取得に関連して取得した識別可能資産と引受負債の取得日現在の評価額を要約したものである。

WalkMeの買収：資産及び負債の認識額

（百万ユーロ）  

無形資産 502

現金及び現金同等物 202

その他の識別可能資産 276

識別可能資産合計 980

その他の識別可能負債 416

識別可能負債合計 416

識別可能純資産合計 564

のれん 765

移転された対価の総額 1,329

2025年第3四半期において、WalkMeの企業結合に係る税金関連資産及び負債の測定が完了し、その結果、その他の識別可能資

産・負債の期首残高及びのれんについて111百万ユーロの修正が行われた。

通常、この買収から生じるのれんは、主に被取得事業の人員のノウハウとスキル及び相乗効果により構成される。WalkMeの

のれんは、特に以下の領域において期待される、買収による相乗効果に起因する。：

 

－　SAPの採用率向上を目指す戦略の進化。WalkMeのソリューションにより企業のSaaSシステムの活用を促進し、従業員やエン

ドユーザーの生産性を向上させ、トレーニングやサポートコストを削減することを可能にすること。

－　すべての地域における既存のSAP顧客へのWalkMe製品のクロスセルにより、ビジネスソフトウェアアプリケーション間での

シームレスなワークフロー実行を可能にすること。

－　WalkMeのAI機能とSAPのコパイロットJouleを組み合わせることで、ユーザーエクスペリエンスとユーザー生産性を向上さ

せ、既存のSAPソリューションの採用を促進すること。

－　WalkMe製品とSAP製品を組み合わせることで新しいビジネスプロセスインテリジェンスの提供を創出すること。

－　WalkMeの販売及び運営における収益性の向上。
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営業成績並びに資産及び負債は、2024年9月12日から当社の連結財務諸表に反映されている。

 

事業結合が当社の連結財務諸表に与える影響

当社の2024年度連結損益計算書に含まれる、2024年取得のWalkMe事業の買収日以降の売上高及び損益は以下の通りである。

（百万ユーロ）

2024年度

報告数値

WalkMe分

売上高 34,176 61

税引後利益 3,150 -47

WalkMeが2024年1月1日時点で連結されていたと仮定した場合、報告期間の見積プロフォーマ売上高は34,328百万ユーロ、見

積プロフォーマ税引後利益は3,050百万ユーロであった。

これらのプロフォーマ数値は、比較目的のみに作成されたものである。プロフォーマ売上及び利益の数値は、買収が各期間

の期首から有効であった場合に実際に発生したであろう業績や将来の業績を必ずしも示すものではない。

 

2023年の買収

LeanIX社の買収

2023年9月7日SAPは、SAPはエンタープライズ・アーキテクチャ管理（EAM）ソフトウェアのリーダーであるLeanIX GmbH（以

下、LeanIX）の株式を100％取得する意向を発表した。

この買収は、通常の完了条件及び規制当局の承認により2023年11月7日に完了し、同日より当社の連結財務諸表における経営

成績、資産及び負債に反映されている。

　買収に係る対価1,231百万ユーロは現金で支払われた。以下の表は、LeanIX社の買収に関連して取得した識別可能資産と引き

受け負債の取得日における評価額を要約したものである。

LeanIX社の買収：資産及び負債の認識額

（百万ユーロ）  

無形資産 476

その他の識別可能資産 106

識別可能資産合計 582

その他の識別可能負債 210

識別可能負債合計 210

識別可能純資産合計 372

のれん 859

移転された対価の総額 1,231

2024年第4四半期に、LeanIX事業統合会計に関連する税関連資産及び負債の評価が完了し、その結果、その他の識別可能な資

産・負債の期首残高及びのれんに対して8百万ユーロの調整が行われた。通常、この買収から生じるのれんは、主に被取得事業

の人員のノウハウとスキル及び相乗効果により構成される。

LeanIXののれんは、特に以下の領域において期待される、買収による相乗効果に起因する。

－　SAPの販売組織を利用した、全地域に渡る既存のSAP顧客に対するクロスセリングの機会

－　LeanIX製品とSAP製品の組み合わせによる新しい製品の創出

－　SAP Signavioソリューションの変革機能を強化し、又SAPの顧客がビジネス変革のメリットを最大限に享受するために独自

の方法で必要なITランドスケープを分かりやすく表示する。

 

企業結合が当社の連結財務諸表に与える影響

当社の2023年度連結損益計算書に含まれる、2023年取得のLeanIX事業の買収日以降の売上高及び損益は以下の通りである。
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（百万ユーロ） 2023年度

報告値

 

LeanIX分

売上高 31,207 10

税引後利益 5,964 -8

LeanIXが2023年1月1日付で連結されていたと仮定した場合の当社の2023年度売上高及び税引後利益に重要な差異はない。

 

2023年の事業売却

Qualtrics社の売却

1月26日に開始された手続の結果を受けて、SAPはQualtrics International Inc.（以下、Qualtrics）の423百万株全ての売却

に合意したことを2023年3月13日に発表した。これは、Silver Lake社と提携しているファンドとカナダ年金投資委員会による

Qualtrics社の買収の一部として行われている。通常の完了条件の充足及び規制当局の承認を受けて、売却は2023年6月28日に

完了した。1株あたり現金18.15米ドルの購入価格で、SAPの株式は約77億米ドルで買収された。当社は、77億米ドルの購入価格

のユーロ対価を確保するため純投資ヘッジを適用したディール・コンティンジェント・フォワードにより71億米ドルをヘッジ

した。Qualtrics社が非継続事業に分類(IFRS 第5号による)された際、減損の兆候は認められなかった(公正価値から売却コスト

（株式価格に基づき算出)を差し引いた値が帳簿価額を大幅に上回っていたため）。

SAPはQualtricsのgo-to-market戦略及びテクノロジーの緊密なパートナーである。

SAPの業績は、IFRS第5号に従い、Qualtricsを非継続事業として表示している。Qualtricsの売却されたグループは、以前は

Qualtrics報告セグメントに含まれていた。

非継続事業に含まれる税引前売却益（3,562百万ユーロ）は、購入価格から処分コストを差し引いた金額(7,003百万ユーロ)

から、SAPグループから売却される純資産（5,800百万ユーロ、内訳は主に、のれん（4,007百万ユーロ）及びその他の無形資産

（1,294百万ユーロ））、対応する非支配持分（2,337百万ユーロ）及びその他の包括利益の金額（22百万ユーロ）を調整する

ことにより算出された。この取引により、SAPは799百万ユーロの税金を負担した。

購入価格から生じたキャッシュ・インフロー（7,068百万ユーロ）はSAPグループから外れる713百万ユーロの現金及び現金同

等物と相殺されたものである。

SAPは、Qualtricsが使用する特定のオフィスの賃貸保証を継続している。Qualtricsは、この保証に関してSAPに賠償する義

務を負っている。
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Qualtricsに関連する追加情報は以下の表の通りである（売上高及び費用は、QualtricsとSAPの継続事業間の取引を連結した

後のものである）。

連結損益計算書

特に明記がない限り、百万ユーロ  

 2023年 2022年

クラウド収益 621 1,129

営業収益合計 745 1,351

クラウド原価 -88 -265

原価合計 -196 -499

営業費用合計(原価合計を含む) -1,155 -2,771

税引前売却益 3,562 0

営業利益 3,152 -1,420

税引前利益(損失) 3,162 -1,423

法人所得税費用1 -799 64

税引後利益(損失) 2,363 -1,359

親会社持分 2,505 -993

   

基本1株当たり利益(ユーロ)2 2.15 -0.85

希薄化後1株当たり利益(ユーロ)2 2.12 -0.85

連結キャッシュ・フロー計算書

特に明記がない限り、百万ユーロ  

 2023年 2022年

営業活動により生じたキャッシュ・フロー 113 -33

投資活動により生じたキャッシュ・フロー 5,523 -23

財務活動により生じたキャッシュ・フロー 20 -268

12023年において、非継続事業の売却益に関して799百万ユーロを計上している。

22023年及び2022年の間の加重平均発行済株式数は、それぞれ1,167百万株（希薄化後 1,180百万株）と、1,170百万株（希薄化

後:1,175百万株)である(自己株式は除く)。

営業費用合計には、Qualtricsの株式報酬プランに関連する株式報酬費用403百万ユーロ(2022年：1,182百万ユーロ)が含まれ

る。

 

 

(D.2)　のれん

のれん及び無形資産の減損テスト

のれんの年次減損テストは、当社の内部管理目的でのれんをモニターする最小レベルである事業セグメントレベルにて

実施している。

通常、本テストは全ての事業セグメントについて、各年次報告期間の同じ時期に同時（第4四半期の期首）に行われてい

る。

のれん及び無形資産について減損の判定を行う場合、テスト結果は、将来の成長について重要な判断及び仮定が必要と

なる、将来キャッシュ・フローの予測や経済リスクに関する経営陣の仮定に依存する。それらは、以下を含む様々な要

因により影響を受ける。

- 事業戦略の変更

- 社内の業績見通し

- 加重平均資本コストの見積り
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のれん及びその他無形資産の減損テストの基礎となる仮定における変化は、認識されたのれん及びその他無形資産の帳

簿価額と損益計算書に計上される減損損失の計上額に重要な修正をもたらす可能性がある。

また、のれんの減損テストの結果は、のれんが各事業セグメントへどのように配分されているかにも影響を受ける場合

がある。当該配分は、企業結合によるシナジーからどの事業セグメントが便益を受けると見込まれるかに関する当社の

見積りに基づいて行われるため、判断を伴う。

セグメント構造の変更により、のれんが再配分され、再配分されたのれんは相対値に基づいて計算される（直接配分が

できない場合）。

 

のれん

（百万ユーロ） のれん

取得原価  

2024年1月1日 29,184

外国為替換算差額 1,420

企業結合による増加 765

2024年12月31日 31,369

外国為替換算差額 -2,777

企業結合による増加 523

2025年12月31日 29,115

  

償却累計額  

2024年1月1日 103

外国為替換算差額 2

2024年12月31日 105

外国為替換算差額 -4

2025年12月31日 101

  

帳簿価額  

2024年12月31日 31,264

2025年12月31日 29,014

 

2025年上半期に、当社はセグメント構造の変更を行った。2025年1月1日より、当社は2つの事業セグメントを有しており

（2024年末時点では単一セグメント）、この新たなレベルでのれんをモニタリングしている。2025年度の当社のセグメント及

び変更についての詳細な情報は、注記(C.1)を参照のこと。

2025年における当社の評価においては、事業環境や市場の変化といった外部要因、及びセグメント構造の変更や再編といっ

た内部要因(いずれも不利な影響はない)を考慮した結果、2024年の年次のれん減損テスト以降、トリガリングイベントは発生

していないと結論付けている。

2025年を通じて、当社は定性的及び定量的分析の双方により、トリガリングイベントの有無を継続的にモニタリングしてき

た。その結果、いずれの事業セグメントについても帳簿価格が回収可能価額を上回るおそれがあると判断される事象は識別さ

れなかった。
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減損テストの目的上、のれんの帳簿価格は、のれんから便益を享受すると見込まれる事業セグメントに配分される。その内

容は以下の通りである。

事業セグメント別ののれん

（百万ユーロ）

アプリケーション、テ

クノロジー&サポート1

コアサービス 合計

2024年12月31日 31,264 NA 31,264

2025年12月31日 28,846 168 29,014

1ATSセグメントの期首のれん残高は、2025年に111百万ユーロ調整されている（詳細は注記(D.1)を参照のこと)。

 

期待されるシナジーに基づき、SmartRecruitersの買収により追加されたのれん(523百万ユーロ)は、2025年12月31日時点でア

プリケーション、テクノロジー&サポートセグメントに暫定的に配分されている。これは、SmartRecruitersの企業結合に係る

当初会計処理が未了であるためである(詳細は注記(D.1)を参照のこと)。

2025年10月1日に実施されたアプリケーション、テクノロジー&サポートセグメントののれん減損テストでは、2025年12月末時

点において当該セグメントに配分されたのれんの金額を大幅に上回る余力が確認された。このため、SmartRecruitersののれん

配分に起因する減損リスクは存在しない。

 

のれんの減損テスト

　基礎となる事業計画の対象期間に係るキャッシュ・フロー予測について、経営者が基礎とした主要な仮定は以下の通りであ

る。

主要な仮定 仮定の設定根拠

予算収益成長率 当期に達成された収益成長率を基礎とし、SAPの対象となるクラウド及びデータベース市場の

拡大見込み、並びに既存ソフトウェアアプリケーション及びアナリティクス市場の成長見込

みを考慮して調整している。設定された値は、過去の実績及び対象市場の拡大に対する期待

を反映している。

予算営業利益率 特定の予算期間における営業利益率は、当期に実現された営業利益率を基礎とし、効率性向

上の見込みを反映して算定している。効率改善を除き、設定された値は過去の実績を反映し

ている。

割引率 将来キャッシュ・フローの見積額は、割引率(税引後ベース)を用いて現在価値に割り引いて

いる。割引率は加重平均コスト(WACC)に基づいている。

永久成長率 事業計画期間後のキャッシュ・フロー見積額は、セグメント別に設定した永久成長率を用い

て外挿している。当該成長率は、当社セグメントが属する市場の長期平均成長率を上回らな

い水準としている。

 

主要な仮定及び詳細計画期間

特に明記がない限り、%

アプリケーション、テクノロ

ジー＆サポート
コアサービス

 
2025年12月31日

2024年12月31

日 2025年12月31日 2024年12月31日

予算収益成長率(予算期間平均) 13.0 NA 3.5 NA

税引後割引率 11.7 NA 10.2 NA

永久成長率 3.0 NA 3.0 NA
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詳細計画期間(年) 5 NA 5 NA

　2025年10月1日において、当社は事業セグメントを対象とするのれん減損テストを実施した。

 

アプリケーション、テクノロジー＆サポートセグメント

　回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値に基づく計算により算定されている。公正価値測定はレベル3に分類されてお

り、これは評価に用いられたインプットが観察不能なものであることによる。キャッシュ・フロー予測は、実績の営業成績及

び詳細計画期間を対象とした個別の見積り、ならびにその後の永久成長率に基づいて作成されている。予測結果は経営者の見

積りに基づいて算定されており、市場参加者が用いると想定される仮定（評価においては目標営業利益率36.3％が用いられて

いる）と整合している。

　また、上記の主要な仮定のいずれについても、合理的に想定可能な範囲での変動が生じたとしても、アプリケーション、テ

クノロジー＆サポートセグメントの帳簿価格が回収可能価額を上回ることはないと判断している。

 

コアサービスセグメント

　回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値に基づく計算により算定されている。公正価値測定はレベル3に分類されてお

り、これは評価に用いられたインプットが観察不能なものであるためである。キャッシュ・フロー予測は、実績の営業成績及

び詳細計画期間を対象とした個別の見積り、ならびにその後の永久成長率に基づいて作成されている。予測結果は経営者の見

積りに基づいて算定されており、市場参加者が用いると想定される仮定と整合している（評価においては目標営業利益率

11.3％が用いられている）。

回収可能価額は帳簿価額を4,693百万ユーロ上回っている。

また、永久成長率及び割引率について、合理的に想定可能な範囲での変動が生じたとしても、コアサービスセグメントの帳

簿価額が回収可能価額を上回ることはないと判断している。

　以下の表は、主要な仮定を個別に変動させた場合(他の仮定は変更しない場合)、回収可能価額が帳簿価額と一致する水準と

なるまでに必要な変動幅を示している。予算収益成長率に関する感応度分析については、コスト構造を調整していないため、

結果としてターミナル営業利益率が変動している点に留意が必要である。

 

仮定の変動に対する感応度

 コアサービス

 2025年12月31日

予算収益成長率(変動幅、%) -2.1

予算期間末における目標営業利益率(変動幅、%) -10.0
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(D.3) 無形資産

無形資産の認識

一般的に、内部発生の無形資産は発生時に費用計上されるが、規格関連の顧客開発プロジェクト（IAS第38号の基準に継

続的に満たすもの）で発生した開発費は、大部分のプロジェクトが5年から7年の見積耐用年数で償却される範囲で資産

化される。

開発に係る内部発生の無形資産を認識するかどうかの決定は、特に以下の点について重要な判断が必要となる。

－　活動が研究局面であるか開発局面であるかの判断

－　将来の市況、顧客の需要、その他の開発に関する仮定が必要となる無形資産の認識要件を満たしているかどうかに

ついての判断

－　「技術上の実現可能性」の条件がIFRSで定義されていないため、資産の完成が技術的に実現可能かどうかの決定に

ついての判断及び企業独自のアプローチが要求される

－　開発により生じた無形資産を将来使用又は売却できるかについての判断、また使用又は売却による将来の経済的便

益の可能性についての判断

－　費用を無形資産に直接的又は間接的に帰属させることが可能かどうか、及び費用が開発を完成させるために必要で

あったかどうかの判断

これらの判断は、財政状態計算書に計上する無形資産の総額とともに、開発費用を損益計算書に認識するタイミングに

も影響を及ぼす。

 

無形資産の測定

のれんを除くすべての購入した無形資産は、有限の耐用年数を有している。購入した無形資産は、取得原価で計上さ

れ、予想される経済的便益の費消状況に基づき、2年から20年の範囲における見積耐用年数にわたって償却される。

以下の決定に際し、判断が要求される。

－　無形資産の耐用年数 - 耐用年数は、無形資産が経済的便益をもたらすと期待される期間に係る当社の見積りに基づ

くため

－　償却方法 - 信頼性をもって企業による資産の将来の経済的便益の費消パターンを予想できる場合以外は、IFRSは定

額法による償却を要求しているため

償却期間及び償却方法はいずれも毎期計上される償却費の額に影響する。

 

無形資産の分類

当社は、無形資産をその性質と使用用途に基づき分類している。ソフトウェア及びデータベースライセンスは主に内部

使用向けのもので構成されている一方、取得された技術資産は主に当社の製品提供に組み込まれる購入ソフトウェアで

構成される。顧客関係やその他の無形資産は、主に顧客関係及び取得した商標権で構成される。

無形資産の償却費用はその使途により、クラウド原価、サービス原価、研究開発費、販売費、或いは一般管理費として

分類される。
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無形資産

（百万ユーロ）

ソフトウェア及びデータ

ベースライセンス 取得技術

顧客関係及び

その他無形資産 合計

取得原価     

2024年1月1日 1,073 1,819 4,892 7,784

外国為替換算差額 2 103 247 352

企業結合による増加 0 187 315 502

その他増加 20 3 66 89

除却又は処分 -84 -326 -174 -584

移転 25 0 -25 0

2024年12月31日 1,036 1,786 5,321 8,143

外国為替換算差額 -3 -198 -468 -669

企業結合による増加 0 64 142 206

その他増加 30 0 49 79

除却又は処分 -31 0 -3 -34

移転 56 0 -56 0

2025年12月31日 1,088 1,652 4,985 7,725

     

償却累計額     

2024年1月1日 594 1,584 3,101 5,279

外国為替換算差額 2 89 151 242

償却 139 89 253 481

除却又は処分 -68 -326 -171 -565

2024年12月31日 667 1,436 3,334 5,437

外国為替換算差額 -2 -174 -309 -485

償却 114 106 300 520

除却又は処分 -27 -1 -1 -29

2025年12月31日 752 1,367 3,324 5,443

     

帳簿価額     

2024年12月31日 369 350 1,987 2,706

2025年12月31日 336 285 1,661 2,282
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重要な無形資産

（特に記載のない限り百万ユーロ） 帳簿価額 残存耐用年数

2025 2024 （年）

Concur - 顧客関係 396 540 5 -9

LeanIX　- 顧客関係 290 333 11

WalkMe - 顧客関係 226 246 13

重要な無形資産合計 912 1,119  

 

　　次へ
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(D.4) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却

有形固定資産は通常定額法を用いて減価償却される。資産の耐用年数の見積りには判断が用いられている。これらの見

積もりにあたっては、同種資産についての過去の実績や現在及び将来における技術変化を考慮している。

 

有形固定資産の耐用年数

建物　　　　　　　　　　　　：　主として25 - 50年

リース資産及び賃借設備改良　：　リース契約期間に基づく

情報技術機器　　　　　　　　：　2 - 6年

オフィス家具　　　　　　　　：　4 - 20年

車両　　　　　　　　　　　　：　4- 5年

 

有形固定資産

（百万ユーロ）

土地及び

建物

土地リース及

び建物リース

その他有形

固定資産

その他

リース有形

固定資産

前渡金及び

建設仮勘定 合計

       

2024年12月31日 1,501 1,391 1,379 66 156 4,493

2025年12月31日 1,497 1,370 1,328 107 195 4,497

       

増加       

2024年12月31日 87 321 549 90 91 1,138

2025年12月31日 89 301 480 120 141 1,130

有形固定資産の増加（企業結合による取得を除く）は、主にIT設備の交換や購入、建物やデータセンターの建設やリースに

よるものである。リースについての詳細は、注記(D.5)を参照のこと。

 

(D.5) リース

会計方針、判断並びに見積り

IFRS第16号では、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間に渡り対価との交換により移転する場合、そ

の契約はリースであるか又はリースを含んでいるとされる。当社は借手として、特定された資産を使用する権利を表す

使用権資産、及び、リース支払の義務を表すリース負債を認識している。使用権資産は定額法により償却され、利息費

用はリース負債として認識される。当社のリースの大部分は設備とデータセンターのリースである。短期及び少額の

リースに対する支払はリース期間に渡って費用化される。延長のオプションは、行使することが合理的に確実である場

合にリース期間に含まれる。
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貸借対照表上のリース

（百万ユーロ）

2025年

12月31日

2024年

12月31日

使用権資産   

使用権資産 - 土地及び建物 1,370 1,391

使用権資産 ‒ その他の有形固定資産 107 66

使用権資産合計 1,477 1,457

有形固定資産 4,497 4,493

使用権資産が 有形固定資産に占める割合(%) 33 32

   

リース負債   

流動リース負債 254 295

流動金融負債 2,050 4,277

流動リース負債が 流動金融負債に占める割合(%) 12 7

   

固定リース負債 1,430 1,420

固定金融負債 6,021 7,169

固定リース負債が 固定金融負債に占める割合(%) 24 20

 

損益計算書上のリース

（百万ユーロ） 2025年 2024年

営業利益に含まれるリース費用   

使用権資産の減価償却費 275 280

使用権資産の増加に関する詳細は注記(D.4)、リース負債の満期分析は注記(F.1)を参照のこと。また、リース負債に関連し

たキャッシュ・フローの詳細は、注記(E.3)内の「財務活動によって生じる負債の調整表」参照のこと。

 

(D.6) 持分投資

会計方針、判断並びに見積り

当社は金融資産を契約上のキャッシュ・フローや、個々の資産を保有するビジネスモデルに基づき、金融資産を通常以

下のカテゴリに分類する。その分類とは、「償却原価で測定される金融資産（AC）」、「その他の包括利益を通じて公

正価値で測定される金融資産（FVOCI）」、「損益を通じて公正価値で測定される金融資産（FVTPL）」である。

持分投資については、元本及び利息以外のキャッシュ・フローの性質を持つため、個々の投資ごとにFVTPL又はFVOCIに

分類するかを判断する。

非上場株式の評価には、入手可能な市場価格がなく内在的に流動性に欠けるため、特に重大な観察可能でないインプッ

トを基礎としており、そのため判断が要求される。

それら持分証券の公正価値の見積りの決定には、最新の定量的及び定性的情報を考慮している。
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適切な比較可能企業データの選定や、事業における現金需要の査定、獲得可能市場における技術や製品の許容、業績の

実績と予測、マイルストーンの達成、資金調達ラウンドのプライス・ポイントの適切性、同一企業における類似証券の

取引、基礎となる証券の権利と優先権、適切な株式配分パラメータの選定、出口戦略と関連する重み付けには、相当な

判断と仮定を伴う。これらの仮定は大幅に変化する可能性があり、また、評価には固有の不確実性があるため、当社に

よる見積り公正価値は、仮に投資の市場価格が存在したならば使用されていたであろう公正価値や最終的に実現する公

正価値と大幅に異なり、その差額が重要なものとなるかもしれない。

FVTPLの持分証券に係る損益は、公正価値の変動による損益、処分による損益、並びに配当による損益を含んでいる。一

方で、FVOCIの持分証券に係る損益は配当のみが含まれ、金融収益にて純額表示されている。通常の方法による持分証券

の購入及び売却は、取引日に記録される。

 

持分投資

（百万ユーロ） 2025年 2024年

流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

持分証券 0 6,574 6,574 0 6,401 6,401

関連会社に対する

投資
0 142 142 0 144 144

持分投資 0 6,716 6,716 0 6,545 6,545

その他金融資産 1,552 7,269 8,821 1,629 7,141 8,770

その他金融資産に

対する割合（％）
0 92 76 0 92 75

 

関連会社への投資

SAPは多数の個別には重要でない関連会社に対する持分を所有している。それらの関連会社に対して、当社は資本持分の20％

以上又は最低でも20％の議決権を保有している。この事実と関係性から、当社には重要な影響力があると決定した。

 

以下の表は、関連会社の帳簿価額と純損益に対する持分の総計を示している。

（百万ユーロ） 2025 2024

関連会社に対する持分の帳簿価額 142 144

継続事業の純損益に対する持分 2 10

 

関連会社に対する持分の帳簿価額の大部分は、SAP Fioneer GmbHに関連するものである。

その他の持分投資の名称一覧については、注記（G.9）を参照のこと。

 

ベンチャーキャピタルファンドに対する財政上のコミットメント

（百万ユーロ） 2025 2024

ベンチャーキャピタルファンドへのコミットメント投資 222 267

 

SAPは、ベンチャーキャピタルへの投資を管理する関連当事者ではない第三者に対して投資しており、持分を保有している。

2025年12月31日現在、これら投資を実行するコミットメントの合計額は961百万ユーロ（2024年：1,100百万ユーロ）であり、

うち739百万ユーロ（2024年：833百万ユーロ）が実行された。このようなベンチャーキャピタルファンドに対する投資によ

り、これらの企業が属している市場固有のリスクにさらされている。発生しうる最大損失額は、投資した金額に約定した将来

拠出金額を加えた金額である。

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

197/399



 

満期

（百万ユーロ）

2025年12月31日

ベンチャーキャピタルファンドに対する投資

満期　2026年 222

合計 222

 

(D.7) 地域別非流動資産

金融商品、繰延税金資産、退職給付資産、保険契約から生じる権利を除いた非流動資産は、下表のとおりである。

地域別非流動資産

（百万ユーロ） 2025 2024

ドイツ 7,591 7,351

その他のEMEA地域 6,719 6,864

EMEA 14,309 14,215

米国 24,293 26,845

その他の南北アメリカ地域 646 511

南北アメリカ 24,939 27,356

インド 430 405

その他のAPJ地域 919 981

APJ 1,349 1,385

SAPグループ 40,597 42,956

米国の減少は主に、のれんに係る為替換算差額によるものであり、SmartRecruitersの買収によって一部相殺されている。詳

細については、注記(D.1)と注記(D.2)を参照のこと。

地域別人員数の内訳については注記（B.1）、地域別収益の内訳については注記（A.1）を参照のこと。

 

(D.8)　購入義務

（百万ユーロ） 2025 2024

有形固定資産及び無形固定資産の取得に関する契約義務 344 270

その他購入義務 8,300 9,322

購入義務 8,644 9,592

 

有形固定資産及び無形固定資産の取得に関する契約義務は、主にハードウェア、ソフトウェア、特許、事務機器及び車両の

購入に関連するものである。その他購入義務は主としてクラウドサービス、マーケティング、コンサルティング、保守、ライ

センス契約及びその他の第三者との契約に関するものである。購入義務の減少は、主にクラウドインフラサービス関連の支払

によるものである。過去このような購入義務の大部分は実現している。
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満期

（百万ユーロ） 2025年12月31日

購入義務

満期が2026年のもの 2,574

満期が2027年から2030年のもの 5,928

満期が上記以降に到来するもの 142

合計 8,644

 

 

(D.9)　利益関連政府助成金

利益関連政府助成金の認識

当社は利益関連政府助成金を、費用関連の削減として、当該費用が発生する期間に認識している。

 

2023年末に、当社はドイツ政府からクラウドインフラ関連の研究開発費の資金のための助成金を受け取った。当該助成金は

2027年まで経費を適格化するために245百万ユーロまでが払い戻される。当初の329百万ユーロの付与額は、当初予測と比較し

て資金需要が減少したことを反映するよう調整された。2025年12月31日現在、プロジェクト開始以来認識された払い戻しの総

額は59百万ユーロであった。

 

　　次へ
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セクションE ‒ 資本構成、財務及び流動性
 

このセクションは、当社の資本構成の管理方法について述べている。高い資本比率、緩やかな財務レバレッジ、バランスの

とれた満期構成並びに十分な資金借入枠を基に、資本構成を管理している。

 

(E.1) 資本構成管理

資本構成管理の主たる目的は、投資家、債権者及び顧客の信頼に足る強固な財政基盤を維持し、事業拡大をサポートするこ

とにある。資金需要に応じて、市場から合理的な条件で資金調達を可能とし、高い独立性と信頼性並びに財務的柔軟性を確実

なものとすることができるような資本構成を維持する。

当社の財務リスク管理の主要な原則は、すべての財務上の義務を果たすことができるレベルで流動性を保護することであ

る。この目標を達成するために、当社の現金の主な用途は次のとおりである。

-資本的支出

-金融負債の迅速な返済

-買収およびベンチャー活動

-配当金の支払い

-余剰資金を株主に還元するための自社株買い

当社の長期信用格付けは、ムーディーズによると「A1」(見通しは「安定的」)、S&Pグローバル・レーティングが「A+」(見

通しは「安定的」)。

 

2025年12月31日 2024年12月31日 変動（%）

百万ユーロ 資本及び負債合計

に占める割合（%）

百万ユーロ 資本及び負債合計

に占める割合（%）

 

資本 45,073 64 45,806 62 -2

流動負債 17,416 25 19,082 26 -9

非流動負債 7,873 11 9,349 13 -16

負債 25,288 36 28,431 38 -11

内、金融負債 6,150 9 9,385 13 -34

内、リース負債 1,684 2 1,715 2 -2

資本及び負債合計 70,362 100 74,237 100 -5

2024年9月、SAPはWalkMeの買収資金として12.5億ユーロの短期借入を発行し、2025年3月に返済した。また、2025年には満期到

来に伴い、ユーロ債600百万ユーロおよび米ドル建て債券300百万米ドルを償還した。さらに、2025年12月には、2024年に二国

間信用枠を通じて調達した総額10億ユーロを返済するとともに、米国私募債100百万米ドルの一部を期限前償還した。これらに

より、金融負債の額面総額が負債及び資本総額に占める比率は4ポイント低下した。

 
 

(E.2) 総資本

子会社に対する持分の会計処理

支配の喪失につながらないSAPの子会社に対する持分の変動は、持分取引として会計処理される。子会社

に対する支配を失った場合、SAPは子会社の資産及び負債、関連する非支配持分（NCI）及びその他の持分

構成要素の認識を中止する。その結果生じる損益は純損益に認識する。
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資本金

当社は無額面無記名にて株式を発行しており、想定額面は一株当たり1ユーロで計算される。全ての発行済株式は全額払込済

である。　

発行済株式数

（百万株） 資本金 自己株式

2023年1月1日 1,229 ‒61

自己株式の取得 0 ‒8

株式報酬による自己株式の再発行 0 8

2023年12月31日 1,229 ‒61

自己株式の取得 0 ‒11

株式報酬による自己株式の再発行 0 10

2024年12月31日 1,229 ‒62

自己株式の取得 0 ‒8

株式報酬による自己株式の再発行 0 9

2025年12月31日 1,229 ‒61

 

2023年から2025年に実施された出資の払戻しに関する計画についての詳細は、以下自己株式セクションを参照のこと。

 

授権株式

定款は、取締役会決議により資本金を増加させることができると定めている。

-2030年5月12日まで、現金出資に対する無額面無記名株式の新規発行の上限を250百万ユーロとする（授権株式Ⅰ）。発行は

既存株主の法定の新株引受権に従う。

-　2030年5月12日まで、現金または現物出資に対する無額面無記名株式の新規発行の上限を250百万ユーロとする（授権株式

II）。監査役会の同意を条件に、取締役会は特定の場合において既存株主の法定の新株引受権を除外する権限がある。

 

条件付株式

当社の株式資本は条件付資本の増加の影響を受ける。　特定の株式報酬制度に基づいて、当社又は直接的又は間接的に支配

されている子会社が発行、保証した転換社債又はストック・オプションの保有者が、それらの転換権及び引受権の範囲におい

て権利行使可能であり、他にそのような権利が行使されることはない。2025年12月31日時点において100百万ユーロ、株数にし

て100百万株の株式発行が可能である（2024年：100百万ユーロ）。

 

株式払込剰余金

株式払込剰余金は、当社従業員に付与された持分決済型の株式報酬取引の価値を認識するために使用される。株式報酬に関

する詳細については、注記（B.3）を参照のこと。

 

利益剰余金

利益剰余金の主な内訳は、税金及び配当金の支払並びに、非支配株主との取引後の利益である。
 

その他の資本の構成要素

（百万ユーロ）

 
換算差額

キャッシュ・フロー・ヘッ

ジ/

ヘッジ費用 合計

2023年1月1日 4,015 16 4,031
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損益に組替調整される項目に対するその

他の包括利益（税引後）

‒1,597 ‒8 ‒1,605

2023年12月31日 2,418 9 2,426

損益に組替調整される項目に対するその

他の包括利益（税引後）

2,370 ‒24 2,347

2024年12月31日 4,788 ‒15 4,773

損益に組替調整される項目に対するその

他の包括利益（税引後）

‒4,594 26 ‒4,568

2025年12月31日 193 11 204

 

自己株式

2018年5月17日に開催された年次株主総会にて取締役会に付与された、自己株式取得に関する権限について、2023年5月11日

に開催されたSAP SEの年次株主総会の決議により、その時点で行使されていないものについては無効化され、2028年5月10日以

前であれば総額120百万ユーロを上限として、取締役会決議によって株主資本額に比例した金額で自己株式を取得可能とするこ

とが承認された。なお、当該授権により取得される自己株式は、これまでにSAP SEが取得、保有している自己株式、又はSAP

SEに帰属するその他の自己株式と併せて、SAP SE社の発行済株式資本の10%を超過しないことを条件としている。自己株式は法

的には発行済株式とされるが、配当を受ける権利及び議決権を有さない。自己株式について消却するか売却することを選択で

きるほか、あるいは会社の株式報酬制度に基づくオプション及び転換権に供する目的で使用することができる。また、自己株

式を、他社の合併又は取得の対価としても利用することもできる。

上記の承認を受けて、2023年5月に、2025年12月31日までに行われる、総額50億ユーロを上限とする自己株式の取得計画を発

表した。このプログラムは主に株式報酬を提供するために実施される。2025年に完了したこのプログラムを通じて、当社は

2025年において、付随する取得関連費用を除き、1,916百万ユーロ（2024年： 2,108百万ユーロ）の自己株式を取得した。ま

た、2026年1月には、取締役会及び監査役会により、最大100億ユーロ規模の新たな自己株式取得プログラムが承認された。当

該プログラムは2026年2月に予定どおり開始されており、2027年末までに完了する見込みである。

 

配当方針

将来的な自己株式の取得や、総額でSAPグループの税引後非IFRS営業利益の少なくとも40％以上の年度配当を通じて、株主に

流動性を還元できる状態を保持することを基本方針とする。

2025年に、当社は2024年度に係る2,743百万ユーロ（一株当たり2.35ユーロ）の配当を実施した。2024年には、2023年度に係

る配当2,565百万ユーロ（一株当たり2.20ユーロ）、2023年には2022年度に係る配当2,395百万ユーロ（一株当たり2.05ユー

ロ）を支払った。

当社の株主に対する分配可能額は、ドイツ商法（Handelsgesetzbuch）によって規定される会計原則のもとで作成された法定

財務書類で報告される当社の利益に基づいている。2025年12月31日で終了した事業年度において、当社の取締役会は、当社の

利益から一株当たり2.50ユーロの配当（見積総額配当2,919百万ユーロ）を支払うことを提案する予定である。

 

非支配持分

2025年には、非支配持分に165百万ユーロの利益が帰属した（2024年には、非支配持分に26百万ユーロの利益が帰属した）。
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(E.3) 流動性

非デリバティブ金融商品の会計処理

非デリバティブ金融負債投資の分類と測定

当社の非デリバティブの負債性金融投資は、銀行預金及び現金同等物(満期3ヶ月以内の流動性の高い投

資、たとえば定期預金やマネーマーケットファンド)、貸付金及びその他金融債権、並びに取得債券投資

で構成されている。

当社は一般的に、金融資産を、それぞれの資産を保有する契約上のキャッシュ・フローおよび当社のビジ

ネスモデルに応じて、償却原価(AC)、その他の包括利益を通じた公正価値(FVOCI)、または損益を通じた

公正価値(FVTPL)に分類している。マネーマーケットファンドおよびこれに類するファンドのように、元

本および利息以外のキャッシュ・フロー特性を持つ金融資産はFVTPLに分類される。一般的に、元本と利

息のみで構成されるキャッシュ・フローを伴うその他の金融資産は、「回収のための保有」を目的とする

ビジネスモデル内で保有されるため、償却原価(AC)に分類される。その他の金融資産は、「回収及び売却

のための保有」を目的とするビジネスモデルの中で保有されることがあり、その場合にはFVOCIに分類さ

れる。

FVTPLの非デリバティブの負債性金融投資に係る損益は、金融収益（純額）で報告され、公正価値の変動

及び処分から生じる損益を含むその他の損益とは別に、利息損益が表示される。ACの非デリバティブ負債

性金融投資に係る損益は、金融収益（純額）で報告され、処分の損益並びに予想及び発生信用損失を含む

その他の損益とは別に、利息損益が表示される。為替換算レートの変動による損益は、その他の営業外収

益・費用（純額）に含まれる。通常の方法による取得・売却は、取引日に認識される。

 

非デリバティブ金融負債投資の減損

これらの金融資産について、減損アプローチを以下の通り適用しており、多くの判断が含まれる。

－　銀行預金、定期預金、並びに社債やコマーシャルペーパー（CP）のような負債性証券には、低い信用

リスクを適用する。当社は信用損失のリスクを最小限に抑えるため、信用格付けのグレードが高い発

行体の資産にのみ投資を行っているからである。したがって、これらの資産は通常、信用損失モデル

の3つの段階のうち、ステージ1に分類され、12か月以内に予想される信用損失に等しい金額で損失引

当金を計上する。当該引当はそれぞれの報告日時点の状況に基づいて計算されており、クレジットデ

フォルトスワップスプレッドをもとに計算された債務不履行の可能性に基づいて発生する損失金額で

計上している。当社は最もリスクの低い資産に投資しているが、大幅な上昇の可能性のある信用リス

クを評価し、それが起こった場合の変化に適時に対応するため、市場参加者による信用度の尺度とし

て、クレジットデフォルトスワップスプレッドの動向を注意深く考慮している。とりわけ、相手方が

負債を全額返済できない可能性が高い場合、相手方に財政難の情報がある場合、又は全体的な市場環

境がかなり安定しているにもかかわらず、相手方のクレジットデフォルトスワップスプレッドが大幅

な増加した場合には、銀行預金、定期預金及び負債性証券が債務不履行になるものとみなしている。

そのような金融資産は、顧客の破産等、回収されるという合理的な予想を有していないと判断した場

合には、その一部または全部を償却する。

－　貸付金やその他の金融資産は、当初の認識から信用リスクの著しい増加があるかどうか決定するた

め、借り手固有の内外の情報を考慮している。当社は、資産の支払期日を大幅に超過した場合、また

は借り手が支払い義務を果たしそうにない場合には、債務不履行になるものとみなす。顧客の破産手

続きが最終化されるか、回収のための手続を全て実行した状況等、金融資産の回収可能性はほとんど

ないと判断した場合には償却を行う。
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非デリバティブ金融負債

非デリバティブ金融負債は、銀行借入金、社債、私募債並びにその他金融負債から構成される。その他の金

融負債には、顧客から資金を預かり、顧客の従業員に対するクレジットカードの支払いやベンダーに対する

支払い等の諸経費の精算を顧客に代わって行うものも含まれる。これらの資金は現金及び現金同等物として

表示しており、顧客の代理として経費の精算等のために支払を行う義務を負債計上している。

当社は金融負債をFVTPLと指定していないため、通常、非デリバティブ金融負債はACに区分している。

ACの金融負債の費用及び利益・損失は、金融収益（純額）で表示される利息費用で構成される。為替換算

レートの変動による利益・損失は、その他の営業外収益・費用（純額）に含まれる。

 

グループの流動性、金融負債及び純負債

グループの流動性は、銀行預金、マネーマーケット及びその他ファンド、定期預金並びに負債証券（1年未

満の満期のもの）で構成されている。金融負債は、銀行借入金、コマーシャルペーパー、私募債及び社債の

額面金額と定義している。純負債は、金融負債をグループの流動性から差し引いたものである。

 

グループ流動性及び純負債

（百万ユーロ） 2025 2024 △

現金及び現金同等物 8,220 9,609 ‒1,390

短期定期預金及び負債証券 1,311 1,471 ‒160

グループ流動性 9,531 11,080 ‒1,550

短期金融負債 ‒1,600 ‒3,639 2,039

長期金融負債 ‒4,550 ‒5,746 1,196

金融負債 ‒6,150 ‒9,385 3,235

純現金(+) /純負債(‒) 3,381 1,695 1,685

当社は、資本構成の表中の比率を継続的にモニタリングすると同時に、グループの流動性及び純負債の比率に基づいて、流

動性と金融負債の構造を常に管理している。

 

現金及び現金同等物

（百万ユーロ） 2025 2024

 流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

銀行預金 3,910 0 3,910 3,962 0 3,962

定期預金 1,342 0 1,342 1,659 0 1,659

マネーマーケット及びその他ファンド 2,871 0 2,871 3,991 0 3,991

負債証券 100 0 100 0 0 0

想貸倒引当金 -3 0 -3 -3 0 ‒3

現金及び現金同等物 8,220 0 8,220 9,609 0 9,609
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非デリバティブ金融負債投資

（百万ユーロ） 2025 2024

 流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

定期預金 1,226 0 1,226 1,425 0 1,425

負債証券 92 46 138 53 74 128

退職給付制度に関する金融商品 0 284 284 0 287 287

貸付金及びその他金融債権 174 218 392 98 231 329

予想貸倒引当金 -7 0 -7 -7 0 -7

非デリバティブ金融負債投資 1,485 547 2,032 1,569 593 2,161

その他金融資産 1,552 7,269 8,821 1,629 7,141 8,770

非デリバティブ金融負債投資が その

他金融資産に占める割合(%)

96 8 23 96 8 25

 

当初の満期が3か月以内の定期預金は、現金及び現金同等物として表示され、当初の満期が3か月より長い（グループ流動性

において投資と考慮されている）定期預金及び負債証券は、その他金融資産として表示されている。負債証券は、主に金融及

び非金融の企業及び地方自治体の購入コマーシャルペーパー及び購入社債で構成されている。

金融リスク及びリスクの性質のより詳細な情報については、注記(F.1)を参照のこと。

 

有利子負債

（百万ユーロ） 2025 2024

 額面金額 帳簿価額 額面金額 帳簿価額

 流動 非流動 流動 非流動 合計 流動 非流動 流動 非流動 合計

社債 1,100 4,550 1,100 4,194 5,294 889 5,650 888 5,201 6,090

私募取引 0 0 0 0 0 0 96 0 99 99

コマーシャルペーパー 500 0 498 0 498 500 0 498 0 498

銀行借入 0 0 0 0 0 2,250 0 2,250 0 2,250

有利子負債 1,600 4,550 1,598 4,194 5,792 3,639 5,746 3,636 5,301 8,937

金融負債   2,050 6,021 8,070   4,277 7,169 11,446

有利子負債が 金融負

債に占める割合(%)

  78 70 72   85 74 78

 

有利子負債は、所有権移転留保及び業界の慣行による同様の権利を除き、無担保である。（金利スワップの影響を加味し

た）有利子負債の実効金利は、2025年が3.23％、2024年が3.84％、2023年が3.49％であった。

当社の有利子負債には、財務制限条項が付されているものはない。有利子負債には、支配権の変更や規則変更があった場合

に即時返済を要求するような、通例として使用される制限条項は含まれている。債券は、当社が報告期間後少なくとも12か月

間、決済を延期する権利を有しているため、2025年12月31日時点では非流動負債として分類されている。

有利子負債に関連するリスクの情報については注記(F.1)を参照。公正価値に関する情報については、注記(F.2)を参照のこ

と。
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社債

満期 発行価格

 

表面

利子率

 

実効

利子率

額面金額

（発行通貨で百

万）

2025年 2024年

残高

（百万ユー

ロ）

残高

（百万ユー

ロ）

  
 

    
 

ユーロ債
2027 99.284%

1.750%
1.87% 1,000ユーロ 972 947

9-2014 （固定）

ユーロ債
2025 99.264%

1.000%
1.13% 600ユーロ 0 600

12-2015 （固定）

ユーロ債
2026 99.576%

1.000%
1.06% 500ユーロ 500 500

15-2018 （固定）

ユーロ債
2030 98.687%

1.375%
1.50% 500ユーロ 451 442

16-2018 （固定）

ユーロ債
2028 98.871%

1.250%
1.38% 1,000ユーロ 947 923

20-2018 （固定）

ユーロ債
2031 98.382%

1.625%
1.78% 1,250ユーロ 1,096 1,079

21-2018 （固定）

ユーロ債
2026 99.200%

0.125%
0.26% 600ユーロ 600 599

23-2020 （固定）

ユーロ債
2029 98.787%

0.375%
0.51% 800ユーロ 728 712

24-2020 （固定）

ユーロ債合計      5,294 5,801

米ドル債
2025 100.000%

4.69%
4.74% 300米ドル 0 289

2018 （固定）

社債合計      5,294 6,090

当社のユーロ債全ては、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。

 

私募債

 

満期 表面利子率

実効

利子率

額面金額

（発行通貨で百万）

2025年

残高

（百万ユー

ロ）

2024年

残高

(百万ユーロ)

アメリカ私募債       

トランシェ9-2012 2027 3.53% (固定) 3.57% 100米ドル 0 99

私募債     0 99

アメリカ私募債は、米ドルを機能通貨とする子会社により発行された。2025年第4四半期において、SAPは、当初2027年に満

期を迎える予定であった私募債の残額100百万米ドルを、前倒しで返済することを決定した。

 

コマーシャルペーパープログラム

コマーシャルペーパープログラム（コマーシャルペーパー）からの純受取額は、配当及び株式の買戻しを含む一般的な企業

目的に使用されている。2025年12月31日時点において、コマーシャルペーパーの発行価額は500百万ユーロであった。満期は通

常12か月未満で、帳簿価額は498百万ユーロであった（2024年12月31日498百万ユーロ)。2025年12月31日現在のコマーシャル

ペーパーの加重平均金利は、2.38%であった（2024年12月31日：3.03%)。
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融資

2024年にSAPは、WalkMeの取得を含む一般的な企業目的のために、2025年12月までの間に自由に返済が可能な2,250百万ユー

ロの短期借入を実行した。融資の実効金利は2025年時点で2.91%（2024年：3.56%）であり、これらの融資には情報制限条項が

含まれており、2025年中に全額返済した。

 

財務活動によって生じる負債の調整表

金融負債の変動額は、財務活動によるキャッシュ・フローの借入によるキャッシュ・フローの金額と調整される。

（百万ユーロ） 2025年1月1日

キャッ

シュ・フ

ロー 企業結合

為替換算差

額

公正価値変

動 その他 2025年12月31日

流動有利子負債 3,639 ‒3,189 0 ‒35 0 1,185 1,600

非流動有利子負債 5,746 0 0 ‒11 0 ‒1,185 4,550

有利子負債（額面） 9,385 ‒3,189 0 ‒46 0 0 6,150

ベーシス・

アジャストメント

‒419 0 0 0 82 0 ‒337

取引コスト ‒29 0 0 0 0 8 -21

有利子負債(帳簿価

額）

8,937 ‒3,189 0 ‒46 82 8 5,792

未払利息 230 ‒151 0 0 0 57 136

金利スワップ 408 ‒171 0 0 95 0 332

リース (1) 1,715 ‒299 0 31 0 237 1,684

財務活動による総負

債

11,290 ‒3,810 0 ‒14 176 301 7,944

(1)その他には、新規リース負債が含まれる。

 

（百万ユーロ） 2024年1月1日

キャッ

シュ・フ

ロー 企業結合

為替換算差

額

公正価値変

動 その他 2024年12月31日

流動有利子負債 1,143 1,594 0 35 0 868 3,639

非流動有利子負債 6,612 0 0 2 0 -868 5,746

有利子負債（額面） 7,755 1,594 0 37 0 0 9,385

ベーシス・

アジャストメント

-550 0 0 0 131 0 -419

取引コスト -35 -3 0 0 0 10 -29

有利子負債(帳簿価

額）

7,169 1,591 0 37 131 10 8,937

未払利息 94 -182 0 0 0 318 230

金利スワップ 537 -106 0 0 -23 0 408

リース 1,621 -310 0 32 0 372 1,715

財務活動による総負債 9,421 993 0 69 108 700 11,290

 

本注記の一部の金額は、連結キャッシュ・フロー計算書における支払利息及び受取利息の表示に関する、2025年度の表示方法

に整合させるため、組替を行っている。詳細については、注記（IN.1）「支払利息及び受取利息の表示に関する会計方針の変

更」参照のこと。これに伴い、比較期間の金額についても調整を行っている。

　　次へ
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セクションF ‒ 金融リスク要因の管理
　

当社はグローバルに事業を展開していることから、市場リスク（主に為替レート変動リスクに加え、金利リスク及び株価リ

スク）、信用リスク及び流動性リスクなど、さまざまな金融リスクに晒されている。

金融リスク管理は、グローバル財務部門、グローバルリスク管理部門及びグローバル信用管理部門を通じて、グループ全体

で実施されている。正式なリスク管理方針が策定されリスク・エクスポージャーを体系的に把握するとともに、適切なリスク

限度を設定し、リスクの継続的なモニタリング及び評価を行う体制が整備されている。これらの方針及びヘッジ戦略は、財務

関連規程やその他の社内ガイドラインを含む内部ガバナンスの枠組みに明文化されており、市場環境の変化及びSAPグループの

事業内容の進展に応じて、継続的に見直し・評価・改善が行われている。

当社は、慎重な財務リスク管理の枠組みの下、デリバティブ金融商品をリスク低減の目的にのみ使用しており、投機目的で

利用することはない。ここでいう投機とは、裏付けとなる実体取引を伴わずにデリバティブ取引を行うことを指している。

このセクションでは、これらのリスク要因に対する当社のエクスポージャーの概要及び対応するリスク管理体制について説

明するとともに、金融商品に関する詳細な情報を提供している。

 

(F.1) 金融リスク要因及びリスク管理

デリバティブの会計処理

当社は為替リスク、金利リスク及びSAPグループの現金決済型株式報酬制度（SBC）に起因する株価リス

ク・エクスポージャーをヘッジするためにデリバティブを使用し、判断を伴うIFRS第9号に基づくヘッジ

会計の基準を満たす場合に、それらをキャッシュ・フロー、純投資ヘッジ、又は公正価値ヘッジとして指

定している。

 

ヘッジ会計関連でヘッジ手段として指定されていないデリバティブ

当社のデリバティブ取引の多くは、経済的ヘッジ（リスクを実質的に低減するもの）に該当するが、IFRS

第9号に基づくヘッジ会計の要件を満たしていない、またはヘッジ会計関係として指定されていない。

外貨建てで表示及び認識される貨幣性資産及び負債に内在する為替リスクをヘッジするために、当社は損

益を通じて公正価値を測定する金融商品（FVTPL）に分類されるデリバティブ金融商品について、ヘッジ

会計の適用対象として指定していない。これは、対象となる取引から生じる損益が、デリバティブから生

じる損益と同一の期間に損益計上されるため、結果として相殺されるためである。

また、当社は時折、個別に会計処理することが要求される外貨組込デリバティブを含む契約を締結してい

る。

当該デリバティブのスポット要素または本源的価値に係る公正価値の変動は、その他営業外損益（純額）

に含まれる一方、フォワード要素または時間価値は、金融収益（純額）として表示される。

 

ヘッジ手段として指定されているデリバティブ

ａ）キャッシュ・フロー・ヘッジ

概して、当社は、高い蓋然性を有する将来取引における為替リスク及び株式報酬制度（SBCプログラム）

から生じる将来キャッシュ・フローに係る株価変動リスクに対して、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計を

適用している。
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為替リスクに関して、ヘッジ会計は、直物価格と、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され適格なデ

リバティブの本源的価値に関連している。したがって、現在価値ベースで判断されたこれらの構成要素の

有効部分はその他の包括利益に計上される。当該デリバティブの先物要素及び時間価値の有効部分、なら

びにヘッジ関係から除外された為替ベーシススプレッドは、ヘッジコストとして、その他の包括利益の区

分内に独立した項目として計上される。当該金額は重要ではないため、ヘッジコストは当社の連結包括利

益計算書及び連結資本変動計算書においてキャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分と共に表示されてい

る。デリバティブの取引相手の信用リスク調整及び無効部分を含むその他全ての要素は、直ちに損益計算

書の金融収益（純額）に認識される。その他の包括利益に累積された金額は、一般的にヘッジ対象が純損

益に影響を与えるのと同一期間に、損益計算書のその他の営業外収益／費用（純額）及び金融収益（純

額）に振り替えられる。

SBCヘッジに関しては、デリバティブ（通常はトータル・リターン・エクイティ・スワップ）を全額公正

価値でヘッジ対象として指定している。指定前は、デリバティブはFVTPLとして処理され、公正価値の変

動は重要性がある場合、金融収益（純額）として認識される。

指定後は、その後の公正価値変動のうち有効部分については、その他の包括利益に認識され、対応する株

式報酬費用が認識されるのと同一の表示区分及び期間に、損益計算書上の営業費用へ振替えられる。

一方、公正価値変動のうち非有効部分は、引き続き金融収益（純額）として、損益において即時認識され

る。

 

ｂ）純投資ヘッジ

一般的に、当社は機能通貨がユーロ以外である子会社の純資産から生じる為替エクスポージャーについて

ヘッジを行っておらず、したがって純投資ヘッジ会計は適用していない。もっとも、この一般的な方針に

かかわらず、特定の状況においては選択的に純投資ヘッジ会計を適用している。詳細については、本注記

の後段に記載の為替換算リスクのセクションを参照のこと。

ヘッジ会計における指定要素は、純投資ヘッジとして指定され、かつ適格なデリバティブの直物価格であ

る。

従って、現在価値ベースで決定されるこの構成要素の有効部分は、その他の包括利益に計上される。その

他の指定されていないその他の構成要素及び非有効部分は、直ちに純損益として金融収益に計上される。

その他の包括利益に累積された金額は、外国事業が部分的に処分又は売却された場合、同じ期間の利益ま

たは損失としてその他の営業外収益または費用（純額）に振り替えられる。

 

ｃ）公正価値ヘッジ

当社は一定の固定金利金融負債について公正価値ヘッジ会計を適用し、公正価値変動を金融収益（純額）

に表示している。
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ｄ）有効性の評価とテスト

指定されたヘッジ関係の開始時に、当社は当社のリスク管理戦略及びヘッジ対象とヘッジ手段との間の経

済的関係を文書化している。

以下のとおり、経済的関係の存在が立証され、かつ将来に向けた有効性が検証されている。

為替ヘッジについては、予測取引と先物為替契約のスポット要素または通貨オプションの本源的価値との

間で、通貨、満期及び金額が密接に対応していることから、クリティカル・ターム一致法が適用される。

SBCヘッジについても同様の手法が適用される。これは、基礎変数（SAPの株価）、満期および原資産株式

数が、エクイティ・スワップと、株価変動に対するSBCキャッシュ・フローの感応度を表す仮想デリバ

ティブとの間で密接に対応しているためである。

金利スワップについては、独立変数としてのヘッジ対象の価値の変動と、従属変数としてのデリバティブ

の公正価値の変動との間の関係の妥当性が決定される回帰分析による統計的手法を用いてあらかじめ有効

性がテストされる。

 

 

無効の主な原因は以下の通り。

－　先物為替契約、金利スワップおよびエクイティ・スワップの公正価値に対する、取引相手及び自社の

信用リスクの影響（これは対応するヘッジ対象には反映されていない）

－　エクイティ・スワップにおける配当または利息要素に係る純キャッシュ・フロー（これはヘッジ対象

であるSBCのキャッシュ・フローには含まれていない）

－　ヘッジ指定日時点におけるエクイティ・スワップの当初の公正価値

 

為替変動リスク

世界各地で事業を行っているため、当社の通常の事業活動は、為替変動に起因して当社の業績およびキャッシュ・フローに

影響を及ぼし得るリスクに晒されている。

 

為替換算リスク

当社の報告通貨はユーロである。したがって、機能通貨がユーロ以外である子会社の財務諸表を連結する際には、これら子

会社の純資産の換算に起因する為替リスクに晒される。IFRSに従い、当該為替換算リスクは、当社が為替換算リスクをヘッジ

している場合を除き、以下においては考慮していない。

　一般に為替換算リスクはヘッジしていない。ただし、例外的に、企業結合や事業売却に係るユーロ建て価値を保全するた

め、純投資ヘッジ会計を適用する場合がある。

2025年および2023年において、当社は機能通貨が米ドルである子会社に対する純投資の一部を、先物取引によりヘッジし

た。ヘッジ対象リスクは、ユーロに対する米ドルの下落である。当該先物取引は、米ドル/ユーロの直物レートの変動に起因す

る純投資の価値変動に対するヘッジ手段として指定されている。

ヘッジの有効性評価にあたっては、スポットレートの変動に起因する先物の帳簿価額の変動と、同様に直物レートの変動に

よって生じる子会社への投資額の変動とを比較することにより、ヘッジ手段とヘッジ対象との経済的関係を確認している。
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取引リスク

当社は、貨幣性項目および将来取引に基づく為替変動リスクへのエクスポージャーを継続的にモニタリングしており、主と

して為替先物契約などのデリバティブ金融商品を用いて、グループ全体で為替リスクを管理する戦略を推進している。

 

認識された貨幣性資産及び負債

　グループ各社は一般に、自社の機能通貨で事業を行っている。ただし、機能通貨とは異なる通貨で取引を行うことにより、

外貨建ての売掛金、買掛金及びその他の貨幣性項目が発生する場合がある。これに伴う為替リスクを軽減するため、これらの

取引の大部分については、前述のとおり、主として損益の変動を低減することを目的としてヘッジしている。

まれに、機能通貨以外の通貨での取引により、組込デリバティブが分離され、FVTPLで測定される場合もある。

一般に、投資活動および資金調達活動に関しては、当該活動が通常、それぞれ投資主体または借入主体の機能通貨で行われ

るため、重要な為替リスクには晒されていない。

 

将来取引

SAPグループ内の知的財産（IP）保有会社は、外貨建ての将来の内部取引キャッシュ・フローに起因するリスクに晒されてい

る。これらのキャッシュ・フローは、各子会社から当該IP保有会社に対して支払われるロイヤルティにより生じるものであ

る。ロイヤルティは子会社の外部売上に連動している。この仕組みにより、ロイヤルティは主として子会社の現地通貨で表示

される一方、ロイヤルティ受取額が最も大きいIP保有会社の機能通貨はユーロであるため、為替リスクがIP保有会社に集中す

ることとなる。この種の為替リスクのうち最も大きいものは、重要な事業を有する子会社の通貨に関連するものであり、例え

ば米ドル、英ポンド、日本円、スイスフラン、また2023年には豪ドルが含まれる。

将来取引に関しては、2024年12月までは、12か月のローリング・ヘッジ期間を通じて、前年対比の損益変動を低減すること

をリスク管理戦略としていた。2024年12月以降は、暦年ベースの予測フリーキャッシュ・フロー（FCF）に対する為替変動の影

響を、当該FCF見通しの前提となる為替レートを確保することにより低減することを目的とした戦略へと変更している。この為

替リスク管理の変更にもかかわらず、ヘッジ対象は引き続き、FCFと相関するIP保有会社へのロイヤルティ支払に係る将来

キャッシュ・フローの一部（レイヤー）である。為替リスク管理の変更に伴い、既存のすべてのキャッシュ・フロー・ヘッジ

関係を解除し、2024年12月に新たなキャッシュ・フロー・ヘッジ関係を設定した。

当社は、このような重要な外貨建て将来キャッシュ・フロー（ロイヤルティ）をヘッジするため、主として為替先物契約に

よるデリバティブ金融商品を締結しており、ヘッジ比率は1対1、ヘッジ期間は最長18か月（これは使用する為替デリバティブ

の最大満期でもある）としている。

表示期間のすべての年度において、外国為替キャッシュ・フロー・ヘッジ関係においてヘッジ対象として指定された将来取

引のうち、高い蓋然性が失われたものはない。したがって、為替リスク管理の変更の影響を受けたものを除き、キャッシュ・

フロー・ヘッジ関係の中止は行っていない。また、いずれの年度においても非有効部分は重要性がないか、または存在してい

ない。通常、ヘッジ対象となる将来取引のキャッシュ・フローは、各暦年内において月次で発生し、同時に損益として認識さ

れる見込みである。

 

ヘッジ手段として指定された通貨ヘッジ（キャッシュ・フロー・ヘッジおよび純投資ヘッジ）

12月31日現在におけるヘッジ対象項目に関連する金額は以下のとおりである。
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為替変動ヘッジにおける指定ヘッジ対象

（百万ユーロ） 予想ライセンス支払 純投資 予想ライセンス支払 純投資

2025 2024

ヘッジ非有効部分の計
算に使用
される公正価値の変動

-32 1 19 0

キャッシュ・フロー・
ヘッジ

-32 -1 19 0

ヘッジコスト 12 0 3 0

ヘッジ会計が適用され
なくなった
キャッシュ・フロー・
ヘッジ剰余金
残高

0 -15 0 -15

 

ヘッジ手段として指定された12月31日現在の金額は、以下の通りである。

為替変動ヘッジにおける指定ヘッジ手段

（百万ユーロ）
予想ライセンス支払

(ユーロ)
純投資(米ドル) 予想ライセンス支払

(ユーロ)
純投資(米ドル)

2025 2024

名目金額 3,941 1610 3,735 0

帳簿価額    

その他の金融資産 27 1 12 0

その他の金融負債 -7 0 -32 0

OCIに認識された公正価値
の変動

32 1 -19 0

金融収益（純額）に認識
された
ヘッジの非有効部分

-1 0 1 0

OCIに認識されたヘッジコ
スト

-12 0 -3 0

OCIのキャッシュ・フ
ロー・ヘッジからその他
の営業外収益（純額）に
組み替えられた金額

272 0 -78 0

OCIのヘッジコストから金
融収益
（純額）に組み替えられ
た金額

-20 0 -17 0

 

12月31日現在、当社は外貨の変動に対するエクスポージャーをヘッジするために以下のヘッジ手段を有している。

為替変動ヘッジにかかるヘッジ手段の詳細

  満期  満期

  2025  2024

 1～6ヶ月 7～12ヶ月 1～6ヶ月 7～12ヶ月

先物為替予約     

ネット・エクスポージャー（百万ユー

ロ）

3,721 1,830 2,078 1,657

EUR：GBP平均先物レート 0.88 0.89 0.83 0.84

EUR：JPY　平均先物レート 176.02 175.22 158.63 157.46

EUR：CHF平均先物レート 0.93 0.92 0.92 0.91

EUR：USD 平均先物レート 1.18 1.19 1.06 1.07
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残余為替取引リスク・エクスポージャー

リスクに対するエクスポージャーは以下の仮定に基づいている。

-　SAP グループ内の各法人は、一般的にそれぞれの機能通貨により業務を行っている。例外的な場合や限られた経済環境下

においては、業務上の取引は機能通貨以外の通貨建てで行われ、関連する貨幣性商品の為替変動リスクをもたらす。それ

らの取引が重要な場合には、為替変動リスクはヘッジされる。したがって、為替レートの変動はヘッジされていない非デ

リバティブ貨幣性金融商品に係る損益及び関連損益にのみ影響を及ぼす。

-　為替変動リスクをヘッジする目的で指定された単独のデリバティブは、ほぼ完全に、同期間の連結損益計算書上の為替

レートの変動によるヘッジ対象の公正価値の変動と均衡している。結果として、ヘッジ対象とヘッジ手段は、為替変動リ

スクにさらされず、損益に影響を与えない。

結果として、当社は以下に関連した重要な為替レートの変動にのみさらされている。

-　その他の包括利益に影響を与える指定されたキャッシュ・フロー・ヘッジ関係にあるデリバティブの直物要素

-　その他の営業外費用（純額）に影響を与える外貨組込デリバティブ

-　その他の営業外費用（純額）に影響を与えるヘッジされていない外貨建貨幣性資産及び負債

 

当社の12月31日時点の外貨エクスポージャー（及び平均／最大／最小エクスポージャー）は、以下の通りである。
 

外貨エクスポージャー

（十億ユーロ） 2025  2024

全ての主要通貨に対する期末時点でのエクスポージャー 6.0  5.6

平均エクスポージャー 5.6  4.5

最大エクスポージャー 6.8  5.6

最小エクスポージャー 4.2  3.3

 

為替レートの感応度

12月31日において下記のように為替レートが増減した場合、その他の営業外費用（純額）及びその他の包括利益に次のよう

な影響がある。

 

外貨の感応度

（百万ユーロ）
その他営業外費用（純額）

への影響
その他包括利益
への影響

2025 2024 2023 2025 2024 2023

指定されたキャッシュ・フロー・ヘッジ関係にある
デリバティブ

ユーロに対する全ての主要通貨の変動-10% 393 375 238

ユーロに対する全ての主要通貨の変動+10% ‒393 -375 -238

　　そのうちユーロに対する米ドル-10%    281 281 131

そのうちユーロに対する米ドル+10%    ‒281 -281 -131

組込デリバティブ

それぞれの機能通貨に対する全ての通貨の変動-
10%

‒94 -56 -63

それぞれの機能通貨に対する全ての通貨の変動+10% 97 56 64

　そのうちそれぞれの機能通貨に対するユーロ-
10%

‒80 -45 -48    

そのうちそれぞれの機能通貨に対するユーロ+10% 80 45 48    

ヘッジされていない貨幣性資産及び負債       

それぞれの機能通貨に対する全ての通貨の変動-
10%

‒95 -101 -112    

それぞれの機能通貨に対する全ての通貨の変動+10% 95 101 112    
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　　そのうちそれぞれの機能通貨に対する米ドル-
10%

‒45 -39 -46    

そのうちそれぞれの機能通貨に対する米ドル+10% 45 39 46    

 

金利リスク

当社は、主としてユーロ及び米ドル建てで行われる投資活動及び資金調達活動から生じる金利リスクに晒されている。当社

の投資の相当部分が変動金利及び/または短期満期に基づいている一方（2025年：56％、2024年：60％）、資金調達取引の大半

が固定金利かつ長期満期に基づいているためである（2025年：100％、2024年：86％）。

当社の金利リスク管理の目的は、資産・負債マッチングアプローチの枠組みの中で、損益の変動を低減し、純金利収益を最

適化することである。この目的は、投資及び有利子負債のポートフォリオに金利デリバティブを組み込むことにより達成して

いる。

 

ヘッジ手段として指定されているデリバティブ（公正価値ヘッジ）

当社の資金調達取引から生じる金利リスクを当社の投資と整合させるため、当社はレシーバー型金利スワップを締結し、一

部の固定金利負債に係る利息キャッシュ・フローを変動金利に転換するとともに、この方法により、当該スワップ対象となる

資金調達取引の公正価値を1対1の比率で確保している。金利スワップを反映した場合、2025年12月31日時点における当社の有

利子負債残高のうち、固定金利の割合は28％（2024年：40％）であった

 

ヘッジ対象として指定された項目に関する12月31日現在の金額は、以下の通りである。

金利ヘッジにおける指定されたヘッジ対象

（百万ユーロ）  2025  2024

 

ユーロ建て固定金

利借入

米ドル建て固定金

利借入

ユーロ建て固定金

利借入

米ドル建て固定金

利借入

想定元本 4,550 0 4,550 0

帳簿価額 4,194 0 4,103 0

その他の金融負債における累積

公正価値調整

337 0 423 -3

会計期間における非有効部分の

測定に使用された公正価値の変

動

86 0 133 -3

ヘッジ損益について調整されな

くなったヘッジ

対象にかかる公正価値ヘッジの

調整累積金額

0 0 0 -3

 

ヘッジ手段として指定された12月31日現在の金額は、以下の通りである。

金利ヘッジにおける指定されたヘッジ手段

（百万ユーロ） 2025 2024

 

ユーロ建て借入
に係る

金利スワップ

米ドル建て借入
に係る

金利スワップ

ユーロ建て借入
に係る

金利スワップ

米ドル建て借入
に係る

金利スワップ

想定元本 4,550 0 4,550 0

帳簿価額     

その他の金融資産 0 0 0 0

その他の金融負債 -332 0 -408 0

会計期間における非有効部分の測
定に使用した公正価値の変動

-76 0 -127 -1
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12月31日現在、当社は金利変動に対するエクスポージャーをヘッジするために、以下のヘッジ手段を有している。

金利ヘッジにおけるヘッジ手段の詳細

（百万ユーロ） 2025

 満期

  2027 2028 2029 2030 2031

EUR建金利スワップ       

想定元本  1,000 1,000 800 500 1,250

平均変動金利(1)  4.069% 3.503% 2.956% 3.672% 3.924%

USD建金利スワップ       

想定元本       

平均変動金利(1)       

 

（百万ユーロ） 2024

 満期

  2027 2028 2029 2030 2031

EUR建金利スワップ       

想定元本  1,000 1,000 800 500 1,250

平均変動金利(1)  4.535% 3.827% 3.056% 3.746% 3.912%

USD建金利スワップ       

想定元本       

平均変動金利(1)       
(1)それぞれの報告期間の12月31日時点の金利曲線に基づいて計算されている。

 

残余金利リスク・エクスポージャー

当社の12月31日時点での金利エクスポージャー（及び平均/最大/最小エクスポージャー）は、以下の通りである。

金利リスク・エクスポージャー

（十億ユーロ）  2025  2024

  期末  平均  最大  最小  期末  平均  最大  最小

金利の公正価値リスク                 

投資(1)  2.87  3.46  4.90  2.87  3.99  3.85  4.29  3.29

金利のキャッシュ・フロー・リスク                 

投資(有利子現金含む)  0.56  0.75  0.90  0.56  0.72  0.74  0.78  0.72

資金調達  0  0.21  1.25  0  1.25  0.42  1.25  0

金利スワップ  4.55  4.55  4.55  4.55  4.55  4.63  4.64  4.55

 

金利の感応度

IFRS第7号に従い、以下の前提に基づいて、金利変動が損益及び資本に与える潜在的影響を示すため、次の感応度分析を実施

している。

－　非デリバティブの固定金利商品：非デリバティブ固定金利金融商品が公正価値で認識されている場合のみ、金利の変動は

非デリバティブ固定金利金融商品の会計処理に影響する。したがって、当社は非デリバティブ金融負債を償却原価で評価

していることから、そのような金利の変動は、当社の非デリバティブ固定金利金融負債の帳簿価額を変動させない。純損

益を通じて公正価値として分類された固定金利金融資産への投資は、各報告年度末において重要性が無いため、利益関連

の感応度分析において固定金利金融商品を考慮していない。

－　非デリバティブの変動金利商品：非デリバティブの変動金利に起因する損益は、もしそれらが有効なヘッジ関係により

ヘッジされていない場合、金利リスクの影響を受ける。そのため、変動金利による資金調達及び金融市場商品への投資活

動に係る金利の変動を収益関連の感応度分析において考慮している。

－　デリバティブのヘッジ手段：受取金利スワップを公正価値ヘッジとして指定することにより、金利の変動が金融収益（純

額）に影響を与える。金利スワップに関連する公正価値の変動は、ヘッジ対象の社債及び私募投信の固定金利の支払と相
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殺されることから感応度計算に反映されていない。しかし、市場金利の変動は、金利スワップによる金利の支払額に影響

を与える。結果として、利息支払いに係る市場金利の影響は、利益に関連した感応度計算に含まれている。

 

12月31日時点での金利が、上昇又は下降していた場合に金融収益（純額）へ及ぼす影響は、以下の通りである。

 

外国通貨感応度

（百万ユーロ） 金融収益（純額）に対する影響

 2025  2024  2023

指定された公正価値ヘッジ関係のあるデリバティブ      

表示されているすべての年度について

金利 対米ドル+100 bps /対ユーロ圏+100 bps
-46  -46  -46

表示されているすべての年度について

金利 対米ドル-100 bps /対ユーロ圏-100 bps
46  46  46

変動金利による資金調達      

表示されているすべての年度について

金利 対米ドル+100 bps /対ユーロ圏+100 bps
0  -4  0

表示されているすべての年度について

金利 対米ドル-100 bps /対ユーロ圏-100 bps
0  4  0

変動金利による投資      

表示されているすべての年度について

金利 対米ドル+100 bps /対ユーロ圏+100 bps
34  47  32

表示されているすべての年度について

金利 対米ドル-100 bps /対ユーロ圏-100 bps
-34  -47  -32
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株価リスク

株価リスク管理

当社は、株式証券への投資に加え、株式報酬制度(SBC）の現金決済部分を通じて、株価リスクに晒されている。

 

ベンチャーキャピタル活動

当社の上場株式投資は、世界中の不安定な株式市場の変動により影響を受ける現在の市場価格に基づいてモニタリングされ

ている。非上場株式投資は、被投資会社により提供される詳細な財務情報に基づきモニタリングされている。当社の上場株式

投資の公正価値は株価に依存しているが、一方で非上場株式投資の公正価値は様々な観察不能な要素による影響を受ける。

 

株価エクスポージャー

2025年12月31日時点での株式への投資による当社のエクスポージャーは、6,574百万ユーロ（2024年：6,401百万ユーロ、

2023年：4,967百万ユーロ）であった。

 

株価の感応度

株価の変動に対する当社の感応度は、以下の通りである。

株価感応度

（百万ユーロ） 2025  2024  2023

株式への投資      

株価の上昇及びそれぞれの観察不能なインプットの

8％(2024年：10％)増加 - 金融収益の増加（純額）
526  640  1,093

株価の下落及びそれぞれの観察不能なインプットの

8％(2024年：10％)減少 - 金融収益の減少（純額）
-526  -640  ‒1,093

 

当社の株価感応度開示の目的で、NASDAQとS&P500の公開市場リターンの過去平均を、ベンチャー・キャピタル・ファンドの平

均保有期間と想定される12年間の年間平均リターンにベンチマークした。総合的に分析した結果、2025年の混合リターンの幅

は±8％となった（2024年は±10％、2023年は、±22％）。

 

株式報酬ヘッジ

SAPの株式報酬制度（SBC）の現金決済部分により、当社はSAP株価の変動に起因するグループ全体のボラティリティに晒され

ており、これはSBCの支払義務に直接影響を及ぼす（SBC支払の詳細については注記（B.3）参照）。このエクスポージャーを連

結ベースで管理するため、当社は2025年3月より、トータル・リターン・エクイティ・スワップをヘッジ手段として使用し始め

た。

12月31日時点におけるヘッジ対象リスクへのエクスポージャー（従業員が保有する現金決済型ストックユニットの数で表さ

れるもの）は、以下のとおりである。

現金決済型RSUに対するエクスポージャー

（千） 2025  2024

制限付株式ユニット（RSU）の数 1,049  2,098

業績連動株式ユニット（PSU）の数 49  157

総グロスエクスポージャー 1,098  2,255

ヘッジ対象となっているRSUの数 602  0

ネットエクスポージャー合計 496  2,255

 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

217/399



SAPは、付与日を基準として、付与ごとに個別のヘッジ関係を構成し、SBCプログラムから生じるキャッシュ・フローの特定

のレイヤーをヘッジしている。SAPはRSUのみをヘッジ対象とし、PSUは除外しているが、これはPSUの権利確定数量が、権利確

定時の在職状況だけでなく業績指標の達成状況にも依存するため、ヘッジ対象集団の変動を最小化するためである。

また、SAPは各ヘッジ関係において、付与されたRSUの最大80％までをヘッジしており、これにより、失効やグループ全体の

エクスポージャーに対する将来の調整の影響が、ヘッジ対象集団にとって重要でないものとなる。このアプローチにより、

ヘッジ対象であるRSUに係る予測キャッシュ・フローの発生確率の高さが確保されている。

すべてのSBCヘッジ関係は、1対1のヘッジ比率を維持し、ヘッジ期間は最大3年としているが、これは使用されるエクイ

ティ・スワップの最長満期と整合している。

エクイティ・スワップ契約の下では、付与日（または複数の付与日）ごとに、SAPと取引銀行との間でスワップ契約が締結さ

れ、RSUの権利確定日に対応する複数の決済日（トランシェ）が設定される。

各権利確定日において、SAPと銀行は、当該トランシェについて最終株価と当初スワップ価格との差額を受け渡す。また、

SAPは銀行に対して変動金利に基づく利息を支払うが、この利率は、本来銀行からSAPに支払われるべき配当を調整する形で設

定されている。

表示期間のすべてにおいて、SBCのキャッシュ・フロー・ヘッジ関係においてヘッジ対象として指定された将来取引のうち、

高い蓋然性が失われたものはない。その結果、キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の中止は行っていない。

 

12月31日時点におけるヘッジ対象項目に関連する金額は以下のとおりである。

SBCヘッジにおける指定ヘッジ対象項目

現金決済型RSUに対するエクスポージャー

（百万ユーロ） 2025  2024

ヘッジ非有効部分の算定に用いられる価値変動 3  0

キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金残高 6  0

ヘッジ会計の適用対象ではなくなった項目に係る

キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金残高
0  0

 

12月31日時点において、ヘッジ手段として指定されている項目に係る金額は以下のとおりである。

SBCヘッジにおける指定ヘッジ手段

百万ユーロ（特段の記載がない限り） 2025  2024

RSU数量ベースの名目額（千単位） 602  0

ユーロ建て名目額 145  0

帳簿価額：    

その他金融資産 0  0

その他金融負債 -20  0

ヘッジ非有効部分の算定に用いられる価値変動 -3  0

OCI（その他の包括利益）に認識された価値変動 -3  0

金融収益（純額）に認識されたヘッジ非有効部分 0  0

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る

OCIから営業利益への振替額
3  0

　

12月31日時点において、SBCヘッジにおいてヘッジ手段として指定されている金融商品は以下のとおりである。

SBCヘッジにおけるヘッジ手段の詳細

残存トランシェの満期

（百万ユーロ）   2025 2024

 
12ヶ月以内
 

12～24ヶ月
 

24ヶ月超
 

12ヶ月以内
 

12～24ヶ月
 

24ヶ月超
 

RSU数量ベースの名目額
（千単位）

471 110 21 0 0 0
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当初スワップ価格
（ユーロ建て）：

      

2025年3月スワップ  263.32   -  

2025年4月スワップ  229.92   -  

名目額（百万ユーロ） 111 28 6 0 0 0

 

感応度分析

2025年末時点において、エクイティ・スワップの公正価値変動は、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金及びキャッシュ・フ

ロー・ヘッジ準備金から損益へ振り替えられた金額を通じて、グループの損益及び資本に影響を及ぼした（これらのヘッジ関

係に係るヘッジ非有効部分は重要でない）。エクイティ・スワップの公正価値の変動性の主たる要因は、SAP株価の変動であ

る。しかしながら、同一のリスク要因がヘッジ対象であるSBC費用の変動も生じさせるため、エクイティ・スワップが損益に与

える影響の変動は、ヘッジ対象RSUに係るSBC費用の対応する変動によって相殺される。一方、資本（その他の包括利益）への

影響は相殺されない。そのため、以下の表では、年末時点のSAP株価が10％上昇または下落したと仮定した場合に、その他の包

括利益がどの程度増加または減少したかを示している。

 

エクイティ・スワップの感応度

その他の包括利益への影響

（百万ユーロ） 2025  2024  2023

株式への投資      

SAP株価が10％上昇した場合：OCIの増加 -4  -  -

SAP株価が10％下落した場合のOCIの減少 4  -  -

信用リスク

当社は、顧客または金融商品に係る取引先が契約上の義務を履行しない場合に、その範囲で信用リスクにさらされている。

担保やその他の信用リスク軽減のための重要な合意が存在しない場合には、現金及び現金同等物、流動性投資、貸付金、その

他の金融債権、デリバティブ金融資産、売掛金ならびに金融保証の名目総額が、当社の信用リスクに対する最大エクスポー

ジャーを示している。

 

預金、定期預金及び負債証券

当社は、投資活動およびデリバティブ金融資産に伴う信用リスクを低減するため、社内の財務ポリシーで定められた厳格な

信用力基準を満たす承認済みの金融機関及び発行体とのみ取引を行う。当該ポリシーでは、すべての投資について最低信用格

付け「BBB（フラット）」を求めており、この基準を下回る投資は限定的な場合にのみ例外的に許容される。なお、この基準未

満の投資は、すべての表示年度において総投資残高に対して重要性はない。金融資産ポートフォリオの加重平均信用格付けは

「A－」である。当社の投資方針は、短期満期、伝統的な投資商品、複数の取引先への広範な分散投資を重視した慎重な資産配

分を特徴とする。

さらに信用リスクを低減するため、当社は一部の投資について投資額全額に相当する担保の提供を受ける（2025年：100百万

ユーロ、2024年：0百万ユーロ）。当該担保は、取引先が債務不履行に陥った場合に使用可能である。担保として許容されるの

は、投資適格格付けを有する債券に限定される。

また、信用リスクは、同様の金融商品、業種または地域に関与する取引先への集中によって高まる可能性があるが、当社は

取引先のグローバルな分散及び社内のカウンターパーティ限度額フレームワークの遵守により、この集中リスクを軽減する。

本フレームワークでは、主要格付機関による入手可能な長期信用格付けのうち最も低いもの、相手先のTier1資本、またはドイ

ツ預金保護基金などの預金保険制度や同等の保護制度への参加状況に基づき、個別の取引先ごとにエクスポージャー限度額を

設定する。これらの取引先限度額の遵守状況は、継続的にモニタリングされる。さらに、当社は取引先の信用力を示す市場

ベースの指標としてクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドを積極的に監視しており、これにより新たに生じつ

つある信用リスクを適時に把握し、適切なリスク低減措置を迅速に講じることが可能となる。
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銀行預金、定期預金及び類似の債券（社債及びコマーシャルペーパーを含む）については、一般的な減損アプローチを適用

する。信用損失リスクを最小化するため、少なくとも投資適格以上の格付けを有する高品質な発行体の資産のみに投資する方

針としていることから、低信用リスクの簡便法を適用する。したがって、これらの資産は常に三段階の信用損失モデルのス

テージ1に区分され、12か月の予想信用損失に相当する損失引当金を計上する。当該損失引当金は、各報告日におけるエクス

ポージャー額、当該エクスポージャーに対するデフォルト時損失率（LGD）、およびデフォルト確率の指標としてのクレジッ

ト・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドに基づき算定する。投資期間を通じて投資適格基準への適合を維持するため、外

部格付の公表情報を追跡することにより信用リスクの変動をモニタリングする。

銀行預金、定期預金及び債券については、取引先が債務を全額履行する可能性が低い場合、重大な財務的困難の証拠が存在

する場合、または市場全体の状況が安定しているにもかかわらずCDSスプレッドが長期間にわたり大幅に拡大している場合にデ

フォルトとみなす。このような金融資産は、回収可能性が極めて低いと判断される場合、例えば取引先の破産や倒産手続の開

始といった事象がある場合に、部分的または全額について償却する。

 

営業債権

売掛金に係る信用リスクは、外部信用格付及び顧客の過去の支払実績に基づき顧客の信用力を評価する専用の審査プロセス

を通じて管理する。当該評価に基づき、顧客ごとに個別の信用限度額を設定し、例外的な対応は経営者の承認を要する。

当社はIFRS第9号に基づく簡便法を適用し、引当マトリクスを用いて、すべての売掛金および契約資産について、当初認識時

から全期間の予想信用損失を認識する。

引当マトリクスの作成にあたっては、主として各SAP子会社における過去の信用損失実績に基づき、顧客を複数のリスク区分

に分類する。

全期間の予想信用損失を表す損失率は、債権が延滞の各段階へ移行する確率および実際の過去の信用損失実績を考慮した

ロールレート法により算定する。これらの損失率は、過去の経済環境と現在の状況および債権の存続期間にわたり予想される

将来の経済動向との差異を反映するため、将来予測情報により調整する。将来予測の調整には、顧客が事業を行う国に関連す

るクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）の変動を織り込む。

未回収債権については、現地レベルで継続的にモニタリングを行い、信用減損の客観的証拠の有無を識別する。信用減損の

指標には、支払遅延の状況、顧客の重大な財務的困難に関する情報、または合意した支払条件の不履行などが含まれる。債権

は、取引先が支払義務を全額履行する可能性が低い場合にデフォルトとみなす。ただし、通常の事業活動における支払遅延

（例えば90日超の延滞）が自動的にデフォルトに該当するわけではない。債権は、回収可能性が極めて低いと判断される場

合、例えば破産手続の完了や回収手続・強制執行手段の尽きた場合などに、部分的または全額を償却する。

個別顧客のデフォルトが売掛金ポートフォリオに与える影響は、業種、顧客規模および国にわたる広範で分散された顧客基

盤により軽減される。売掛金の詳細については注記（A.2）を参照する。

 

信用リスクのエクスポージャー

現金、定期預金及び負債証券

12月31日現在、現金、定期預金及び債務証券による信用リスクに対する当社のエクスポージャーは、以下の通りであった。

現金、定期預金及び負債証券からの信用リスクへのエクスポージャー

（特に記載のない限り

百万ユーロ）

        2025

相当する

外部評価

 加重平均

損失率

 非信用減損分

の総帳簿価額

 信用減損分の

総帳簿価額

 予想信用損失

引当金

リスククラス1 - 低リスク AAAからBBB- -0.1% 6,594 0 -7

リスククラス2 - 高リスク BB+からD 0.0% 86 0 0

リスククラス3 - 未評価 NA -8.6% 35 0 -3

合計   -0.1% 6,715 0 -10
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（特に記載のない限り

百万ユーロ）

        2024

相当する

外部評価

 加重平均

損失率

 非信用減損分

の総帳簿価額

 信用減損分の

総帳簿価額

 予想信用損失

引当金

リスククラス1 - 低リスク AAAからBBB- -0.1% 7,004 0 -7

リスククラス2 - 高リスク BB+からD 0.0% 105 0 0

リスククラス3 - 未評価 NA ‒4.6% 65 0 -3

合計   ‒0.1% 7,174 0 -10

 

マスターネッティング及び類似の取り決め

当社は、ドイツ金融デリバティブ取引基本契約（“Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte”）及びこれに類する

契約に基づきデリバティブ取引を行う。これらの契約に定める規定は、通常の事業遂行過程においてではなく、特に相手先の

倒産時に適用される。

以下の表は、このような取決めの対象となるデリバティブ商品を示している。

 

マスターネッティング及び同様の取り決め

(百万ユーロ)   2025   2024

 

帳簿価額 支払不能の場合の

正味支払可能価額

純額 帳簿価額 支払不能の場合の

正味支払可能価額

純額

金融資産 73 39 34 60 42 18

金融負債 -437 -39 -398 -525 -42 -483
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営業債権

12月31日現在、営業債権からの信用リスクに対する当社のエクスポージャーは、以下の通りであった。

営業債権からの信用リスクへのエクスポージャー

（特に記載のない限り
百万ユーロ）
 

      2025

 
加重平均損失率

 非信用減損分の
総帳簿価額

 信用減損分の
総帳簿価額

 予想信用損失
引当金

期日前又は期日の営業債権 ‒0.3%  3,909  2  ‒10

期日後１～30日の営業債権 ‒0.5%  704  79  -4

期日後30～90日の営業債権 ‒1.4%  586  36  ‒9

期日後90日以上経過した
営業債権

 
‒29.1%  

 
426
  

278
  

‒205

合計 ‒3.8%  5,625  395  ‒228

 

（特に記載のない限り
百万ユーロ）
 

      2024

 
加重平均損失率

 非信用減損分の
総帳簿価額

 信用減損分の
総帳簿価額

 予想信用損失
引当金

期日前又は期日の営業債権 ‒0.2%  4,439  0  ‒7

期日後１～30日の営業債権 ‒0.9%  619  64  ‒6

期日後30～90日の営業債権 ‒1.4%  603  28  -9

期日後90日以上経過した
営業債権

 
‒29.2%

 
 

445
 
 

263
 
 

‒207

合計 ‒3.5%  6,106  355  ‒229

 

営業債権及び契約資産に係る予想信用損失引当金の変動は、以下の通りである。

 

営業債権及び契約資産に係る予想信用損失引当金の変動

(百万ユーロ) 2025  2024
 予想信用損失引当金  予想信用損失引当金
1月1日時点の残高 ‒229  ‒203
認識された信用損失純額 ‒86  ‒112
貸倒償却額 87  86
12月31日時点の残高 ‒228  ‒229
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流動性リスク

当社は、仕入先、従業員及び金融機関に対する債務を含む金融負債から生じる流動性リスクにさらされている。

当社の流動性は、十分な水準のコミットメントラインの確保を通じて資金調達手段の可用性を維持しつつ、金融債務を履行

するのに十分な水準を確保することを主たる目的として、グローバル財務部門により管理される。

当社の主たる流動性の源泉は営業キャッシュ・フローである。グローバル財務部門はすべての子会社の流動性を集中管理

し、可能な範囲で余剰資金をプーリングすることにより、事業上の資金需要、子会社への資金供給、または短期投資機会に対

してグループ全体での最適な資金配分を図る。

この集中管理アプローチにより、十分な流動資産及び市場性のある有価証券を戦略的な備えとして維持しつつ、収益性の最

大化と財務の柔軟性及び健全性の維持を図る。

効率的な運転資本管理及び資金管理に加え、当社は複数の金融機関と十分な規模のコミットメントラインを設定することで

流動性リスクを低減している。

2023年には、SAP SEは総額30億ユーロ、満期を2030年3月とするサステナビリティ連動型のリボルビング・クレジット・ファ

シリティを締結した。当該ファシリティの利用は財務制限条項により制約されず、借入金利はEURIBORまたは当該通貨の基準金

利にベースマージンを加算した水準となり、そのマージンは合意されたサステナビリティ目標の達成状況に応じて調整され

る。本ファシリティの引出しは行っていない。

2019年9月にはコマーシャルペーパー（CP）・プログラムを開始した。2025年12月31日現在、満期がおおむね6か月未満のCP

残高は498百万ユーロ（2024年：498百万ユーロ）である。

さらに、2025年12月31日及び2024年12月31日現在、当社グループはそれぞれ11億5,000万ユーロ、12億ユーロの与信枠を有し

ている。2024年には10億ユーロをマネー・マーケット・ローンにより利用した（詳細は注記（E.3）参照）。当該借入は2025年

12月31日までに全額返済済みである。

下表は、12月31日現在における当社のすべての金融負債及び保証について、残存契約満期を分析したものである。

契約相手方からいつでも返済請求が可能な金融負債は、最も早期に到来し得る期間に区分する。変動金利の支払額は、12月

31日現在で適用される最新の関連する金利に基づき算定する。当社はデリバティブ契約を原則として総額で決済するため、為

替、金利及び株式報酬関連のデリバティブについては、公正価値が負であるか否かにかかわらず、支払側および受取側を区分

して表示する。為替デリバティブに係るキャッシュ・アウトフローは、適用される直物為替レートで換算する。

当社は引き続きQualtricsが使用する一部オフィスについて賃貸保証を提供している。財務保証として表示される金額は当社

が保証する総額であるが、Qualtricsからの補償請求権を有しており、これにより開示される保証額は減少する。
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非デリバティブ金融負債の契約上の満期

（百万ユーロ） 帳簿価額  契約上のキャッシュ・フロー

 12/31/2025  2026  2027  2028  2029  2030  2030以降

非デリバティブ金融負債              

営業債務 ‒1,465  ‒1,465  0  0  0  0  0

社債 ‒5,294  ‒1,161  ‒1,045  ‒1,033  -828  -522  -1,254

私募債 0  0  0  0  0  0  0

借入金 0  0  0  0  0  0  0

コマーシャルペーパー -498  -500  0  0  0  0  0

リース負債 -1,684  ‒302  -291  ‒234  ‒185  ‒158  ‒812

その他の金融負債(1) -157  ‒207  -21  0  0  0  0

非デリバティブ金融負債合計 -9,098  ‒3,635  ‒1,357  ‒1,267  ‒1,013  ‒680  ‒2,066

              

財務保証 0  ‒17  ‒17  ‒18  ‒18  ‒18  ‒260

 

（百万ユーロ） 帳簿価額  契約上のキャッシュ・フロー

 12/31/2024  2025  2026  2027  2028  2029  2029以降

非デリバティブ金融負債              

営業債務 -1,178  -1,178  0  0  0  0  0

社債 -6,090  -970  -1,161  -1,045  -1,033  -828  -1,775

私募債 -99  -3  -3  -100  0  0  0

借入金 -2,250  -2,300  0  0  0  0  0

コマーシャルペーパー -498  -500  0  0  0  0  0

リース負債 -1,715  ‒371  -287  ‒237  ‒184  ‒148  ‒821

その他の金融負債(1) -270  ‒21  -32  0  0  0  0

非デリバティブ金融負債合計 -12,099  -5,343  -1,483  -1,382  -1,217  -976  -2,596

              

財務保証 0  -19  -19  -19  -20  -20  -315

 

 

(1)その他の金融負債の帳簿価額には、当社の非デリバティブ金融負債及びデリバティブに対する未払利息が含まれるが、こ
れらの未払利息に係るキャッシュ・アウト・フローは満期分析において原債務とともに表示される。

 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

224/399



 

デリバティブ金融負債及び金融資産の契約上の満期

 

（百万ユーロ）

  

帳簿価額
 

契約上の

キャッシュ・フロー
 
 

帳簿価額
 

契約上の

キャッシュ・フロー

  12/31/2025  2026  2026以降  12/31/2024  2025  2025以降

デリバティブ金融負債及び資産             

デリバティブ金融負債             

ヘッジ手段として指定されて

いない通貨デリバティブ

 
 

‒53
     

 
‒85
    

キャッシュ・アウト・フロー    ‒2,667  0    ‒4,003  0

キャッシュ・イン・フロー    2,626  0    3,942  0

ヘッジ手段として指定されてい

る通貨デリバティブ

 
 

‒7
     

 
‒32
    

キャッシュ・アウト・フロー    ‒1,737      ‒2,805   

キャッシュ・イン・フロー    1,722      2,749   

ヘッジ関係が指定されていない

金利デリバティブ

 
 

0
     

 
0
    

キャッシュ・アウト・フロー             

キャッシュ・イン・フロー             

ヘッジ手段として指定されてい

る金利デリバティブ

 
 

‒332
     

 
‒408

    

キャッシュ・アウト・フロー    ‒163  ‒513    ‒230  ‒649

キャッシュ・イン・フロー    60  181    60  241

ヘッジ手段として指定された株

式スワップ

 
 

-20
     

 
0
    

キャッシュ・アウト・フロー    -3  -18    0  0

キャッシュ・イン・フロー    0  0    0  0

デリバティブ金融負債合計  ‒412  -162  ‒350  ‒525  -287  ‒408

デリバティブ金融資産             

ヘッジ手段として指定されてい

ない通貨デリバティブ

 
 

40
     

 
51
    

キャッシュ・アウト・フロー    ‒2,430      ‒2,921   

キャッシュ・イン・フロー    2,468      2,977   

ヘッジ手段として指定されてい

る通貨デリバティブ

 
 

27
     

 
12
    

キャッシュ・アウト・フロー    -3,814      -948   

キャッシュ・イン・フロー    3,824      964   

デリバティブ金融資産合計 66  49  0  63  72  0

デリバティブ金融負債

及び資産　合計

 
 

‒346
 
 
‒114

 
 

‒350
 
 

‒462
 
 
‒215

 
 

‒408

 

その他

2025年第4四半期に、当社は再生可能電力の比率の向上及び価格の安定化を目的として、2026年に供給開始となるフィジカル型

の電力購入契約（PPA）を締結した。これに関連して、当社はIFRS第9号およびIFRS第7号の2024年改訂「自然条件に依存する電

力を参照する契約」を2025年に早期適用したが、当社の財務諸表への重要な影響はなかった。
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(F.2) 金融商品に関する公正価値の開示

レベル振替

公正価値ヒエラルキーの異なるレベル間での振替については、振替をもたらした事象や状況の変化が発

生した期の期首時点に生じたものとみなして認識する。

 

金融商品の公正価値

当社は、通常の事業運営にあたり様々な金融商品を保有しており、それらは償却原価(AC)、又はその他の包括利益を通じて

公正価値で測定される金融商品(FVOCI)、又は損益を通じて公正価値で測定される金融商品(FVTPL)に分類される。金融商品を

公正価値で測定するため、もしくはその公正価値を開示する必要があるため、公正価値を決定する為に用いたインプット及び

それらの評価技法の重要性に基づき、金融商品を3つのレベルの公正価値ヒエラルキーに分類している。

 
 
金融商品の公正価値及び公正価値ヒエラルキーの内訳

（百万ユーロ）  2025年12月31日

     分類  測定分類  公正価値

       
帳簿

価額
 
償却

原価
 
公正

価値
 
レベル

１
 
レベル

２
 
レベル

３
 合計

資産                 

現金及び現金同等物    8,220            

 銀行預金(1)  AC 3,910 3,910          

 定期預金(1)  AC 1,438 1,438          

 マネーマーケット及び類似のファンド FVTPL 2,871   2,871 2,871     2,871

営業債権及びその他債権    6,893            

 営業債権(1)  AC 5,790 5,790          

 その他債権(2)    1,103            

その他金融資産    8,821            

 債務証券  AC 92 92   92     92

 債務証券  FVOCI 46   46 46     46

 株式  FVTPL 6,574   6,574 251   6,324 6,574

 関係会社への投資(2)    142            

 定期預金(1)  AC 1,219 1,219          

 退職給付制度に関する金融商品(2)    284            

 貸付金及びその他金融債権  AC 392 392     392   392

 デリバティブ資産                 

  ヘッジ手段として指定                 

   FX先物契約    27   27   27   27

  ヘッジ手段として指定なし                 

   FX先物契約  FVTPL 46   46   46   46

負債                 

営業債務及びその他債務    ‒2,433            

 営業債務(1)  AC ‒1,465 ‒1,465          

 その他債務(2)    ‒968            

金融負債    ‒8,070            

 非デリバティブ金融負債                 

  借入金(1)  AC 0 0          

  社債  AC ‒5,294 ‒5,294   ‒5,445     ‒5,445

  私募債  AC 0 0     0   0

  リース負債(3)    ‒1,684 ‒1,684          

  コマーシャルペーパー  AC -498 -498     -498   -498

  その他非デリバティブ金融負債  AC ‒157 ‒157     ‒157   ‒157

 デリバティブ                 
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  ヘッジ手段として指定                 

   FX先物契約    -7   -7   -7   -7

   金利スワップ    -332   -332   -332   -332

   株式スワップ    -20   -20   -20   -20

  ヘッジ手段として指定なし                 

   FX先物契約  FVTPL -78   -78   -78   -78

金融商品合計　純額    13,431 3,744 9,126 ‒2,185 ‒628 6,324 3,510

 

金融商品の公正価値及び公正価値ヒエラルキーの内訳

（百万ユーロ）  2024年12月31日

     分類  測定分類  公正価値

   

 

 

 

 帳簿

価額

 償却

原価

 公正

価値

 レベル

１

 レベル

２

 レベル

３

 

合計

資産                 

現金及び現金同等物    9,609            

 銀行預金(1)  AC 3,962 3,962          

 定期預金(1)  AC 1,656 1,656          

 マネーマーケット及び類似のファンド FVTPL 3,991   3,991 3,991     3,991

営業債権及びその他債権    6,983            

 営業債権(1)  AC 6,231 6,231          

 営業債権(1)  FVOCI 0   0   0    

 その他債権(2)  - 752            

その他金融資産    8,770            

 債務証券  AC 53 53   53     53

 債務証券  FOCI 74   74 74     74

 株式  FVTPL 6,401   6,401 135   6,266 6,401

 関係会社への投資(2)  - 144            

 定期預金  AC 1,418 1,418          

 退職給付制度に関する金融商品(2)  - 287            

 貸付金及びその他金融債権  AC 329 329     329   329

 デリバティブ資産                 

  ヘッジ手段として指定                 

   FX先物契約  - 12   12   12   12

   金利スワップ  - 0   0   0   0

  ヘッジ手段として指定なし                 

   FX先物契約  FVTPL 51   51   51   51

   株式報酬に係るコールオプション FVTPL 0   0   0   0

   株式に対するコールオプション  FVTPL 0   0     0 0

負債                 

営業債務及びその他債務    ‒2,000            

 営業債務(1)  AC ‒1,178 ‒1,178          

 その他債務(2)  - ‒823            

金融負債    ‒11,446            

 非デリバティブ金融負債                 

  借入金  AC -2,250 -2,250     -2,250   -2,250

  社債  AC -6.090 -6,090   -6,286     -6,286

  私募債  AC -99 -99     -99   -99

  リース負債(3)  - -1,715 -1,715          

  コマーシャルペーパー  AC -498 -498     -498   -498

  その他非デリバティブ金融負債  AC -270 -270     -270   -270

 デリバティブ                 

  ヘッジ手段として指定                 

   FX先物契約  - -32   -32   -32   -32

   金利スワップ  - -408   -408   -408   -408

  ヘッジ手段として指定なし                 

   FX先物契約  FVTPL -85   -85   -85   -85

金融商品合計　純額    11,916 1,550 10,004 -1,836 -1,833 6,266 2,597

(1)現金及び現金同等物、営業債権、営業債務の帳簿価額は、公正価値に近似しているため公正価値の開示は行わない。
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(2)営業債権、営業債務、その他金融資産は、金融及び非金融資産（負債）（例えば、その他税金、あるいは前払費用）を含んでいるため、表

示されている非金融資産あるいは負債の帳簿価額は、連結財政状態計算書の調整を可能にするために示されている。

 

(3)リース負債については、公正価値の個別の開示は要求されていない。

 

 

商品分類による金融商品の公正価値

（百万ユーロ）  2025年12月31日

   分類  帳簿価格  償却原価  公正価値

金融資産         

 損益を通じた公正価値  FVTPL  9,491    9,491

 その他の包括利益を通じた公正価値  FVOCI  46    46

 償却原価  AC  12,841  12,841   

金融負債         

 損益を通じた公正価値  FVTPL  -78    -78

 償却原価  AC  -7,414  -7,414   

 

商品分類による金融商品の公正価値

（百万ユーロ）  2024年12月31日

   分類  帳簿価格  償却原価  公正価値

金融資産         

 損益を通じた公正価値  FVTPL  10,443    10,443

 その他の包括利益を通じた公正価値  FVOCI  74    74

 償却原価  AC  13,649  13,649   

金融負債         

 損益を通じた公正価値  FVTPL  -85    -85

 償却原価  AC  -10,385  -10,385   
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公正価値の決定

公正価値測定に用いられた評価技法及びインプットに関しては、以下の通りである。

 

継続的に公正価値で測定された金融資産

種類 公正価値
ヒエラルキー

公正価値の決定・評価技法 重要な観察不能なイン
プット

重要な観察不能なイン
プットと公正
価値測定の
相互関係

その他の金融資産

マネーマーケット及
び類似ファンド

レベル1 活発な市場における
市場価格

該当なし 該当なし

債務証券への
投資

レベル1 活発な市場における
市場価格

該当なし 該当なし

上場株式投資 レベル1 活発な市場における
市場価格

該当なし 該当なし

非上場株式投資 レベル3 マーケットアプローチ。投資先
会社と比較可能な会社の収益乗
数を用いた類似会社比較法。

-同等の企業
（収益乗数は1.5-
30.0)
-投資先の収益
-販売可能性の不足に
よる割引額
（0.4%-90.9%）

以下の場合、見積公正
価値は、増加（減少）
する。
-収益の乗数がより大
きい（小さい）
-投資先の収益がより
高い（低い）
-流動性がより低い
（高い）

  マーケットアプローチ。予実分
析結果、現金持高、直近若しく
は予定している取引
及び市場の比較可能企業
など様々な質的、量的要素を評
価するベンチャーキャピタルメ
ソッド。

-資金調達ラウンドの
性質と選択
-資金調達ラウンドの
重み付け
-市場性の欠如に対す
る考慮
-オプション価格
決定モデルや
普通株等価物
モデル等の
株式配分方法の
重み付け
-ボラティリティの
仮定
-終了までの
推定時間
-差し迫った
出口価格

以下の場合、見積公正
価値は増加（減少）す
る。
-様々な資金調達
ラウンドが選択
される
-資金調達ラウンドの
重み付けの変更
-適用される株式配分
方法の重み付けの変更
-ボラティリティの
仮定が高い（低い）
-終了までの推定
時間の増加（減少）
-差し迫った出口
価格の増加（減少）
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 最終の資金調達ラウンド評価 最終の資金調達
ラウンドの性質と
価格設定

以下の場合、見積公正
価値は増加（減少）す
る。
-最終の資金調達
ラウンドの価格が
上昇（下降）
-全体の企業価値が高
い（低い）
-分析された個々の種
類株式が、権利と優先
権により、当該変更の
影響を受ける

  個々のファンドから報告
された純資産価値と
公正市場価格

個々のファンドの
純資産価格の算定

以下の場合、見積公正
価値は増加（減少）す
る。
-個々のファンドから
報告された純資産価値
が高い（低い）

株式コール
オプション

レベル3 マーケットアプローチ。予実分
析結果、現金持高、直近若しく
は予定している取引
及び市場の比較可能企業
など様々な質的、量的要素を評
価するベンチャーキャピタルメ
ソッド。

該当なし 該当なし

その他の金融資産/金融負債  

先物為替予約 レベル2 額面法を用いた割引キャッ
シュ・フロー。先物為替レート
による将来キャッシュ・フロー
の見積額をそれぞれの契約上の
残存期間に渡り、それぞれの預
金金利及びスポットレートによ
り割り引いている。

該当なし 該当なし

金利スワップ レベル2 割引キャッシュ・フロー。見積
将来キャッシュ・フローは、観
察可能なイールドカーブと約定
金利による先物金利を用いて見
積り、これに取引先の信用リス
クを反映した割引率により、現
在価値に割引いている。

該当なし 該当なし
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公正価値で測定されない金融資産

種類 公正価値ヒエラルキー 公正価値・評価技法の決定

金融負債 　 　

固定金利債

（金融負債）
レベル1 活発な市場における最終取引価格

固定金利私募債・借入

（金融負債）
レベル2

割引キャッシュ・フロー。

固定金利及び元本の将来キャッシュ・アウト・
フローは、契約毎の期間に渡り、報告書日
時点の市場金利を用いて割り引いている。

 

その他の非デリバティブ金融資産（負債）及び変動金利金融負債については、帳簿価額が公正価値と概ね近似すると考えら

れる。

 

レベル１とレベル２の振替

処分の制限が解除され、当該制限による割引が必要なくなったことによる株式投資のレベル2からレベル1への振替は、2025

年及び2024年には発生しなかった (2023年:発生していない)。同様に、レベル1からレベル2への振替も発生しなかった。

 

レベル３の公正価値の開示

以下の表は、期首から期末における、非上場株式投資及びレベル3に分類される株式に対するコールオプション、並びに純投

資ヘッジのディール・コンティンジェント・フォワードの公正価値の調整を示す。

 
レベル3の公正価値の調整

（百万ユーロ） 2025 2024

 
非上場株式 非上場株式投資及び株式

に対するコールオプション

1月1日 6,269 4,817

振替   

レベル３への振替 4 7

レベル３からの振替 -180 -2

取得 622 773

売却 -440 -132

清算   

損益   

金融収益（純額）に含まれる 772 481

その他包括利益の為替換算調整勘定に含ま
れる

-723 325

12月31日 6,324 6,269

報告期間末に所有している株式投資の
未実現損益に関する純損益の変動

201 674

レベル３からの振替は、投資先の株式公開又は上場被投資会社の現物配当によるものである。合理的に可能な代替的仮定を

反映する観察不能なインプットの変更は、報告日時点でFVTPLとして保有される非上場株式の公正価値へ重要な影響を及ぼさな

い。

IFRS第9号の測定区分別の金融商品に係る純損益

（百万ユーロ） 2025 2024

損益を通じて公正価値で測定される
金融商品

739 450

償却原価で測定される金融資産 -108 526

（内訳）利息収益 199 343

その他の包括利益を通じて公正価値で測定さ
れる金融資産（債券）

-10 -13

（内訳）利息費用 -10 -13
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償却原価で測定される金融負債 0 -478

（内訳）利息費用 -141 -130

償却原価で測定される金融資産の処分に伴う損益は、いずれの表示年度においても重要性はない。

　　次へ
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セクションG - その他の開示項目

 

このセクションでは、取締役会、監査役会、関連当事者取引及びその他コーポレートガバナンスに関する事項を含む追加開

示事項及びその他の関連情報を記載している。

 

(G.1) 前払費用、前払金及びその他税金資産

（百万ユーロ） 2025 2024

 流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

前払費用 1,256 626 1,882 988 430 1,418

前払金 252 0 252 77 0 77

その他税金資産 278 111 389 256 67 323

合計 1,786 737 2,523 1,320 497 1,817

その他の非金融資産 3,212 4,419 7,631 2,682 3,990 6,672

前払費用、前払金及びその

他税金資産が その他の非

金融資産に占める割合(%)

56 17 33 49 12 27

前払費用は主に、ハイパースケーラー、サポートサービス、及びソフトウェアのロイヤリティにかかる前払で構成されてい

る。ハイパースケーラーに関する前払費用は、コンピューティングリソースのリザーブドインスタンス及びその他のインフラ

の前払に関連しており、通常、最大3年間の期間で支払が行われる。これらの契約条件は、前払費用の残高に影響を与える。前

払金は、サプライヤーに対して前払いを行うことで割引を受ける、サプライチェーンへの投資に関連している。

その他の税金資産は主に、付加価値税（VAT）で構成されている。

 

(G.2) 税金に関連する利息及び罰金に対する引当金及びその他の税金負債

税金に関連する利息及び罰金に対する引当金

（百万ユーロ） 2025

 流動 非流動 合計

2025年1月1日 52 134 186

繰入 19 117 136

取崩 -6 -24 -30

戻入 -8 -9 -17

企業結合による追加 1 0 1

移転 6 -6 0

為替による影響 0 -13 -13

2025年12月31日 64 198 262

引当金合計 537 550 1,087

税金に関連する利息及び罰金に対する引当金

が 引当金全体に対して占める割合(%)
12 36 24

これらの引当金は、主に法人税に関連する利息によって構成されている。

 

その他の税金負債
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（百万ユーロ) 2025 2024

流動 非流動 合計 流動 非流動 合計

その他の税金負債 917 0 917 1,014 0 1,014

その他の非金融負債 4,849 524 5,373 5,537 749 6,286

その他の税金負債が

その他の非金融負債に

占める割合(%)

19 0 17 18 0 16

その他の税金負債は、主に付加価値税、給与税及び源泉徴収税で構成されている。

 

(G.3) 訴訟、損害賠償請求並びに法的偶発事象

この注記は、知的財産に関連する訴訟及び損害賠償請求、競争法に関する事項及び所得税に関する訴訟（注記（C.5）参照）

を除く非課税取引に関連する訴訟の開示をしている。

 

法的事由に起因する不確実性

注記(A.4)に示されている訴訟、損害賠償請求を含む顧客に関連する引当金に係る会計方針は、同注記で開示されている

その他の訴訟、損害賠償請求及び法的偶発事象についても同様に適用される。

訴訟及び損害賠償請求の結果は、元来、重要な不確実性にさらされている。経営者による訴訟に対する考え方も将来変

わる可能性がある。実際の訴訟及び損害賠償請求の結果は、過年度の経営陣による評価と異なる可能性もあり、事業活

動や財政状態、利益、キャッシュ・フロー又は当社の評判へ重要な影響を与える結果となり得る。ほとんどの訴訟及び

損害賠償請求には個々の性質があり、損害賠償請求は、原告により定量化されていないか、定量化された請求額が、過

去の経験から、その訴訟を解決するために必要な支出として妥当でない場合のどちらかである。ほとんどの損害賠償請

求が帰属している管轄区分の特性が、裁判の結果を予測することをより困難にしており、それゆえに、当社が費用を計

上するとした場合においても、これらの訴訟や損害賠償請求が引き起こす財務的影響額について信頼性を持って見積も

ることは現実的ではない。

加えて、これらの訴訟や損害賠償請求から生じる経済的便益の流出について、通常、予測される時期は不確実であり見

積もることが出来ない。なぜなら、それらは通常、法的手続き及びそれらを解決するために要求される交渉の期間に依

存するためである。

 

当社は、買収した会社に関する訴訟手続及び損害賠償請求を含む、通常の業務の過程からその時々に生じる様々な訴訟及び

損害賠償請求にさらされている。当社に対する損害賠償請求及び訴訟に対して、当社は積極的に正当性を主張するつもりであ

る。進行中のTeradata社との訴訟に関して、2025年12月31日以降に当該事項に関して入手した情報、及び2026年1月29日の暫定

的な決算結果の公表後に入手した情報を反映し、2025年12月31日時点で387百万ユーロ（2024年: 0百万ユーロ）の引当金を計

上している。他の損害賠償請求及び訴訟について、2025年12月31日、2024年12月31日のどちらとも計上されている引当金は、

個別に又は集計しても当社に重要な影響を与えるものではない。

この注記において開示されている損害賠償請求及び訴訟は、以下の通りである。
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知的財産に関する訴訟

知的財産に関連する訴訟及び損害賠償請求には、第三者が保有する単一の又は複数の知的財産権をSAPが侵害したとして、第

三者から訴訟の通告又は提起がされる場合がある。ここでいう知的財産権とは、特許権、著作権及びその他の類似する権利を

含む。

引当金を認識していない知的財産に関連する訴訟及び損害賠償請求に対して偶発債務が存在するが、通常、訴訟や損害賠償

請求は不確実性を有するため、関連する偶発債務の財務的影響額を見積もることは現実的ではない。当社の過去の経験では、

ほとんどの知的財産に関連する訴訟及び損害賠償請求は法廷で却下されるか、当初の賠償請求額よりも著しく低い金額により

法廷外で和解する傾向がある。2025年12月31日現在、当注記で開示されている引当金も含めて、係争中の知的財産関連の請求

及び訴訟の解決は、個別にも全体としても当社の事業活動、財政状態、利益又はキャッシュ・フローに重大な弊害を及ぼすも

のではないと考えている。

個別の知的財産に関連する訴訟及び損害賠償請求は、以下の通りである。

2018年6月、Teradata Corporation、Teradata US, Inc及びTeradata Operations, Inc（総称して、「Teradata」と呼ぶ）

が、SAP SE、SAP America, Inc及びSAP Labs, LLCに対してカリフォルニア州の連邦裁判所へ申し立てた民事訴訟は米国連邦裁判

所にて引き続き係争中である。Teradataの主張によると、SAPがSAP HANAデータベースの開発及び商業化に関する企業秘密の不

正利用及び米国の独占禁止法違反をしていると主張している。2021年にこれらの主張は一度却下されたが、2024年に控訴裁判

所の判決により訴訟が再開された。しかし2025年10月に米国連邦最高裁判所はこの訴訟を再審理しないことを決定している。

当社は2026年3月から4月に予定されている陪審裁判に対して引き続き正当性を主張する。2025年12月31日時点で387百万ユーロ

（2024年：0百万ユーロ）の引当金を計上しており、この金額は公表日以前における、損害賠償請求に対する支払に関する最善

の見積りを反映している。訴訟の結果は現在も不確実であり、実際の負債額は引当金額と異なる可能性がある。当社は引き続

き状況のモニタリングを行い、報告期間に必要に応じて引当金額の調整を行う。

2023年及び2024年、Celonis SE及びその子会社であるCelonis USA, Inc.（総称して 「Celonis」と呼ぶ）が当社に対して複数

の懸念事項や主張を記した書類を送付した。2025年初頭、当社はこのCelonisの主張に対して、ドイツにて不存在確認訴訟を提

起し、その主張を否定した。2025年3月、Celonisはカリフォルニアの米連邦裁判所にて、当社が子会社のSignavioの製品販売

及び当社のデータアクセスポリシーに関する当社から顧客及び市場へのコミュニケーションに関して米国の独占禁止法及び競

争法に違反している旨を主張する訴訟を提起した。Celonisは、当社に対して、Celonisがデータ抽出ツールを継続して使用で

きる要求、また、申立てられた虚偽の陳述を撤回または訂正するように求める仮処分を請求した。両者は2025年6月5日に合意

に達し、Celonisは仮処分の請求を取り下げた。米国の裁判所は当初、2025年6月にCelonisの訴えの大部分を却下したが、

Celonisが訴状を修正した後、2025年10月に追加の請求を進めることを認めた。その後、当社は2025年11月にCelonisに対して

特許反訴を提起した。裁判は現在、2027年3月8日に開始される予定である。Celonisはまた、当社に対してドイツ（ミュンヘ

ン）で不正競争の訴えも起こしている。さらに、当社とCelonisは、米国及びドイツの複数の裁判所で特許訴訟を開始してい

る。さらに、当社は現在、ドイツ連邦カルテル庁（FCO）と建設的な対話を行っている。当社は当社の正当性を支持するために

FCOに包括的な法的および事実に基づく主張を行っている。Celonisは、さまざまな主張に基づき当社に対して損害賠償を求め

る意向を示している。現時点では、Celonisはドイツにおけるその請求や特許請求に関連して、当社に対して正式な金銭的要求

を行っていない。アメリカでの独占禁止法事件において、Celonisは現在、約70百万米ドル（2025年12月31日現在で約60百万

ユーロ）の損害賠償を求めている。

 

競争法に関連する訴訟

2025年9月、欧州委員会（EC）は、当社のオンプレミスの保守及びサポート方針に関して正式な手続を開始した。これらの方

針は、世界のソフトウェア業界で一般的に認められている長年の基準に基づいている。この調査は当社のクラウドサービスに

は関連せず影響も無い。ECの懸念に対応し正式な手続を終了させるために、当社は2025年にECによって市場テストによる改善

策を提案し、2026年の最終承認まで待機している。提案された改善策は2025年の当社の財務実績には影響せず、将来の財務業

績に重大な影響を与えるとは予想していない。
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非課税取引に関連する訴訟

当社は、引き続き国内及び海外の税務当局による調査を受けている。当社は関係会社とのロイヤリティの支払いやサービス

取引を非課税とすることについての評価や訴訟に関して、海外の税務当局との間で様々な訴訟手続に関与している。全ての対

象年度において、これらの問題に関連して発生する可能性のある合計金額は、約192百万ユーロ(2024年度：274百万ユーロ)で

ある(関連する利息や罰金127百万ユーロ（2024年度：150百万ユーロ。）を含む)。当社は、これらの事柄について勝訴すると

考えているため、関連する引当金を計上していない。前年比での減少は主に最近の判例法の変更によるものである。これによ

り、他の税金が9８百万ユーロ増加し、SAPの営業利益に悪影響を及ぼす一方で、2025年第3四半期における当社の法人税費用は

反対に減少した。

法人所得税関連の訴訟については、注記（C.5）を参照のこと。

 

 

(G.4) 役員会

取締役会 2025年12月31日時点でのSAPの子会社を除く、

監査役会とその他の企業の運営組織に相当する

メンバー

 

Christian Klein（クリスチャン・クライン）

最高経営責任者（CEO）

戦略・運用、企業開発、サステナビリティ、

ビジネスAI、コンプライアンス、

コーポレートコミュニケーション、カスタマーサク

セス

及び技術革新

adidas AG, Herzogenaurach、ドイツ、

監査役会メンバー

  

Muhammad Alam （ムハンマド・アラム）

SAPプロダクトエンジニア

製品戦略、製品マネジメント、デザイン及び開発を

含む全てのSAPビジネス・ソフトウェア・アプリケー

ションのグローバル責任者

 

  

Dominik Asam （ドミニク・エイサム）

最高財務責任者(CFO)

法務を含むグローバル財務

管理、IR、内部監査、データ保護及び情報対策、

輸出規制、政府担当

Bertelsmann Management SE 、 Bertelsmann SE & Co.

KGaA、Guetersloh、ドイツ、

監査役会メンバー

 

Thomas Saueressig（トーマス・サウエレッシグ）

カスタマー・サービス及びデリバリー

カスタマー・サービスや優良顧客、顧客サポート、

公共クラウド、クラウド操作、クラウド寿命管理、

プライベートクラウドの管理を含む長期的な顧客価

値に関するグローバル責任者

Nokia Corporation, Espoo、フィンランド、

取締役会メンバー

 

Sebastian Steinhaeuser（セバスチャン・シュタインハウザー）（2025年2月1日就任）

最高執行責任者

SAPの戦略遂行を加速化、業務を簡略化

取締役会の戦略・運営分野におけるグローバル責任

者

 

 

Gina Vargiu-Breuer（ジーナ・ヴァルジュ=ブロイアー）

最高人事責任者（CPO）、労働監督者

SAPのPeople & Culture部門の責任者

SAPのPeople Agendaを推進
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監査役会 2025年12月31日時点でのSAPの子会社を除く、

監査役会とその他の企業の運営組織に相当する

メンバー

Prof. Dr. h.c. mult. Pekka Ala-Pietilä（ペッカ・アラ・ピエティラ博士、議長）(2),(6),(7)

監査役会議長 Sanoma Corporation, Helsinki, フィンランド

取締役会議長

SITRA, Helsinki,フィンランド

取締役会議長(2026年1月1日就任)

HERE Technologies B.V., Amsterdam,オランダ

監査役会議長

  

Lars Lamadé（ラース・ラマデ）(1),(2),(7)

副議長 SAP SE, Walldorf, ドイツ

グローバルスポンサーシップの責任者

  

Jakub Černý（ジェイコブ・セーヌ）（2024年5月15日就任）(1),(4),(5)

需要管理者

SAP ČR,プラハ,チェコ共和国
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Pascal Demat（パスカル・デマト）（2024年5月15日就任）(1),(5),(7)

ソリューションアドバイザー HCM

SAP Belgium, Brussels, Belgium

SAP SE 労働組合（ヨーロッパ）,Walldorf, ドイツ

  

Aicha Evans（アイシャ・エバンス）(2),(4),(6)

Zoox, Inc.（フォスター・シティー、カリフォルニ

ア、米国）

最高経営責任者及び取締役会メンバー

Joby Aviation LLC（サンタクルーズ、カリフォルニ

ア、米国）監査役

 

  

Marielle Ehrmann（マリエル・エアマン）（2026年1月1日就任）(3),(4),(5)

セキュリティコンプライアンス最高責任者 SAP SE, Walldorf, ドイツ

 

Andreas Hahn（アンドレス・ハーン）(1),(2),(4)

製品エキスパート Digital Supply Chain Standards SAP SE, Walldorf, ド

イツ

SAP SE労働組合（ヨーロッパ）議長, Walldorf, ドイ

ツ

SAP SE労働組合議員, Walldorf, ドイツ

  

Prof. Dr. Ralf Herbrich（ラルフ・ヘルブリッヒ教授）(4),(5)

マネジメントディレクター AI及びサステナビリティの教授

Hasso Plattner Institute for Digital Engineering

gGmbH, Potsdam, ドイツ

  

Margret Klein-Magar（マルグレート・クライン・メイガー）（2025年12月31日退任）(1),(2),(3)

SAP OB・OG関係担当責任者, SAP SE, Walldorf, ドイ

ツ

SAP SEシニアマネージャー代表者委員会会長

 

  

Jennifer Xin-Zhe Li（ジェニファー・シンジェ・リー） (3),(5)

Changcheng Investment Partners （北京、中国）

ゼネラルパートナー

ABB Ltd.（チューリッヒ、スイス）、取締役

Full Truck Alliance Co. Ltd.（南京、江蘇、中国）

（ケイマン諸島）、取締役

  

Dr. Qi Lu（チー・ルー博士）(4)

CEO, MiraclePlus Ltd.（北京、中国） Pinduoduo Inc.（上海、中国）、取締役

Pine Field Holding Limited（ケイマン諸島）、

取締役会議長

Pine Field Holding Limited（香港、中国）、

取締役会議長

Pine Field Ltd.（北京、中国）、取締役会議長

 

César Martin（チェイサー・マーティン）(1),(3),(4)

SAP EMEA エンタープライズアーキテクト、SAP

Spain, Madrid, スペイン

SAP スペイン労働評議会議長, Madrid, スペイン

SAP SE 労働評議会議員（ヨーロッパ）, Walldorf,

ドイツ

 

  

Gerhard Oswald（ゲルハルト・オズワルド）(3),(4),(7)

Osward Consulting GmbH（ヴァルドルフ、ドイツ）、

マネージングディレクター

TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH

（ジンスハイム、ドイツ）、諮問委員会

appliedAI Initiative GmbH（ミュンヘン、ドイツ）、

諮問委員会

 

Dr. Friederike Rotsch（フリーデリーケ・ローチュ博士）(2),(3),(6),(7)

弁護士

（Königstein im Taunus、ドイツ）
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Nicolas Sabatier（ニコラス・サバティエ）(1),(2),(4)

SAP退職済み

フランス管理職連盟員 ‒ 総管理職連盟 (CFE-CGC 労

働組合、フランス・パリ)

 

  

Dr. Eberhard Schick（エバーハルト・シック博士）(1),(3),(5)

SAP SE 労働評議会議長, Walldorf, ドイツ  

  

Nina Straßner（ニーナ・ストレーナー）(1),(2),(3),(7)

人事異動管理責任者、SAP SE, Walldorf, ドイツ  

  

Dr. Rouven Westphal（ルーベン・ウェストファール博士）(2),(5),(6)

Hasso Plattner Foundation（ポツダム、ドイツ）、

取締役会メンバー

HPC Germany GmbH & Co. KG（ポツダム、ドイツ）、

マネジメントダイレクター

Sharks Sports & Entertainment LLC（サンノゼ、カ

リフォルニア、米国）、諮問委員会

  

Dr. Gunnar Wiedenfels（グンナー・ヴィーデンフェルス博士）(3),(5)

Warner Bros. Discovery, Inc. （ ニューヨーク、

ニューヨーク、米国）最高財務責任者

OWN LLC（ウェスト・ハリウッド、 カリフォルニ

ア、米国）、取締役
 

(1)SAP SE労使組合協議会（ヨーロッパ）により選出された。

(2)人事及びガバナンス委員会の委員

(3)監査及びコンプライアンス委員会の委員

(4)製品戦略委員会の委員

(5)金融投資委員会の委員

(6)指名委員会の委員

(7)政府セキュリティ委員会の委員
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（G.5） 取締役会及び監査役会報酬

会計方針

以下の取締役会報酬の表にて示されている短期従業員給付には、短期的な1年の業績連動報酬（短期インセンティブ、

“STI”）も含まれている。STIは、取締役の本国通貨にて1年分がまとめて支払われる。STIの支払金額の一部について

は、1年あるいは2年間支払を延期され、その期間の当社の株価変動に連動して1年あるいは2年後に支払われる（「繰延

STI」）。短期従業員給付には、付与された金額と、繰り延べられた金額の両方が含まれる。

以下の「取締役会報酬」の表に記載されている株式報酬の金額は、各年度のシェア・ユニットの付与日の公正価値に基

づいている。2024年及び2025年にはLTI2024のもとで、取締役会メンバーにシェア・ユニットが発行された。2023年には

LTI2020のもとで、取締役会メンバーにシェア・ユニットが発行された。本制度の条件及び詳細については、注記

（B.3）を参照のこと。

「取締役会メンバーに対する株式報酬」の表において、株式報酬費用は、それぞれの会計期間においてIFRS第2号（株式

報酬）に基づき、利益又は損失に計上されている。

 

2025年、2024年及び2023年における取締役会メンバーの報酬総額は、以下の通りである。

 

取締役会報酬

（千ユーロ） 2025  2024  2023

短期従業員給付 17,183  21,116  19,632

株式報酬 16,215  22,279  24,469

小計 33,398  43,395  44,101

退職後給付 50  -269  1,033

内、確定給付 -104  -711  673

内、確定拠出 154  441  360

解雇手当 NA  21,615  NA

合計 33,448  64,741  45,134

 

取締役会メンバーに対する株式報酬

 2025  2024  2023

付与されたシェア・ユニット数 60,172  126,244  214,530

費用総額（千ユーロ） 19,367  52,062  36,127

 

取締役会メンバーの退職年金に係る確定給付債務（DBO）と、業績連動型と給与連動型による権利付与により、取締役会メン

バーが62歳になった際に受け取ることのできる年間退職年金受給額は、以下の通りである。

 

取締役会メンバーに対する退職年金制度

(千ユーロ) 2025  2024  2023

DBO（12月31日時点） 872  1,187  2,192

年間退職年金受給額 69  88  137
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監査役会メンバーへの年間の報酬総額は、以下の通りである。

 

監査役会報酬

(千ユーロ) 2025  2024  2023

報酬総額 5,131 5,579 5,427

内、固定報酬 3,460 3,507 3,185

内、委員会報酬 1,671 2,071 2,242

 

監査役会の報酬は短期給付である。監査役会メンバーは、自身の業務に対していかなる株式報酬を受け取っていない。監査

役会の従業員代表であるメンバーは、株式報酬を受け取っているが、それらの株式報酬は従業員としての勤務に対するものの

みであり、且つ、監査役会におけるメンバーとしての地位とは無関係である。

 

元取締役会メンバーへの報酬額/DBO額

(千ユーロ) 2025  2024  2023

報酬額 2,542 2,444 2,329

DBO（12月31日時点） 33,472 32,213 33,251

 

2023年、当社はのちに2024年に監査役会に従業員代表として加わった従業員に対し、SAP Flexローンプログラムに則り、

5,000ユーロの融資を行った。

当該ローンに加え、当社は、2025年、2024年又は2023年の会計年度において、取締役会及び監査役会のメンバーに対して、

いかなる報酬の事前提供又は信用供与、便益に対するコミットメントも行っていない。

 

(G.6) 役員報酬以外の関連当事者取引

SAP SEの特定の監査役会のメンバーは、他の企業に対して重要な責任を負う地位にあるか、もしくは昨年度中にその地位に

あった。当社はこれらの企業のうち何社かと通常の取引条件にて事業をおこなっており、独立第三者間取引にて合理的と考え

られる条件で製品、資産並びにサービスを売買している。

SAP SEの取締役会のメンバーは、SAPからサービス提供を受けた際に、独立第三者間取引にて合理的と考えられる金額でその

対価を支払うことがある。

開示されている全ての期間において、上記取引に関連するすべての金額はSAPにとって金額的に重要ではない。

当社は、通常の事業の過程において、ジョイントベンチャーや関連会社との関係を有しており、様々な製品やサービスを、

独立第三者間取引にて合理的と考えられる条件で売買している。
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関連当事者取引

 

 

取締役会メンバー

 

監査役会メンバー

 

監査役会メンバー

支配会社

関連会社

 

(百万ユーロ) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024

提供された製品及び

サービス

NA NA NA 0 NA 0 42 55

受領した製品及び

サービス

NA NA 2(1) 2(1) NA 1 89 90

提供された支援及び

その他の財務支援

NA NA NA NA NA 5 NA NA

期末残高（ベンダー) NA NA NA NA NA NA 3 2

期末残高（顧客) NA NA 0 0 NA NA 3 20

コミットメント期末残高 NA NA NA NA NA NA NA NA
(1)SAPの従業員として、監査役会における従業員代表としてのサービスを含む。

 

これら全ての残高は、無担保、無利息かつ現金での精算が想定されている。

当社の取締役会及び監査役会のメンバーに対する報酬の情報については、注記(G.5)を参照のこと。

 

(G.7) 主要な会計監査人に対する報酬

2025年5月13日に開催された年次株主総会において、当社の株主は2025年の当社の独立監査人に、BDO AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BDO)を指名した。BDOは、2023年度より主要な監査人である。Jens Freiberg博士が2023年

以降のSAP SEの財務報告及びグループ財務報告に係る監査に責任を負う監査人として契約書に署名した。

BDO及びBDOグローバルネットワークに属するその他の法人に対する、2025年度及び過年度の監査及びその他専門家サービス

についての報酬の状況は、以下のとおりである）。

 

（ 百 万 ユ ー

ロ）

2025 2024 2023

 BDO AG (ド

イツ)
海外のBDO 合計

BDO AG (ド

イツ)
海外のBDO 合計

KPMG AG

(ドイツ)
海外のKPMG 合計

監査報酬 10 6 16 8 6 14 8 5 13

監査関連報酬 1 7 8 1 6 7 0 1 1

税務報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 11 13 24 9 11 20 8 6 14

 

監査報酬は、BDOが当社の連結財務諸表及びSAP SEとその子会社の法定財務諸表の監査に対して請求した報酬である。監査関

連報酬は、監査手続に合理的に関連する保証と関連サービス並びに受託企業の証明手続サービスに係る、BDOが請求する報酬で

ある。2024年の監査関連報酬の増加は、主に米国におけるシステム及び組織管理（SOC）レポート及びグループサステナビリ

ティステートメントに関する保証業務に関連している。
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(G.8) 後発事象

最新の自己株式の取得の計画について

当社の豊富なフリーキャッシュフローの創出を受けて、取締役会および監査役会は最大100億ユーロの新しい自己株式の取得

を行うことを承認した。本計画は2026年2月に開始され、2027年末までに完了する予定である。本計画は、2023年5月11日に開

催されたSAP SEの年次総会によって付与された承認に基づき、そこで定められた制限を遵守して実施される。

 

（G.9） 連結の範囲、子会社及びその他の持分投資

 

連結財務諸表に含まれる企業

合計

2023年12月31日 235

追加取得 10

処分 ‒19

2024年12月31日 226

追加取得 8

処分 -18

2025年12月31日 216

追加取得は、買収や設立に関連して追加となった企業である。処分は、主に企業の合併や清算、売却によるものである。

 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

243/399



子会社(1)

 

2025年12月31日現在 所有割合

2025年

2025年

税引後

2025年

12月31日

2025年

12月31日

 

収益総額(2) 利益/損失(2) 現在の

持分総額(2)

現在の

従業員総数(3)

注記

　 % （千ユーロ） （千ユーロ） （千ユーロ） 　  

会社の名称及び所在地  

主要な子会社 　 　 　 　 　  

Ariba Technologies India
Private Limited, バンガ
ロール, インド

100 137,247 25,023 50,114 1,251  

Ariba Inc., パロアルト,
カリフォルニア, アメリカ

100 1,557,926 806,456 3,989,395 1,284  

Concur Holdings
(Netherlands) B.V., スヘ
ルトーヘンボス, オランダ

100 541,220 7,936 386,069 17  

Concur Technologies,
Inc., ベルビュー, ワシン
トン, アメリカ

100 2,319,808 883,996 7,528,447 2,538  

SAP (China) Co., Ltd., 上
海, 中国

100 1,294,322 11,633 -97,369 6,199  

SAP (Schweiz) AG, ビール,
スイス

100 1,590,095 150,714 357,270 866  

SAP(UK) Limited, フェル
サム, イギリス

100 1,616,658 77,797 238,541 1,536 13

SAP America, Inc.,
ニュータウンスクエア, ペ
ンシルバニア, アメリカ

100 9,892,526 -244,393 14,637,281 8,940  

SAP Argentina S.A., ブエ
ノスアイレス, アルゼンチ
ン

100 292,976 23,267 25,328 1,316 13

SAP Asia Pte. Ltd., シン
ガポール,　シンガポール

100 813,289 14,349 57,670 1,134 13

SAP Australia Pty Ltd.,
シドニー, オーストラリア

100 889,659 -6,382 59,446 1,226  

SAP Belgium ‒ Systems,
Applications and
Products S.A., ブリュッ
セル, ベルギー

100 539,922 30,556 84,869 308  

SAP Brasil Ltda., サンパ
ウロ, ブラジル

100 986,021 -63,636 23,259 3,391 13

SAP Canada Inc., トロン
ト, カナダ

100 1,285,551 100,619 701,018 3,076  

SAP Deutschland SE & Co.
KG, ヴァルドルフ, ドイツ

100 6,641,244 1,095,771 2,170,257 4,935 9
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2025年12月31日現在 所有割合 2025年

2025年

税引後

2025年

12月31日

2025年

12月31日

 

  
収益総額(2) 利益/損失(2) 現在の

持分総額(2)

現在の

従業員総数(3)

注記

 % （千ユーロ） （千ユーロ） （千ユーロ）   

会社の名称及び所在地       

SAP España ‒ Sistemas,
Aplicaciones y Productos
en la Informática,
S.A., マドリード, スペイ
ン

100 794,452 37,005 72,741 1,059  

SAP France S.A., ルヴァロ
ワ・ペレ,フランス

100 1,368,211 242,669 1,921,529 1,414  

SAP Hungary Rendszerek,
Alkalmazások és Termékek
az Adatfeldolgozásban
Informatikai Kft., ブダ
ペスト, ハンガリー

100 232,011 9,451 46,812 1,776  

SAP India Private
Limited, バンガロール,
インド

100 1,020,589 101,729 256,324 2,750  
 

SAP Industries, Inc.,　
ニュータウン スクエア,
ペンシルバニア, アメリカ

100 629,727 184,152 1,682,091 192  
 

SAP Italia Sistemi
Applicazioni Prodotti in
Data Processing S.p.A.,
ヴィメルカーテ, イタリア

100 923,229 73,240 124,726 839  

 

SAP Japan Co., Ltd., 東
京, 日本

100 1,382,651 137,537 203,818 1,384   

SAP Labs Bulgaria EOOD,
ソフィア, ブルガリア

100 188,520 7,462 48,241 1,905   

SAP Labs India Private
Limited, バンガロール,
インド

100 1,118,274 119,847 330,496 12,666  
 

SAP Labs, LLC, パロアル
ト, カリフォルニア, アメ
リカ

100 563,424 67,838 916,043 1,408  
 

SAP México S.A. de C.V.,メ
キシコシティ, メキシコ

100 612,035 38,089 150,637 1,252 13  

SAP National Security
Services, Inc., ニュータ
ウン スクエア, ペンシル
バニア, アメリカ

100 1,153,024 209,237 610,284 782  

 

SAP Nederland B.V., スヘ
ルトーヘンボス, オランダ

100 980,414 209,483 308,421 711   

SAP Österreich GmbH,
ウィーン, オーストリア

100 513,797 45,362 73,728 525   

SAP Philippines, Inc., タ
ギッグ, フィリピン

100 147,067 5,628 16,218 1,076 13  
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2025年12月31日現在 所有割合 2025年

2025年

税引後

2025年

12月31日

2025年

12月31日

 

  
収益総額(2) 利益/損失(2) 現在の

持分総額(2)

現在の

従業員総数(3)

注記

 % （千ユーロ） （千ユーロ） （千ユーロ）   

会社の名称及び所在地       

SAP Service and Support
Centre (Ireland)
Limited, ダブリン, アイ
ルランド

100 361,946 86,967 174,319 1,729  

SAP Services s.r.o., プラ
ハ, チェコ

100 175,345 5,371 30,505 1,845 13

SC SAP Romania SRL, ブカ
レスト, ルーマニア

100 148,720 9,766 31,771 1,078  
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その他の子会社

会社名称及び所在地 所有割合 注記

 ％  

“SAP Kazakhstan” LLP, アルマトイ, カザフスタン 100  

110405, Inc., ニュータウン スクエア, ペンシルバニア, アメリカ 100  

Ambin Properties Proprietary Limited, ヨハネスブルグ, 南アフリカ共和

国 100 13

Ariba Czech s.r.o., プラハ, チェコ共和国 100 13

Ariba India Private Limited, グルグラム, インド 100  

Ariba International Holdings, Inc., ウィルミントン, デラウェア, アメ

リカ 100  

Ariba Technologies Netherlands B.V., スヘルトーヘンボス，オランダ 100  

Baiza Capital Designated Activity Company, ダブリン, アイルランド 0 8

Baiza Capital Italia s.r.l., ミラノ, イタリア 0 8

Baiza Capital LLC,ニューアーク, ニュージャージー, アメリカ 0 8

Baiza Capital S.A., ルクセンブルク, ルクセンブルク 0 8

Business Objects Option LLC, ウィルミントン, デラウェア, アメリカ 100  

Business Objects Software Limited, ダブリン, アイルランド 100 13

Callidus Software Inc., サンラモン, カリフォルニア, アメリカ 100  

CallidusCloud (India) Private Limited, ハイデラバード, インド 100  

CNQR Operations Mexico S. de. R.L. de. C.V., メキシコシティ, メキシコ 100  

Concur (Canada), Inc., トロント, カナダ 100  

Concur (Czech) s.r.o., プラハ, チェコ共和国 100 13

Concur (France) S.A.S., ルヴァロワ ペレ, フランス 100  

Concur (Germany) GmbH, フランクフルト アム マイン, ドイツ 100 10,11

Concur (Japan) Ltd., 東京, 日本 100  

Concur (Philippines) Inc., マカティ, フィリピン 100  

Concur (Switzerland) GmbH, チューリッヒ, スイス 100  

Concur Technologies (Australia) Pty. Ltd., シドニー, オーストラリア 100  

Concur Technologies (Hong Kong) Limited,　香港, 中国 100  

Concur Technologies (India) Private Limited, バンガロール, インド 100  

Concur Technologies (Singapore) Pte. Ltd., シンガポール, シンガポール 100 13

Concur Technologies (UK) Limited, フェルサム, イギリス 100 13

ConTgo Limited, フェルサム, イギリス 100  

Delos Cloud GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 100  
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会社名称及び所在地 所有割合 注記

　 ％

Emarsys eMarketing Systems GmbH, ウィーン, オーストリア 100 13

Emarsys İletişim Sistemleri Tic. Ltd Şti., イスタンブール, トルコ 100  

Emarsys Interactive Services GmbH, ベルリン, ドイツ 100  

Emarsys Limited, 香港, 中国 100  

Emarsys North America, Inc., インディアナポリス, インディアナ, アメリ

カ 100  

Emarsys Pte. Ltd., シンガポール, シンガポール 100  

Emarsys Pty Ltd., シドニー, オーストラリア 100  

Emarsys S.A.S., ルヴァロワ＝ペレ, フランス 100 13

Emarsys Schweiz GmbH, チューリッヒ, スイス 100  

Emarsys UK Ltd, ロンドン, イギリス 100 13

EMARSYS-Technologies Informatikai Szolgáltató Kft., ブダペスト、ハン

ガリー 100  

FreeMarkets Ltda., サンパウロ, ブラジル 100  

LeadFormix, Inc., サンラモン, カリフォルニア, アメリカ 100  

LeanIX UK Limited, ロンドン, イギリス 100  

LLC “SAP Labs”, モスクワ, ロシア 100  

LLC “SAP Ukraine”, キーウ, ウクライナ 100 13

Loyalsys Technologies Israel Ltd., テルアビブ, イスラエル 100  

LXTECH India Private Limited, ハイデラバード, インド 100  

Outerjoin, Inc., サンラモン, カリフォルニア, アメリカ 100  

OutlookSoft Deutschland GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 100 10,11

PT SAP Indonesia, ジャカルタ, インドネシア 99  

Quadrem Africa Pty. Ltd., ヨハネスブルク, 南アフリカ 100  

Quadrem Brazil Ltda., リオデジャネイロ, ブラジル 100  

Quadrem Chile Ltda., サンティアゴ・デ・チリ, チリ 100  

Quadrem International Ltd., ハミルトン, バミューダ 100  

Quadrem Netherlands B.V., スヘルトーヘンボス, オランダ 100  

Quadrem Overseas Cooperatief U.A., スヘルトーヘンボス, オランダ 100  

Quadrem Peru S.A.C., リマ, ペルー 100  

SAP (Beijing) Software System Co., Ltd., 北京, 中国 100  

SAP (China) Holding Co., Ltd., 北京, 中国 100  

SAP Andina y del Caribe C.A., カラカス, ベネズエラ 100 13

SAP AZ LLC, バクー, アゼルバイジャン 100  

SAP Beteiligungs GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 100  
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会社名称及び所在地 所有割合 注記

　 ％

SAP Bulgaria EOOD, ソフィア, ブルガリア 100  

SAP Chile Limitada, サンティアゴ・デ・チリ, チリ 100 13

SAP CIS, LLC, モスクワ, ロシア 100  

SAP Colombia S.A.S., ボゴタ, コロンビア 100 13

SAP Costa Rica, S.A., サンホセ, コスタリカ 100 13

SAP ČR, spol. s r.o., プラハ, チェコ 100  

SAP Cyprus Limited, ストルブロス, キプロス 100  

SAP Danmark A/S, コペンハーゲン, デンマーク 100  

SAP Dritte Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs,GmbH, ヴァルドルフ,

ドイツ 100  

SAP društvo s ograničenom odgovornošću za digitalnu ekonomiju novog

tisućljeća, ザグレブ, クロアチア 100  

SAP East Africa Limited, ナイロビ, ケニア 100 13

SAP Egypt LLC, カイロ, エジプト 100 13

SAP EMEA Inside Sales S.L., マドリード, スペイン 100  

SAP Erste Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs, ヴァルドルフ, ドイ

ツ 100 10,11

SAP Estonia OÜ, タリン, エストニア 100  

SAP Financial, Inc., トロント, カナダ 100  

SAP Finland Oy, エスポー, フィンランド 100  

SAP Foreign Holdings GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 100  

SAP France Holding, S.A.,ルヴァロワ＝ペレ, フランス 100  

SAP Global Marketing, Inc., ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ 100  

SAP Hellas Single Member S.A., アテネ, ギリシャ 100  

SAP Hong Kong Co., Ltd., 香港, 中国 100 13

SAP Hosting Beteiligungs GmbH, ザンクト・レオン＝ロート, ドイツ 100 10,11

SAP India (Holding) Pte. Ltd., シンガポール, シンガポール 100  

SAP International Panama, S.A., パナマシティ, パナマ 100  

SAP International, Inc., マイアミ, フロリダ, アメリカ 100  

SAP Investments, Inc., ウィルミントン, デラウェア, アメリカ 100  

SAP Ireland Limited, ダブリン, アイルランド 100  

SAP Ireland US - Financial Services Designated Activity Company, ダブ

リン, アイルランド 100  

SAP Israel Ltd., ラアナナ, イスラエル 100 13

SAP Korea Ltd., ソウル, 韓国 100  

SAP Labs France SAS, ムージャン, フランス 100  
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会社名称及び所在地 所有割合 注記

　 ％

SAP Labs Israel Ltd., ラアナナ, イスラエル 100  

SAP Labs Korea, Inc., ソウル, 韓国 100  

SAP Latvia SIA, リガ, ラトビア共和国 100  

SAP Lietuva UAB, ヴィリニュス, リトアニア共和国 100  

SAP Malaysia Sdn. Bhd., クアラルンプール, マレーシア 100  

SAP Middle East and Africa North Regional Headquarter Company, リヤド, サ

ウジアラビア王国 100  

SAP Middle East and North Africa L.L.C., ドバイ, アラブ首長国連邦 100 13

SAP Middle East FZ-LLC, ドバイ, アラブ首長国連邦 100 13

SAP New Zealand Limited, オークランド, ニュージーランド 100  

SAP Norge AS, オスロ, ノルウェー 100  

SAP North West Africa Ltd, カサブランカ, モロッコ 100 13

SAP Perú S.A.C., リマ, ペルー 100 13

SAP Polska Sp. z o.o., ワルシャワ, ポーランド 100  

SAP Portals Israel Ltd., ラアナナ, イスラエル 100  

SAP Portugal ‒ Sistemas, Aplicações e Produtos Informáticos,

Sociedade Unipessoal, Lda., ポルト・サルヴォ, ポルトガル 100  

SAP Projektverwaltungs- und Beteiligungs GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 100  

SAP Public Services, Inc., ワシントンDC, アメリカ 100  

SAP Puerto Rico GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 100 10,11,13

SAP Retail Solutions Beteiligungsgesellschaft GmbH, ヴァルドルフ, ド

イツ 100  

SAP Saudi Software Services Ltd, リヤド, サウジアラビア 100  

SAP Saudi Software Trading Ltd, リヤド, サウジアラビア 75 13

SAP Sechste Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, ヴァルドル

フ, ドイツ 100 10,11

SAP Siebte Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, ヴァルドルフ,

ドイツ 100 10,11

SAP sistemi, aplikacije in produkti za obdelavo podatkov d.o.o., リュ

ブリャナ, スロベニア 100  

SAP Slovensko s.r.o., ブラチスラヴァ, スロバキア 100  

SAP Software and Services WLL, ドーハ, カタール 49 6

SAP Svenska Aktiebolag, ストックホルム, スウェーデン 100  

SAP System Application and Products Asia Myanmar Limited, ヤンゴン,

ミャンマー 100  
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会社名称及び所在地 所有割合 注記

　 ％

SAP Systems, Applications and Products in Data Processing (Thailand)

Ltd., バンコク, タイ 100

SAP Taiwan Co., Ltd., 台北, 台湾 100

SAP Technologies Inc., パロアルト, カリフォルニア, アメリカ 100

SAP Training and Development Institute FZCO, ドバイ, アラブ首長国連邦 100

SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş., イスタンブール, トルコ 100

SAP Ventures Investment GmbH,　ヴァルドルフ, ドイツ 100 10,11

SAP Vierte Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH,　ヴァルドル

フ, ドイツ 100

SAP Vietnam Company Limited, ホーチミン, ベトナム 100

SAP West Balkans d.o.o., ベオグラード, セルビア 100

SAP Zweite Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, ヴァルドルフ,

ドイツ 100 10,11

SAP.io Fund, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Fund Investments II Holdings, LLC, オースティン, テキサス,

アメリカ 100 7

Sapphire Fund Investments II, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Fund Investments III Holdings, LLC, オースティン, テキサス,

アメリカ 100 7

Sapphire Fund Investments III, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire SAP HANA Fund of Funds, L.P., オースティン, テキサス, アメリ

カ 0 7

Sapphire Ventures Fund I, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Ventures Fund II, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Ventures Fund III, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Ventures Fund IV, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Ventures Fund V, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Sapphire Ventures Fund VI Holdings, LLC, オースティン, テキサス, アメ

リカ 100 5,7

Sapphire Ventures Fund VI, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7
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会社名称及び所在地 所有割合 注記

　 ％

Sapphire Ventures Fund VII-A, L.P., オースティン, テキサス, アメリカ 0 7

Shanghai SAP Cloud Technology Company, Ltd., 上海, 中国 100  

SmartRecruiters Australia Pty Ltd,　シドニー,　オーストラリア 100 5

SmartRecruiters GmbH, ヴァルドルフ,　ドイツ 100 5

SmartRecruiters Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア,　アメリカ 100 5

SmartRecruiters Ltd., ロンドン, イギリス 100 5,13

SmartRecruiters Sarl., ラ・ガレンヌ・コロンブ, フランス 100 5

SuccessFactors (Philippines), Inc., パシッグ, フィリピン 100 13

SuccessFactors, Inc., ニュータウン・スクエア, ペンシルバニア, アメリ

カ 100  

Sybase Angola, LDA, ルアンダ, アンゴラ共和国 100  

Sybase, Inc., サンラモン, カリフォルニア, アメリカ 100  

Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited, ヨ

ハネスブルク, 南アフリカ 100  

Systems Applications Products (Africa) Proprietary Limited, ヨハネス

ブルク, 南アフリカ 100  

Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited, ヨ

ハネスブルク, 南アフリカ 81 13

Systems Applications Products Nigeria Limited, ヴィクトリア島, ナイ

ジェリア 100 13

Taulia (Shanghai) Smart Technology Co. Ltd., 上海, 中国 100  

Taulia Arabia LLC, リヤド, サウジアラビア 100  

Taulia Australia Pty. Ltd., シドニー, オーストラリア 100  

Taulia Bulgaria EOOD, ソフィア, ブルガリア 100  

Taulia GmbH, デュッセルドルフ, ドイツ 100 12

Taulia LLC, サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ 97  

Taulia Singapore Pte. Ltd., シンガポール, シンガポール 100  

Taulia Trade Technology GmbH, デュッセルドルフ, ドイツ 100  

Taulia UK Ltd., ロンドン, イギリス 100 13

Tereina Employee Holdings LLC, パロアルト, カリフォルニア, アメリカ 0 5,7

Tereina LLC, パロアルト, カリフォルニア, アメリカ 72 5

TRX Technologies India Private Limited, バンガロール, インド 100  

TRX, Inc., ベルビュー, ワシントン, アメリカ 100  

Volume Integration, Inc., シャンティリー, バージニア, アメリカ 100  
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会社名称及び所在地 所有割合 注記

　 ％

WalkMe Australia Pty. Ltd., シドニー, オーストラリア 100  

WalkMe Canada Ltd., トロント, カナダ 100  

WalkMe Germany GmbH, フランクフルト・アム・マイン, ドイツ 100 12

WalkMe K.K., 東京, 日本 100  

WalkMe Ltd., テルアビブ, イスラエル 100  

WalkMe Singapore Pte. Ltd., シンガポール, シンガポール 100  

WalkMe UK Limited, ロンドン, 英国 100  

WalkMe, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, 米国 100  

 

 

 

(1）子会社の分類にあたり、その会社の収益、税引後損益、純資産合計並びに従業員数を考慮している。

(2）これらの数値は連結修正仕訳を計上する前の現地のIFRS財務諸表を基に算出されている為、連結財務諸表に含まれている

会社の貢献利益を反映していない。グループ通貨への換算にあたっては、資本については期末換算レートを使用してお

り、収益及び純収入/損失については期中平均レートを使用している。

(3）2025年12月31日現在のFTEの取締役の経営陣を含んでいる。

(4）税引後損益と、HGB, 285項及び313項に従って合計された資本の数値が、SAP SEの利益率、流動性、資本源泉及び財務状態

において、HGB, 313(2)項3行目の4及び286(3)1行目の１により、重要性が低いと判断される場合は、開示されない。

(5）2025年に初めて統合された。

(6）他の株主とSAP　SEが全体を支配することで合意している。

(7）これらの企業はSAP SEに含まれている。また、これらの企業の経営成績は、SAPのIFRS第10号（連結財務諸表）に含まれて

いる。

(8）IFRS第10号に従い、サプライチェーンファイナンスの結果生じた債権及び債務はこれらの企業に含まれていない。

(9）事業体の個人的責任を負うパートナーは、SAP SEである。

(10）損(益)移転契約がある事業会社。

(11）HGB, 264(3)項又は264b項に従って、子会社は法令で定められた財務書類を作成するにあたり、注記の記載・管理体制のレ

ビュー・独立監査人の監査の受諾及び一般への情報公開等一定の法的要件の適用が免除されている。

(12）HGB第316条(1)に従い、子会社は、2025年12月31日に終了した会計年度に関して財務諸表監査を受けることを免除されて

いる。

(13）発行済サポートレターを保有している企業である。
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その他の持分投資

会社の名称及び所在地 所有割合

　 ％

ジョイント・アレンジメント及び関連会社に対する投資  

China DataCom Corporation Limited, 広州, 中国 28

Procurement Negócios Eletrônicos S/A, リオデジャネイロ, ブラジル 17

SAP Fioneer GmbH, ヴァルドルフ, ドイツ 20

 

会社の名称及び所在地

持分投資 (5％以上の持分について)

359 Capital Parallel Fund I, L.P. (旧名 Sapphire Sport Parallel Fund II, L.P.), ニューヨーク, ニューヨー

ク, アメリカ

359 Capital Parallel Fund Zero, L.P. (旧名 Sapphire Sport Parallel Fund, L.P.), ニューヨーク, ニューヨー

ク, アメリカ

359 Capital Zero, L.P. (旧名 Sapphire Sport I, L.P.),　ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

47th Street Partners I, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

Adverity GmbH, ウィーン, オーストリア

Alation, Inc., レッドウッドシティ, カリフォルニア, アメリカ

Alchemist Accelerator Fund I, LLC,サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Aleph-Bｒiｎgg SPV, L.P., グランドケイマン, ケイマン諸島

All Tax Platform ‒ SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS S.A., サンパウロ, ブラジル

Amplify Bio I, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

Amplify Partners II, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

Amplify Partners III, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

Amplify Partners IV, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

Amplify Partners, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

Anrok, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Asylum Ventures 2024, LP (旧名 Filament 2024, LP), ニューヨーク,　ニューヨーク, アメリカ

BGS Holdings, Inc., オースティン, テキサス, アメリカ

BioCatch Ltd., テルアビブ, イスラエル

Bitonic Technology Labs, Inc. (dba Yellow.ai), バンガロール, インド

Blue J Legal Inc.,　トロント, カナダ

Boldstart Ventures V, L.P., マイアミ, フロリダ, アメリカ

Boldstart Ventures VI, L.P., マイアミ, フロリダ, アメリカ

Brightfield Holdings. Inc., ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

Bryj Technologies, Inc. (旧名 Follow Analytics, Inc.), サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

BY Crypto 1 GmbH & Co. KG (旧名 BY Capital 1 Alternative GmbH & Co. KG), ベルリン, ドイツ
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会社の名称及び所在地

持分投資 (5％以上の持分について)

byFounders VC SPV III K/S, コペンハーゲン, デンマーク

Castle Newco, LLC (旧名 Clari Inc.), アトランタ, ジョージア, アメリカ

CDQ AG, ザンクト・ガレン, スイス

Chalfen Ventures Fund I L.P., セント ヘリア, ジャージー, チャンネル諸島

Chalfen Ventures Fund II L.P., セント ヘリア, ジャージー, チャンネル諸島

Chalfen Ventures Fund III L.P., セント ヘリア, ジャージー, チャンネル諸島

Charlton House Professional Services Limited, ノリッジ, イギリス

CircleCI, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Cofinity-X GmbH, ケルン, ドイツ

Collectly, Inc., パサデナ, カリフォルニア, アメリカ

ComponentLab, Inc., シアトル, ワシントン, アメリカ

Constructor Topco Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Contentful GmbH, ベルリン, ドイツ

Costanoa Venture capital II, L.P., パロアルト, カリフォルニア, アメリカ

Costanoa Venture capital QZ, LLC, パロアルト, カリフォルニア, アメリカ

Creandum SPV TR (D) AB, ストックホルム, スウェーデン

Creatio Inc., ボストン, マサチューセッツ, アメリカ

Culture Amp, Pty Ltd., メルボルン, オーストラリア

Cypress.io, Inc., アトランタ, ジョージア, アメリカ

Data Collective II, L.P., パロアルト, カリフォルニア, アメリカ

Data Collective III, L.P., パロアルト, カリフォルニア, アメリカ

Data Collective IV, L.P., パロアルト, カリフォルニア, アメリカ

Data.R.X. Ltd. (dba Datricks Ltd.), テルアビブ, イスラエル

Defense Unicorns, Inc., コロラド・スプリングス, コロラド, アメリカ

Digital Hub Rhein-Neckar GmbH,　ルートヴィヒスハーフェン, ドイツ

DocEquity, Inc. (dba Supio), シアトル, ワシントン, アメリカ

Dremio Corporation, サンタクララ, カリフォルニア, アメリカ

Elise A.I. Technologies Corp., ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

Essence VC III, L.P., シアトル, ワシントン, アメリカ

FeedZai S.A., コインブラ, ポルトガル

Felix Capital Fund III, L.P., ロンドン, イギリス

Felix Ventures II, L.P., ロンドン, イギリス

Finco Services, Inc. (dba Current), ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

FｌoQast, Inc., ロサンゼルス, カリフォルニア, アメリカ

Fund II, a Series of Cocoa VC, LP, シアトル, ワシントン, アメリカ

GitGuardian SAS, パリ, フランス
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Gorgias Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Greenlite Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Haystack Ventures V, L.P., ミルバレー, カリフォルニア, アメリカ

Haystack Ventures VI, L.P., ミルバレー, カリフォルニア, アメリカ

Haystack Ventures VII, L.P., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Haystack Ventures VIII, L.P., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Huntress Labs Incorporated, エリコットシティ, メリーランド, アメリカ

IDG Ventures USA III, L.P.,サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

IEX Group, Inc., ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

InfluxData, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Initialized CBH SPV LLC, サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

innoWerft Walldorf GmbH,　ヴァルドルフ,　ドイツ

Involve.ai, Inc., サンタモニカ, カリフォルニア, アメリカ

JetLenses Inc. (dba Verse Medical), ニューヨーク ニューヨーク, アメリカ

JupiterOne, Inc., モリスビル, ノースカロライナ, アメリカ

Kaltura, Inc., ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

LeanData, Inc., サニーベール, カリフォルニア, アメリカ

LGVP F I LLC, ドーバー, デラウェア, アメリカ

LocalGlobe Opportunity, L.P., セント・ピーター・ポート, ガーンジー, チャンネル諸島

LocalGlobe VII, L.P., セント・ピーター・ポート, ガーンジー, チャンネル諸島

LocalGlobe VIII, L.P., セント・ピーター・ポート, ガーンジー, チャンネル諸島

LocalGlobe X, L.P., セント・ピーター・ポート, ガーンジー, チャンネル諸島

LocalGlobe XI, L.P., セント・ピーター・ポート, ガーンジー, チャンネル諸島

Maple Capital II, Limited Partnership, ラマトガン, イスラエル

Matillion Ltd., オルトリンアム, イギリス

Medable Inc., パロアルト, カリフォルニア, アメリカ

Mosaic Ventures Investors Fund I, L.P., ロンドン, イギリス

Moxxie Ventures III, L.P., マウンテンビュー, カリフォルニア, アメリカ

Notation Capital II CIRC, LLC, ブルックリン, ニューヨーク, アメリカ

Notation Capital II Circle 2024, LLC, ブルックリン, ニューヨーク, アメリカ

Notation Capital II, L.P., ブルックリン, ニューヨーク, アメリカ

Notation Capital III, L.P., ブルックリン, ニューヨーク, アメリカ

Notation Capital, L.P., ブルックリン, ニューヨーク, アメリカ

OpenX Software Limited, パサデナ, カリフォルニア, アメリカ

Paper Education Company, Inc., モントリオール, カナダ

Pendo.io, Inc., ローリー, ノースカロライナ, アメリカ
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PivotNorth Early Fund I, L.P., アザートン, カリフォルニア, アメリカ

Point Nine Annex GmbH & Co. KG, ベルリン, ドイツ

Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, ベルリン, ドイツ

Point Nine Capital Fund III GmbH & Co. KG, ベルリン, ドイツ

Point Nine Capital Fund IV GmbH & Co. KG, ベルリン, ドイツ

Point Nine Capital Fund V GmbH & Co. KG, ベルリン, ドイツ

Project44, Inc., シカゴ, イリノイ, アメリカ

PubNub, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

QP-Essence VC IV, LP, シアトル, ワシントン, アメリカ

Qualified.com, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Reltio, Inc., レッドウッドショア, カリフォルニア, アメリカ

Restream, Inc., オースティン, テキサス, アメリカ

Rewst Inc., ウェストチェイス, フロリダ, アメリカ

Ridge Ventures IV, L.P.,サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Ridge Ventures V, L.P.,サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

SafeGraph, Inc., デンバー, コロラド, アメリカ

Side, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Signify Holdings, Inc. (dba Rain), ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

Simpplr Inc., レッドウッドシティ, カリフォルニア, アメリカ

Smart City Planning, Inc., 東京, 日本

Splashtop, Inc., サンノゼ, カリフォルニア, アメリカ

Spring Mobile Solutions, Inc., レストン, ヴァージニア, アメリカ

StackHawk, Inc., デンバー, コロラド, アメリカ

Storm Ventures V, L.P., メンローパーク, カリフォルニア, アメリカ

SV Angel IV, L.P., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Tetrate.io, Inc., ミルピタス, カリフォルニア, アメリカ

Third Kind Venture Capital II, L.P., ニューヨーク,ニューヨーク,アメリカ

Third Kind Venture Capital III, L.P., ニューヨーク,ニューヨーク,アメリカ

Tractian Ltd., アトランタ, ジョージア, アメリカ

Tribe Capital LLC Series 3, レッドウッドシティ カリフォルニア, アメリカ

Tribe Capital LLC Series 8, レッドウッドシティ, カリフォルニア, アメリカ

UJET, Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Unmind Ltd., ロンドン, イギリス

Upfront V, L.P., サンタモニカ, カリフォルニア, アメリカ

Uptycs, Inc., ウォルサム, マサチューセッツ, アメリカ
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Upvest GmbH, ベルリン, ドイツ

VerbIT, Inc., ニューヨーク, ニューヨーク, アメリカ

Vistex, Inc., ホフマンエステイツ, イリノイ, アメリカ

Walkabout Ventures Fund II L.P., ロサンゼルス, カリフォルニア, アメリカ

Wetravel Inc., サンフランシスコ, カリフォルニア, アメリカ

Yapily Ltd., ロンドン, イギリス

Zesty Tech Ltd., ラマト ガン, イスラエル
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(G.10) ドイツ・コーポレートガバナンス・コード

ドイツ連邦政府は、2002年2月にドイツ・コーポレートガバナンス・コード（以下、「コード」という。）を公布し、随時、

このコードを修正する委員会を導入した。コードには、法的要求事項及び多くの勧告及び提言が含まれている。法的要求事項

のみが、ドイツ企業に遵守義務を負わせている。勧告においては、ドイツ株式会社法第161条にて、公開企業は毎年、実施の程

度を公表することを要求している。企業は、いかなる公的声明も出さずに提言から逸脱することができる。

2025年及び2024年に、当社の取締役会及び監査役会は、そのコードに関して要求されている遵守宣言を公表した。2025年の

宣言は、2025年10月に発行された。これらの声明は、当社のWebサイト(www.sap.com/investors/en/governance-and-

sustainability)にて閲覧可能である。

 

　　次へ

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

259/399



EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

260/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

261/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

262/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

263/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

264/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

265/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

266/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

267/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

268/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

269/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

270/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

271/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

272/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

273/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

274/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

275/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

276/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

277/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

278/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

279/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

280/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

281/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

282/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

283/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

284/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

285/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

286/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

287/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

288/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

289/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

290/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

291/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

292/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

293/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

294/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

295/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

296/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

297/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

298/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

299/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

300/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

301/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

302/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

303/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

304/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

305/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

306/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

307/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

308/399



 

　　次へ

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

309/399



EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

310/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

311/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

312/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

313/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

314/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

315/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

316/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

317/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

318/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

319/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

320/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

321/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

322/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

323/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

324/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

325/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

326/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

327/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

328/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

329/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

330/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

331/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

332/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

333/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

334/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

335/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

336/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

337/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

338/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

339/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

340/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

341/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

342/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

343/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

344/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

345/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

346/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

347/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

348/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

349/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

350/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

351/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

352/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

353/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

354/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

355/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

356/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

357/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

358/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

359/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

360/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

361/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

362/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

363/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

364/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

365/399



 

EDINET提出書類

エスエイピー・エスイー(E24727)

有価証券報告書

366/399



２【主な資産・負債及び収支の内容】

 

前掲の連結財務書類を参照のこと。

 

３【その他】

 

後発事象については、前掲の連結財務諸表に対する注記(G.8)を参照のこと。

重要な訴訟事件については、前掲の連結財務諸表に対する注記(G.3)を参照のこと。

 

当社は、当社の監査役会の会合後に、最高人事責任者であるジーナ・ヴァルギュー＝ブロイヤーの契約を2030年1月31日まで

3年間延長した。
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４【日本とドイツ(国際財務報告基準)における会計原則及び会計慣行の相違】

 

SAPでは、国際財務報告基準に準拠して連結財務書類を作成しており、日本において一般に公正妥当と認められた会計原則に

準拠して作成された財務書類とはいくつかの相違点がある。本考察はSAPにより適用される会計原則と日本の会計原則の間の全

ての相違を含むものではないが、相違のうち主要なものを以下に要約する。

 

(1)財務書類

国際財務報告基準に従って作成されるSAPの財務書類は、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結

資本変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務書類に対する注記から構成されている。国際財務報告基準で

は、連結財務書類が主要財務書類とみなされる。

　日本では、連結貸借対照表、連結損益計算及び連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結附属明細表及び連結財務書類に対する注記の作成が求められており、IFRSと重要な相違は無い。

注記に関しては、国際財務報告基準においては、詳細な説明、特に連結貸借対照表及び連結損益計算書の詳細な説明を含ん

でおり、日本における連結貸借対照表注記、連結損益計算書注記及び連結附属明細表で開示が要求されている情報と、少なく

とも同等の内容を含んでいる。

 

(2)会計方針の変更

国際財務報告基準に準拠したSAPの財務書類では、IAS第8号「会計方針、会計上の見積の変更及び誤謬」に従って、会計方針

の変更があった場合には、過年度の財務書類が遡及的に修正再表示される。なお、その場合、開示される最も古い比較年度の

期首財政状態計算書の作成が要求されている。

　日本では、企業会計基準24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づき、会計上の変更及び過去の誤謬の

訂正から遡及修正が必要となっている。その場合においても、開示される最も古い比較年度の期首財政状態計算書の作成は要

求されていない。

 

(3)企業結合

　国際財務報告基準に準拠したSAPの財務書類では、IFRS第3号「企業結合」に従い、全ての企業結合はパーチェス法を適用し

て会計処理される。企業結合で取得したのれんは償却されない。代わりに取得者は、IAS第36号「資産の減損」に従って、毎

年、又は減損の可能性を示す事象若しくはその状況の変化があった場合には、減損テストを実施する。

　日本では、企業会計基準21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企

業結合は、取得とされ、パーチェス法が適用される。企業結合で取得したのれんは20年以内のその効果が及ぶ期間にわたっ

て、定額法その他合理的な方法により償却する。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業

年度の費用として処理することができる。
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(4)資産の減損

　国際財務報告基準に準拠した財務書類では、無形資産及び有形固定資産の減損損失は、帳簿価額と回収可能価額を比較する

ことによって認識される。個別にテストできない資産については、他の資産又は他の資産グループから独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小のグループ（資金生成単位）に基づき、回収可能価額を算定する。回収可能価額は、使用価値又は売却

費用控除後の公正価値としている。使用価値の見積にあたっては、割引キャッシュ・フロー法が用いられる。資産又は資金生

成単位の帳簿残高が回収可能価額を上回る場合は減損損失を認識する。減損損失を計上した当初の事由が消滅した場合、減損

損失の戻し入れが行われる。のれんにかかる減損損失は、戻し入れを行うことはできない。

　日本では、長期性資産の割引前キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額（正味売却価

額と使用価値のいずれか高い金額）の差額が減損損失として認識される。減損損失の戻し入れは禁止されている。

 

(5)株式報酬

国際財務報告基準に準拠したSAPの財務書類では、IFRS第2号「株式報酬」に基づき、持分決済型の株式報酬について及び現

金決済型の株式報酬について処理を行っている。持分決済型株式報酬において、権利不行使による失効が生じた場合には、新

株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分はそのまま資本項目とする。

　日本では、現金決済型の株式報酬についての定めはない。持分決済型の株式報酬については、企業会計基準第8号「ストック

オプション等に関する会計基準」に基づき、2006年5月1日以降に付与されたストックオプションについては定めがあるが、

2006年5月1日より前に付与されたストックオプションについては特に規定がなかった。また、権利不行使による失効が生じた

場合には、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。

 

(6)退職後給付

国際財務報告基準に準拠したSAPの財務書類では、IAS第19号「従業員給付」に基づき、給付算定方式を用いた保険数理計算

に基づき退職年金及びその他の退職後の給付債務を測定している。各制度に対する年金数理計算の結果として個別の制度の積

み立て超過または積み立て不足の状態に対し資産または負債を認識している。予測と実際の差異及び前提条件の変更からもた

らされる確定給付債務あるいは制度資産の金額の変動は保険数理計算上の差異となり、その他の包括利益に計上され、純損益

への振替は認められない。

日本では、2013年4月1日以後開始する事業年度末に係る連結財務諸表より、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務債

務は、発生時に連結貸借対照表において即時認識されることとなった。また、当該差異は、その他の包括利益累計額に計上さ

れ、平均残存勤務期間内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理することとなり、当期に費用化された部分については、そ

の他の包括利益の調整（組替調整）を行うことになっている。
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(7)開発費用

国際財務報告基準で作成される財務書類では、IAS第38号「無形資産」における一定の要件を満たした場合には、開発費用の

資産計上が要求される。

日本では、開発段階で発生した費用は発生時に費用計上される。

 

(8)ヘッジ会計

　国際財務報告基準で作成される財務書類では、IFRS第9号「金融商品」に従って、キャッシュ・フロー・ヘッジに関する会計

処理が定められている。SAP社では、IFRS第9号に従い、ヘッジ会計の指定を行ったヘッジ手段については公正価値で評価し、

有効なヘッジ部分に関する損益をその他の包括利益に計上する。その後ヘッジ対象取引が損益に影響した際に連結損益計算書

へ組み替える。ヘッジ関係が有効でなかった部分については、即時に連結損益計算書に計上される。

　日本では、原則として、ヘッジ手段の公正価値の変動額は、純資産の部の「評価・換算差額等」として対応するヘッジ対象

に係る損益が実現されるまで繰り延べる(繰延ヘッジ)。ただし、想定元本、利息の受払条件及び契約期間がヘッジ対象となる

資産又は負債とほぼ同一である金利スワップについては、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産

又は負債に係る利息に加減して処理すること（金利スワップの特例処理）が認められている。

 

(9)借入費用の資産化

　国際財務報告基準では、IASBが2007年3月にIAS第23号(改訂)「借入費用」を公表しており、2009年1月1日以降に開始する報

告期間に適用しなければならない。国際財務報告基準の下では、適格資産の取得、建設又は製造を直接の発生原因とする借入

費用は、資産の取得価額の一部として資産化しなければならない。適格資産とは、意図した使用又は販売が可能となるまでに

相当の期間を要する資産をいう。

　日本では、借入費用を費用処理しなければならない。但し、自家建設の固定資産及び不動産開発事業支出金について支払利

子の資産化が容認されている。

 

(10)特別損益の表示

国際財務報告基準では、損益計算書や包括利益計算書等において、いかなる収益又は費用のいかなる項目も、異常項目とし

て個別の勘定表示をすることは禁止されている。

日本では、特別損益に属するものはその内容を示す名称を付した科目をもって表示することと定められており、臨時かつ巨

額の項目は特別損益に計上される。従って、固定資産売却損益、投資有価証券売却損益及び災害損失等は特別項目とされる。

 

(11)外貨関連事項

国際財務報告基準では、企業及びその在外事業体がそれぞれ機能通貨を決定し、機能通貨以外の通貨で表示されているか又

はそれによる決済を必要とする取引を外貨建取引として取り扱う。また、在外子会社か在外支店かに関わらず、在外事業体は

それぞれの機能通貨で記帳後、以下の手続により連結上の表示通貨へと換算する。

　・資産と負債は、各報告期間の末日レートで換算する。

　・収益と費用は、各取引日の為替レートで換算する。ただし、取引日レートに近似する場合には、期中平均レートが使用さ

れることも多い。

　・換算差額については、資本の個別項目として認識される。

日本では、機能通貨に関する定めはなく、円以外の外国通貨で表示されている取引が外貨建取引となる。在外子会社の資産

と負債は決算日レートで、資本項目は取得日レートで、収益及び費用は原則として期中平均相場により換算する。在外支店に

おいては、外貨建取引は原則として本店と同様に処理（発生時の為替相場により換算）する。ただし、期中平均相場により換

算することもできる。在外子会社の換算差額は為替換算調整勘定に、在外支店の換算差額は当期の為替差損益に計上する。
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(12)収益認識

国際財務報告基準では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従って、収益は、約束された財又はサービスの支配

が顧客に移転した時点で、これらの財又はサービスと交換に当社が受け取ると見込まれる対価を反映した金額により認識され

る。当社の顧客との契約には、複数の財又はサービスを顧客に移転する約束が含まれている。財又はサービスを、別々に会計

処理する別個の履行義務として扱うか、又は一括して会計処理するかを決定するには、重要な判断が要求される場合がある。

また、別個の履行義務ごとの独立販売価格を決定するには判断が要求される場合がある。

　日本では、2018年3月30日に、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準（2020年3月30日改正）」及び企業会計基準

適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針（2020年3月30日改正）」が企業会計基準委員会より公表されており、

2021年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。当該基準はIFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点と

し、これまで日本で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱い

を追加するものである。

 

(13)リース

国際財務報告基準では、IFRS第16号「リース」にて、借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産である使

用権資産、および対応するリース負債を認識することを借手に要求している。

日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が、リース取引を、「特定の物件の所有者たる貸手が、当

該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う取

引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引（オペレーティング・リース取引）

に区分し、オペレーティングリース取引については、通常賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
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第７【外国為替相場の推移】

 

日本円とユーロの為替相場は、国内の2紙以上の日刊新聞紙に直近5年間の事業年度について掲載されているた

め、その記載を省略する。
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第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

1．日本における株式事務等の概要

(1) 日本における株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人

　日本においては、当社の株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人は存在しない。

 

(2) 株主の権利

　該当なし。

 

(3) 株式の譲渡制限

　一般的には該当なし。

 

(4) その他株式の取扱いに関する事項

イ．決算日

　12月31日

ロ．年次株主総会

　年次株主総会は、毎年、SAP SEの取締役会および監査役会により決定された日時において開催される。

ハ．登録

　当社に関しては、適用法および当社の定款に従って該当する株主総会の招集通知に定められた該当日ま

でに、株式保有の証明を当社に示した者のみが、株主総会に出席するか、または当該総会における議決権

を行使するに当たって、株主とみなされる。株式保有の証明は、ドイツ語または英語による文書形式で預

金機関が発行する確認書を提出することにより行わなければならない。ドイツの強行法規に基づき、預金

機関が発行する確認書には、該当する株主総会の日の22日前の日が始まった時点（以下「基準日」とい

う。）の情報を記載しなければならない。

ニ．配当支払の基準日との無関係性

　日本における株主を含む、当社から配当を受ける権利を有している株主は、利益の分配を決議する年次

株主総会の開催時点で当社株式を保有する者である。これは、基準日より後に株式を取得した株主にも配

当を受ける権利があることを意味する。ただし、当社株式は、利益の分配を決議する年次株主総会の当日

またはその前後に、「配当落ちの権利」として、株式市場において取引することができる。

個人株主は、カストディアン／名義人の関係において株式を所有する者と同様、配当を受ける資格を有

しているという点に留意されたい。

当社の当期の配当政策については、「第5　2　配当政策」を参照のこと。

ホ．株券に関する手数料

　該当なし。

 

2．日本における株主の権利行使に関する手続

(1) 株主の議決権行使に関する手続

　日本における当社の株主は、カストディアンに指示を与えることにより、議決権を行使することができる。

代理人による議決権行使の勧誘が行われる場合、カストディアンは、当社より十分な量の委任勧誘状を受け取り

次第、該当する基準日現在における実質株主名簿に基づき、かかる委任勧誘状を実質株主に配布するものとする。
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(2) 配当請求等に関する手続

　カストディアンは、当社より配当率、配当の支払期日およびその他の関連情報の通知を受け取り次第、すべての

受取配当額を、配当支払日に当社株式を保有する株主の口座に振り込むものとする。配当の分配に係る上記手続上

生じたあらゆる費用は、当社が負担し、実質株主には一切これを請求しない。

　「第5　2　配当政策」を参照のこと。

 

(3) 株式の譲渡に関する手続

　当社株式に何ら制限が付されていない限り、当社株式の譲渡は、証券会社の口座簿上に記録されることで有効と

なるものとする。

　日本における株主は、その保護預り口座の振替により、当社株式に係る権限を譲渡することができる。

　この場合、取引は、カストディアンに対して開設された口座間の帳簿振替により清算される。

 

(4) 日本における配当金等に関する課税上の取扱い

イ．配当

　実質株主に対する当社からの配当は、日本の税法上、配当所得として取り扱われる。

　日本の居住者たる個人または日本の法人が支払を受ける配当金につき、当該配当の支払の際に徴収され

た連邦政府、州またはその他地方公共団体の源泉課税の額を当該配当の支払額から控除した残額に対し

て、日本の税法上、源泉徴収が行われる。源泉徴収税率は、当該配当を受ける期間に応じ、以下の表に記

載された税率となる。

配当課税の源泉徴収税率

配当を受けるべき期間 日本の法人 日本の居住者たる個人

2014年1月1日～2047年12月31日 所得税15.315％ 所得税15.315％、住民税5％

2048年1月1日～ 所得税15.15％ 所得税15.15％、住民税5％

　日本の居住者たる個人の当社株主は、当社から支払われる配当については、日本において源泉徴収がな

された場合には確定申告をする必要はない。他方、日本において源泉徴収がなされなかった場合、日本の

居住者たる個人の当社株主は、収入および納税金額を報告するため、確定申告する義務を免れない。

　2009年1月1日以降に当社から支払われる配当については、日本の居住者たる個人の当社株主は、申告分

離課税を選択することが可能である。

　日本の居住者たる個人の当社株主が申告分離課税を選択した場合に適用される確定申告の税率は、2014

年1月1日から2047年12月31日までに当社から当該個人株主に支払われる配当については20.315％（所得税

15.315％、住民税5％）であり、2048年1月1日以降に当社から当該個人株主に支払われる配当については

20.15％（所得税15.15％、住民税5％）である。

申告分離課税における配当所得の計算においては、2016年1月1日以降は上場株式および特定の社債の売

買損等を控除することができる。

　外国において課税された税額は、日本の税法に従い、二重課税を軽減するため、外国税額控除の対象と

なることがある（ただし、源泉分離課税を選択した実質株主を除く。）。

ロ．売買損益

①　当社株式を保有する個人株主については、原則として、株式売買により生じる売買差益は、所得税課

税の対象となる。

納税者は、課税年度中に実現したすべての有価証券譲渡益（純額）の20.15％相当（2014年1月1日から

2047年12月31日までは20.315％）の税額を支払う。ただし、以下の条件を満たす者による当社株式の譲
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渡に係る税率は、かかる譲渡が2014年1月1日から2047年12月31日までに行われた場合は20.315％、2048

年1月1日以降に行われた場合は20.15％とする。

(a）日本の居住者または非居住者のうち日本において恒久的施設を有する者であり、

かつ

(b）当該譲渡が証券会社もしくは銀行を通じて行われるか、証券会社に対して行われるか、または適用

される税法規制に定められたものである場合。

納税者は、税法規制に従い「特定口座制度」を使用した場合、確定申告を行わないことを選択し、源

泉課税を受けることを選択できる。

②　当社株式の法人株主については、すべての当該株式の売買損益は、課税所得の計算上、会社の経常損

益として算入される。

③　日本における当社株式の売買損益に係る上記の税務上の取扱いは、内国法人の株式の売買損益の取扱

いと同じである。

ハ．相続税

　相続税は、故人の死亡に伴い相続または遺贈により財産を取得した個人に課せられる。ある人の死亡に

基づき財産を取得した時に日本に居住している相続人は、その国籍にかかわらず、無制限の相続税納付義

務を負う。無制限納税義務者は、その財産が日本の国内外にあるかを問わず、取得した全財産にかかる相

続税を負担する。

したがって、日本の居住者である実質株主が、ドイツにおいて発行された株式を相続または遺言により

取得した場合、日本の相続税法により、当該株主には相続税が課せられる。

　ただし、一定の状況下では、外国税額控除を受けられる場合がある。

 

(5) その他の事項

　該当なし。
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第９【提出会社の参考情報】

 

１【提出会社の親会社等の情報】

当社が発行した有価証券または発行する予定である有価証券は、金融商品取引法第24条第1項第1号および第2

号に該当しないため、該当事項はない。

 

２【その他の参考情報】

当社は、2025年1月1日から本有価証券報告書提出日までの間において、下記の書類を関東財務局長に提出し

た。

 

  文書名  提出日

(1)  有価証券報告書およびその添付書類  令和7年6月27日

(2)  半期報告書およびその添付書類  令和7年9月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

第１【保証会社情報】
該当なし。

 

第２【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。

 

第３【指標等の情報】
該当なし。
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（訳文）

独立監査人の報告書

 

SAP SE (ヴァルドルフ) 御中

 

連結財務諸表及び結合経営報告書に対する監査報告書

監査意見

我々は、SAP SE(ヴァルドルフ)及びその子会社（以下、グループ）により作成された、2025年12月31日現在の連結財政状態

計算書並びに、2025年1月1日から12月31日までの連結会計期間における連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本

等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び重要な会計方針の要約を含む連結財務諸表に関連する注記で構成される連

結財務諸表について監査を行った。

また、我々は2025年1月1日から12月31日までの会計年度にかかるSAP SEの結合経営報告書（グループ及び企業の状況に関す

る報告書）を監査している。ドイツの法的要求事項に従い、我々は「その他の情報」セクションに記載されている結合経営報

告書の内容部分については監査していない。

 

我々の意見は、監査により得た知見に基づき、

－　附属の連結財務諸表は全ての重要な点において、国際会計基準審議会(IASB)により発行され、EUにより採用された国際財

務報告基準及びHGB(Handelsgesetzbuch、ドイツ商法)第315e条第１項に従って適用されるドイツの商法による追加的要求

事項に準拠している。また、連結財務諸表は2025年12月31日時点のグループの資産、負債及び財政状態並びに2025年1月1

日から12月31日までの会計年度の経営成績について真実かつ公平な概観を与えている。

－　さらに、附属の結合経営報告書は、全体として、グループの状況を適正に表示している。全ての重要な点において、結合

経営報告書は、連結財務諸表と整合しており、ドイツの法的要求事項に準拠し、将来の発展の機会とリスクを適切に表示

している。結合経営報告書に対する我々の意見は、「その他の情報」セクションに記載されている結合経営報告書の内容

部分を包含していない。

ドイツ商法第322条第3項第1号（ドイツ商法）に従って、我々の監査意見は、連結財務諸表及び結合経営報告書の適切性につ

いて、いかなる制約も付していない。

 

監査意見の基礎

我々は、ドイツ商法第317条及びEU法定監査規則 ((EU) No.537/2014。以下、「EU法定監査規則」)並びにドイツ公認会計士

協会(IDW)が公表したドイツにおける一般に公正妥当と認められた連結財務諸表監査基準に準拠し、さらに国際監査基準(ISA)

にも準拠して、連結財務諸表及び結合経営報告書の監査を行った。これらの基準に基づいた我々の責任についての詳細は、

「連結財務諸表及び結合経営報告書に対する監査人の責任」のセクションに記載されている。我々は、ヨーロッパ法、ドイツ

の商法及び職業法に準拠して独立性を保持しており、我々はその他ドイツにおいて適用される倫理規則を遵守している。

また、我々はEU法定監査規則第10条第2項fに従い、EU法定監査規則第5条第1項において禁止されている非監査業務を提供し

ていない。

我々は、入手した監査証拠が、連結財務諸表及び結合経営報告書に関する監査意見の合理的な基礎を得るために十分かつ適

切であったと判断している。

 

連結財務諸表監査における監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項は、2025年1月1日から12月31日までの会計年度の連結財務諸表監査において、我々が職業的専門家

として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監

査意見の形成において対応した事項であり、我々は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

我々は、監査報告書において開示すべき主要な検討事項として、以下の事項を識別した。
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－　(1) クラウドに関する収益認識

－　(2) グループの不確実な税務処理に関する評価

－　(3) 非上場株式の評価

 

(1）クラウドに関する収益認識

検討事項

　2025年度において、SAPは36,800百万ユーロの収益を計上した。その内21,023百万ユーロは、顧客に対するSaaS、PaaS、IaaS

といったクラウドサービス、及び/又はSAPのクラウド・ソリューションのサブスクリプションを通じたプレミアム・クラウド

サポートの利用料に関連するものである。数量で測定されるSAPのクラウドサービスの大部分において、顧客は一定期間の間、

1つ以上のクラウド・ソリューションに継続してアクセスし使用する権利が得られることから、クラウド収益は時間の経過に応

じて、顧客がアクセス可能な期間に応じて比例的に認識される。一方、クラウドのビジネスモデルのなかには、顧客が契約期

間を通じてクラウドサービスを固定額での利用を約束するもの、コンサンプション・ベースで提供されるものもある。これら

の取決めについて、クラウド収益は、履行義務の充足に向けた尺度を最もよく反映することから、消費に基づいて認識され

る。

SAPのクラウド収益に係る顧客契約は、特定の契約の性質の複雑さによる誤謬が生じる固有リスクを負っている。SAPは顧客

とのクラウド契約の会計処理を管理するために、一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠した詳細な会計方針を定め、グ

ループ内で統一された会計処理をしている。特に、同一の顧客との特定の契約が経済的に関連しており、組み合わせる必要が

あるかどうか、契約に従ってSAPが負う様々なサービスが、単体での販売価格に基づき別個の履行義務として適格であるかどう

か、特定の履行義務について当グループの役務提供開始時点などに関して、これらの適用には、多くの場合、重要な経営者の

判断が必要となる。

クラウド収益の重要性と複雑な判断が要求される度合いの高さから、クラウドに関する収益認識は監査上の主要な検討事項

である。

SAPのクラウド収益に関する各開示は連結財務諸表注記の「(A.1)収益」に含まれている。

 

監査人の対応及び見解

我々は、契約において経済的に相互関係を持つ契約、個別の履行義務の識別、特定の契約の履行義務への取引価格の配分、

サービス提供開始時点の判断に関連する統制を含む収益プロセスに係る内部統制の整備状況を評価し、運用状況の有効性をテ

ストした。我々は、経済的に相互関係を持つ契約、個別の履行義務の識別、特定の契約の履行義務への取引価格の配分、特定

された履行義務のサービス提供が開始された時点に関するSAPの判断を評価するため、契約に関する合意書及び関連文書のサン

プルをテストした。我々は、識別された履行義務及び識別された履行義務のサービス提供開始時点を評価するため、それぞれ

の契約のうち主要な利用規約についてテストした。

実施した監査手続に基づき、クラウド契約に係る収益認識、とりわけ契約において経済的に相互関係を持つ契約、個別の履

行義務の識別、特定の契約の履行義務への取引価格の配分、サービス提供開始時点に関する経営者の判断は適切と判断した。

 

(2) グループの不確実な税務処理の評価

検討事項

SAPは1,187百万ユーロの税務上の不確実性に関連する偶発債務を開示している。SAPは、複数の税務管轄地域において事業活

動を行っており、各国における税法は継続的に改正されるとともに、その解釈の相違に起因する複雑性および不確実性が存在

している。特にグループ会社間のロイヤルティ支払及びグループ会社間サービスの損金算入可否に関して当該不確実性が顕著

である。特にグループ会社間のロイヤルティ支払及びグループ会社間サービスの損金算入可能性に関連する一定の法人所得税

リスクの識別、認識、測定及び開示においては、複数の税務管轄地域における税法、関連規制、判例、相互合意手続に関する

解釈に適応する主要な仮定を決定する経営者の判断を要する。また、グループ会社間のロイヤルティ支払及びグループ会社間

サービスの損金算入可能性が認められる可能性が高いかどうかの判断においても、経営者による重要な判断が必要となる。こ
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れらの経営者の判断には高度な専門性が要求されるため、当グループは定期的に自社のリスク評価をサポートする税務に関す

る意見書を提供する外部の専門家を利用している。

グループの不確実な税務処理に関する各開示は連結財務諸表注記の「(C.5)法人所得税」に含まれている。

 

監査人の対応及び見解

我々は、不確実な税務ポジションを見積るための経営者の手法及び主要な仮定の適切性を評価するため、税務に関する専門

的な技能と知識を持つ内部専門家を関与させた。一部のグループ事業活動については、関連する税法規制の解釈を含む経営者

の判断の合理性及び一貫性を評価した。加えて、各税務管轄地域における関連税法及び関連する解釈、関連判例、並びに相互

合意手続の解釈の基礎となる重要な仮定を評価した。我々は、グループ会社間のロイヤルティ支払及びグループ会社間サービ

スの損金算入可能性に関連する特定の不確実な税務ポジションの識別、認識、測定及び開示に関して導かれた結論の全体的な

合理性を評価した。

実施した監査手続に基づき、特にグループ会社間のロイヤルティ支払及びグループ会社間サービスの損金算入可能性に関連

する不確実な税務ポジションの見積りに係る経営者の判断は適切であると判断した。

 

(3) 非上場株式の評価

検討事項

2025年12月31日現在、SAPは主にSapphire Ventures株式に関する公正価値6,324百万ユーロの非上場株式を保有している。こ

れらの金融商品は、重大な観察不能なインプットにより純損益を通じて公正価値の反復測定を要する持分証券に分類されてい

る。そのような投資の公正価値測定は複雑であり、用いられた仮定は経営者の見積りと判断に非常に依存している。これは特

に、適切な類似企業データの選択など、収益倍率の導出や投資先の業績予測に使用される観察不能な重要なインプットが該当

する。

SAPグループの非上場株式の公正価値評価に関する各開示は連結財務諸表注記の「(D.6) 持分投資」及び「(F.2)金融商品の

公正価値」に含まれている。

 

監査人の対応及び見解

我々は、Sapphire Venturesに関する非上場株式投資の一部について使用された評価手法の妥当性の評価のサポートのため、

専門スキル及び知識を持つ内部の金融商品評価の専門家を関与させた。我々は、業界経験及び投資に関する知識に基づく我々

の予想と比較することにより、選択した評価技法の適切性をテストした。我々は、重要な観察不能なインプットを決定するた

めに使用した証拠の出所、信頼性及び関連性を評価し、公正価値の反復測定において考慮した重要な観察不能なインプット

を、過去の情報及び市場情報と比較することにより評価した。また、我々は、経営者の見積りが合理的かどうか評価するた

め、我々は第三者から入手した利用可能な市場情報を活用し、経営者の見積りとは別で公正価値の受け入れ可能な範囲を設定

した。

実施した監査手続に基づき、非上場株式の公正価値評価に関する経営者の判断は適切であったと判断した。

 

その他の情報

取締役会及び監査役会は、その他の情報に対して責任を負う。その他の情報は以下の構成要素から成る。

－　結合経営報告書の「グループサステナビリティ報告書」のセクションに含まれる統合非財務諸表

－　結合経営報告書の「コーポレート・ガバナンスの基本」セクションにて言及されている、別紙のコーポレート・ガバナン

スに関する報告

－　結合経営報告書に関係のない、未監査として示された開示

－　Form 20-Fのアニュアルレポート及びアニュアルレポートのその他の部分、但し、監査済み財務諸表、結合経営報告書及び

我々の監査報告書を除く
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我々の連結財務諸表及び結合経営報告書に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、従って、我々はそれらに

ついて意見やその他のいかなる形式の保証の結論も表明しない。

我々の監査に関連して、我々の責任はその他の情報を通読し、その過程でその他の情報が以下に該当しないか認識すること

である。

－　連結財務諸表、及びその内容について監査された結合経営報告書の情報、並びに監査の過程において得た情報と著しく矛

盾しているかどうか。

－　その他、著しい虚偽表示があると思われるかどうか。

実施した監査手続に基づいて、その他の情報に重要な虚偽表示があると結論付けた場合は、我々はその事実を報告すること

が要求される。この点に関して、報告事項はない。

加えて、2025年度の統合経営報告書において選択された、その他の情報の1つである質的及び量的な持続可能性の開示につい

て、我々は独立した保証業務を行うために従事した。特定のその他の情報に係る、独立した保証契約の性質、程度及び結論に

関しては、2026年2月18日付の独立保証報告書を参照するものとする。

 

連結財務諸表及び結合経営報告書に対する取締役会及び監査役会の責任

取締役会は、全ての重要な点においてEUにより採用されたIFRS及びHGB(Handelsgesetzbuch、ドイツ商法)第315e条第１項に

従って適用されるドイツの商法による追加的要求事項並びに国際会計基準審議会が発行したIFRSに準拠して、グループの資

産、負債、財政状態及び経営成績について真実かつ公正な概観を与える連結財務諸表を作成する責任を有している。また、取

締役会は、不正（不正な財務報告と資産の流用）又は誤謬に起因する重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成することを可

能とするために、経営者が必要と判断した内部統制に対する責任も負っている。

　連結財務諸表の作成にあたって、取締役会は継続企業として存続するグループ能力を評価する責任を有している。取締役会

は、該当する場合は継続企業の前提に関する事項を開示する責任も有している。さらに、取締役会はグループを清算又は事業

活動を停止する意思がある場合、又はそうする以外現実的な代替案が存在しない場合でない限り、継続企業の前提に基づいた

財務報告を行う責任を有している。

加えて、取締役会は全体としてグループの状況について適切な見解を提供する結合経営報告書を作成する責任を有する。当

該報告書は全ての重要な点において連結財務諸表と一貫性があり、ドイツの法的要求に従い、将来の発展の機会とリスクを適

切に提示する。さらに、取締役会は、適用されるドイツの法的要求事項、ドイツ会計基準20号(GAS20)及びIFRS 実務記述書

「経営者による説明」に準拠して結合経営報告書を作成するために、また結合経営報告書における主張に十分かつ適切な証拠

を提供できるようにするために必要と判断した取決めと基準（システム）に責任を負っている。

監査役会は、連結財務諸表及び結合経営報告書作成のためのグループの財務報告プロセスを監督する責任を有している。

 

連結財務諸表及び結合経営報告書に対する監査人の責任

　我々の目的は、連結財務諸表に全体として不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか、また結合経営報告書が全体

としてグループの状況について適切な見解を提示し、全ての重要な点において連結財務諸表及び監査で得た知見と一貫してお

り、ドイツの法的要求事項を適用し、将来の発展の機会とリスクを適切に提示するかどうかの合理的な保証を得ること、及び

連結財務諸表及び結合経営報告書について監査意見を含んだ監査報告書を発行することである。

合理的な保証とは、高いレベルの保証であるが、ドイツ商法第317条、EU法定監査規則及びドイツ経済監査士協会(IDW)が公

表したドイツにおける一般に公正妥当と認められた連結財務諸表監査基準に準拠した監査、さらに国際監査基準(ISA)に従った

監査が、常に重要な虚偽表示を発見できることを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計して、連結財務諸表及び結合経営報告書の財務諸表利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に

見込まれる場合に、重要性があると判断される。

我々は職業的専門家としての判断を行使し、監査の全過程を通じて職業的懐疑心を保持する。我々はさらに、

－　不正又は誤謬による連結財務諸表及び結合経営報告書の重要な虚偽表示のリスクを識別及び評価し、これらのリスクに対

応した監査手続の立案及び実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正は共謀、偽造、意図
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的な除外、虚偽の記載、内部統制の無効化を伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽表示が発見されないリスク

は、誤謬による重要な虚偽表示が発見されないリスクより高い。状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財

務諸表の監査に関連する内部統制及び結合経営報告書の取決めと基準（システム）を理解する。

－　取締役会が採用した会計方針の適切性、取締役会による見積りの合理性及び関連する開示を評価する。

－　取締役会による、継続企業を前提とした会計処理の妥当性、及び継続企業として存続するグループの能力に重要な疑義を

生じさせる事象又は状況に関連する重要な不確実性が存在するかどうかについて、入手した監査証拠に基づいて結論づけ

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると結論づける場合、監査報告書において連結財務諸表及び結合

経営報告書の注記事項において注意を喚起するか、又は注記事項が不適切な場合は、監査意見を修正することが要求され

ている。我々の結論は監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象や状況により、

グループの継続企業として継続できなくなる可能性がある。

－　連結財務諸表の開示を含め、全体的な表示、構成、内容を評価する。また、連結財務諸表がEUにより採用されたIFRS及び

ドイツ商法(HGB)第315e条第１項に従って適用されるドイツの商法による追加的要求事項並びに国際会計基準審議会が発行

したIFRSに準拠してグループの資産、負債、財政状態及び経営成績について真実かつ公正な外観を与えるような方法で基

礎となる取引及び会計事象を表示しているかどうかについて評価する。

－　連結財務諸表及び結合経営報告書の監査意見を表明するために、監査計画を立案し、意見形成の基礎となるグループ内の

事業体及び事業活動の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。我々はグループ監査の指示、監督、実施及

び査閲に関して責任がある。我々は、単独で監査意見に対して責任を負う。

－　結合経営報告書の連結財務諸表との整合性、ドイツ法への準拠性、結合経営報告書が提供するグループの状況に関する見

解を評価する。

－　結合経営報告書の中で取締役会によって提供される将来の情報に対して監査手続を実施する。十分かつ適切な監査証拠に

基づき、我々は特に将来の情報の基礎として取締役会によって使用された重要な仮定及び、これらの仮定からの将来の情

報の導出の適切性を評価する。我々は将来の情報及び基礎として用いられた仮定について、個別の意見を表明しない。将

来の事象が当該将来の情報と大きく乖離する重大な不可避のリスクが存在する。

我々は、とりわけ計画された監査の範囲及び実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重

要な発見事項について、監査役会とコミュニケーションを取る。

　我々は、さらに、独立性に関する倫理規則に準拠したこと及び独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係や他

の事項、もし該当があれば、関連するセーフガードについてコミュニケーションを取ることについての陳述書を監査役会に提

出する。

監査役会と協議した事項から、我々は、当期の連結財務諸表の監査において特に重要であり、それゆえ監査上の主要な検討

事項となる事項を決定した。我々は、法や規制が情報開示を妨げない限り、これらの事項について監査報告書に記載する。
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その他の法令規則に基づく要求事項

PCAOBに従った連結財務諸表の財務報告に係る内部統制システムに関する報告書

連結財務諸表の財務報告に係る内部統制システムに関する監査人の意見

我々は、SAP SE(以下「当社」という。)の2025年12月31日現在の連結財務諸表の財務報告に係る内部統制について監査を

行った。この統制システムは、トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した2013年改訂版内部統制の統合的フレームワー

クに定められた基準（以下、「COSO基準」という）に基づいている。

我々は、当社は全ての重要な点において、COSO基準に基づき、2025年12月31日現在において連結財務諸表の財務報告に係る

有効な内部統制を維持しているものと認める。

 

連結財務諸表に係る内部統制システムに関する取締役会及び監査役会の責任

取締役会は、連結財務諸表に係る内部統制に関する取締役会の報告書において記載されている様に、連結財務諸表の財務報

告に係る有効な内部統制システムを維持し、その有効性を評価する責任を有している。

会社の内部統制システムは、財務諸表に係る財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した

外部報告目的の財務書類作成に対して合理的な保証を提供するために整備されたプロセスである。財務諸表の財務報告に係る

内部統制システムには、(1)会社資産の取引及び処分を合理的な詳細さで正確かつ適正に反映した記録を維持するものであり、

(2)一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した財務諸表の作成を可能にするために必要な取引が記録されることに

関する合理的な保証を提供し、会社の経営者及び取締役の承認によってのみ会社の収入及び支出がなされ、(3)財務諸表に重要

な影響を及ぼす可能性のある未承認の資産の取得、使用又は処分を防止又は適時に発見することについての合理的な保証を提

供するための方針及び手続が含まれる。

財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、重要な虚偽の表示を防止又は発見できない可能性がある。また、将来

の期間にわたる有効性の評価の予測には、状況の変化により内部統制が不適切となるリスク、又は方針や手続の遵守の程度が

低下するリスクを伴う。

監査役会は、連結財務諸表の財務報告に係るSAP SEの内部統制システムを監督する責任を有している。

 

連結財務諸表の財務報告に係る内部統制に対する監査人の責任

我々の責任は、我々の監査に基づき、財務報告に係るSAP SEの内部統制についての意見を表明することにある。我々はPCAOB

に登録された会計事務所であり、米国連邦証券法、証券取引委員会規則及びPCAOBに従い、SAP SEからの独立性が要求されてい

る。

我々は、PCAOBの基準に準拠して監査を行った。これらの監査の基準は、財務報告に係る有効な内部統制が全ての重要な点に

おいて維持されているかどうかについて合理的な保証を得るために、我々が監査を計画し実施することを求めている。我々の

監査は、財務報告に係る内部統制についての理解、重要な欠陥が存在するリスクの評価並びに評価したリスクに基づく内部統

制の整備及び運用状況の有効性についての検証及び評価を含んでいる。また、我々の監査は我々が状況に応じて必要と認めた

手続きの実施を含んでいる。

我々は、我々の監査が監査意見の合理的な基礎を提供するものであると確信している。
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公開目的で作成された連結財務諸表及び結合経営報告書の電子的レンダリングに係るHGB第317

条第3a項に準じた保証報告書

保証意見

我々は、公開目的で作成された、電子ファイル「sap-2025-12-31-DE.xbri」 に含まれた連結財務諸表及び結合経営報告書の

電子的レンダリング（以下、ESEF文書）が、全ての重要な点において電子報告形式（ESEF形式）についてのHGB第328条第1項の

要求事項に従っているかどうかについて合理的な保証を得るためにHGB第317条第3a項に準拠して監査を行った。ドイツの法的

要求事項に従って、この保証業務は、連結財務諸表と結合経営報告書に含まれる情報のESEF形式への変換のみに適用されるも

のであり、従って、当該レンダリングに含まれる情報及び上記に識別された電子ファイルに含まれるその他全ての情報にも関

連しない。

　我々は、上記において識別され、公開目的で作成された電子ファイルに含まれる連結財務諸表及び結合経営報告書のレンダ

リングが、全ての重要な点において電子報告形式についてのHGB第328条第1項の要求事項に準拠していることを認める。この保

証の意見及び、附属の2025年1月1日から2025年12月31日までの会計年度に係る連結財務諸表及び結合経営報告書に対する上記

「連結財務諸表及び結合経営報告書に対する監査報告書」に含まれる我々の監査意見以外には、当該レンダリングに含まれる

情報及び上記において識別された電子ファイルに含まれるその他全ての情報に対する保証意見も表明しない。

 

保証意見の基礎

　我々は、上記において識別された電子ファイルに含まれる連結財務諸表及び結合経営報告書のレンダリングについて、HGB第

317条第3a項及びIDW保証基準「公開目的で作成された財務諸表及び経営報告書の電子的レンダリングに係るHGB第317条第3a項

に準拠した保証業務(IDW AsS 410 (06.2022))」に従って保証業務を行った。我々の責任は以下「ESEF文書に係る保証業務に対

する監査人の責任」のセクションに記載されている。当監査法人は、IDW品質マネジメント基準「Quality Management in the

Audit Firm (IDW QMS 1 (09.2022))」を適用している。

 

ESEF文書に関する取締役会及び監査役会の責任

　取締役会は、連結財務諸表及び結合経営報告書の電子的レンダリングを含むESEF文書をHGB第328条第1項第4文の1に従って作

成すること、及び連結財務諸表をHGB第328条第1項第4文の2に従ってタグ付けする責任を有する。

　さらに、取締役会は、電子報告形式についてのHGB第328条第1項の要求事項の意図的又は意図的ではない違反のないESEF文書

の作成のために必要と考えられる内部統制にも責任がある。

　監査役会は、財務報告プロセスの一環としてESEF文書作成プロセスを監視する責任を有する。

 

ESEF文書に係る保証業務に対する監査人の責任

　我々の目的は、ESEF文書にHGB第328条第1項の要求事項の意図的又は意図的ではない重大な違反がないことについて合理的な

保証を得ることである。

我々は保証業務全体を通して職業的判断を行使し職業的懐疑心を保持する。我々はまた、

－　HGB第328条第1項の要求事項の意図的又は意図的ではない重大な違反のリスクを識別評価し、これらのリスクに対応する保

証手続を立案して実施し、我々の保証の意見の基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手する。

－　内部統制の有効性についての意見を表明する目的ではなく、状況に適した保証手続を立案するため、ESEF文書の保証に関

連する内部統制の理解を得る。

－　ESEF文書の技術的妥当性、つまりESEF文書を含む電子ファイルが、この電子ファイルの技術的仕様について、財務諸表日

現在において有効な欧州（EU）委員会委任規則2019/815の要求事項を満たしているかどうかを評価する。

－　ESEF文書が、監査済み連結財務諸表及び監査済み結合経営報告書と同様の内容のXHTMLレンダリングを提供するかどうかを

評価する。
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－　インラインXBRL技術（iXBRL）を用いたESEF文書のタグ付けが、財務諸表日現在において有効な欧州（EU）委員会委任規則

2019/815第4条及び第6条の要求事項に従って、XHTMLレンダリングの適切で網羅的な機械読み取り可能なXBRLコピーを可能

にするかどうかを評価する。

 

EU法定監査規則第10条に基づく詳細情報

我々は2025年5月13日に開催された定時株主総会でグループ監査人として選出された。2025年6月10日に監査及びコンプライ

アンス委員会の委員長により任命され、2023年の会計年度から中断することなくSAP SEの連結財務諸表の監査人を務めてい

る。

我々はこの監査報告書で表明されている監査意見がEU法定監査規則第11条に基づく監査委員会への追加報告(長文式監査報告

書)と首尾一貫していると宣言する。

SAP SEの財務諸表監査に加えて、我々は様々な子会社で財務諸表監査を実施し、また連結財務諸表又は結合経営報告書上で

開示されていない以下のサービスを提供している。

－　統合報告書2025に含まれる定性的及び定量的な持続可能性の開示に関する合理的な保証業務

－　ドイツ商法(HGB)第289b条から第289e条並びに第315b条及び第315c条による非財務諸表の限定的な保証業務

－　サービス受託会社の保証手続

－　取引相手監査証明書令(GPrüfbV)に関連するドイツ有価証券取引法(WpHG)第32条1項によるEMIRに関する監査

－　ドイツ証券取引法[AktG]第162条の要件に基づく、関連開示を含むSAP SEの報酬報告書の監査

 

その他の事項 - 監査報告書の利用

当監査報告書は常に監査済み連結財務諸表及び監査済み結合経営報告書、並びに保証済みESEF文書と共に閲覧される必要が

ある。ESEF形式（会社登記簿に登録される版も含む）に転換された連結財務諸表及び結合経営報告書は、監査済み連結財務諸

表及び監査済み結合経営報告書の電子的レンダリングにすぎず、それらに置き換わるものではない。特にESEF文書とそれに含

まれる当監査報告書は、電子形式で提供される保証済みESEF文書と共にのみ使用されなければならない。
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業務執行社員

この独立監査人の報告書に関する業務執行社員は、イェンス・フライベルクである。

 

フランクフルト・アム・マイン、2026年2月18日

BDO AG

監査法人

 

(フライベルク博士)　　　　　　　　　(クリンケ)

(ドイツ公認監査士)　　　　　　　　　(ドイツ公認監査士)

　　次へ
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Independent Auditor's Report
 

To SAP SE, Walldorf

 

REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND OF THE

COMBINED MANAGEMENT REPORT
 

AUDIT OPINIONS

 

We have audited the consolidated financial statements of SAP SE, Walldorf, and its subsidiaries (the

group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2025, the

consolidated income statements, consolidated statements of comprehensive income, consolidated statements of

changes in equity and consolidated statements of cash flows for the financial year from January 1, 2025 to

December 31, 2025, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy

information.

 

In addition, we have audited the combined management report (report on the position of the company and of

the group) of SAP SE for the financial year from January 1, 2025 to December 31, 2025. In accordance with

the German legal requirements, we have not audited the content of those parts of the combined management

report listed in section “OTHER INFORMATION”.

 

In our opinion, on the basis of the knowledge obtained in the audit,

 

－ the accompanying consolidated financial statements comply, in all material respects, with the IFRS

Accounting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) (hereafter “IFRS

Accounting Standards”) as well as adopted by the EU, and the additional requirements of German

commercial law pursuant to § 315e (1) HGB [Handelsgesetzbuch: German Commercial Code] and, in

compliance with these requirements, give a true and fair view of the assets, liabilities and financial

position of the group as at December 31, 2025, and of its financial performance for the financial year

from January 1, 2025 to December 31, 2025, and

 

－ the accompanying combined management report as a whole provides an appropriate view of the group's

position. In all material respects, this combined management report is consistent with the consolidated

financial statements, complies with German legal requirements and appropriately presents the

opportunities and risks of future development. Our opinion on the combined management report does not

cover the content of those parts of the combined management report listed in section “OTHER

INFORMATION”.

 

Pursuant to § 322 (3) sentence 1 HGB (German Commercial Code), we declare that our audit has not led to

any reservations relating to the legal compliance of the consolidated financial statements and of the

combined management report.
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BASIS FOR THE AUDIT OPINIONS

 

We conducted our audit of the consolidated financial statements and of the combined management report in

accordance with § 317 HGB and the EU Audit Regulation (No. 537/2014, referred to subsequently as “EU

Audit Regulation”) and in compliance with German Generally Accepted Standards for Financial Statement

Audits promulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer [Institute of Public Auditors in Germany] (IDW).

We conducted our audit of the consolidated financial statements in supplementary compliance with the

International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those requirements, principles and

standards are further described in the “AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS AND OF THE COMBINED MANAGEMENT REPORT” section of our auditor's report. We are

independent of the group entities in accordance with the requirements of European law and German commercial

and professional law, and we have fulfilled our other German professional responsibilities in accordance

with these requirements.

 

In addition, in accordance with Article 10 (2) letter (f) of the EU Audit Regulation, we declare that we

have not provided non-audit services prohibited under Article 5 (1) of the EU Audit Regulation.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for

our audit opinions on the consolidated financial statements and on the combined management report.

 

KEY AUDIT MATTERS IN THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our

audit of the consolidated financial statements for the financial year from January 1, 2025 to December 31,

2025. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as

a whole, and in forming our audit opinion thereon; we do not provide a separate audit opinion on these

matters.

 

We have identified the following matters as key audit matters to be disclosed in our auditor's report:

 

1. Cloud revenue recognition

 

2. Assessment of the Group's uncertain tax treatments

 

3. Measurement of unlisted equity securities

 

1. CLOUD REVENUE RECOGNITION

 

Matter

 

The Group generated revenue in 2025 of EUR 36,800 million, of which EUR 21,023 million relate to cloud

revenues from fees earned from providing customers a cloud offering with software as a service, platform as

a service, infrastructure as a service and/or premium cloud support through subscriptions for use of the

Group's cloud solutions. For most of the Group's cloud offerings, measured both in volume and number, the

customer is entitled to continuously access and use one or more cloud solutions for a specified term,

therefore cloud revenue is recognized based on time elapsed and thus ratably over the term of access.

However, some cloud business models are provisioned on a consumption basis where a customer commits to a

fixed value of spend on cloud services throughout the contract term, but with the discretion to call off

cloud services on an as needed basis. For those arrangements cloud revenue is recognized based on

consumption as it best reflects the measure towards satisfaction of the performance obligation(s).
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The evaluation of cloud revenue contracts bears an inherent risk of errors due to the complex nature of

certain contracts. SAP defined detailed accounting policy guidelines in line with the applicable accounting

standards and has established uniform processes throughout the group to manage the accounting for its cloud

contracts. Applying them often requires significant management judgment, in particular with respect to

whether certain agreements with the same customer are economically linked and need to be combined, whether

the various services that are owed by the Group according to the contract qualify as separate performance

obligations, the allocation of the transaction price of a customer contract to the performance obligations

in the contract based on standalone-selling prices and the point in time at which the provision of services

by the Group for the specific performance obligation commences.

 

Cloud revenue recognition is a key audit matter due to the significance of the cloud revenue and the high

degree of complex judgment required.

 

The respective cloud revenue disclosures of the Group are contained in section “A.1 Revenue” of the notes

to the consolidated financial statements.

 

Auditor's Response and Observations

 

We evaluated the design and we tested the operating effectiveness of certain internal controls related to

the revenue process, including controls related to the identification of certain economically linked

agreements and separate performance obligations, the allocation of the transaction price to the performance

obligations in certain contracts, and the point in time at which the provisioning of service commenced. We

tested a sample of underlying contractual agreements and other related documents to evaluate the Group's

assessment of whether certain agreements were economically linked, the identified performance obligations,

the allocation of the transaction price and the point in time at which the provision of service for the

performance obligations identified commenced. We tested key contractual terms and conditions from the

respective contracts to evaluate the identified performance obligations and the point in time at which the

provision of service for the identified performance obligations commenced.

 

Based on the audit procedures we performed, we have found management's judgments used for revenue

recognition of cloud contracts, particularly in the area of assessing whether certain contracts are

economically linked and need to be combined, identifying separate performance obligations, allocating the

transaction price to the performance obligation, and assessing the point in time at which the provision of

services commenced, acceptable.
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2. ASSESSMENT OF THE GROUP'S UNCERTAIN TAX TREATMENTS

 

Matter

 

The Group disclosed contingent liabilities relating to tax uncertainties of EUR 1,187 million. The Group

operates in multiple tax jurisdictions which continually revise and change tax laws with complexities and

uncertainties due to different interpretations of these tax laws, especially relating to the deductibility

of intercompany royalty payments and intercompany services. The identification, recognition, measurement

and disclosure of certain income tax risks specifically related to the deductibility of intercompany

royalty payments and intercompany services requires significant management judgment in determining key

assumptions to be applied to the interpretation of tax laws, related regulations, case laws and mutual

agreement procedures across multiple jurisdictions. Significant management judgment is also required to

determine whether the deductibility of intercompany royalty payments and intercompany services is more-

likely-than-not to be sustained. These management judgments demand a high degree of expertise, for which

the Group regularly engages external experts to provide tax opinions to support their own risk assessment.

 

The respective disclosures regarding uncertain tax positions of the Group are contained in section “C.5

Income Taxes” of the notes to the consolidated financial statements.

 

Auditor's Response and Observations

 

We involved internal experts with specialized skills and knowledge in taxation to evaluate the

appropriateness of management's methods and key assumptions used to estimate certain uncertain tax

positions. For certain group business activities, we assessed the reasonableness and consistency of

management's judgment in the interpretation of relevant tax regulations. In addition, we evaluated the

significant assumptions underlying the interpretation of relevant tax laws and related interpretations,

relevant case law, and mutual agreement procedures in the respective tax jurisdictions. We assessed the

reasonableness of conclusions reached regarding the identification, recognition, measurement and disclosure

of certain uncertain tax positions related to the deductibility of intercompany royalty payments and

intercompany services.

 

Based on the audit procedures we performed, we have found management's judgments associated with the

estimation of uncertain tax positions, specifically related to the deductibility of intercompany royalty

payments and intercompany services, acceptable.
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3. MEASUREMENT OF UNLISTED EQUITY SECURITIES

 

Matter

 

The Group holds unlisted equity securities held at fair value of EUR 6,324 million as of December 31, 2025,

primarily relating to Sapphire Ventures investments. These investments in unlisted equity securities are

classified as financial instruments at fair value through profit and loss requiring a recurring fair value

measurement using significant unobservable inputs. The measurement of the fair value of certain investments

is complex and, with regard to the assumptions made, highly dependent on management's estimates and

judgments. This applies particularly to the significant measurement uncertainty associated with the fair

value of such investments relating to significant unobservable inputs used, such as the selection of

appropriate comparable company data, in deriving revenue multiples as well as forecasted performance of the

investees.

 

The respective disclosures regarding the fair value measurement of unlisted equity securities of the Group

are contained in sections “D.6 Equity Investments” and “F.2 Fair Value Disclosures on Financial

Instruments” of the notes to the consolidated financial statements.

 

Auditor's Response and Observations

 

We involved internal experts with specialized skills and knowledge in valuation to assist in assessing and

evaluating the appropriateness of the valuation technique used for a selection of certain investments in

unlisted equity securities relating to Sapphire Ventures investments. We tested the appropriateness of the

valuation technique selected by comparing it to our expectation based on industry experience and knowledge

of the investment. We assessed the source, reliability and relevance of evidence used in determining

significant unobservable inputs and we evaluated the significant unobservable inputs considered in the

recurring measurement of fair value by comparing them to historical and market information. In addition, we

developed an independent range of acceptable fair value estimates utilizing available market information

from third party sources to assess whether managements estimates are reasonable.

 

Based on the audit procedures we performed, we have found management's judgments related to the fair value

measurement of unlisted equity securities acceptable.
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OTHER INFORMATION

 

The executive board and the supervisory board are responsible for the other information. The other

information comprises:

 

－ the combined non-financial statement provided in section “Group Sustainability Statement” of the

combined management report

 

－ the separately published corporate governance statement, to which reference is made in section

“Corporate Governance Fundamentals” of the combined management report

 

－ the disclosures extraneous to the combined management report and marked as unaudited

 

－ the annual report on Form 20-F and the other parts of the annual report, except for the audited

financial statements and combined management report as well as our auditor's report

 

Our audit opinions on the consolidated financial statements and on the combined management report do not

cover the other information, and consequently we do not express an opinion or any other form of assurance

conclusion thereon.

 

In connection with our audit, our responsibility is to read the other information and thereby acknowledge

whether the other information

 

－ is materially inconsistent with the consolidated financial statements, with the combined management

report, or our knowledge obtained in the audit or

 

－ otherwise appears to be materially misstated.

 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other

information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

 

In addition, we were engaged to perform an independent assurance engagement on selected qualitative and

quantitative sustainability disclosures, which is also other information of the combined management report

2025. In regard to the nature, extent and conclusions of this independent assurance engagement for specific

other information we refer to our independent assurance report dated February 18, 2026.
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RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD FOR THE

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND THE COMBINED MANAGEMENT REPORT

 

The executive board is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that

comply, in all material respects, with the IFRS Accounting Standards as adopted by the EU and the

additional requirements of German commercial law pursuant to § 315e (1) HGB as well as the IFRSs as issued

by the International Accounting Standards Board and that the consolidated financial statements, in

compliance with these requirements, give a true and fair view of the assets, liabilities, financial

position and financial performance of the group. In addition, the executive board is responsible for such

internal control as the executive board has determined necessary to enable the preparation of consolidated

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud (i. e. fraudulent

financial reporting and misappropriation of assets) or error.

 

In preparing the consolidated financial statements, the executive board is responsible for assessing the

group's ability to continue as a going concern. The executive board also have the responsibility for

disclosing, as applicable, matters related to going concern. In addition, the executive board are

responsible for financial reporting based on the going concern basis of accounting unless there is an

intention to liquidate the group or to cease operations, or there is no realistic alternative but to do so.

 

Furthermore, the executive board is responsible for the preparation of the combined management report that,

as a whole, provides an appropriate view of the group's position and is, in all material respects,

consistent with the consolidated financial statements, complies with German legal requirements, and

appropriately presents the opportunities and risks of future development. In addition, the executive board

is responsible for such arrangements and measures (systems) as the executive board has considered necessary

to enable the preparation of a combined management report that is in accordance with the applicable German

legal requirements, the German Accounting Standard number 20 (GAS 20) and the IFRS Practice Statement

Management Commentary and to be able to provide sufficient appropriate evidence for the assertions in the

combined management report.

 

The supervisory board is responsible for overseeing the group's financial reporting process for the

preparation of the consolidated financial statements and of the combined management report.
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AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL

STATEMENTS AND OF THE COMBINED MANAGEMENT REPORT

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a

whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and whether the combined

management report as a whole provides an appropriate view of the group's position and, in all material

respects, is consistent with the consolidated financial statements and the knowledge obtained in the audit,

complies with the German legal requirements and appropriately presents the opportunities and

 

risks of future development, as well as to issue an auditor's report that includes our opinions on the

consolidated financial statements and on the combined management report.

 

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in

accordance with § 317 HGB and the EU Audit Regulation and in compliance with German Generally Accepted

Standards for Financial Statement Audits promulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) and

supplementary compliance with the ISAs will always detect a material misstatement. Misstatements can arise

from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably

be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial

statements and this combined management report.

 

We exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also

 

－ identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and of

the combined management report, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures

responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a

basis for our audit opinions. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is

higher than the risk of not detecting a material misstatement resulting from error, as fraud may involve

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.

obtain an understanding of internal controls relevant to the audit of the consolidated financial

statements and of arrangements and measures relevant to the audit of the combined management report in

order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

 

－ evaluate the appropriateness of accounting policies used by the executive board and the reasonableness

of estimates made by the executive board and related disclosures.

 

－ conclude on the appropriateness of the executive boards' use of the going concern basis of accounting

and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or

conditions that may cast significant doubt on the group's ability to continue as a going concern. If we

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in the auditor's report

to the related disclosures in the consolidated financial statements and in the combined management

report or, if such disclosures are inadequate, to modify our respective audit opinions. Our conclusions

are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events

or conditions may cause the group to cease to be able to continue as a going concern.
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－ evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,

including the disclosures, and whether the consolidated financial statements present the underlying

transactions and events in a manner that the consolidated financial statements give a true and fair view

of the assets, liabilities, financial position and financial performance of the group in compliance with

IFRS Accounting Standards as adopted by the EU as well as with the IFRS Accounting Standards, as issued

by the International Accounting Standards Board and the additional requirements of German commercial law

pursuant to § 315e (1) HGB.

 

－ plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial

information of the entities or business units within the group as a basis for forming the audit opinions

on the consolidated financial statements and on the combined management report. We are responsible for

the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We

remain solely responsible for our audit opinions.

 

－ evaluate the consistency of the combined management report with the consolidated financial statements,

its conformity with German law, and the view of the group's position it provides.

 

－ perform audit procedures on the prospective information presented by the executive board in the combined

management report. On the basis of sufficient appropriate audit evidence we evaluate, in particular, the

significant assumptions used by the executive board as a basis for the prospective information, and

evaluate the proper derivation of the prospective information from these assumptions. We do not express

a separate opinion on the prospective information and on the assumptions used as a basis. There is a

substantial unavoidable risk that future events will differ materially from the prospective information.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and

timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal

controls that we identify during our audit.

 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with the relevant

independence requirements and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably

be thought to bear on our independence, and, where applicable, the actions taken or safeguards applied to

eliminate independence threats.

 

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of

most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are

therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation

precludes public disclosure about the matter.
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OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS
 

REPORT ON INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING IN THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS PURSUANT TO PCAOB
 

Opinion on Internal Control over Financial Reporting in the Consolidated

Financial Statements

 

We have audited SAP SE's (the “Company's”) internal control over financial reporting as of December 31,

2025, based on criteria established in Internal Control ̶ Integrated Framework (2013) issued by the

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (the “COSO criteria”). In our opinion,

the Company maintained, in all material respects, effective internal control over financial reporting as of

December 31, 2025, based on the COSO criteria.

 

Executive Board's and Supervisory Board's Responsibility for the Internal

Control over Financial Reporting in the Consolidated Financial Statements

 

The executive board is responsible for maintaining effective internal control over financial reporting and

for its assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting, included in

Management's Annual Report on Internal Control over Financial Reporting in the Consolidated Financial

Statements.

 

A company's internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance

regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external

purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal control over

financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records

that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets

of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit

preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that

receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of

management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or

timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a

material effect on the financial statements.

 

Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect

misstatements. Also, projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the

risk that controls may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance

with the policies or procedures may deteriorate.

 

The supervisory board is responsible for overseeing SAP SE's internal control over financial reporting in

the consolidated financial statements.
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Auditor's Responsibility for the Internal Control over Financial Reporting in

the Consolidated Financial Statements

 

Our responsibility is to express an opinion on SAP SE's internal control over financial reporting based on

our audit. We are a public accounting firm registered with the PCAOB and are required to be independent

with respect to SAP SE in accordance with U.S. federal securities laws and the applicable rules and

regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

 

We conducted our audit of internal control over financial reporting in accordance with the standards of the

PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about

whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our

audit included obtaining an understanding of internal control over financial reporting, assessing the risk

that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of

internal control based on the assessed risk. Our audit also included performing such other procedures as we

considered necessary in the circumstances.

 

We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

 

REPORT ON THE ASSURANCE ON THE ELECTRONIC RENDERING OF THE CONSOLIDATED

FINANCIAL STATEMENTS AND THE COMBINED MANAGEMENT REPORT, PREPARED FOR

PUBLICATION PURPOSES IN ACCORDANCE WITH § 317 (3A) HGB

 

Assurance Opinion

 

We have performed assurance work in accordance with § 317 (3a) HGB to obtain reasonable assurance as to

whether the rendering of the consolidated financial statements and the combined management report

(hereinafter the “ESEF documents”) contained in the electronic file “sap-2025-12-31-DE.xbri” and

prepared for publication purposes complies in all material respects with the requirements of § 328 (1) HGB

for the electronic reporting format (“ESEF format”). In accordance with German legal requirements, this

assurance work extends only to the conversion of the information contained in the consolidated financial

statements and the combined management report into the ESEF format and therefore relates neither to the

information contained within these renderings nor to any other information contained in the file identified

above.

 

In our opinion, the rendering of the consolidated financial statements and the combined management report

contained in the electronic file identified above and prepared for publication purposes complies in all

material respects with the requirements of § 328 (1) HGB for the electronic reporting format. Beyond this

assurance opinion and our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements and the

accompanying combined management report for the financial year from January 1, 2025 to December 31, 2025,

contained in the “Report on the audit of the consolidated financial statements and of the combined

management report” above, we do not express any assurance opinion on the information contained within

these renderings or on the other information contained in the file identified above.
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Basis for the Assurance Opinion

 

We conducted our assurance work on the rendering of the consolidated financial statements and the combined

management report contained in the file identified above in accordance with § 317 (3a) HGB and the IDW

Assurance Standard: Assurance Work on the Electronic Rendering of Financial Statements and Management Reports,

Prepared for Publication Purposes in Accordance with § 317 (3a) HGB (IDW AsS 410 (06.2022)). Our responsibility

in accordance therewith is further described in the “Auditor's Responsibilities for the Assurance Work on the

ESEF Documents” section. Our audit firm has applied the requirements of the IDW Quality Management Standard:

Requirements for Quality Management in the Audit Firm (IDW QMS 1 (09.2022)).

 

Responsibilities of the Executive Board and the Supervisory Board for the ESEF Documents

 

The executive board of the company is responsible for the preparation of the ESEF documents with the electronic

renderings of the consolidated financial statements and the combined management report in accordance with § 328

(1) sentence 4 No. 1 HGB and for the tagging of the consolidated financial statements in accordance with § 328

(1) sentence 4 No. 2 HGB.

 

In addition, the executive board of the company is responsible for such internal controls that they have

considered necessary to enable the preparation of ESEF documents that are free from material intentional or

unintentional non-compliance with the requirements of § 328 (1) HGB for the electronic reporting format.

 

The supervisory board is responsible for overseeing the process for preparing the ESEF documents as part of the

financial reporting process.

 

Auditor's Responsibilities for the Assurance Work on the ESEF documents

 

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the ESEF documents are free from material

intentional or unintentional non-compliance with the requirements of § 328 (1) HGB. We exercise professional

judgment and maintain professional skepticism throughout the assurance work. We also

 

－ identify and assess the risks of material intentional or unintentional non-compliance with the requirements

of § 328 (1) HGB, design and perform assurance procedures responsive to those risks, and obtain assurance

evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our assurance opinion.

 

－ obtain an understanding of internal control relevant to the assurance on the ESEF documents in order to

design assurance procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing

an assurance opinion on the effectiveness of these controls.

 

－ evaluate the technical validity of the ESEF documents, i. e. whether the file containing the ESEF documents

meets the requirements of the Delegated Regulation (EU) 2019/815, in the version in force at the date of the

financial statements, on the technical specification for this electronic file.

 

－ evaluate whether the ESEF documents provide an XHTML rendering with content equivalent to the audited

consolidated financial statements and to the audited combined management report.

 

－ evaluate whether the tagging of the ESEF documents with Inline XBRL technology (iXBRL) in accordance with the

requirements of Articles 4 and 6 of the Delegated Regulation (EU) 2019/815, in the version in force at the

date of the financial statements, enables an appropriate and complete machine-readable XBRL copy of the

XHTML rendering.
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FURTHER INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 10 OF THE EU AUDIT REGULATION

 

We were elected as auditor by the annual general meeting on May 13, 2025. We were engaged by the chairperson of

the Audit and Compliance Committee on June 10, 2025. We have been the auditor of the consolidated financial

statements of the SAP SE without interruption since the financial year 2023.

 

We declare that the audit opinions expressed in this auditor's report are consistent with the additional report

to the audit committee pursuant to Article 11 of the EU Audit Regulation (long-form audit report).

 

In addition to the financial statement audit of SAP SE, we have performed various financial statement audits at

subsidiaries and have provided to group entities the following services that are not disclosed in the

consolidated financial statements or in the combined management report for the audited entity or its controlled

entities:

 

－ reasonable assurance engagement on selected qualitative and quantitative sustainability disclosures of the

Integrated Report 2025,

 

－ limited assurance engagement on the combined non-financial statement according to §§ 315b and c HGB in

conjunction with §§ 289b to 289e HGB,

 

－ service organization attestation procedures,

 

－ audit of EMIR requirements according to § 32 (1) German Securities Trading Act (WpHG) in conjunction with §

3 Counterparty Audit Certificate Ordinance (GPrüfbV),

 

－ audit of the compensation report including related disclosures of SAP SE pursuant to the requirements of §

162 of the German Stock Corporation Act [AktG].

 

OTHER MATTER ̶ USE OF THE AUDITOR'S REPORT
 

Our auditor's report must always be read together with the audited consolidated financial statements and the

audited combined management report as well as the assured ESEF documents. The consolidated financial statements

and the combined management report converted to the ESEF format ̶ including the versions to be published in the

German CompanyRegister ̶ are merely electronic renderings of the audited consolidated financial statements and

the audited combined management report and do not take their place. In particular, the ESEF report and our

assurance opinion contained therein are to be used solely together with the assured ESEF documents provided in

electronic form.

 

GERMAN PUBLIC AUDITOR RESPONSIBLE FOR THE ENGAGEMENT
 

The German Public Auditor responsible for the engagement is Dr. Jens Freiberg.

 

Frankfurt am Main, February 18, 2026

 

BDO AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

 

Dr. Jens Freiberg

Wirtschaftsprüfer

German Public Auditor

Kamil Klinke

Wirtschaftsprüfer

German Public Auditor
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